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第１章 地震災害対策の計画的な推進 
 

第１節 計画の目的、位置づけ 
 

１ 計画の目的 

「地震災害対策計画編」（以下「本計画」という。）は、市内の地震災害全般に関して、総合的な対

策を定めたものであり、本計画に基づき事前の対策を推進して、災害に強い安全なまちづくりを進める

とともに、地震災害が発生した際の応急対策を実施することにより、市民の生命、身体及び財産を地震

災害から守ることを目的とするものです。 

 

２ 計画の構成及び性格 

⑴ 本計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 42条の規定に基づき作成する三浦市地域

防災計画のうち、地震災害対策に関する計画として三浦市防災会議が定めたものです。 

⑵ 本計画は、国の防災基本計画及び神奈川県地域防災計画と整合性、関連性を有する連携した地域計

画であり、市内の地震災害全般に関して、総合的な指針となるものです。 

⑶ 本計画は、別に定める風水害等災害対策計画とともに三浦市地域防災計画を構成し、本市の防災対

策の根幹をなすものです。 

⑷ 本計画は、地震防災対策特別措置法に基づく地震防災緊急事業五箇年計画の基礎となる計画です。 

⑸ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14年法律第 92号）第５条の

規定に基づく「南海トラフ地震防災対策推進計画」については、その定められるべき基本項目がこの

地震災害対策計画に含まれるため、地震災害対策計画はこの計画を兼ねるものとします。 

⑹ 平成 29年４月１日より、横須賀市への事務委託方式による消防広域化（消防団及び消防水利事務を

除く。）を実施したことから、三浦市域における消防事務は横須賀市消防局が担うため、本計画中の消

防事務については、横須賀市消防局との関連性を有する計画となっています。 

 

３ 計画の着実な推進 

  本計画を推進するためには、各防災機関が多くの事業を実施する必要があるため、長期間にわたり膨

大な投資が求められます。そこで地域社会の実情、各種対策の水準等を点検しながら、「減災」の考え方

を基本方針として、緊急度の高いものから優先的かつ重点的に実施していきます。 

  また、国の財政措置を活用することはもとより、県の財政的支援を得て、防災対策の第一線機関とし

ての防災力の一層の向上を図ります。 

 

４ 計画の修正 

本計画は、地震災害に迅速かつ的確に対処するため、常に社会情勢の変化等を反映させる必要がある

ことから、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、修正を行います。 

計画の修正に当たっては、県、関係機関等と協議、調整を行います。 
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第２節 三浦市の自然的、社会的条件 
 

１ 自然的条件 

本市は神奈川県の南端に位置し、太平洋プレート、フィリピン海プレート、北米プレートが交錯する

地域にあるため、東海地震、南関東地域直下型の地震、その一つとしての神奈川県西部地震等の発生の

切迫性が指摘されるとともに、長期的には大正型関東地震の発生も指摘されている自然的条件にありま

す。 

⑴ 位置及び面積 

    本市は、北は横須賀市に接し、西は相模湾、東は東京湾、南は太平洋に面しています。 

面積は 31.44km２であり、東西の距離は 6.8km、南北は 9.4kmです。 

⑵ 地形 

本市は、その主要部分が三浦半島の宮田台地・三浦海食台地からなり、これらの台地の間を縫うよ

うに低地が併走しています。海岸線は総延長 57.257km余りで、屈曲に富み、いたるところでリアス式

海岸が発達しています。 
⑶ 地盤 

本市の地盤は、三浦半島として丹沢層群とほぼ時期を同じくして堆積した葉山層群と、これを不整

合に覆う中新世後期から鮮新世にかけて堆積した三浦層群が分布しています。葉山層群・三浦層群と

もに凝灰質の泥岩及び砂岩を主とする層で、丹沢層群に多く見られるような火山砕屑岩類の分布は少

なくなっています。海岸線の低地は、第四紀完新世で堆積した沖積層により構成されており、沖積層

の地盤の中には、砂層の分布もみられるため、地盤の液状化を起こす可能性があります。 

⑷ 活断層 

断層とは、ある面を境にして両側の地層にずれの見られる地質の構造のことで、そのうち、過去数

十万年の間に繰り返し活動し、将来も活動する可能性のあるものを特に活断層といいます。 

全国には、陸域において約 2,000本の活断層が確認されており、平成７年１月に発生した阪神・淡

路大震災は、野島断層によって引き起こされたものです。 

この阪神・淡路大震災を契機に、文部科学省は、全国の活断層を早期に調査するため、地震関係基

礎調査交付金を地方公共団体に交付することにより、活断層調査を推進してきました。県内で確認さ

れているＡ級活断層及び主要起震断層の 11本については、国、県、市町村がそれぞれ役割分担を行い

ながら調査を行っています。 

 

【本市周辺の主な活断層と調査実施状況】 

断 層 名 

（長さ） 

調 査 

時 期 

最新活動 

時  期 
 再来間隔 調  査  結  果 

三
浦
半
島
断
層
群 

主 

部 
衣笠・北武断層群 

（14km＋海域） 

平成 11

～12年

度 

6～7世紀 1,900 ～ 

4,900年 

少なくともマグニチュードが 6.7 程度の地震

が発生すると推定され、その時のずれの量は

1m 程度となる可能性があるが、他のデータを

もとに計算により求めると、マグニチュード

7.0 程度又はそれ以上、ずれの量が 2m 程度又

はそれ以上となる可能性もある 

武山断層帯 

（11km＋海域） 

2300～1900 年前 1,600 ～

1,900年 

マグニチュード 6.6程度又はそれ以上の地震

が発生すると推定され、その時のずれの量は

1m 程度又はそれ以上となる可能性がある。 

三
浦
半
島
断
層
群 

南 

部 

南下浦断層 

引橋断層 

（6km＋海域） 

平成 11

～12年

度 

2.6～2.2万年前 不明 全体が一つの区間として活動すると推定さ

れ、その際にはマグニチュード 6.1程度又は

それ以上の地震が発生すると推定され、その

時のずれの量は 0.5m 程度又はそれ以上にな

る可能性がある。 
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２ 社会的条件 

⑴ 人口及び人口分布 

本市の人口は、令和４年４月１日現在、41,115 人（男 19,653人、女 21,462 人）であり、人口密度

(※１)は 1キロ平方ｍ当たり 1,308人となっています。 

地区別の人口分布状況は、三崎地区 16,260人（39.6％）、南下浦地区 14,809人（36.0％）、初声地

区 10,046人（24.4％）となっています。 

また、平成 27年国勢調査の結果では、昼間人口は 38,200人、常住人口は 45,289人となっており、

昼夜間人口比率は 84.3％です。 

さらに、市外を従業地・通学地として本市から流出している人口（15 歳以上）は 11,308 人（うち

通勤 9,796人、通学 1,512人）、本市を従業地、通学地として市外から流入している人口は 4,297 人

（うち通勤 3,920人、通学 377人）となっています。 

 

※１ 人口密度は、令和４年４月１日現在の人口 41,115人を都市計画区域面積 31.44㎢で除して 

得た数値 

 

⑵ 土地利用 

本市は、三方が海に囲まれた中で、漁業と農業を基幹産業として自然発生的に市街地形成が進んで

きました。 

都市計画区域は、本市全域が指定されており、総面積 3,144ha のうち、市街化区域は 729ha、市街

化調整区域は 2,415ha が指定され、市街化区域は、市域の約 1/4を占めています。 

⑶ 交 通 

ア 道路 

本市は、半島先端部に位置することから、市北側から市中心地点（引橋交差点)にかけて、隣接す

る横須賀市と繋がっている一般国道 134号（市内総延長距離 8,136ｍ）が、市の中心地点(引橋交差

点)から南側及び東側の海岸線に沿う形で主要地方道 26号(横須賀三崎線及び一般県道 215号(上宮

田金田三崎港)が通り、国道 134号を通じて隣接の横須賀市に繋がっています。 

市西側には一般県道 216 号(油壺線)が延び主要地方道及び一般県道の市内総延長距離は 21,088

ｍとなっています。 

また、市道(総延長距離 500,139ｍ)が国県道等に連絡する形で通っています。 

イ 鉄道 

鉄道は、私鉄（京浜急行線）１路線があり、市域内延長 3.3㎞、駅数２駅であり、令和３年度に

おける一日の平均乗車人員は、三崎口駅 12,642人、三浦海岸駅 8,390 人、合計 21,032人となって

います。 

ウ 漁港 

本市には、船舶の寄港が可能な港として、県が漁港管理者となっている三崎漁港区域を中心とし

て、周囲海岸域市営漁港区域５区域、６地区があります。 

    また、緊急物資や避難者の輸送のため、三崎漁港の一部を耐震岸壁として整備しています。 

 

⑷ 都市構造 

 

衣笠断層帯 

北武断層帯 

武山断層帯 

引橋断層帯 ：主要起震活断層及びＡ級活断層 

：Ｂ・Ｃ級活断層 

南下浦断層帯 
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本市は、古くから漁港を中心に事業所や住宅が自然発生的に市街地を形成してきたため既成市街地

の多くに木造家屋の密集や住工の混在がみられます。 

住宅地は、既成市街地である三崎漁港を中心とした三崎下町地区や幹線道路沿線及び、都市部のベ

ッドタウンとして整備されてきた上宮田、初声地区の京浜急行沿線に集中し、中でも上宮田地区には

中高層建物が多く建設されています。 

 ⑸ 観光客 

本市は、首都圏から近く、三方を海に囲まれた風光明媚な地域であり、年間を通じ温暖な気候と、

自然を身近に感じられる地域として、毎年多くの観光客が訪れています。 

令和２年中に市内の主要な観光地点（三浦海岸、城ヶ島、三崎港、油壺等）に訪れた観光客は

4,018,000人に上り、特に海水浴シーズンの７月、８月が多くなります。 

 ⑹ 危険物施設 

令和４年４月１日現在における本市の屋外タンク貯蔵所、各所に点在する給油取扱所、一般取扱所

等の危険物施設は 92 施設あります。 
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第３節 地震被害の想定 
 

１ 地震被害想定の考え方 

地震被害想定は、対象とする地域に発生すると考えられる地震の特徴について、過去の地震等から特

定し、発災時間、気象条件などを一定の条件にし、なおかつ対象地域の地勢、土地利用、人口密度、都

市施設の状況、産業の立地状況等を前提にして、そこで地震が発生した場合の被害の様相を想定するも

のであり、その被害の様相を最小限度にするための対策や、その被害に見合った応急・復旧対策を検討

していくために活用することを目的とするものです。 

本計画の策定に当たっては、「都心南部直下地震」、「三浦半島断層群の地震」、「神奈川県西部地

震」、「東海地震」、「南海トラフ巨大地震」及び「大正型関東地震」について、それぞれ県が実施した

地震被害想定調査の結果を踏まえ、これらを市の想定地震と位置付けます。 

 

２ 地震被害の想定 

県は、これまでに地震被害想定調査を実施してきましたが、東日本大震災では、国内観測史上最大の

マグニチュード 9.0 という巨大地震とそれにより引き起こされた巨大津波により、甚大な被害が発生し

ました。 

このため、今後の地震災害対策に当たっては、科学的知見を踏まえてあらゆる可能性を考慮した最大

クラスの地震・津波を想定し、その想定結果に基づき対策を推進する必要があります。 

そこで、県は、平成 26 年度に津波浸水予測図を見直し、津波防災地域づくりに関する法律（平成 23

年法律第 123 号）に基づく津波浸水想定を設定するとともに、新たな津波浸水予測図に基づく地震被害

想定調査を実施しました。 

 

⑴  津波浸水予測 

東日本大震災を受け、県では、新たに学識者、国、県等による「津波浸水想定検討部会」を平成 23

年５月に設置し、技術的見地から現在想定している津波の規模、浸水範囲等について再検討を行い、

津波浸水予測図の見直しを行いました。なお、津波対策を講ずるに当たって、次の二つのレベルの津

波を想定します。 

 

【新たな津波浸水予測図の地震・津波の考え方】 

１  避難体制の整備に当たっての最大クラスの津波 

概ね数百年から千年に一回程度発生する最大クラスの津波に対しては、減災を目的に、避難

することを最優先とした避難体制の整備を進めます。 

２  津波の浸入を防ぐ海岸保全施設などの整備に当たっての津波 

概ね数十年から百数十年に一度程度発生する規模の津波に対しては、海岸保全施設等の整備

を進めるとともに、避難体制の整備を進めます。 

 

 

⑵ 地震被害想定調査結果 

 県は、平成 25 年度から 26 年度にかけて地震被害想定調査を実施しました。平成 23 年に発生した

東日本大震災の災害調査結果から明らかになった多くの教訓や課題を踏まえるとともに、地震学、地

震工学、災害社会学等の最新の知見を取り入れ、構造物の損壊、火災の発生等の物的被害、そこから

発生する人的被害、経済被害を定量的又は定性的に想定しています。本調査では、最新の科学的な知

見に基づいて想定地震を設定しましたが、実際には、想定された地震だけが起こるわけではありませ

ん。そこで、いつ、どこで起きるかわからない地震に対応できるよう、地盤や社会的な条件等から想

定される地域ごとの地震による揺れやすさや、それに伴う危険性をわかりやすく示した以下の４つの

マップを作成・公表しています。 

ア 揺れやすさマップ 

イ 液状化危険度マップ 

ウ 建物被害危険度マップ 

エ 建物火災危険度マップ 
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⑶ 本計画における地震被害想定 

ア  想定条件 

本計画においては、火災被害等による被害が最大となり、防災関係機関の初動行動がとりにくい

想定条件を採用しています。 

    (ｱ) 季節   ：冬 

(ｲ) 日    ：平日 

(ｳ) 発生時刻  ：18 時(ただし、津波による人的被害の想定に当たっては、津波から避難する際に

条件が厳しい平日深夜（午前０時）発災を条件としています。) 

(ｴ) 風速・風向：気象観測結果に基づく地域ごとの平均 

イ  想定地震 

    以下の(ｱ)～(ｴ)の視点により、６地震を選定しています。 

(ｱ) 地震発生の切迫性が高いとされている地震 

(ｲ) 危機管理的視点から対応を検討しておく必要が高い地震 

(ｳ) 地震防災戦略・地域防災計画・中央防災会議等において対策の対象としている地震 

(ｴ) 切迫性は高くないが、発生すれば甚大な被害が市全域に及ぶ可能性があり、長期的なまちづく

りによる対応が求められる地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定地震一覧 

想定地震名 規模 発生確率 概    要 

都心南部 

直下型地震 

Ｍ7.3 南関東地域の

Ｍ７クラスの

地震が 30 年間

で 70％  

 

 首都圏付近のフィリピン海プレート内で、都心南部の直下

を震源とする地震です。東京湾北部地震にかわり、国が防災

対策の主眼を置く地震としており、県内全域が首都直下地震

対策特別推進法（平成 25年法律第 88 号）の首都直下地震緊

急対策区域に指定されています。 

三浦半島断

層群の地震 

Ｍ7.0 30 年以内 

６～11％ 

 三浦半島断層帯を震源域とする活断層型の地震です。 

神奈川県 

西部地震 

Ｍ6.7 過去400 年の

間に同クラス

の地震が５回

発生 

 神奈川県西部を震源域とする地震です。 

東海地震 Ｍ8.0 南海トラフの

地震は30 年以

内70～80％程

度 

駿河トラフを震源域とする地震です。県の地域防災計画にお

いて地震の事前対策について位置づけられています。 

南海トラフ

巨大地震 

Ｍ9.0 南海トラフの

地震は30 年以

内70～80％程

度 

 南海トラフを震源域とする地震です。国が想定する、あらゆ

る可能性を考慮した南海トラフの最大クラスの地震であり、本

市を含む県内の一部の市町村が南海トラフ地震に係る地震防

災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律第 92 号）の

南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。 

 なお、地震の規模が大きく、長周期地振動による影響を考慮

せざるを得ないものの、神奈川県については揺れによる被害が

比較的小さくなっています。 

大正型関東

地震 

Ｍ8.2 30 年以内ほぼ

0％～6％（2～

4百年の発生間

隔） 

相模トラフを震源域とする地震です。1923 年の大正関東地震

を再現した地震で、国では長期的な防災・減災対策の対象とし

ています。 
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ウ 想定結果 

(ｱ)  [都心南部直下型地震］ 

①  震度・津波 

市内の全域において震度５強から６弱の揺れが予測されます。 

    ②  被害 

         720棟が全半壊し、負傷者 140人と想定されます。 

(ｲ)  [三浦半島断層群の地震］ 

①  震度・津波 

市内の全域において震度５強から６弱の揺れで、最大で１ｍ～３ｍの津波が予測されます。 

   ②  被害 

        520棟が全半壊し、負傷者 110人と想定されます。 

(ｳ)  [神奈川県西部地震］ 

①  震度・津波 

市内の全域において震度４から５弱の揺れで、最大で３ｍ～５ｍの津波が予測されます。 

②  被害 

  490棟が全半壊し、死者 150人、負傷者 70 人と想定されます。 

(ｴ)  [東海地震］ 

①  震度・津波 

市内の全域において震度４から５弱の揺れで、最大で３ｍ～５ｍの津波が予測されます。 

②  被害 

  1,650棟が全半壊し、死者 20人、負傷者 20人と想定されます。 

(ｵ)  [南海トラフ巨大地震］ 

①  震度・津波 

市内の全域において震度４から５弱の揺れで、最大で３ｍ～５ｍの津波が予測されます。 

②  被害 

  1,970棟が全半壊し、死者 60人、負傷者 20人と想定されます。 

(ｶ)  [大正型関東地震］ 

①  震度・津波 

市内の全域において震度６弱から６強の揺れで、最大で５ｍ～10ｍの津波が予測されます。 

②  被害 

8,650棟が全半壊し、410棟が火災により焼失、死者 2,470人、負傷者 190人と想定されます。 

 

３ 備蓄計画の基本的方針 

  本市における備蓄については、被害の想定される地震のうち、最も切迫性の高い「南海トラフ地震」

の被害想定を参考に定めるものとします。 
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第４節 地震災害対策計画の推進主体とその役割 
 

１ 計画の進め方 

⑴ 防災力の向上に向けた取組及び連携 

ア 地域の防災力を向上させるためには、市民、事業所、市、県、その他防災関係機関が自らの責任

を果たすと同時に、相互に協調した取組を進めることが基本です。 

イ 本計画には、長期的な視点では災害に強い安全なまちづくりを進めながら都市の防災性の向上を

図ること、災害の発生に備えた事前準備を進めること、想定される被害の様相に対応した応急活動

計画を定め、その実効性を確保するための訓練等に努めること、更に災害復旧・復興を考慮し、総

合的に展開することが求められています。 

ウ これらの諸対策の推進に当たっては、市民、事業所等の主体的な取組とともに地域住民と最も密

着した市の役割が大きくなります。そのために、市は国や県の支援を得ながら円滑な推進に努めま

す。 

エ 特に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）には、市民、地域

の主体的な取組と、市の防災力が一体となった対応を図ることが、被害を軽減させることになりま

す。 

そのため、市民の一人ひとりが「自らの身は、自ら守るという「自助」、皆のまちは、皆で守ると

いう「共助」」が大切であるとの認識を持ち、平常時から食料、飲料水等のローリングストックや防

災訓練への参加など事前の準備を行うことが重要です。 

また、災害時には自らの安全を守る行動、初期消火活動、近隣の負傷者、要配慮者(※)等の救助、

避難所における自発的行動など、地域の自主防災組織、災害救援ボランティア、地域防災委員、消

防団等と連携した防災活動を実施することが重要です。 

オ  また、市は、本計画に沿って消防力等を最大限に発揮するとともに、被害状況と応急対策活動の

状況を把握し、応援体制を活用する等、防災活動を機動的に推進します。 

カ このように本計画のいずれの場面であっても関係者の主体的な取組と連携が大切です。 

そこで平常時においては、三浦市防災会議において、各種対策の実施状況を把握し、計画の進捗の

調整を図ります。また、災害発生時には、市の災害対策本部において県や関係機関等と応急対策活

動の調整を行います。 

 

※ 高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する方 

 

⑵  市民運動の展開 

      いつでもどこでも起こりうる災害による人的被害・経済被害を軽減し、安全・安心を確保するため

には、行政の「公助」による活動には限界があることから、個々人の自覚に根ざした「自助」、身近

な地域コミュニティ等による「共助」が必要であり、個人や家族、地域、企業、NPO・ボランティア団

体等社会の様々な主体が連携して日常的に減災のための行動とその実践を促進する市民運動を展開す

る必要があります。 

⑶  男女共同参画等の推進 

    本計画は、多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため、男女双方の

視点や要配慮者などの多様な視点に配慮して進めることが重要です。市、県等の防災関係機関は、被

災時における男女のニーズの違い等に十分配慮し、避難所において被災者の良好な生活環境が保たれ

るよう努めるとともに、防災に関する政策・方針決定過程において女性の参画を拡大するなど、男女

共同参画をはじめとした多様な視点を意識した計画の推進に努めます。 

   また、市は、防災会議の委員に占める女性の割合を高めるよう取り組みます。 

なお、男女共同参画の視点からの防災対策についての理解が促進されるよう、平常時から防災担当

部局と男女共同参画担当部局が連携し、市民に向けて広報するなど周知啓発を図ります。 
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２ 防災関係機関の実施責任 

災害応急活動を実施するに当たって、市、県、その他の防災関係機関の果たすべき責任は、次のとお

りです（※１）。 

⑴  市 

市は、防災の第一義的責任を有する基礎的な自治体として、市域並びに市民の生命、身体及び財産

を地震災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及

び他の自治体の協力を得て防災活動を実施します。 

⑵  県 

県は、市町村を包括する広域的な自治体として、県土並びに県民の生命、身体及び財産を地震災害

から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び他の地方

自治体の協力を得て防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関

する事務又は業務の実施を支援し、かつ、その総合調整を行います。 

⑶ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、県土並びに県民の生命、身体及び財産を地震災害から保護するため、指定行

政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、県及び市町村の活

動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置を行います。 

⑷ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら防災活動を実施

するとともに、県及び市町村の活動が円滑に行われるようその業務に協力します。 

⑸ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平常時から地震災害予防体制の整備を図るととも

に、災害時には災害応急活動を実施します。 

また、市町村その他の防災関係機関の防災活動に協力します。 

 

※１  市及び県施設については、指定管理者制度や PFI等により民間事業者等が管理している場合も 

あるため、市及び県は、施設管理者が対応可能な範囲について留意しつつ、これらの施設における 

平常時や災害時の施設管理者の対応をあらかじめ明確にしておく必要があります。 

 

３ 市民等の責務 

⑴ 市民 

ア  「自らの身は、自ら守る」という自主防災の観点から、最低３日分、推奨１週間分の食料、飲料

水のローリングストック、携帯トイレ、トイレットペーパー、マスク、消毒液、体温計やスマート

フォンや携帯電話用の充電器やモバイルバッテリー等の備蓄や家具・ブロック塀等の転倒防止対策

の実施等の予防対策、自動車へのこまめな満タン給油、災害時の家族の連絡体制、行動についての

ルールづくりなど、市民自らが防災対策を行います。 

イ 「皆のまちは、皆で守る」ため、自主防災組織の結成及びその活動への積極的な参画に努めます。 

ウ 防災訓練、防災に関する研修等に積極的に参加し、習得した地震防災に関する知識、技能等を地

震発生時に発揮できるよう努めます。 

エ 地震が発生した場合には、地域において相互に協力し、情報の入手、出火の防止、初期消火、救

出救助、応急手当等に努めるとともに、避難するに当たっては冷静かつ積極的に行動するように努

めます。 

オ 災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取決め等）について、あらかじめ決めて

おきます。 

カ 過去に起こった大規模地震等の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、自ら災害教訓の

伝承に努めます。 

キ  平時から地域の災害リスクや避難経路の安全性等を確認し、災害時に取るべき行動を自ら判断す

るよう努めます。また、災害の危険が高まった時には、「これまでも大丈夫だった」「自分だけは

大丈夫」という意識から避難が遅れることがないよう、自治体等からの情報を確認し、自らの判断

で適時適切な避難行動を取ります。 

⑵  事業所 

ア 日ごろから、その管理する施設及び設備の耐震性の確保や食料、飲料水等の備蓄、消火、救出救

助等のための資機材を整備するとともに、従業員の防災訓練や防災に関する研修等の積極的な実施

に努めます。 
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イ 地震対策の責任者を定め、地震が発生した場合の従業員のとるべき行動を明確にし、地域住民及

び自主防災組織と連携して、地域における地震防災活動に参加するための体制を整備するとともに、

燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事

業継続上の取組を継続的に実施するなどの防災活動の推進に努めます。 

ウ 地震が発生した場合には、従業員等の安全確保や従業員等が帰宅困難者にならないような措置を

講ずるとともに、地域住民及び自主防災組織と連携して、情報の収集及び伝達、消火、救出救助、

応急手当、避難誘導等を積極的に行うよう努めます 

   

４ 災害救援ボランティア 

⑴ 災害救援ボランティアは、日頃から、地域・行政・関係機関が開催する防災に関する研修会や訓練

等に協力・参加し、関係者との連携を深めるよう努めます。 

⑵ 災害救援ボランティアは、災害時の活動の際には、災害救援に必要な物資に加え、食料、水、寝具、

衣料品等を携行し、ごみは持ち帰るなどできる限り自己完結型の活動に努めるとともに、被災地の状

況を把握し、被災者の心情を勘案して活動します。 

また、ボランティア団体相互の連絡を取り合い、効果的な活動に努めます。 

⑶ 市、県及び関係機関は、災害時にボランティア活動が円滑に行われるよう、研修会や養成講座の開

催、活動拠点の確保等、環境整備に努めます。 

⑷ 災害時の災害救援ボランティアの拠点施設は、三浦市社会福祉協議会安心館となります。 

 

５ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

⑴ 市 

ア 防災組織の整備及び育成指導 

イ 防災知識の普及及び教育 

ウ 災害教訓の伝承に関する啓発 

エ 防災訓練の実施 

オ 防災施設の整備 

カ 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

キ 消防活動その他の応急措置 

ク 避難対策 

ケ 地震に関する情報の収集、伝達及び広報 

コ 被災者に対する救助及び救護の実施 

サ 保健衛生 

シ 文教対策 

ス 被災施設の復旧 

セ 自衛隊の災害派遣要請の求め 

ソ 各種応援協定等に基づく要請 

タ その他の災害応急対策 

チ その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置 

⑵ 県 

ア 防災組織の整備 

イ 市町村及び防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整 

ウ 防災知識の普及及び教育 

エ 災害教訓の伝承に関する啓発 

オ 防災訓練の実施 

カ 防災施設の整備 

キ 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

ク 地震に関する情報の収集、伝達及び広報 

ケ 緊急輸送の確保 

コ 交通規制、その他社会秩序の維持 

サ 保健衛生 

シ 文教対策 

ス 市町村が実施する被災者の救助及び救護の応援 

セ 災害救助法（昭和 22年法律第 118号）に基づく被災者の救助及び資源配分の連絡調整 

ソ 被災施設の復旧 
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タ その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

⑶  県出先機関 

ア 横須賀三浦地域県政総合センター 

(ｱ)  災害時における管内の県機関に係る応急対策の実施に必要な総合調整 

(ｲ)  災害時における情報の収集伝達等 

イ 横須賀土木事務所 

(ｱ)  災害時における道路・橋りょう及び土木施設等の応急対策 

(ｲ)  道路・橋りょう及び土木施設等の被害調査及び災害復旧 

ウ 鎌倉保健福祉事務所三崎センター 

(ｱ) 災害時における医療救護及び保健衛生対策 

    (ｲ) 災害時における医療・保健活動の総合調整 

エ 東部漁港事務所 

(ｱ)  災害時における漁港施設の応急対策 

(ｲ)  漁港施設等の被害調査及び災害復旧 

オ 水産技術センター 

(ｱ)  災害時における漁業者等の情報の収集伝達等 

(ｲ)  非常無線通信訓練の計画と実施 

(ｳ)  非常無線通信の実施 

⑷  指定地方行政機関 

ア 関東財務局（横浜財務事務所） 

(ｱ) 民間金融機関による非常金融措置の実施要請等 

(ｲ) 主務省の要請による災害復旧事業費の査定の立会 

(ｳ) 地方公共団体に対する財政融資資金地方資金の貸付 

(ｴ) 応急措置に活用可能な未利用地及び庁舎等の国有財産情報の提供 

(ｵ) 災害が発生した場合における地方公共団体等に対する国有財産の無償貸付等 

イ 関東農政局神奈川県拠点 

(ｱ)  農業関係の被害状況の情報収集及び報告に関すること 

(ｲ)  応急用食料等の支援に関すること 

(ｳ)  食品の需給・価格動向等に関すること 

ウ  関東森林管理局 

(ｱ) 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造成 

(ｲ)  災害復旧用材（国有林材）の供給 

エ 関東経済産業局 

(ｱ)  生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確保 

(ｲ)  商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

(ｳ)  被災中小企業の振興 

オ 関東東北産業保安監督部 

(ｱ)  火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等の危険物の保安確保 

(ｲ)  鉱山における災害時の応急対策と保安確保 

カ 関東運輸局 

(ｱ)  災害時における応急海上輸送対策 

(ｲ)  代替輸送の輸送機関への指導調整 

(ｳ)  災害時における関係機関、輸送機関との連絡調整 

キ 関東運輸局（神奈川運輸支局） 

    災害時における関係機関、輸送機関との連絡調整 

ク 東京航空局（東京空港事務所） 

(ｱ)  災害時における航空機の輸送に関し、安全確保等必要な措置 

(ｲ)  遭難航空機の捜索及び救助に関すること 

(ｳ)  特に指定した地域の上空の飛行規制とその周知徹底 

ケ 第三管区海上保安本部(出先機関：横須賀海上保安部) 

(ｱ)  大規模地震災害対策訓練等の実施 

(ｲ)  関係者及び国民に対する海上防災講習会等による防災思想の啓発 

(ｳ)  港湾の状況等の調査研究 

(ｴ)  船艇、航空機等による警報等の伝達 
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(ｵ)  船艇、航空機等を活用した情報収集 

(ｶ)  活動体制の確立 

(ｷ)  船艇、航空機等による海難救助等 

(ｸ)  船艇・航空機等による傷病者、医師、避難者及び救助物資等の緊急輸送 

(ｹ)  被災者に対する物資の無償貸与又は譲与 

(ｺ)  要請に基づく、関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 

(ｻ)  排出油等の防除等 

(ｼ)  避難勧告、入港制限、移動命令等船舶交通の整理、指導による海上交通安全の確保 

(ｽ)  警戒区域の設定並びに船舶等の区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示 

(ｾ)  海上における治安の維持 

(ｿ)  危険物積載船舶に対する移動命令、航行制限又は禁止及び荷役の中止等危険物の保安に関する

措置 

(ﾀ)  海洋環境への汚染の未然防止又は拡大防止のための適切な措置 

(ﾁ)  災害復旧・復興に係る工事に関する海上交通安全の確保 

コ 東京管区気象台（横浜地方気象台） 

(ｱ)  気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 

(ｲ)  気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）及び水象の予報並びに

警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説 

(ｳ)  気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

(ｴ)  地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

(ｵ)  防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

サ 関東総合通信局 

(ｱ) 非常通信の確保及び関東地方非常通信協議会の運営に関すること 

(ｲ) 災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）による災害対応支援 

(ｳ) 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車等の貸出しに関すること 

(ｴ) 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開局、周波数等の指定変更及び

無線設備の設置場所等の変更を口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施に関す

ること 

(ｵ) 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供に関すること 

シ 神奈川労働局 

    工場事業場における労働災害の防止 

ス 関東信越厚生局 

(ｱ) 管内の被害情報の収集及び伝達に関すること 

(ｲ) 関係機関との連絡調整に関すること 

セ 国土地理院関東地方測量部 

(ｱ)  災害時等における地理空間情報の整備・提供 

(ｲ)  復旧・復興のための公共測量に関する指導・助言 

(ｳ)  地殻変動の監視 

ソ  関東地方整備局 

(ｱ)  防災上必要な教育及び訓練 

(ｲ)  水防に関する施設及び設備の整備 

(ｳ)  災害危険区域の選定 

(ｴ)  災害に関する予報並びに警報の発表及び伝達 

(ｵ)  災害に関する情報の収集及び広報 

(ｶ)  水防活動の助言 

(ｷ)  災害時における交通確保 

(ｸ)  災害時における応急工事及び緊急対応事業の実施 

(ｹ)  災害復旧工事の施工 

(ｺ)  再度災害防止工事の施工 

(ｻ)  港湾施設及び海岸保全施設等の整備 

(ｼ)  港湾施設、海岸保全施設等に関わる応急対策及び復旧対策の指導、協力 

(ｽ)  港湾施設、海岸保全施設の災害応急対策及び復旧対策 

 

タ  南関東防衛局 
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(ｱ)  所管財産の使用に関する連絡調整 

(ｲ)  災害時における防衛省本省及び自衛隊等との連絡調整 

(ｳ)  在日米軍が災害対策措置を行う場合の連絡調整支援 

チ  関東地方環境事務所 

(ｱ)  有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

(ｲ)  廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集 

(ｳ)  放射性物質による汚染状況の情報収集及び提供並びに汚染等の除去への支援（東日本大震災に

よる福島第一原子力発電所から放出された放射性物質に限る。） 

(ｴ)  行政機関等との連絡調整、被災状況・動物救護活動の状況等に関する情報収集、提供等 

⑸ 指定公共機関 

ア 電信電話機関（東日本電信電話㈱神奈川事業部、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱、

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ神奈川支店） 

(ｱ)  電気通信施設の整備及び点検 

(ｲ)  電気通信の特別取扱い 

(ｳ)  電気通信施設の被害調査及び災害復旧 

イ 日本赤十字社（神奈川県支部） 

(ｱ)  医療救護 

(ｲ)  こころのケア 

(ｳ) 救援物資の備蓄及び配分 

(ｴ)  血液製剤の供給 

(ｵ) 義援金の受付及び配分 

(ｶ)  その他応急対応に必要な業務 

ウ  日本放送協会（横浜放送局） 

(ｱ)  気象予報、警報等の放送周知 

(ｲ)  緊急地震速報の迅速な伝達 

(ｳ)  災害状況及び災害対策に関する放送 

(ｴ)  放送施設の保安 

エ KDDI㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱ 

(ｱ) 電気通信施設の整備及び保全 

(ｲ) 災害時における電気通信の疎通 

オ 日本通運（横浜支店） 

(ｱ) 災害対策用物資の輸送確保 

     (ｲ) 災害時の応急輸送対策 

カ 東京電力パワーグリッド(株)横須賀制御所 

(ｱ)  電力供給施設の整備及び点検 

(ｲ)  災害時における電力供給の確保 

(ｳ)  被災施設の調査及び復旧 

キ 東京ガスネットワーク㈱（神奈川導管ネットワークセンター） 

(ｱ) ガス供給施設の耐震整備 

(ｲ) 災害時における都市ガス供給の確保 

(ｳ) ガス供給施設の被害調査及び復旧 

ク 日本郵便㈱（三浦市内郵便局、久里浜郵便局） 

(ｱ)  災害時における郵便物の送達の確保 

(ｲ)  救助物資を内容とする小包郵便物及び救助用又は見舞い用の現金書留郵便物の料金免除 

(ｳ)  被災者に対する郵便はがきの無償交付及び被災者が差し出す郵便物の料金免除 

(ｴ)  被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替の料金免除 

(ｵ)  為替貯金及び簡易保険業務の非常取扱い 

(ｶ)  被災地域の地方公共団体に対する簡易保険積立金による応急融資 

ケ 運輸機関（佐川急便㈱、ヤマト運輸㈱、西濃運輸㈱） 

(ｱ)  物資集積・搬送拠点、避難所等への物資の配送 

(ｲ)  配送時における被災者の物資ニーズの収集 

(ｳ)  荷役作業に必要な人員及び機材の提供 

 

コ  ㈱イトーヨーカ堂、ユニー㈱、㈱セブン-イレブン・ジャパン、㈱ローソン、㈱ファミリーマー
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ト 

(ｱ)  災害時における生活必需物資の調達 

(ｲ)  生活必需物資の確保 

⑹  指定地方公共機関 

ア 京浜急行電鉄㈱ 

(ｱ)  鉄道、軌道施設の整備、保全 

(ｲ)  災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

(ｳ)  災害時の応急輸送対策 

(ｴ)  鉄道、軌道関係被害調査及び復旧 

イ 自動車運送機関（京浜急行バス㈱、（一社）神奈川県トラック協会） 

(ｱ)  被災地の人員輸送の確保 

(ｲ)  災害時の応急輸送対策 

(ｳ) 災害対策用物資の輸送確保 

ウ （一社）三浦市医師会、（一社）横須賀市歯科医師会、三浦市薬剤師会 

(ｱ)  医療助産等救護活動の実施 

(ｲ)  救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

エ 放送機関（㈱アール・エフ・ラジオ日本、㈱テレビ神奈川、横浜エフエム放送㈱、㈱ジェイコ 

ム湘南・神奈川、湘南ケーブルネットワーク㈱） 

(ｱ) 気象予報、警報等の放送の周知 

(ｲ)  緊急地震速報の迅速な伝達 

(ｳ)  災害状況及び災害対策に関する放送 

(ｴ)  放送施設の保安 

オ 新聞社（㈱神奈川新聞社） 

災害状況及び災害対策に関する報道 

カ （公社）神奈川県 LPガス協会横須賀三浦支部 

(ｱ)  ガス供給施設の耐震整備 

(ｲ)  被災地に対する燃料供給の確保 

(ｳ) ガス供給施設の被害調査及び復旧 

⑺  公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

ア 三浦市農業協同組合 

(ｱ)  市が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

(ｲ)  農作物災害応急対策の指導 

(ｳ)  農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせん 

(ｴ)  被災農家に対する融資あっせん 

イ みうら漁業協同組合及び三和漁業協同組合 

(ｱ)  市が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

(ｲ)  被災組合員に対する融資又は融資の斡旋 

(ｳ)  漁船、協同施設の災害応急対策及びその復旧対策の確立 

ウ 三浦商工会議所 

(ｱ)  市が行う商工業関係被害状況調査及び応急対策への協力 

(ｲ)  救助用物資、復旧資材の確保についての協力 

エ 金融機関 

被災事業者等に対する資金融資  

オ 病院等医療施設の管理者 

(ｱ)  避難施設（利用者等が安全に避難するための廊下、階段、出入口等）の整備、避難確保計画の 

作成及び避難訓練の実施 

(ｲ)  災害時における入院患者等の保護及び誘導 

(ｳ)  災害時における病人等の収容及び保護 

(ｴ)  災害時における被災負傷者の治療及び助産 

カ 社会福祉施設の管理者 

(ｱ)  避難施設の整備、避難確保計画を含む非常災害対策計画の作成及び避難訓練の実施 

(ｲ)  災害時における入所者の保護及び誘導 

 

キ 市立学校 
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(ｱ)  避難施設の整備、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施 

(ｲ)  災害時における応急教育対策計画の確立と実施 

ク 危険物施設及び高圧ガス施設の管理者 

(ｱ)  安全管理の徹底 

(ｲ)  防護施設の整備 

⑻ 神奈川県警察（三崎警察署） 

   災害時における警備・救助対策及び交通対策  

⑼  自衛隊 

ア 防災関係資料の基礎調査 

イ 自衛隊災害派遣計画の作成 

ウ 神奈川県地域防災計画に合わせた防災に関する訓練の実施 

エ 人命又は財産の保護のために行う必要のある応急救護又は応急復旧 

オ 民間事業者等への移行までの応急対策として災害廃棄物の撤去 

カ 災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償貸与及び譲与 

⑽  自主防災組織、地域防災委員及び自治会等 

ア 地域における災害予防に関すること。 

イ 避難時における地域活動に関すること。 

ウ 災害時における地域の初期防災活動に関すること。 

エ 避難所運営に関すること。 
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第５節 防災組織 
 

 市及び防災関係機関は、総合的な防災体制を確立するため、防災会議等の防災上重要な組織を整備する

とともに、相互の連携強化を図ります。 

 

１ 市の防災組織 

⑴ 三浦市防災会議 

ア 設置の根拠 

災害対策基本法第 16条第１項 

イ 所掌事務 

(ｱ)  三浦市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。 

(ｲ)  市長の諮問に応じて、地域の防災に関する重要事項を審議すること。 

(ｳ)  前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(ｴ)  その他、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

ウ 組織 

 

指定地方行政機関の職員 

県知事部局内の職員 

三崎警察署長 

横須賀市三浦消防署長 

市長部局内の職員 

教育長 

三浦市消防団長 

指定（地方）公共機関の職員 

学識経験者又は自主防災組織構成者 

市長が防災上必要と認める者 

⑵ 三浦市災害対策本部  

ア 設置の根拠 

災害対策基本法第 23条の２第１項 

イ 所掌事務 

地域防災計画の定めによる市域の災害予防及び災害応急対策の実施 

ウ 組織 

   

 

 

 

 

委  員 

（市長） 

会  長 

職務代理 



17 

 

２ 防災関係機関の防災組織 

市内にある防災関係機関は、災害対策基本法第 47条に基づき、防災業務計画等の円滑な実施のため、

防災組織の充実を図ります。 

 

３ 自主防災組織 

⑴ 設置の目的 

災害対策基本法第５条に基づき、市民が自ら防災活動の推進を図るため、区等（町内会、自治会等）

を単位として設置します。 

⑵ 組織構成 

自主防災組織の編成は、それぞれの規約で定めるところによりますが、例示をすると次のとおりで

す。また、具体的編成及び活動基準は第２編 第２章 第 13節「市民の自主防災活動の拡充」のとおり

です。 

 

 

 

 

 

 

４ その他の防災組織 

不特定多数の者を収容する施設、危険物施設等の施設の管理者は、消防法（昭和 23年法律第 186号）

等の規定に基づき、その施設の用途規模に応じた自衛防災組織の整備、充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導・情報班 

初 期 消 火 班 

避 難 誘 導 班 

救護・給食班 

隊  長 
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第２章 都市の安全性の向上 
 

○ 本市は、半島の先端にあって三方が海に囲まれているという地形的条件や道路交通体系の弱さなど

の社会的条件から、災害時における孤立性などが指摘されており、南北に連なる都市軸の形成を基本

にして、開発すべき地域と、自然を保全、活用すべき地域とに分け、計画的な市街地整備を図りなが

ら、各地域の特性を生かした都市づくりを進めてきました。 

○ 阪神・淡路大震災における被害原因が究明される中で、都市構造そのものの安全性向上に、より積

極的に取り組む必要性が明らかになりました。本市にとっては、計画的な土地利用と市街地整備のよ

り一層の推進による安全なまちづくりを進め、公園・緑地・道路・河川など、火災の延焼防止や避難

場所・避難経路等として有効に機能する防災空間の確保を図ることなどが求められています。 

また、昭和 56年の新耐震基準以前に建築されたもののうち、耐震性に問題がある建築物について、

その耐震性の向上が被災時の被害を最小限に食い止める上で、重要であることも明らかになっていま

す。 

○ 「安全な都市づくり」は、市民社会を支える基礎的な条件です。地震発生の危険性がいろいろと指

摘されている本市としては、市政全般にわたって、常に「安全なまちづくり」という視点を重視し、

各種の取組みの蓄積によって実現して行くものとして、長期的、総合的な視点に立って、積極的に取

り組んでいきます。 

  都市の安全性の向上を図るために、建築物、土木構築物、通信施設、ライフライン施設、防災関連

施設など構築物、施設等の耐震性の確保を進めます。その場合の耐震設計の方法は、それらの種類、

目的によって異なりますが、防災基本計画の「建造物・施設等の耐震性の確保についての基本的な考

え方」に沿って進めます。 

○ 東日本大震災では、国内観測史上最大のマグニチュード 9.0という巨大地震とそれにより引き起こ

された巨大津波により、広域にわたる大規模な被害が発生し、自然災害を完全に予測し防ぐことは困

難であるため、持てる資源を最大限に活用して、被害を可能な限り減らしていこうとする「減災」の

考えに基づく都市づくりに、より積極的に取り組む必要性が明らかになりました。特に津波対策につ

いては、従前の想定をはるかに超える規模の津波が発生し、甚大な被害を引き起こしたことから、こ

れまでの想定の考え方を根本的に改め、対策を再構築する必要性があります。 

○ 津波対策の推進に当たっては、発生頻度は極めて低いものの甚大な被害をもたらす「最大クラスの

津波」と津波高は低いものの最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、大きな被害をもたらす「津

波高は低いものの発生頻度が高い津波」の二つのレベルの津波を想定し、対策を進めることで、｢津波

に強いまち｣を目指し、減災のまちづくりが進むように取り組みます。 

○ 市は、災害特性に配慮した土地利用の誘導、開発抑制、移転の促進や避難に必要な施設の整備に加 

え、自然環境の機能を活用すること等により地域のレジリエンスを高める「Ｅｃｏ-ＤＲＲ（生態系

を活用した防災・減災）」及び「グリーンインフラ」の取組の推進など、総合的な防災・減災対策を 

講じることにより、災害に強いまちの形成を図ります。 
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第１節 計画的な土地利用と市街地整備の推進 
 

[現状] 

○ 本市は、漁業と農業を基幹産業として市街地が形成されて来ました。恵まれた地域資源である海と

大地を生活や産業の基盤として、また「人・まち・自然の鼓動を感じる都市」を三浦の都市づくりの

目標として、自然環境の保全や安全性の確保を図りつつ、地域の特性や農・漁業等経済的、社会的、

文化的条件に配慮した、安全で住み良い市街地の整備を図るため、適正な土地利用の誘導に努めてい

ます。 

○ 盛土による災害を防止するため、都市計画法をはじめとする土地利用規制に関する法令に加え、県

では、土砂の適正な処理を推進するための条例を定め、盛土の形状をはじめ、排水施設や擁壁等につ

いて安全基準等に基づく審査及び指導を行っています。 

 

[課題] 

○ 市民の生活、生産活動の前提は、都市の安全性が基本です。主に農地と市街地による三浦の都市の

安全性を高めるため、「人・まち・自然の鼓動を感じる都市」を重視し、「創造的な環境」と「自然的

な環境」をバランス良く配置し、都市の質の向上を図ることが必要です。 

○ 災害に強い都市づくりとして、地震、土砂災害、洪水等の災害情報を踏まえて都市計画を行うこと

が必要です。 

○ 市は、都市防災を考慮して住民主体のまちづくりを推進していく必要があります。 

○ 密集市街地は、火災発生時に延焼の危険性が高いことから、それを防止するため、道路や広場等の

空間の確保が必要とされています。 

○ 急傾斜地においては、がけの崩壊を助長することがないよう、慎重な土地利用が求められています。 

○ 盛土については、関係法令等において規制しているものの、許可を必要とする規模要件や規制区域

が様々であるほか、県条例で規定する罰則では違反行為の抑止に限界があることから、全国一律に隙

間のない規制を行う必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 本市の、地域特性を踏まえ、市街地整備や都市基盤整備に当たっては、今後の大規模地震等の災害

発生に備えて、防災機能の強化を目指します。 

○ 市は、自然災害による被害発生の危険性を回避した土地利用を進めるため、地震等の被害が想定さ

れる区域など、災害に関する情報を市民に提供し、土地利用の規制・誘導、市街地の面的整備等、都

市全体の視点から、常時と災害時の計画の一本化を図り、災害に強いまちづくりを推進していきます。 

○ 市は、宅地開発事業者等への安全対策推進を啓発していきます。 

○ 市は、防災・まちづくり・建築等を担当する各部局の連携の下、地域防災計画等を踏まえ、災害の

危険性等地域の実情に応じて、優先度の高い避難行動要支援者から個別避難計画を作成するとともに、

住宅に関する補助や融資等における優遇措置等の対象となる立地を限定し、住宅を安全な立地に誘導

するなど、まちづくりにおける安全性の確保を促進するよう努めます。 

○ 市は、平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努めます。 

○ 盛土による災害防止のための総点検の結果、必要な災害防止措置が確認できなかった盛土について 

は、県が行う災害防止措置に協力していきます。 

また、引き続き関係法令等に基づき、土砂の適正処理が図られるよう努めていきます。 

 

[主な事業] 

１ 計画的な土地利用の推進 

市は、市域の安全性を高めるため、防災に配慮した、総合的かつ計画的な土地利用を推進します。 

 

２ 災害に強いまちづくりの促進 

市は、「三浦市国土強靭化地域計画」に基づき、災害リスクや地域の特性に応じた市街地整備に関す

る各種施策を推進します。 

 

３ 都市計画法に基づく防火地域・準防火地域の指定 

市は、防火地域・準防火地域について、延焼遮断帯、避難路、避難地、緊急輸送路、防災拠点などを

考慮し、指定（拡大）の検討に努めます。 
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４ 宅地造成地の災害防止 

 市は、宅地造成に伴う災害の防止のため、宅地造成事業者に切り開いた山地等の安全対策の啓発を図

ります。 

 

５ 危険を回避した土地利用 

市は、地震等の被害が想定される区域など、災害に関する情報を市民に提供し、周知を図るとともに、

法に基づく規制制度などを活用して、自然災害による被害発生の危険を回避した土地利用を促進します。 

 

６ 市街地の整備 

既成市街地の密集市街地等については、建築物の共同化等により、防災上の観点から必要な道路幅員

や空地の確保に向け、対策を検討します。 
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第２節 防災空間の確保 
 

[現状] 

○ 市は、大規模な地震・津波災害の発生時に、延焼防止や避難又は救援の場所として防災上重要な役

割を担っている都市公園、緑地などの防災空間の確保に努めています 

 

[課題] 

○ 既成の密集市街地も多く、一部で市街地の過密化が進む本市においては、公園、緑地、道路、河川

などが火災の延焼の遮断効果とともに避難場所としても有効に機能することから、市街地内及びその

周辺に公園や緑地の確保を一層進めることが必要となっています。 

○ また、都市公園においては、防災上必要な整備を進めるとともに、いざというときに実効性のある

対応が円滑に行われるよう、関係機関や関係者との連携に取り組む必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市街地内及びその周辺に、広域避難地（場所）（※１）はもとより、身近な避難場所や救援活動の

場、応急仮設住宅地、延焼遮断帯となる都市公園や緑地の確保を積極的に推進するとともに、防災拠

点となる都市公園については、防災機能を向上させるため、県、防災関係機関などとの連携を図った

整備や施設の適正な維持管理を進めます。 

○ 農地の持つ多面的機能と防災空間としての利活用の啓発に取り組みます。 

○ 農地の地域ごとの防災空間の必要面積、指定場所の選定を検討します。 

○ 農地を防災空間として利用するための法整備との調整を図ります。 

 

※１ 広域避難地（場所）とは、指定緊急避難場所のうち大規模な火事に係るものに当たる大地震時

に周辺地区からの避難者を収容し、地震後発生するおそれのある市街地火災から避難者の生命を保

護するために必要な面積を有する公園、緑地等の空地（オープンスペース）を指します。 

 

 

[主な事業] 

１ 都市公園の整備 

⑴  市は、三浦市都市計画マスタープランに準じて公園を整備し、さらに、延焼火災からの避難、救援

活動、避難者の比較的長期な滞在利用等が想定される公園については、飲料水、消火用水確保施設の

整備、備蓄倉庫、情報通信施設、散水施設等の整備を検討します。 

⑵  市は、県、防災関係機関、地域住民と連携し、県立都市公園への来園者の避難誘導や避難者の受入

れ対策などについて検討し、利用者の安全確保と避難誘導、適切な救援活動支援等のために、ハザー

ドマップの整備、避難訓練の実施等に取り組みます。 

 

２ 緑地の保全 

市は、みどりの持つ防災機能に着目し、都市近郊に残されたみどりの保全を図ります。 

 

３ 道路、河川等の整備 

 市は、道路、河川等の整備で、本市において可能な限り幅の広い道路、河川の整備等を実施し、防災

空間の確保を進めます。 

 

４ 農地の整備 

  市は、市街地内及びその周辺の農地についても、緑地空間として確保するとともに、災害時には避難

地として活用されるよう整備を進めます。 

 

５ 漁港の整備 

市は、物資受入れ港である三崎漁港において、県と連携して、漁港の耐震化施設を活用した防災空間

の確保に努めます。 
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第３節 道路、橋りょう、漁港等の安全対策 
 

[現状] 

○ 本市では、国道 134 号、県道 26号が南北の主要幹線であり、これが途絶すると孤立化する可能性が

あります。また、沿岸部も県道 215号が途絶すると主要な幹線がなくなります。 

○ 災害時の緊急物資の輸送、救助・救急、消火活動等の緊急活動の迅速、円滑な実施を図る道路ネッ

トワークを整備するため、市内における「連携の交通ネットワーク」を促進しています。 

○ 耐震性の強化に当たっては、防災基本計画の「構造物・施設等の耐震性の確保についての基本的な

考え方」に沿って耐震基準の見直しを行い、耐震改修を進めています。 

○ 道路整備事業による防災空間の確保や、防災性を重視した都市基盤の整備に取り組んでいます。 

○ 自然災害に対する安全度を高めるため、市が管理する橋りょうの耐震補強や、道路の法面の防災工

事の実施に努めています。 

○ 県が管理する漁港施設については、災害時における海上輸送路の確保を図ることにも留意しながら

整備が進められています。なお、三崎漁港は既に耐震強化岸壁の整備が完了しており、今後も災害時

における海上輸送路の拠点として、周辺の整備や活用方法の検討を進めています。 

 

[課題] 

○ 道路利用者を災害から守るためには、橋りょう及び道路法面の安全対策工事などのハード対策とと

もに、気象や災害発生などの情報を提供し、注意を促すソフト対策が必要です。 

○ 特に、道路利用者等に対して、災害時の情報をいち早く提供できるよう努める必要があります。 

○ 道路、橋りょう、漁港、鉄道の被災、更には電柱類の倒壊などは、災害時の住民の避難、救助・救

急、消火活動や医療活動等の初動体制の確保、各種の応急対策活動を著しく阻害します。 

○ 漁港や鉄道の被災は、主要幹線が少ない本市においては物資等の輸送の途が閉ざされることになり、

市の機能を不全にし、応急活動はもとより、迅速な復旧・復興対策にも影響を及ぼす可能性がありま

す。 

○ そこで、防災都市づくりの骨格として、都市の構造物の安全性の一層の向上を図るとともに、多重

性を高めることが大きな課題となっています。 

 

[取組の方向] 

○ 道路、橋りょう、漁港等の整備や補強・補修に当たっては、国等が定める耐震基準等に基づき、地

形、地質等に留意し、安全性の向上に一層努めます。 

○ 主要な鉄道、道路、漁港等の基幹的な交通施設等の整備に当たっては、それぞれの実施主体が各施

設等の耐震設計やミッシングリンク(※)の解消等によるネットワークの充実、施設・機能の代替性の

確保、各交通施設の間の連携の強化などにより、災害対応力の一層の充実を図ります。 

○ 災害から道路利用者の命を守るため、災害発生時に一刻も早く安全な場所に避難を促すための情報

発信を行います。 

○ 鉄道事業者は施設の安全性の向上に配慮していきます。 

 

※ 主要都市間等を連絡する幹線道路等のうち、未整備の部分 

 

 

[主な事業] 

１ 道路、橋りょうの整備 

⑴  市は、災害時の緊急物資の輸送、救助・救急、消火活動等の緊急活動を迅速かつ円滑に実施するた

め、国道 134号、県道 26号、県道 215号並びに未整備である三浦縦貫道路Ⅱ期区間（南側区間）及び

都市計画道路西海岸線の整備を国・県に対し要望します。 

⑵  市は、緊急輸送路への結節となる防災上重要な市道の整備を進めます。 

⑶  市は、集落の孤立化を防ぐため、県と連携して、緊急避難路や迂回路にもなる管理道路及び橋りょ

うの安全確保に努めます。 

 

２ 漁港の整備 

漁港施設については、緊急物資や避難者の輸送のため三崎漁港の一部に耐震岸壁が整備されました。

更に今後、主要な陸揚げ岸壁についても耐震強化対策・液状化対策の検討が行われます。また、市営漁
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港においては、道路が寸断された場合に市内の輸送を確保するために海路を利用した輸送ルートの検討

に努めます。 
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第４節 津波対策 
 

津波は、海底地震による海底地盤の変位により発生し、震源の位置、地震の規模、さらに震源の深さ

と震源地の海底の深さや海岸線の形態により、津波の規模や来襲時間周期が異なります。 

  本市の場合は、相模湾の比較的浅い海底下を震源とする地震が発生した場合きわめて短時間に津波の

来襲が予測されます。 

平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災においても明らかになったように、津波は、一度発生す

ると、市民の生命、身体及び財産に甚大な被害を及ぼし市民生活に深刻な影響を与える災害です。 

  国は、津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、津波対策を総合的かつ効果的

に推進することを目的に、平成 23 年６月に津波対策の推進に関する法律(平成 23 年法律第 77 号)を制

定しました。 

市は、この法律に基づき、津波に関する防災教育及び訓練の実施、避難地、避難所、避難経路の確認、

津波避難施設の指定等の津波避難対策の推進に努めます。 

 

[現状] 

○ 本市の三方を囲む海岸線は、リアス式海岸や砂浜海岸など総延長で 57.257km あり、沿岸部には市

街地が広がり、相模湾側と東京湾側の海水浴場は毎年合わせて数十万人が利用しています。また、マ

リンスポーツの拠点として、季節を問わず大勢の人が利用しています。 

○ 津波が発生した場合には、甚大な被害が懸念されるため、県による南関東地震等の被害想定調査等

により、津波避難対策のため、防潮堤や階段護岸等の整備も進められています。 

○ 津波避難対策として、迅速な情報伝達のため、防災行政無線の整備を進めています。また、船舶や

海岸から離れた所にいる人たちに対しては、沿岸部に設置した赤色回転灯で周知を図ることとしてい

ます。 

○ 津波避難対策として、県防災行政通信網の整備や、全国瞬時警報システム(J-ALERT)(※１)と防災行

政無線を連動させたシステムを構築し、津波情報伝達体制を整備しました。 

○ 迅速な情報伝達のため、特定のエリア内の対応端末（スマートフォン・携帯電話）に一斉に緊急情

報を配信する緊急速報メールについて、気象庁が発信する緊急情報のほかに、県からも必要な情報を

緊急速報メールとして自動配信することとしています。 

○ 東日本大震災では、これまでの想定を超える巨大な津波により大きな被害が発生したことから、国

では、津波対策を推進するために「津波対策の推進に関する法律」や「津波防災地域づくりに関する

法律」を制定するとともに、これまでの津波対策を抜本的に見直し、「防災基本計画」を修正しまし

た。 

○ 県では、津波対策の推進に当たって、科学的知見を踏まえてこれまでの津波浸水予測図を見直すこ

ととし、住民避難を柱とする総合的防災対策を構築するうえで設定する「最大クラスの津波」を想定

し、平成24年３月に新たな津波浸水予測図を作成しましたが、平成25年12月に、内閣府が設置した首

都直下地震モデル検討会から、相模トラフ沿いで発生する最大クラスの地震モデルなど、最新の科学

的知見が示されたことから、想定外をなくすという考えのもと、発生頻度が極めて低いものを含め、

予測を見直し、平成27年３月に津波防災地域づくりに関する法律に基づく「津波浸水想定」を設定し

ました。また、防潮堤などの海岸保全施設等の整備を行うための、「津波高は低いものの発生頻度の高

い津波による水位」を平成25年１月に設定し、平成27年3月に海岸保全基本計画に位置付けました。 

更に平成31年３月、津波浸水想定を踏まえた津波災害警戒区域の指定について、沿岸市町の意向の

ある地域から段階的に指定を進める方針をとりまとめ公表しました。市はこれに関して県と調整を行

います。 

 

※１ 全国瞬時警報システム(J-ALERT)とは、津波警報、緊急地震速報といった、対処に時間的余裕

のない事態に関する緊急情報を、人工衛星を用いて市町村等へ送信するもので市町村は、これを

防災行政無線と接続し、人手を介さずに国から住民まで緊急情報をサイレンや音声放送により瞬

時に伝達できるようにしています。 

緊急地震速報や津波警報は、原則として自動的に発報されます。 

 

[課題] 

○ 津波による被害の発生を海岸保全施設だけで防ぐことは現実的でないことから、「減災」の視点に

立って、「最大クラスの地震」と「津波高は低いものの発生頻度が高い津波」に分けて、それぞれの



25 

 

対策を強化していく必要があります。 

○ 津波からの避難の視点等を踏まえて、まちづくりを進めていく必要があります。 

○ 津波が発生した場合には、津波警報の伝達や避難誘導等の「公助」は間に合わない場合もあること 

から市民の「自助」「共助」による迅速な避難行動が重要となります。津波に対しては、特に、おのお

のが自らを守る「自助」の避難行動が原則であることから、住民等が津波の特性（ゆれが小さくても

発生、繰り返し発生等）を充分に理解した上で、正しい判断ができるよう、市と県は、津波知識の普

及啓発に努めます。 

○ 津波浸水想定や気象庁が発表する津波警報等に対応し、住民等への津波警報等の伝達を充実する必

要があります。 

○ 市民等の津波防災意識の向上を図り、津波発生時の避難行動に結びつける必要があります。 

○ 今後の津波対策を進めるため、過去に本市を襲った津波の痕跡等の調査を進める必要があります。 

  また、津波災害から迅速な復旧・復興を行うため、地籍調査の推進により土地の基礎的な情報を整備

しておく必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 最大クラスの津波に対しては、県と連携して住民や海浜・漁港利用者等が迅速、かつ適切な避難が

できるよう、避難体制を整備します。 

○ 津波高は低いものの発生頻度が高い津波に対しては、液状化にも留意しながら、海岸保全施設等の

整備等に努めます。 

○ 津波災害のおそれのある地域については、徒歩による避難を原則として、地域の実情を踏まえつつ、

できるだけ短時間で避難が可能となるようなまちづくりを目指します。 

〇 住民等は、平常時から避難場所、避難経路や家族との連絡方法等をあらかじめ確認し、いざという

時には、自らのいのちは自らで守ることができるよう、自助による備えに努めます。 

○ 地域住民等の迅速かつ適切な避難行動を支えるために、津波情報の伝達体制の整備、伝達手段の多

重化、津波避難施設の整備・指定等を進めるとともに、継続的な普及啓発活動や津波避難訓練により

沿岸住民、海浜利用者への津波防災知識の普及を図ります。 

○ 過去に本市に被害をもたらした津波の実態把握に努めます。また、大規模地震発生時に津波災害が

想定される沿岸部において、地籍調査を推進します。 

○ 観光客への情報提供は、観光協会や観光事業者等と連携し、避難誘導体制を強化していきます。 

○ 沿岸地区の民間施設への観光客の避難等、市内の観光事業者との連携を図ります。 

○ 平常時から津波防災意識の啓発に努めるとともに、漁港における船舶津波対策及び航路障害物の流

出防止対策等、沿岸部の状況に応じた津波対策を関係機関と連携して推進します。 

 

[主な事業] 

１ 津波に強いまちづくり 

⑴  市は、地域防災計画、都市計画等の計画相互の有機的な連携を図るため、関係部局が緊密に連携し

た計画作成を行うなどにより、津波防災の観点からのまちづくりに努めます。 

   また、職員に対して、ハザードマップ等を用いた防災教育を行い、日常の計画行政の中に防災の観

点を取り入れるよう努めます。 

⑵  市及び県は、連携して「津波防災地域づくりに関する法律」の適切な運用に努めます。 

⑶  市は、行政関連施設や要配慮者等施設について、できるだけ浸水の危険性の低い場所に立地するよ

う整備するものとし、行政関連施設を危険性の高い場所にやむを得ず設置する場合は、施設の耐浪化、

非常電源の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄など施設の防災拠点化を図りま

す。 

 

２ 海岸保全施設等の整備 

 市は、津波発生時に的確な応急対策を図るため、津波からの防災性にも優れた交通基盤を整備するほ 

か、孤立化防止のためのヘリポート整備を進めます。 

 また、船の座礁防止策や漁業関係被害の軽減策について検討します。 

 

３ 情報伝達体制等の整備 

⑴  市は、地域の住民や海浜利用者への確実な情報伝達のため、全国瞬時警報システム（J-ALERT）や防

災行政無線の適正な維持管理に努めます。 
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⑵  市は、消防団員の命を守ることを最優先とすること及び消防団員が自らの命を守ることによって多

くの命が救われるという考えに基づき、「津波災害時における消防団安全管理マニュアル」に基づき、

消防団員の安全確保と情報受伝達体制の整備・強化に努めます。 

⑶  市は、漁業者やマリンスポーツなどで海岸から離れた所にいる人たちに津波からの避難を促すため、

沿岸部に設置している防災行政無線放送塔上部の赤色回転灯により避難を呼びかけます。 

 

４ 避難施設の整備等 

⑴  市は、津波から徒歩による迅速な避難を確保するため、津波避難経路、津波避難階段等の避難関連

施設の整備を進めるとともにその安全性の点検に努めます。また、県は、後背地が急な斜面で避難路

が確保できない場合は、地域の実情を踏まえて、急傾斜地崩壊防止施設の整備に合わせて津波避難階

段を整備します。 

⑵  市は、身近な場所に避難できる高台等がない場合は、避難施設を確保するため、民間事業者、民間

ビルの管理者の協力を得て、津波避難ビルを指定、確保するとともに、そうした資源がない地域にあ

っては、地元の自治会と協議しながら津波避難タワーの整備を検討します。 

 

５ 避難対策 

⑴ 市は、津波発生時における適切な避難対策を実施するため、平成 27年３月に県が設定した津波浸水

想定を踏まえ、指定緊急避難場所、避難路の確保や誘導標識の整備を進めるとともに、「避難情報に関

するガイドライン」や地域の実情を踏まえて、避難指示等の発令基準や具体的な運用などの整備に努

めます。 

なお、市民の円滑な避難や安全確保の観点から、避難指示の発令と合わせて津波の規模及び対象と

なる地域に関する情報を市民に伝えるための体制の確保に努めます。 

⑵ 市は、津波浸水想定や地域の実情を踏まえ、できるだけ津波による浸水の危険性が低い場所に避難

場所を設けるよう、避難所等の指定の見直しを行います。 

⑶ 市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、津波情報看板や標高・海抜表示板

などを利用して津波に関する情報を併せて表示するなどの工夫に努めます。また、誘導標識等には、

日本産業規格に基づく災害種別一般図記号を使用するとともに、避難場所標識の見方に関する周知に

努めます。 

⑷ 市は、消防団員、警察官、市職員など防災対策や避難誘導に当たる者の危険を回避するため、防災

対策や避難誘導に係る行動ルールの作成や周知に努めます。 

 

６ 要配慮者対策 

⑴ 市は、やむを得ず浸水のおそれのある場所に要配慮者に関わる施設を整備する場合は、施設内に安

全なスペースを確保するなどの整備に努めます。 

⑵ 市は、避難行動要支援者（※１）名簿を作成し、個人情報に留意しつつ、あらかじめ避難支援に携

わる関係者との情報の共有を行い、さらに、外国人、旅行者等も含めた要配慮者の避難誘導体制の整

備や避難後の支援方策の検討に努めます。 

⑶  沿岸部に位置する社会福祉施設等及び学校・幼稚園・保育園等（以下「社会福祉施設等」とい

う。）の管理者又は所有者は、地震等災害発生時に迅速・的確な対応を行うため、津波浸水想定等を

踏まえ、津波発生時の避難対応を含めた非常災害対策計画等を作成し、津波の発生を想定した避難訓

練を実施するとともに、防災組織を強化し、市との緊急連絡体制の確保や地域住民、自主防災組織等

との連携に努めます。 
 

※１ 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難であり、その

円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方 
 

７ 津波に関する知識の普及 

⑴  市及び県は、津波浸水想定を踏まえた避難地案内板等の設置に努めます。 

⑵  市は、津波浸水想定を踏まえて津波ハザードマップを作成し、住民等へ周知します。 

⑶  市は、津波ハザードマップが住民等の避難に有効に活用されるよう、その内容を十分検討します。 

また、市及び県は、土地取引における活用等を通じて、津波浸水想定や津波ハザードマップの内容を

理解してもらうよう努めます。 
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⑷  市は、津波による人的被害を軽減する方策は住民等の避難行動が基本となることを踏まえ、的確な

判断に基づいた行動ができるよう、津波を引き起こす地震とその発生のメカニズム、津波の特性（ゆ

れが小さくても発生、繰り返し発生等）の正しい知識、津波警報、避難指示、津波浸水想定の数値等

の意味や内容、徒歩避難の原則、自ら率先して避難することが他の住民の避難を促すこと、防災に関

する様々な動向や各種データ等について、各種媒体を活用し住民等にわかりやすく継続的に周知しま

す。特に「津波防災の日」(11月５日)においては、積極的に広報を実施します。 

⑸ 市は、その職員に対して地震防災上必要な知識の教育を行います。特に津波知識に関しては、南海

トラフ地震等が市に及ぼす被害、津波の特性、災害時の行動、職員としての役割や、地震の対策・課

題等に関わる知識を得られるよう努めます。 

 

８ 津波訓練の実施 

⑴  市は、県警察、横須賀市消防局、海上保安庁や民間の救護組織等と連携して、津波情報伝達訓練、

避難訓練等を実施します。 

⑵  市は、南海トラフや相模トラフ等で発生が懸念される最大クラスの津波やその到達時間、夜間等の

様々な条件に配慮し、津波警報等や南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の対応等、具体的かつ

実践的な訓練を継続的に実施します。 

また、居住地、職場、学校等における避難訓練の実施の必要性等の周知に努めます。 

 

９ 津波に関する調査の実施 

  市は、境界や面積など土地に関する基礎的な情報を明らかにし、津波災害時における速やかな復興・ 

復旧に寄与することができる地籍調査を実施します。 
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第５節 がけ崩れ対策等の推進 
 

[現状] 

○ 本市は、三方の海岸線からなだらかな丘陵地の畑地と斜面の自然緑地からなり、地震や風水害によ

る崩壊の危険のあるがけが数多くあります。 

市は、県が指定した急傾斜地崩壊危険区域の整備促進とともに、防災パトロール等を定期的に実施

し、崩壊危険区域の土地の維持管理及び保全について土地所有者を指導しています。 

○ 県は、平成 24年１月、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12

年法律第 57号。以下「土砂災害防止法」という。）に基づき、三浦市において急傾斜地の崩壊による

災害への注意が必要となる土砂災害警戒区域を指定しました。 

  また、令和３年３月、本市を含む横須賀土木事務所管内（横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町）の

土砂災害特別警戒区域の指定が完了しました。 

 

[課題] 

○ 市内の急傾斜地崩壊危険区域は 42区域あり、地震や大雨によるがけ崩れ、地すべり、土石流等の土

砂災害に備えるため、土砂災害危険箇所の整備を推進するとともに、市は、急傾斜地崩壊危険区域及

び急傾斜地崩壊危険箇所、避難場所等の周知徹底と、災害発生時における警戒・避難体制の確立など

防災体制を整備していく必要があります。 

○ 市内の土砂災害警戒区域は 179区域、うち土砂災害特別警戒区域は 169 区域あり、地震や大雨によ

るがけ崩れ、地すべり、土石流等の土砂災害に備えるため、指定された箇所を市民に周知徹底し、啓

発に努めるとともに、災害発生時における警戒・避難体制の確立など防災体制を整備していく必要が

あります。 

○ 急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域に指定された箇所以外にも、本市の地域的特性により

山地を削って宅地を開発するケースが多く、宅地の後背地が、がけになっている箇所が多数あります。 

また、古くに宅地化された法面は未整備のままになっている箇所が目立っています。 

 

[取組の方向] 

○ 土砂災害ハザードマップの公表、市民への避難情報の発令時にとるべき避難行動の事前周知、避難

情報の伝達手段の多様化等により、警戒・避難体制の整備を図ります。 

○ 急傾斜地崩壊危険区域等の災害防止を図ります。 

○ 要配慮者利用施設の土砂災害防止対策を進めます。 

 

[主な事業] 

１ 市民への啓発 

⑴ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の周知と円滑な警戒避難を確保するため、ハザードマ

ップによる啓発を行います。 

⑵ 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域における警戒・避難対策とし

て、地震後の降雨による土砂災害にも備えるため、土砂災害警戒情報等を用いた避難指示等の発令基

準及び発令対象区域を設定するとともに、避難地区の指定、避難経路の設定、避難所の指定を進めま

す。また、警戒区域に居住する地域住民や観光旅館、要配慮者利用施設の関係者等に対してそれらの

周知に努めます。 

 

２ 急傾斜地崩壊危険区域等の災害防止 

⑴  市は、急傾斜地崩壊危険区域の未整備箇所について、発災の危険性の高いところについて県へ災害

防止工事を要望します。   

⑵ 市は、がけ地の所有者に対して、がけ崩れ防止工事等法面の整備等を啓発していきます。 

⑶ 市は、土砂災害のおそれがある箇所の把握に努め、県と連携し、必要に応じて点検・パトロール等

を行います。 

 

３ 要配慮者利用施設の土砂災害防止対策 

  三浦市地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、防災体

制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、防災教育・

訓練に関する事項、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項等を定め
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た計画を作成するとともに、当該計画に基づく自衛水防組織の設置に努めるものとし、作成した計画及

び自衛水防組織の構成員等について市に報告します。 

また、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施し、結果を市に報告します。 
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第６節 ライフラインの安全対策 

 

[現状] 

○ 上水道については、主要水道施設の耐震化を実施しており、老朽管更新事業として、布設後 40年を

経過した配水管を順次更新しています。 

また、水道管等が地震により損傷した場合に備え、主要配水池に緊急遮断弁を設置するほか４基の

100t型飲料水兼用耐震性貯水槽の整備を進めてきました。 

○ 下水道については、令和３年度末で 35.6％の普及となり、耐震性を考慮した施設づくりなどを進め

ています。 

○ 電話・通信については、東日本電信電話（株）、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)、

エヌ・ティ・ティ・ドコモ神奈川支店において、建物や無線鉄塔等の耐震化、中継ケーブルの複数ル

ート分散、災害対策機器類の配備等を行っています。 

また、災害時の輻輳（電話が繋がりにくい状況）対策として、NTT東日本は災害用伝言ダイヤル

「171」等を運用し、携帯電話事業者等の電気通信事業者は災害用伝言板を提供します。 

なお、提供条件等は、新聞社、放送局、通信社等の報道機関（以下「報道機関」という。）を通じ

てお知らせします。 

○ 電気については、東京電力パワーグリッド(株)が、災害に強い電力設備づくりとして、送電系統の

二重三重のネットワーク化や設備の耐震化対策を進めています。 

○ 東京ガスネットワーク㈱では、ガス製造・供給設備の耐震性強化を進めるとともに、大地震発生時

にはご家庭のマイコンメーター（ガスメーター）が震度５程度以上の揺れを感知しガス供給を自動的

に遮断する仕組みを設けています。さらには供給エリアを複数のブロックに分け被害の大きい地域

（ブロック）のみを遠隔で遮断する仕組みを設け、ガス供給停止地域を最小限に抑えながら二次災害

を未然に防ぎます。またガス供給停止地域では、ITシステム等により最適な復旧方法を判断し、被害

のない地域では安全かつ速やかに供給を再開します。（各ご家庭ではガス漏れ等の異常がなければ、

お客さまによるマイコンメーターの簡単な復帰操作でガスをご使用できます。） 

○ LPガス（液化石油ガス）については、（公社）神奈川県 LPガス協会横須賀三浦支部において、容

器の転倒防止を徹底するとともに、ガス放出防止器及びＳ型メーター等防災機器の設置推進などの

安全対策を進めています。 

 

[課題] 

○ 阪神・淡路大震災及び東日本大震災では、上下水道、電気、ガスなどのライフライン施設に甚大な

被害が発生し、特に阪神・淡路大震災では、異なる施設間の復旧速度に起因する二次災害の発生など

の問題が生じたため、ライフラインの安全性のより一層の向上が必要となっています。 

○ 新潟県中越地震では、山間地の孤立化や余震が繰り返し発生したことに伴い、ライフライン施設の

復旧に時間を要しました。 

 

[取組の方向] 

○ 電気、ガス、水道、通信サービス等のライフラインは、市民生活に欠かすことのできない施設であ

ることから、災害時においてもライフライン機能を確保できるよう、各事業者は、施設の安全性のよ

り一層の向上を図るとともに、施設の多重化や代替設備の整備などを進めます。 

○ 大規模な地震・津波災害が発生した場合、広域かつ長期にわたり、被災者の生活だけでなく社会、

経済活動に甚大な被害をもたらすおそれがあるため、各事業者は、液状化等にも配慮した施設の耐震

化・耐浪化を図るとともに、共同溝等の整備や応急復旧資機材の確保等に努めます。 

○ その他の電気、LPガス（液化石油ガス）、通信サービスについては、それぞれの事業者において耐

震化等の安全強化対策をさらに推進していきます。 

また、被害を最小限にとどめ、早期復旧を可能とするため、施設の多元化・分散化、管路の多重化

等を進めるとともに、被災状況等の的確な把握に努めます。 

 

[主な事業] 

１ 上水道施設 

⑴ 市上水道施設の安全性向上のため、主要水道施設や水道管路の耐震化を進めます。また、災害時に

異なる配水系統の相互融通を可能とするための施設整備を進めるとともに、関係事業者間の連携、応

援協力体制の整備などを進めます。 
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⑵ 市は、水道配水池における応急給水用飲料水の確保、非常用発電装置等の整備等を行っています。 

また、災害時等に重要となるデータの集積のためマッピングシステムの整備を進めるとともに、関係

事業者間の連携、応援協力体制の整備などを進めます。 

 

２ 下水道施設 

 市は、下水道終末処理場における、非常用発電装置等の整備や耐震診断等を行っています。また、

施設整備に当たっては「下水道施設の耐震対策指針と解説」(公共財団法人日本下水道協会)に基づ

き、主要下水道施設の耐震化や液状化などに配慮した施設整備を進めます。 

 

３ 電気、ガス、通信サービス 

⑴ 電気、ガス、通信サービス事業者は、各施設について、液状化等にも配慮した耐震化の推進を図る

とともに、共同溝の整備等、一層の防災性の向上に取り組みます。 

また、被害を最小限にとどめ、早期復旧を可能にするため、施設の多元化・分散化、管路の多重化

等を進めるとともに、被害状況の把握、復旧システムの充実強化、応急復旧資機材の整備等を進めま

す。 

⑵ 市は、電気、ガス、通信サービス事業者に対して、より一層の安定した供給を実現するため、被災

時における施設の継続稼働について方策を講じるよう要請します。また、浸水防止対策等、安全強化

対策に推進するよう要請します。 
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第７節 液状化対策 
 

[現状] 

○ 地震による被害は、地盤の特性に大きく影響されます。神奈川県内では、多摩川、相模川、酒匂川

流域及び東京湾臨海部等の主に砂質地盤がある地域において、地震発生時に地盤の液状化の発生が懸

念されており、構造物に対する対策が必要とされています。 

○ 県においては、昭和 60年に「建築物の液状化対策マニュアル」を策定し、その後、東日本大震災に

より県内で発生した液状化被害を受け、平成 25 年に改訂を行い、その普及を図ることにより液状化

対策を推進してきました。また、土木構造物についても液状化を考慮して設計しています。 

〇 県では、平成 25年度から 26年度に実施した地震被害想定調査の中で、各地震による液状化の可能

性を想定し、地震被害想定調査結果として情報を提供しています。また、(公財)神奈川県都市整備技

術センターでは、県内の公共事業で行われた地質調査結果を電子的に一元管理し、その情報を更新す

るとともに、公開しています。 

○ 東日本大震災においては、地震被害想定調査で液状化の危険性がないと考えられていた場所におい

ても、液状化が発生したことから、県は、今後の対策に資するために、ボーリング調査等を実施して

います。 

○ 国においても、「小規模建築物等のための液状化マップと対策工法」のマニュアルの普及を図って

います。 

 

[課題] 

○ 東日本大震災では、関東地方でも液状化が確認されました。県においても引き続き、液状化対策を

進める必要があります。 

○ 大規模構造物であっても、基礎の地盤が液状化現象により、横方向に流れるように動く側方流動が

発生している事例が報告されていることから、今後の液状化対策の見直しが迫られています。 

○ 事前の対策としては、市民や事業者自らが、地盤改良の実施等の対策を講ずることが重要です。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、液状化の可能性がある地域や対策工法の啓発に努めます。 

○ 市は、市管理の建築物、構造物に対して、液状化対策を実施していきます。 

 

[主な事業] 

１ 液状化対策 

⑴  市は液状化現象に対する理解の促進を図ります。 

⑵  県の策定した「建築物の液状化対策マニュアル」や国の策定した「対策工法マニュアル」の普及を

図ります。 

⑶  市施工の建築物、構造物に対しては、液状化対策等を考慮するとともに、既存施設で液状化の被害

のおそれのあるものは、補強対策に努めます。 
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第８節 危険物等施設の安全対策 
 

[現状] 

○ 本市においては、都市化が進展していることから市街地に、ガソリンスタンドに代表される危険物

施設と船舶の基地として大量の燃料用等の危険物を貯蔵している危険物施設と高圧ガスや都市ガス、

毒物・劇物などを取り扱う工場等の危険物施設（これらの２種類の施設を合わせて、「危険物等施設」

という。）が混在しています。 

○ これら危険物等施設は、個別法令ごとの耐震性を含めた技術基準に基づき設置されていますが、県

をはじめ市及び関係団体が協調してその安全対策に取り組んでいます。 

 

【関係法令】 

危 険 物・・・消防法（昭和 23年法律第 186号） 

高圧ガス・・・高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号） 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42 年法律第 149 号） 

都市ガス・・・ガス事業法（昭和 29年法律第 51 号） 

火 薬 類・・・火薬類取締法（昭和 25年法律第 149号） 

毒・劇物・・・毒物及び劇物取締法（昭和 25年法律第 303号） 

 

[課題] 

○ 危険物等施設は、取り扱う物質の性質上、地震時において火災等が発生した場合、周囲に及ぼす影

響が非常に大きく、多大な被害を生ずる可能性がありますので、その安全対策の強化、充実が必要で

す。 

○ 東日本大震災では、津波に起因する火災が発生したと考えられており、危険物等施設における津波

対策を進める必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、県や関係団体とともに、国の施策や施設の耐震化の促進、事業所の自己責任、自主保安体制

の充実などをはじめとする安全確保対策を強化します。 

 

[主な事業] 

１ 事業者に対する指導 

 市及び県は、危険物施設等の事業者に対し、施設・設備の耐震化を促進するとともに、保安体制の充

実、防災教育、防災訓練の実施など、必要な安全対策を講ずるよう指導します。また、先端技術の発展

に伴う化学物質の安全対策を促進します。 

 

２ 各事業所の措置 

各事業所は、危険物施設等からの火災、爆発等による被害の発生、拡大を防止するため、施設等の耐

震化、緊急保安体制の確立、防災訓練の実施、防災資機材の整備など必要な措置を行います。また、県

が作成する津波浸水想定図等を踏まえ、二次災害の発生防止等に向けた必要な措置を講ずるよう努めま

す。 

 

３ 研修等の支援 

市は、危険物等施設の従事者に対する安全対策についての研修を、県及び関係団体と共同して実施し

ます。 
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第９節 建築物等の安全確保対策 
 

[現状] 

○ 新築する建築物に適用される建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)の耐震基準は、我が国が経験し

た「新潟地震」、「十勝沖地震」、「宮城県沖地震」などを教訓に順次強化され、現在は昭和 56年６

月に施行されたいわゆる「新耐震基準」に依っています。 

○ 阪神・淡路大震災以降、平成７年10月には、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律

第123号）」が公布され、建築物の所有者に対する指導、誘導等総合的な措置を講ずることにより、建

築物の耐震性の向上を図ることとされました。 

○ 新潟県中越地震では、大規模盛土造成地の盛土地盤の滑動崩落が発生したことから、平成 18 年に

宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）が改正され、滑動崩落のおそれのある既存の造成宅地

について、「造成宅地防災区域」の指定を行って、宅地の改善命令を行う制度が創設されました。 

○ 県では、既存建築物の耐震化を図り、地震に対する安全性の向上を計画的に促進するため、平成19

年３月に「神奈川県耐震改修促進計画」を策定し、耐震技術者の養成や耐震セミナーの開催などによ

る耐震診断、耐震改修の普及・啓発及び落下物対策等に取り組んでいます。 

その後、平成25年11月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、不特定多数の者や

要配慮者が利用する大規模な建築物に対して耐震診断を義務付けるなど、建築物の耐震改修の促進に

向けた取組みが強化されたことから、同計画を改定しました。 

○ 市役所（本館）及びこれまで進めてきた小中学校については、耐震化が完了しています。市立病院

については、平成 16 年の建替え時に免震化しています。 

 ○  県では、盛土造成地の存在を周知し、宅地防災に対する理解を深めていただくことを目的として 

「大規模盛土造成地マップ」を作成・公表しています。 

 

[課題] 

○ 都市の安全性の向上を図るためには、建築物の耐震性の向上を促進することが大変重要な課題にな

ります。阪神・淡路大震災においては、「新耐震基準」施行以前の建築物が大きな被害を受けている

ことから、現行の建築基準法に規定される耐震性能を確認するため、既存建築物の耐震診断を早期に

実施し、耐震化を図っていく必要があります。 

また、平成30年６月に発生した大阪北部地震では、建築物の塀の倒壊による被害が発生し、改めて

ブロック塀等の安全対策の必要性が認識されました。 

○ 東日本大震災では、震源から遠く離れた大阪府においても長周期地震動が発生したとみられ、エレ

ベーターへの長時間の閉じ込めや高層ビルの破損等の被害が生じました。高層建築物の防災対策につ

いても取組を推進する必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 大部分の建築物は、その社会的、物理的寿命から耐震性に配慮した建替えが順次進んでいますが、

本市における地震の切迫性に鑑み、計画的、重点的に既存建築物の耐震性の向上に取り組むとともに、

落下物等の防止対策 や建築物のブロック塀等の安全対策について取り組みます。 

○ 住宅の耐震化を進めるため、耐震診断の実施、効果的な耐震補強策の普及等、耐震化に関する意識

啓発を図るとともに、耐震改修工事や建て替え等の促進に努めます。 

○ 東日本大震災の状況等を踏まえ、耐震化の一層の普及、啓発を図るため、耐震セミナーの充実に向

けた取組を進めます。 

○ 高層マンションをはじめとした高層建築物の防災対策について、住民等への意識啓発に取り組みま

す。 

 

【主な事業] 

１ 法や計画に基づく耐震化の促進 

⑴  市は、既存建設物の耐震性の向上を図るため、｢建築物の耐震改修の促進に関する法律｣に基づいて、

多数の者が利用する建築物の所有者等に対する耐震診断の指導・助言や普及・啓発を実施するととも

に、｢神奈川県耐震改修促進計画｣を勘案した「三浦市耐震改修促進計画｣に基づき、県と協働して耐震

化を推進します。 

⑵  市は、昭和 56年の新耐震基準以前に建築された民間木造住宅等の耐震診断、耐震改修工事につい

て、県の支援を得て取り組みます。 
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２ 建築技術者の講習 

   市は、耐震診断、耐震改修を行う建築技術者の技術力を一層向上させるため、県が(一社)神奈川県建

築士会や(一社)神奈川県建築士事務所協会等の建築関係団体と連携して実施する、実務に重点を置いた

講習への積極的な参加を啓発します。 

 

３ 耐震相談等 

  市は、市民の耐震相談に的確に対応できるよう、県や建築関係団体と連携を図りながら、耐震診断、

耐震改修の相談、普及・啓発を図ります。 

 

４ 普及・啓発 

⑴  市は、建築物の安全性を向上させるため、新築あるいは改修工事等における工事監理の重要性を認

識させることにより、建築物そのものの耐震・耐火性能の確保を図るほか、敷地の規模や隣接建築物

との間隔などに留意することにより、延焼などに対してもより一層の安全性が確保できるよう、県と

連携して、普及・啓発に努めます。 

⑵  市は、高層マンションをはじめとした高層建築物の居住者に対し、長周期地震動やエレベーター停

止に備え、家具の転倒防止、ガラスの飛散防止や、エレベーター内などへの非常食・飲料水の備蓄な

どの防災対策について、普及啓発を行います。 

 

５ 技術的支援 

市は、県の簡易に実施できる耐震診断のパンフレットの配布や耐震改修の事例紹介により、耐震化を

進めることの必要性について一層の意識啓発を図ります。 

 

６ 防災上重要な建築物等の耐震性向上のための取組 

市は、市有施設の耐震性の向上を図るため、市が設置した昭和 56年の新耐震設計基準以前の各種施設

については、施設設置責任者としてその耐震性の向上に取り組みます。特に、防災対策上の拠点となる

防災上重要な建築物について「三浦市耐震改修促進計画」に基づき、耐震補強工事を進めます。 

 

７ 市有施設の耐震性向上のための取組 

 市有施設については、県が行っている耐震化事業に準じ、耐震診断及び耐震補強工事を進めます。 

 

８ 民間施設の耐震化のための支援 

市は、耐震診断・改修への補助制度により、民間の木造住宅や大規模建築物、緊急輸送道路沿道建築

物などの耐震化を促進します。 

特に、学校、社会福祉施設、病院などの耐震化に対して、必要な財政的支援を行います。 

 

９ その他安全対策 

⑴  市は、県と共同して、エレベーターにおける閉じ込め防止等を進めるための安全基準の普及・啓発

や、建築物における天井の脱落防止等の落下物対策、屋上給水塔、屋外広告、看板、窓ガラス等の落

下物やブロック塀の安全対策を進めます。特に市有施設については、早期に安全対策を進めます。 

⑵  市及び県は、避難地、避難路等の周辺建物の耐震化促進策について検討します。 

⑶  市、県及び施設管理者は、不特定多数の者が利用する施設について、耐震性の向上等、安全性の確

保に配慮します。 
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第 10 節 観光客対策 
 

［現状］ 

○ 本市の沿岸部には、三浦海岸海水浴場等の海水浴場があり、海水浴客やマリンレジャー等の観光客

をピーク時には１日数万人と数多く迎え入れています。しかし、これらの観光客は、大きな地震の発

生や津波警報等が発表された際に、避難経路などの地理的な知識及びその場の被害想定などの情報

が市民よりも不足していると考えられるため、観光客の安全対策を重視した体制を構築し、推進し

ています。 

 

［課題］ 

○ 本市では、観光客に対する情報提供体制は整っているものの、観光事業者との連携や帰宅すること

が困難になった観光客への対応や避難誘導体制の構築が必要となっています。 

 

［取組の方向］ 

○ 観光は本市の主要産業の１つであるため、安全性の向上と避難対策の向上を図ります。 

○ 本市の避難地や避難経路に関する情報について、観光客の周遊ルートに避難地案内板や標高シー

ルを掲示すること等により、観光客への周知を図ります。 

 

［主な事業］ 

１ 観光客への警報等の情報提供 

 防災行政無線や市の広報車及び観光協会や観光事業者の協力を得て、警報等の情報を提供します。 

 

２ 避難情報の発令基準等 

⑴  津波注意報、津波警報又は大津波警報が発表された場合、沿岸部に対し、避難指示等を発令します。 

⑵ 南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合、観光客等に帰宅を促します。 

 

３ 沿岸部観光客の避難対策 

沿岸部にいる観光客の避難を迅速に行うために、「避難地案内板」や沿岸地域の標高 30ｍ以下のカー

ブミラー等に設置した標高シールの活用について啓発を図ります。 

 

４ 観光事業者への啓発 

⑴  市は、観光協会等の団体と連携し、パンフレット等を活用して、災害予防や災害時の応急対策等の

啓発に取り組みます。 

⑵  観光客の帰宅困難者に対しては、市内の民間施設の借用等、一時的な帰宅困難者の避難施設を協定

等により確保します。 
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第 11 節 孤立化対策 

 

［現状］ 

○ 近年の地震及び台風等の災害を考慮すると、孤立化することを前提にした対策が必要になります。 

 

［課題］ 

○ 平成 16年に発災した中越地震では、旧山古志村等の山間部町村で、道路寸断による孤立状態が発

生しました。本市においても主要幹線の寸断により、市域内の沿岸部等急峻な山地を背負った地区

などが孤立化する可能性があります。 

 

［取組の方向］ 

○ 市内で道路が寸断された場合、孤立化する箇所を検討し、この箇所に対して急傾斜対策や道路等の

保全事業を促進していきます。 

 

［主な事業］ 

１ 孤立化予防対策 

⑴  孤立化が想定される地区への道路の整備 

道路の寸断により孤立化する地区に対して、県と連携して整備を図ります。また、市道についても

計画的な整備に努めます。 

⑵  急傾斜地崩壊危険区域等の整備 

主要幹線沿いの急傾斜地崩壊危険区域及び急傾斜地崩壊危険箇所について、県と連携して整備を図

ります。 

 

２ 孤立化対策 

⑴  市及び県は、連携して、孤立化する可能性のある地域の状況を検証し、対策を検討します。 

⑵  市は、孤立化対策の検討結果等を踏まえ、対策の推進に努めます。  

⑶  防災倉庫等の整備 

孤立化が予想される地区には、必要な資機材を整えた防災倉庫の整備を図ります。 

⑷  住民の備蓄の促進 

市民には最低３日間分、推奨１週間分の食料等の備蓄を目標とするよう指導していますが、孤立化

が予想される地区では自主防災組織が主体となって備蓄を促進します。 

⑸ 臨時ヘリポート等の計画 

学校のグラウンドや公園等、離着陸が可能な空地等をあらかじめ検討します。 

⑹  漁業協同組合との連携 

市内漁業協同組合等と災害時における支援協定等の締結を促進します。 
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第３章 災害時応急活動事前対策の充実 
 

○ 大規模な地震災害が発生した場合、発災直後の応急対策活動を適切に実施することが、二次災害な

どによる被害の拡大を軽減、防止するための鍵といえます。国をはじめ、県、市、その他の防災関係

機関は、地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった場合、あるいは地震災害が発生した場

合を想定した災害応急対策を構築し、各種訓練を実施するなどの備えをしてきました。 

○ しかしながら、こうした体制を現実の場面で有効に機能させるためには、より一層の事前準備と、

具体的で実践的な行動マニュアルの策定、多様な場面を想定した訓練を実施する必要があります。 

○ また、市は、応急活動の実施に当たり、市民に最も身近で基礎的な自治体として、直接的な役割を

担うことになることから、そのための事前準備について、県に積極的な支援を要請します。東日本大

震災では、本市も県と協力して被災地への人的・物的支援を実施しましたが、本市が地震災害に見舞

われた場合も、様々な機関からの応援を迅速かつ円滑に受け入れる必要があることから、広域応援体

制のさらなる充実を図ります。 

○ 東日本大震災では、これまでの想定をはるかに超えた巨大な地震・津波が発生しましたが、津波に

よる人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が基本となります。そのため、大きな地震が発生

した場合、迷うことなく迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難を開始するなど、避難行動をと

ることの重要性を啓発し、住民等の防災意識の向上に努めます。 

○ 「平成 28年熊本地震」では、強い揺れが連続し余震も長く続くなど、地震の揺れの怖さを再認識す

ることになりました。地震が発生した場合は、まずは、自らの身を守ることが何よりも大切です。そ

のため、地震発生時の適切な安全確保行動の重要性の啓発に努めます。 

○ また、帰宅困難者対策、災害廃棄物等の処理対策、災害救援ボランティア活動の充実強化を図りま

す。 

○  令和２年春から続く新型コロナウイルスの感染拡大により、感染症と自然災害との複合災害への対

応が新たな課題になっています。今回のコロナ禍における災害対応の経験を、今後、災害対策の強化

に繋げる必要があります。 

○ 令和３年５月の災害対策基本法の改正により、避難情報の見直しや広域避難に関わる仕組みが導入

されました。近年頻発する大規模災害の課題や教訓を踏まえた、法令等を含む制度改正などを踏ま

え、適切かつ速やかに対策の充実を図る必要があります。 
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第１節 災害時情報の収集・提供体制の拡充 

 

[現状] 

○ 大規模地震等の災害発生時に、その被害を最小限にとどめ、迅速、的確な災害応急対策活動を行う

ためには、被害状況を素早くかつ正確に収集、伝達することが重要です。 

○ 市は、情報収集・伝達手段として、県機関、県内市町村及び防災関係機関を結ぶ「県防災行政通信

網」を県と共同で整備し、運用しています。県は、被害状況等の収集・共有用に「県災害情報管理シ

ステム」を整備するとともに、市との情報収集・伝達を密にし、さらに連携・協力体制を強固にする

ため、被災市町村に連絡員を派遣することとしています。また、市ではこれらの通信手段を補完する

ため衛星携帯電話を導入しています。 

○ 市は、情報収集・伝達手段として市防災行政無線を整備するとともに、防災情報メール、市ホーム

ページ、ツイッター（以下「防災情報メール等」という。）及び広報車による情報伝達に努めていま

す。 

さらに、地震発生時に迅速、的確な初動体制がとれるよう、県が整備した「震度情報ネットワーク

システム」による震度情報をリアルタイムで収集するとともに、災害対策本部員等の携帯電話へ参集

情報を配信します。 

○ 市は、地震、津波等の緊急情報を全国に一斉配信する全国瞬時警報システム（J-ALERT）と防災行

政無線システムを連動させ、市民等に対する災害情報の伝達体制の充実に努めており、特に津波警報

に関しては、市からの伝達に加え、特定のエリア内の対応端末（スマートフォン・携帯電話）に一斉

に緊急情報を配信する緊急速報メールについて、気象庁が発信する緊急情報のほかに、県からの必要

な情報を緊急速報メールとして自動配信することとしています。 

○ 市は、観光客等沿岸にいる滞留者向けには、海岸域に防災行政無線の屋外子局を整備するとともに、

聴覚障害者には FAXにより情報を提供しています。 

○ 県は、災害の状況等により、必要と判断される場合は、災害時応援協定に基づき、協定締結先に無

人航空機（ドローン）の派出を要請し、情報収集に努めています。 

○ 県は、民間気象会社と共同で、誰でも自由にパソコンや携帯電話を利用して、災害時の被害情報を

投稿し、閲覧できるウェブサイト「かながわ減災プロジェクト」（※１）を開設し、県民自らが災害

を回避し、被害を軽減する取組を進めています。 

○ さらに、市は県と協力し、市が発信する避難指示等の緊急情報を、テレビやラジオ、ウェブサイト

などを通じて迅速に伝達するＬアラート（災害情報共有システム）（※２）を導入し、運用していま

す。 

○ 県は、令和２年２月に、神奈川県における防災行政分野のDX（デジタルトランスフォーメーショ 

ン）を推進するための先行実証モデルとして、産官学からなる任意団体「AI防災協議会」とともに、

「防災チャットボットSOCDA（ソクダ）(※３)」の実証実験を行いました。 

 

※１ 県と民間気象会社が共同で開設した、誰でも自由にパソコンや携帯電話を利用して、災害時の

被害情報を投稿し、閲覧できるウェブサイト 

※２ 市町村が避難指示などの緊急情報を登録するとそれが放送事業者、通信事業者等に通知され、

テレビやラジオ、ウェブサイトなどを通じて住民に迅速に伝達されるシステム。総務省が全国普

及を進めています。 

※３ 住民一人ひとりの避難と災害対応機関の意思決定を支援することを目的に、AI 防災協議会等

が中心となり、開発を進めているシステム。 

 

[課題] 

○ 災害対策に関する各種システムが市庁舎等の施設の被災、停電等により十分機能しないと、迅速な

初動体制や復旧活動に支障が生ずるため、システムの安全性の強化と多重化が必要です。 

○ 日ごろの災害対応では、確定被害情報を中心に情報収集を進めていますが、大規模地震等の災害時

には、迅速な初動体制確保や被災者の支援のために必要となる被害状況や応援部隊などの活動状況な

どの情報を集約し、関係機関で共有する必要があります。 

○ 市災害対策本部と避難所や病院、診療所など救護活動拠点との情報伝達体制のさらなる拡充が求め

られています。 

 ○ 災害時に情報の収集・提供を円滑に行うためには、システムや体制の整備だけでなく、常にそれら

を適切に運用できるように訓練を行う必要があります。 
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 ○ 要配慮者、災害により孤立化する危険のある地域の被災者、避難所以外で避難生活を送る避難者、

応急仮設住宅として提供される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難者、帰宅困難者等情

報が入手困難な被災者に対しても、情報提供を行う必要があります。 

〇 効果的・効率的な防災対策を行うため、AI、IoT、クラウドコンピューティング技術、SNSの活用な

ど、災害対応業務のデジタル化を促進する必要があります。デジタル化に当たっては、災害対応に必

要な情報項目等の標準化や、システムを活用したデータ収集・分析・加工・共有の体制整備を図る必

要があります。 

〇 現在、国が開発を進めているSIP4D（基盤的防災情報流通ネットワーク）などの積極的な活用を見

据えつつ、災害対応の効率化等の観点から、ドローンを活用した情報収集や人工知能（AI）を活用す

るなど防災・減災におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を積極的に推進する必要があり

ます。 

〇 「神奈川県防災行政通信網」は稼働から10年以上が経過し、設備や通信機器の老朽化により維持管

理が困難であることから、再整備が必要です。再整備に当たっては、ICT技術革新に合わせた対応が

必要となります。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、衛星携帯電話、衛星通信、インターネット、防災行政無線等の通信手段の整備などにより、

事業所、報道機関、住民等からの情報など多様な災害関連情報等の収集・提供体制の整備に努めま

す。 

また、災害情報収集や避難対策など災害対応における AIやデジタル技術の活用など、防災・減災

における DXの推進に努めます。 

○ 市は、市民や避難所、救護活動拠点等への情報提供等にあたり、不特定多数の人が情報を得やすい

インターネット等の活用を図ります。 

○ 市は、Ｌアラート（災害情報共有システム）を利用して発信する災害関連情報等の多様化に努める

とともに，情報の地図化等による伝達手段の高度化に努めます。 

○ 市は、高齢者、障害者等の要配慮者に対する情報提供体制について検討を進めます。 

○ 県、市及び防災関係機関は、情報の共有化を図るため、各機関が横断的に共有すべき防災情報を共

通のシステム（総合防災情報システム及びSIP4D（基盤的防災情報流通ネットワーク）に集約できる

よう努めます。 

○ 県及び市は、平常時より自然情報、社会情報、防災情報等の防災関連情報の収集、蓄積に努めます。

また、総合的な防災情報を網羅した各種災害におけるハザードマップ、防災マップの作成等による災

害危険性の周知等に生かします。 

○ 県及び市は、それらの情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう、情報のデータ

ベース化、オンライン化、ネットワーク化に努めます。また、必要に応じ、災害対策を支援する地理

情報システムの構築・拡充について推進を図ります。 

○ 県及び市は、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・整

理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努めます。 

○ 県は、「防災行政通信網」の安定的な運用を継続するため再整備を行います。再整備に当たっては、

最新の通信技術を導入し、災害時における県機関、市町村及び防災関係機関との確実な情報受伝達の

確保に努めます。 

 

[主な事業] 

１ 災害情報受伝達体制の充実 

⑴  市は、住民等への確実な情報伝達のため、防災行政無線、全国瞬時警報システム（J-ALERT）及びＬ

アラート（災害情報共有システム）の着実な運用に努めます。 

⑵  防災行政無線を中心として、多様な情報提供媒体が求められているため、ホームページや携帯電話

の防災情報メール等を活用した情報の提供を推進します。 

 

２ 被災者支援に関する情報システムの構築等 

⑴  市は、罹災証明書の交付、義援金の給付等の被災者支援業務を円滑に実施するため、被災者の住所

や家屋等の情報を効率的に処理する被災者台帳システムの導入や体制の整備に努めます。 

⑵  市は、市民や避難所、救護活動拠点等への情報提供等に当たり、インターネット等各種通信手段の

活用を図ります。 

⑶ 市及び県は、NTT東日本が運用する災害用伝言ダイヤル「171」等や携帯電話事業者等の電気通信事
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業者が災害時に提供する伝言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努めます。 

⑷ 市及び県は、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報を周知できるよう、被災者

の所在地等の情報を避難元と避難先の地方公共団体が共有する仕組みの運用を図るとともに、災害や

生活情報を伝達できるよう、体制の整備に努めます。 

 

３ 報道機関との協力体制の確立 

市は、報道機関の協力のもと災害時における災害報道の拡充を図ることで、被災者に対して必要な情

報を提供できるような体制の確立を図ります。 

 

４ 災害時の情報受伝達に関する協力体制の確保 

 市は、防災関係団体と連携して、災害時の情報受伝達に関する協力体制の確保に努めます。 

 

５ 地震観測情報の収集、伝達体制の確保 

国及び温泉地学研究所の日常的な地震観測情報や災害時の余震情報など、地震観測情報の収集、伝達

体制を確保します。 

 

６ システムの適切な管理及び操作の習熟 

市は、災害時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関するシステムや資機材を適切に管理

するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練を継続的に実施するなど、機器操作の習

熟に努めます。 
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第２節 災害対策本部等組織体制の拡充 
 

[現状] 

○ 市は、県及び気象庁ほか関係機関から地震情報を受信した場合、速やかに初動体制がとれる体制を

とっています。 

○ 横浜地方気象台が三浦市で震度５強以上を観測し発表した場合、市長を本部長とする「市災害対策

本部」を設置し、災害応急活動体制をとることとしています。 

○ 災害対策本部は、災害応急対策上重要な指示又は総合調整を行う指令統制機関であり、国、県、防

災関係機関と相互に協力して、災害応急対策を実施することとしています。 

○ 市では、災害等が発生した際に、災害応急業務に全力で取り組むとともに、市民の生活に重大な影

響を与える通常業務についても中断することなく継続して遂行していくため、「三浦市業務継続計画

（BCP）」を策定しています。 

 

[課題] 

○ 東日本大震災では、庁舎が地震・津波等により大きな被害を受け、また、防災業務に従事していた

職員等が被災するなど、初動期の災害応急対策に支障が生じた市町村が発生しました。こうした状況

を踏まえると、大規模な地震災害の場合、災害対策本部要員の安全確保を図るとともに、災害対策本

部室そのものが被災することを想定した体制の整備や業務継続性の確保が必要です。 

○ 刻々変化する被災者のニーズに即応できる災害対策本部機能、県等との連携、連絡体制の拡充が求

められています。 

○ 災害時に災害対策本部機能が十分発揮できるよう、日常的に訓練を行っておくことが必要です。 

○ 同時又は連続して複数の災害が発生する複合災害により、事態が深刻化することを想定しておく必

要があります。 

○ 大規模地震等の災害時に人的資源が制約されるなか、災害対応のための体制が確保できるよう、実

効性のある業務継続体制と職員の配備体制の整備が必要です。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、災害対策本部機能を確保するため、適切な職員の配備体制を整えるとともに、災害や職員の

参集状況に応じた組織体制をとります。 

また、災害時における迅速・的確な災害対策本部活動を実施するため、関係マニュアルを整備する

とともに、複合災害など、様々な場面を想定した、より実践的な訓練を実施します。 

○ 市は、災害対策本部室が被災した場合に備えて、災害対策本部の代替機能の充実を図ります。 

○ 市は、県及び隣接市町や防災関係機関との連絡体制を拡充します。 

○ 市及び防災関係機関は、地震発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、

災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の

対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画の策定などにより、業務継続性の確保を図り

ます。また、実効性のある業務継続体制を確保するため、必要な人員や資機材の継続的な確保、定期

的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、

計画の改定などを行います。 

○ 市は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うこととなること

から、業務継続計画の策定等に当たっては、少なくとも市長不在時の明確な代行順位及び職員の参集

体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、電気・水・食料等の確保、災害時にもつ

ながりやすい多様な通信手段の確保、重要な行政データのバックアップ並びに非常時優先業務の整理

について定めるよう努めます。 

○ 市は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制の整備を図り、災害対策本部の機能

の充実・強化に努めます。 

 

[主な事業] 

１ 災害対策本部の組織体制の充実等 

⑴  市は、災害時における災害対策本部要員の参集体制を確立するため、情報伝達体制の充実、参集場

所の多元化に努めるとともに、非常時における職員の参集状況に応じた人事配置に留意します。 

⑵  市は、災害対策本部組織や業務マニュアル等を検証し、必要に応じて見直すとともに、被害の実態

や被災後の時間経過に伴う対策の推移に即応できる組織体制をあらかじめ想定しておきます。 
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⑶  市は、県、防災関係機関と連携し、様々な場面を想定した災害対策本部の運営訓練、職員の緊急参 

集訓練や図上訓練を重ね、非常時に臨機応変な対応がとれるよう努めます。 

⑷ 市は、県の現地対策本部や各種防災関係機関との連携をより一層高めるため、災害対策本部の機能

を強化します。 

 

２ 市、防災関係機関の組織体制の充実 

市及び防災関係機関は、被害の実態や被災後の時間経過に伴う対策の推移に即応できるよう、災害対

策本部等防災組織体制の充実を図ります。 

また、災害対策本部室が被災した場合を想定して、代替の庁舎等に通信機器等を整備するほか、参集

するための交通手段の確保など、災害対策本部の代替機能の充実を図ります。 

 

３ 業務継続体制の確保 

⑴ 市及び防災関係機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備の充実及び災害に対す

る安全性の確保に努めるとともに、自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能となるよ

うな燃料の備蓄等に努めます。また、通信途絶時に備えた衛星携帯電話の整備などの非常用通信手段

の確保に努めます。 

⑵ 市は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者の活用等による人材確保に努めます。 
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第３節 救助・救急、消火活動体制の充実 

 

[現状] 

○ 救助・救急、消火活動は、本部長の指揮のもとに、市に協力する消防機関が中核となり、状況によ

っては、消防、警察の広域応援や自衛隊、海上保安庁の協力を得ながら実施することとなっています。 

○ 平成 29 年４月１日から、市と横須賀市は消防体制の強化と消防部隊の効率的な運用を図るため、

事務委託方式による消防広域化の運用を開始しました。これにより、市境における災害現場への到着

時間の短縮、運用車両の増加等、災害対応力が向上しました。 

○ 市の消防水利は、令和４年４月１日現在、消火栓、防火水槽、その他水利を合わせて 709基を整備

しています。 

○ 県は、大規模な火災や土砂災害など、単独の消防本部では対応できない災害等の発生時に、県及び

県内消防本部が、これをいち早く覚知し、その被害状況等を把握・共有することで、県消防広域運用

調整本部（略称：かながわ消防）の初動対応力を強化する仕組み（以下「Ｋアラート」という。）を

構築するとともに、様々な自然災害現場を再現する実践的で大規模な消防訓練施設（以下「かながわ

版ディザスターシティ」という。）を整備しています。 

 

[課題] 

○ 大規模地震等の災害に対応できる消防力を強化するため、施設、設備の整備の充実と資機材・食料・

燃料等の確保、消防団員の教育、訓練の充実、消防水利の耐震性の向上、消防水利が被災した場合の

代替機能の確保が課題となっています。 

○ 大規模地震等の災害により孤立地域が発生した場合に備えて、県と連携して孤立化対策に取り組む

必要があります。 

○ 大規模地震等の災害時には、広域応援体制により、他の地方公共団体からの支援が速やかに行われ

る仕組みが必要となっています。 

○ 大規模地震等の災害時におけるエレベーター停止に備えた、救出救助体制の確保が必要です。 

○ 火災件数が減少傾向となり、消火活動の経験が少なくなる中、消防団員の消火に関する対応力強化

が必要です。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、災害時に十分な応急活動が行えるよう、資機材・食料・燃料等の確保を進めます。 

○ 市は、救助・救急、消火活動などにおいて、相互に広域的、機動的活動を支援するため、応援部隊

の受入施設の整備、応援のための訓練、情報交換などを推進します。 

○ 市は、被災時における火災防止に係る知識の普及に努めます。 

○ 市は、県と連携し、県警察、自衛隊、海上保安庁との協調、医療機関との連携等の強化を進めます。 

  ○ 災害時のエレベーター停止による閉じ込めや、上層階に取り残された方の救出救助が円滑に行える

よう、保守事業者との連携や訓練の充実に努めます。 

 

[主な事業] 

１ ヘリコプターの活用 

市は、災害時の要員や物資の輸送、救助、重傷者の搬送等、応急対策における機動性を高めるため、

県に対してヘリコプターを要請し、活用します。 

 

２ 救助用重機の確保 

 市は、倒壊建築物からの人命救助に建設用大型重機が必要となるため、災害時における協定を締結し

ている市内の事業者等から、これら大型重機の確保に努めます。 

 

３ 救急救命体制の強化 

市は、｢神奈川県救急医療情報システム｣(※１)を県や医師会など関係機関と協同して運営します。ま

た、横須賀市消防局と協同して救急救命体制の強化を図ります。 

 

※１ 被災地の医療機関の応援要請情報や支援情報をリアルタイムに収集、交換することにより、効果

的な医療救護活動を確保できる全国を結ぶシステム。 
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４ 消防力の強化 

市は、横須賀市消防局と協同し、初期消火設備の設置・普及等の指導の徹底、消防力の整備強化及び

消防水利施設の整備を図ります。 

 

５ 孤立化対策の推進 

⑴  市及び県は、連携して、孤立化する可能性のある地域の状況を検証し、対策を検討します。また、

県はアクセス道路となる県管理道路の防災工事を重点的に行うとともに、緊急避難路や迂回路の安全

確保に努めます。 

⑵  市は、孤立化対策の検討結果を踏まえ、県の支援を受け対策の推進に努めます。 

 

６ 資機材・装備の強化 

⑴ 市は、災害時の活動に必要な防災資機材の整備や備蓄、無線機の増強等、装備の充実を図ります。 

⑵  市は、自主防災組織等に対する消火栓利用型消火資機材及びホースの貸与等により、防災機器の整

備を充実させるとともに自主防災組織の育成を図ります。 
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第４節 警備・救助対策 

 

[現状] 

○ 三崎警察署は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、早期に警備体制を確立し、

三崎警察署の総力を挙げて、人命の安全を第一とする各種応急対策を迅速、的確に実施し、市民の生

命、身体、財産の保護、混乱の早期収拾を図るなど、市民の社会生活の安定に努めています。 

○ 海上においては、横須賀海上保安部が、災害が発生した場合における人命の救助・救急活動、消火

活動、排出油等の防除活動、海上交通の安全確保、避難対策、救援物資の輸送活動、社会秩序の維持、

船舶等への情報提供、二次災害の防止等に当たることとなっています。 

○ 各種災害訓練には、三崎警察署、横須賀海上保安部が積極的に参加し、防災機関との連携の強化に

努めています。 

 

[課題] 

○ 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合における避難措置、救出救助活動等を迅速・

的確に実施するために、情報収集用資機材、救出・救助用資機材等をさらに一層充実させていく必要

があります。 

 

[取組の方向] 

○ 三崎警察署は、各種の応急対策に必要な装備資機材の整備、災害警備訓練の強化、防災関係機関と

の定期的な災害警備訓練を行うなどして連携強化を図り、警備体制を強化します。 

○ 横須賀海上保安部は、気象情報の伝達、災害情報の収集、広報、避難の勧告等を実施するとともに、

海上における救助、救援活動を実施します。 

 

[主な事業] 

１ 救出救助用資機材の整備 

三崎警察署は、災害発生時における迅速、的確な人命救助を実施するため、情報収集用資機材、救出

救助用資機材等必要な装備資機材の整備を進めるとともに、警備部隊の非常用食料、飲料水、燃料、電

池、その他の災害警備用物資等の備蓄及び調達体制の整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

第５節 避難対策 
 

[現状] 

○  県は、市町村が広域避難地（場所）を選定する際の参考基準を定めるとともに、市町村と調整し、

広域避難地（場所）等として県施設を提供しています。 

○ 平成25年の災害対策基本法の一部改正により、市町村は、災害から迅速に避難するための指定緊急

避難場所、避難者が一時的に滞在するための指定避難所を指定し、住民に周知することが義務付けら

れました。 

○ 市は、災害時に安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう、「避難計画」の策定に努めるとともに、避

難情報の発令基準を定め、その伝達方法や避難場所、避難施設の指定等を行っています。 

○ 市は、指定避難所として、小・中学校等の公的施設を中心に、19施設(令和４年４月１日現在)、指

定緊急避難場所として校庭や公園等を中心に、地震時は 18 箇所(令和４年４月１日現在)、津波時は

16箇所の指定を行い、施設の整備や備蓄の増強を図っています。 

○ 市は、災害時に地域住民と行政機関等が一体となり、総合的な避難所の運営管理体制を確立するた

め、避難所運営マニュアル等を策定しています。 

また、令和２年 11月には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、集団感染の発生が懸念

される避難所における感染対策に万全を期すため、「避難所運営マニュアル別冊 新型コロナウイル

ス感染症を踏まえた避難所の開設・運営のポイント」を作成しました。 

○ 平成25年の災害対策基本法の一部改正により、新たに、避難行動要支援者（※１）名簿の作成、名

簿情報の避難支援等関係者等への提供等の規定が設けられたことを受け、国において、市町村を対象

に、その事務に係る取組方法等として「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」が示さ

れました。また、令和３年５月に災害対策基本法の一部が改正され、市町村の地域防災計画の定める

ところにより、避難行動要支援者名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者に

ついて避難支援等を実施するための計画（以下「個別避難計画」という。）の作成が市町村の努力義

務とされました。 

○ 市は、避難行動要支援者の安否の確認、避難支援等を実施するための基礎とする名簿を作成してい

ます。 

○ 平成30年７月豪雨では、様々な防災情報や避難情報が避難に生かされなかった事例が指摘されてい

ます。７月豪雨の教訓を踏まえ、住民が「自らの身は自ら守る」意識をもって自らの判断で避難行動

をとり、行政はそれを全力で支援するという、住民主体の取組を強化する方向で、平成31年３月、「避

難勧告等に関するガイドライン」が改定され、住民が主体的に避難行動をとれるよう、５段階の警戒

レベルによる分かりやすい防災情報の提供を行うことなどが示されました。 

○ 県は、令和２年６月より、災害時又は災害が発生するおそれがある時に、県所管域の市町村に対し

て、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者の避難対策に向けた情報提供や必要に応じて、事前

に県の宿泊療養施設に搬送、避難させる仕組みを構築し、運用しています。 

 

※１ 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難であり、その円

滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方 

 

[課題] 

○ 市は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に避難行動要支援者の把握に努める必

要があります。 

○ 最大クラスの津波に対しては、住民等の生命を守ることを最優先として、住民等の避難を軸に、そ

のための住民の防災意識の向上及び海岸保全施設の整備、避難場所（津波避難ビル等を含む）や避難

路･避難階段等の整備･確保等の警戒避難体制の整備、津波浸水想定を踏まえた土地利用等、ハード・

ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員する「多重防御」による地域づくりを推進するとともに、

臨海部の産業･物流機能への被害軽減など、地域の状況に応じた総合的な対策を講じる必要がありま

す。 

○ 大規模地震等の災害時には、多くの被災者が発生します。また、避難生活が長期にわたる場合には、

避難所の不足、ごみ・し尿の滞積、災害対策本部との情報の途絶、食料や生活必需物資の管理の問題

や、配布の遅れなどが生ずるおそれがあります。 

○ 平成28年熊本地震では、強い揺れへの不安など、様々な理由で、多くの避難者が、車中泊など避難

所以外の場所で避難生活を送ったと指摘されています。車中泊などは避難者の把握や適切な支援が難
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しくなるため、平時から抑制を図る取り組みを検討するほか、抑制しても被災の状況によって、事実

上発生してしまうとの認識で、地域の実情に応じて、適切な対応方法を検討しておくことが必要で

す。 

○ 避難所での生活環境を常に良好なものとするため、要配慮者や性的マイノリティの方へのケア、避

難者のプライバシーの確保、ペット同行避難のルール作成、男女のニーズの違いや要配慮者等の多様

な視点が反映できるようにするなど、避難所の運営には十分配慮する必要があります。 

○ さらに、集客施設等の不特定多数が利用する施設において、施設内外における混乱を防止し、的確

な避難誘導を行うためには、各施設の管理者は、情報伝達体制の確保、従業員への防災教育、防災訓

練の実施、平常時からの利用者への広報等の安全確保対策を市と連携して効果的に行う必要がありま

す。 

○ 応急仮設住宅の供給に当たっては、必要な戸数を必要な場所に迅速かつ的確に供給することが必要

です。このため、応急仮設住宅の建設とあわせて、公営住宅や民間賃貸住宅なども活用して、被災者

のニーズに配慮した多様な対策をとれるよう、県や関係団体との連携による供給体制や事前対策が必

要となります。 

○ 大規模地震等の災害により飼主が不明になったり、負傷したり、避難所において飼育が困難になっ

た犬、猫等のペットを保護、収容する等の対策が必要となります。 

○ 新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、避難

所における避難者の過密抑制、避難誘導体制など新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の観点

を取り入れた防災対策を推進する必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、早急に、異常な現象の種類ごとに指定する指定緊急避難場所及び指定避難所の適切な指定を

行い、地域住民への徹底した周知を行う必要があります。また、随時に指定施設の見直しに努め、地

域住民の安全な避難先を常時確保します。 

○ 県は、市における指定緊急避難場所及び指定避難所の指定拡大に協力するとともに、その耐震化、

物資の備蓄、ごみ・し尿処理などへの支援体制の整備を図ります。あわせて、要配慮者に対する支援

及び男女双方の視点に配慮した避難対策を充実します。 

○ 市は、要配慮者等に対する支援について、関係機関や自主防災組織を中心とする地域住民等との連

携強化対策を推進します。 

○ 市は、応急仮設住宅の迅速な供給や設置運営を円滑に実施するため、事前対策を進めます。 

○ 集客施設等、不特定多数の者が利用する施設の管理者は、各施設における地震時の安全性の確保対

策、震災時の応急体制の整備を進めます。 

○ 市は、居住地以外の市町村に避難する被災者が必要な情報や支援・サービスを容易かつ確実に受け

取ることのできる体制の整備を図ります。 

○ 市は、県及び関係団体と連携し、被災した犬猫等の救護に努めます。 

○ 沿岸地域は、観光客が訪れることも多いため、津波避難ビルの指定を促進する必要があります。市

は県と連携して津波避難ビルの指定を進めます。市が、津波避難タワーなど津波避難施設や津波避難

路などの整備を行う際に、県は財政支援を行うなど、市の取り組みを支援します。 

○ さらに、市は県と連携して、津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定について検討を進

めるとともに、津波対策訓練を実施し、沿岸住民や海浜利用者の早期避難意識の向上を図ります。 

○  市は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難や広域一時滞在の用にも供

することについても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等をあらか

じめ決定しておくよう努めます。 

 

[主な事業] 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の確保及び整備 

⑴ 市は、災害種別に応じた指定緊急避難場所及び指定避難所（福祉避難所を含む）を指定し、日頃か

ら住民等への周知徹底や災害の規模に鑑み、必要な避難所を可能な限り当初から開設するように努め

ます。 

また、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができますが、指定緊急避難場所と指定

避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に避難することが不適当であ

る場合があることを日頃から住民等へ周知徹底するよう努めます。 
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⑵ 市は、県有施設や民間施設等を指定緊急避難場所及び指定避難所として指定する場合は、協定等の

締結により、施設管理者との役割分担の明確化を図ります。 

⑶  市は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策

等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、その管理者の同意を得た上で、避難者が避難

生活を送るために必要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容

人数等について、住民への周知徹底を図るものとします。また、災害時に指定避難所の開設状況や混

雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努め、

避難の円滑化に努めます。 

⑷ 市は、現在避難所等に４基の 100ｔ型飲料水兼用耐震性貯水槽を整備していますが、今後も避難所

機能を向上させるため、避難所として備えるべき備蓄品等の整備に努めます。 

⑸ 市は、大規模地震災害時において、市単独では避難場所の確保が困難となった場合や二次災害発生

の危険がある場合における市町村域を超えた広域的な避難について、県や関係市町村と共同して体制

の整備を図ります。 

⑹  市は、要配慮者の二次的避難のため、市内の福祉施設等と連携して避難場所の確保を図ります。 

⑺  市は、観光客、通勤、通学者等の帰宅困難者の避難所を確保するため、ホテル等の宿泊施設の一部

を借り上げるなどの連携を図ります。 

⑻  市は、し尿等については、仮設トイレの備蓄以外に市内事業者等が保有する仮設トイレを活用でき

るように連携して確保を図ります。 

⑼ 市は、避難所に指定されている公共施設のバリアフリー化に努めます。 

⑽ 市は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策

等を踏まえ、学校等の公共的施設等を対象に、その管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送

るために必要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所等について、住

民への周知を図るものとします。 

また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプ

リケーション等の多様な手段の整備に努め、避難の円滑化に努めます。 

⑾ 市は、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、研修施設、ホテル・旅館等の活用も含

め、可能な限り多くの避難所を開設し、要配慮者に配慮した福祉避難所も確保するよう努めます。 

 

２ 避難計画の策定 

⑴ 市は、地震災害時に安全かつ迅速に避難誘導が行えるよう、次の事項を内容とした避難計画の策定

に努めます。 

ア 避難指示を行う基準 

イ 避難指示の伝達方法 

ウ 避難地の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

エ 避難地への経路及び誘導方法 

オ 避難地等の整備に関する事項 

(ｱ) 収容施設 

(ｲ) 情報伝達施設 

カ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

 ⑵ 市は、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参考に、市地域防災計画に基

づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委

員、児童委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携して、避難行動要支援者に対する具体

的な避難方法等についての個別避難計画の策定に努めます。 

⑶ 社会福祉施設等の管理者又は所有者は、それぞれの施設の設置目的を踏まえた施設ごとの規定（介

護保険法等）や災害に対応するための災害ごとの規定（水防法等）に基づき、利用者の避難確保計画

を含む非常災害対策計画等を作成し、市はその支援に努めます。 

⑷ 施設管理者等は、気象庁などからリアルタイムで発信される防災気象情報を把握し、早めの避難措

置を講じます。また、市や消防団、地域社会とも連携を図り、避難時に地域の支援を得られるように

するなどの工夫に努めます。 
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３ 避難所の運営管理 

⑴ 市は、県避難所マニュアル策定指針などを参考に、被災者が安心して避難所で避難生活が送れるよ

う、適切な指定避難所の指定の促進と周知の徹底、避難所の生活環境の整備など、必要な対策に努め

ます。  

⑵ 市は、「三浦市避難所運営マニュアル」に基づき、感染防止対策や男女のニーズの違い、要配慮者

等の多様な視点などに十分配慮するほか、自主防災組織等地域住民の代表、施設管理者及び市職員で

構成する避難所運営委員会を設置し、避難所の円滑な運営管理を行います。 

また、被災者が安心して避難所で避難生活が送れるよう、適切な指定避難所の指定の促進と周知の

徹底、避難所の生活環境の整備や必要に応じ電力容量の拡大に努めるなど、必要な対策に努めます。

特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に努めます。 

さらに、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、

簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーテーション、炊き出し用具、毛布等避

難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めます。

また、備蓄品の調達に当たっては、要配慮者、女性、子供にも配慮します。 

⑶  市は、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・DVの発生を防止するため、女性用と男

性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用でき

る場所に設置する、照明を増設する、性暴力・DVについての注意喚起のためのポスターを掲載するな

ど、女性や子供等の安全に配慮するよう努めます。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、

被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めます。 

⑷  市は、指定緊急避難場所や指定避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず

適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しながら、あらかじめ受

け入れる方策について定めるよう努めます。 

 

４ 避難所外避難者への対策 

市は、関係省庁等と連携し、県避難所マニュアル策定指針などを参考に、在宅での避難や車中泊など、

様々な事情から避難所以外で避難生活を送る被災者の把握方法や、物資等の供給、健康確保などの方策

について検討に努めます。 

 

５ 住民への周知 

⑴ 市は、地震災害時に安全かつ迅速に避難が行えるよう、地域内の指定緊急避難場所、避難経路及び

避難指示方法について、あらかじめ住民に周知するとともに、早期の自主避難の重要性について説明

するよう努めます。 

  また、二次被害防止のため、避難する際のブレーカーの遮断が確実に実施されるよう、日頃から啓

発するとともに、電気復旧の通電の際には地域における周知に努めます。 

 ⑵ 市は、日頃から住民等に対し、避難情報が発令された場合の避難行動は、指定緊急避難場所、安全

な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等

で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難

時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確

保」を行うべきことについて、周知徹底に努めます。 

⑶ 市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格に基づく災害種別一

般図記号を使用するとともに、避難場所標識の見方に関する周知に努めます。また、沿岸地域におい

ては、津波情報看板や標高・海抜表示板などを利用して津波に関する情報を併せて表示するなどの工

夫に努めます。 

 

６ 避難場所の選定等 

⑴  避難場所の選定基準 

ア  避難所は、避難者１人当たり最低２㎡以上が確保できる施設とします。 

イ  避難所は、要避難地区のすべての住民を収容できるよう配置します。 

ウ 避難所は、大規模ながけ崩れや浸水などの危険がないところとします。 

エ  避難所は、安全な経路が確保できる場所に設置します。 

⑵  避難地区分けの実施 

  避難地区分けの境界線は、区単位を原則とし、学区、主要道路等を境界の目安とします。 
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⑶  エコノミークラス症候群への対応 

本市では、避難は定められた避難場所への避難を基本としていますが、平成 16年に発生した新潟県

中越地震等でみられた、狭い車中での避難生活によるエコノミークラス症候群の発生を最小限に抑え

るため、市民に対して車中での避難についての注意事項を周知します。 

 

７ 避難訓練 

市は、避難場所への避難訓練を実施し、発災時における混乱防止を図ります。 

 

８ 応急仮設住宅等 

⑴  市は、県が迅速に応急仮設住宅を供給するために必要な、建設可能地調査等の事務に協力します。 

⑵  市は、従来のプレハブ型の応急仮設住宅のほかに、地元の工務店を活用した新たな工法や供給体制

についても検討します。 

⑶  市は、災害時における被災者の住居として利用可能な公営住宅や民間賃貸住宅などの空室情報の把

握に努め、災害時に迅速に斡旋できるよう、あらかじめ体制を整備します。 

⑷ 市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査担当者の育成、他の地

方公共団体や民間団体との応援協定の締結等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務

の実施体制の整備に努めます。 

 

９ ペット対策 

  ⑴ 市は、避難所におけるペットの扱いについては、鳴き声、臭い、アレルギー対策、衛生面に関する

問題などから、生活スペースから離れた場所等で飼育するなどの注意事項を可能な限り避難所運営マ

ニュアルに位置付けます。 

  ⑵ 市は、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるととも

に、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めます。  

 

10 集客施設等の対策 

市は、施設の管理者に対して、施設利用者の避難に係る安全対策について適切な指導等を行うととも

に、定期的に訓練を行うなど、日頃からの連携に努めます。 

 

11 感染症対策 

⑴ 市は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時から、指定避難所のレイアウト

や動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合や受け入れる際の対応を含め、防災担

当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講じるよう努めます。また、必要な場合には、

国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所

の開設に努めるものとします。 

⑵ 市は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、避難者の健康管理

や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じる

よう努めます。 
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第６節 帰宅困難者対策 
 

 [現状] 

○ 県の地震被害想定調査結果では、冬の 18時に想定地震が発生した場合には、61万人を超える帰宅

困難者が発生すると想定しています。 

○ このような大量の帰宅困難者が、外出先から一斉に徒歩で帰宅行動を開始した場合、危険な状態に

なるとともに、大きな混乱の発生が懸念され、徒歩帰宅者や都心部等の滞留者によって、飲料水や

トイレ、休憩場所等の不足も想定されます。 

○ 東日本大震災では、首都圏においても大量の帰宅困難者が発生し、駅周辺を中心に混乱等が発生し

ました。国の連絡調整会議の推計では、県でも約 67万人の帰宅困難者が発生したと考えられ、本市

においても多くの帰宅困難者が発生し、駅周辺を中心に混乱等が発生しました。 

○ 帰宅困難者対策については、東日本大震災の教訓を踏まえ、国、地方公共団体、民間企業等が、そ

れぞれの取組に係る情報を共有するとともに、横断的な課題について検討するため、国、近隣県市、

民間企業等で構成する首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議 (以下「国の連絡調整会議」と

いう。)が設置され、平成 24年９月に最終報告がありました。県は、報告の具体的な取組内容に基づ

き、対策を進めています。 

○ また、県においても、大規模な地震の発生が懸念されており、こうした地震に備えて帰宅困難者対

策を行政、防災関係機関、民間などあらゆる主体が協力して、一層具体化していく必要があります。 

 

[課題] 

○ 帰宅困難者対策は、一斉帰宅の抑制、安全な徒歩帰宅のための支援など多岐にわたりますが、膨大

な数の帰宅困難者等への対応は、地震による多数の死傷者・避難者が想定される中にあって行政によ

る「公助」だけでは限界があり、｢自助｣や「共助」も含めた総合的な対応が必要です。 

○ 帰宅困難者対策をさらに推進するためには、国、地方公共団体、企業等(団体を含む。以下同じ。）

がそれぞれ実施するだけでなく、連携・協働して取組を進めることが必要です。 

○ 一斉帰宅を抑制するとともに、従業員等の安全を確保するためには、地震が発生し交通機関が当分

の間復旧の見通しが立たない場合に、企業等は、事業所建物や事業所周辺の被災状況を確認のうえ、

従業員等を一定期間事業所内に留めておく必要があります。 

○ 本市においても、災害時には多くの観光客、通勤、通学者等の帰宅困難者の発生が予想され、帰宅

困難者に対する情報の提供や家族の安否確認に対する支援、避難場所の提供や応急収容、代替交通の

確保など、多岐にわたる対策が必要となります。 

 

[取組の方向] 

○ 帰宅困難者対策をさらに推進するためには、国、地方公共団体、企業等(団体を含む。以下同じ。）

がそれぞれ実施するだけでなく、連携して取組を進めるよう理解を得る必要があります。 

○ 市は、帰宅困難者の発生を抑制するため、県と連携しつつ、事業所・市民等に対し、一斉帰宅抑制

の周知に努めます。 

○ 市が開設する一時滞在施設の不足に備え、県は駅周辺の県有施設を一時滞在施設として提供するこ

ととし、そのための整備に取り組みます。 

○ 市は、帰宅困難者のための一時滞在施設運営のための飲料水等の物資について、県の支援を得て整

備に努めます。 

○ 一斉帰宅を抑制するとともに、従業員等の安全を確保するためには、災害が発生し交通機関が当分

の間復旧の見通しが立たない場合に、企業等は、事業所建物や事業所周辺の被災状況を確認のうえ、

従業員等を一定期間事業所内に留めておくよう、理解を得る必要があります。 

○ 市は、災害発生時の交通機関停止時に、駅周辺における滞留者の発生や混乱の状況などを速やかに

判断し、関係機関と連携して、帰宅困難者一時滞在施設の開設と周知を円滑に行う体制の確保に努め

ます。 

 

[主な事業] 

１ 一斉帰宅抑制の周知 

⑴  市は、大規模地震発生直後においては、救助・救急、消火及び緊急輸送などの応急活動を迅速に行

う必要があることから、帰宅困難者による傷病者等の抑制を図るため、市民、事業所、学校、関係団

体などに対し、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知を図り、一斉帰宅抑制の徹底を促
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します。 

⑵ 市は、帰宅困難者とその家族間において安否確認が取り合えるように、災害用の携帯電話伝言板や

災害用伝言ダイヤル「171」等の複数の安否確認手段や、家族間にあらかじめ確認手段を決めておく必

要性について周知します。 

 

２ 事業所等の取組の促進 

⑴ 市は、事業所等が従業員などを一定期間事業所等内に留めるために必要となる水、食料、物資等の

備蓄や、大型の什器・備品の固定の促進を図るための啓発を行います。 

⑵ 企業のための帰宅困難者チェックシートの活用など、帰宅時、通勤時の対応も含めた事業所等の帰

宅困難者対策の促進を図ります。 

 

３ 避難対策 

⑴  市及び県は、連携して帰宅困難者用の一時滞在施設の確保に努めるとともに、開設基準や運営マニ

ュアルの作成及び一時滞在施設における飲料水等の計画的な備蓄を進めます。 

⑵  市は、帰宅困難者用の一時滞在施設の場所の周知や災害時の施設への円滑な誘導等の対応を図るた

め平常時から鉄道事業者等との連携を強化します。また、鉄道事業者との情報伝達体制を確保すると

ともに、帰宅困難者に対して携帯電話やインターネット等を活用し迅速に情報を提供できるよう、対

策の検討を行います。 

 

４ 訓練の実施 

市は、関係機関の協力を得て、帰宅困難者用の一時滞在施設の迅速な開設、開設状況の広報、運営管

理のための訓練を実施します。 
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第７節 要配慮者等に対する対策 
 

[現状] 

○ 社会福祉施設の管理者は、定期的に防災訓練教育を実施するとともに、災害時に適切な行動がとれ

るよう利用者及び施設の実態に応じた防災訓練を実施しています。 

○ 市は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人が災害発生時に迅速・的確な行動ができるよう、

避難場所、避難標識等の災害に関する情報の多言語化や外国語ボランティアの登録による支援体制の

確立に努めています。 

○ 市は、要配慮者のうち、避難について特に支援が必要な住民である「避難行動要支援者」の把握に

努め、生命又は身体を災害から守るために行う措置の基礎となる「避難行動要支援者名簿」を作成し

ています。 

○ 津波予報区の東京湾内湾又は相模湾・三浦半島に津波警報等が発表された場合、緊急速報メールに

より該当する津波予報区沿岸地域の対応端末（スマートフォン・携帯電話）に、気象庁から緊急情報

が一斉に配信され、県からも必要な情報を緊急速報メールで自動配信することとしており、これによ

り、聴覚障害者も津波に関する緊急情報を確認できるようになっています。 

 

[課題] 

○ 社会福祉施設や病院・診療所における施設の耐震化や設備の安全性を確保する必要があります。 

○ 市は、効果的に避難誘導を実施するため、本計画で定める避難支援に携わる関係者である民生委員、

区長会などの避難支援等の実施に携わる関係者（以下この節において「避難支援等関係者」という。）

に対し、避難行動要支援者の同意を得た上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿の情報を共有し、「個

別避難計画」の作成及び活用を図る必要があります。 

○ 市は、地震災害発生時の在宅の高齢者、障害者、妊産婦、難病患者、人工透析患者、児童、乳幼児

等の一時的保護及びケアを行うため、所在確認を行います。 

また、市及び県は、緊密な連絡体制の確保と医療、保健福祉情報等の情報提供システムの整備、さ

らには社会福祉施設、病院、診療所等の機能の強化を図る必要があります。 

○ 災害時には、多くの帰宅困難者が発生し、保育園児等の保護者の所在の確認に多くの時間を要する

ことが予測されるため、保育所における乳幼児の保護等について、対応を図る必要があります。 

○ 新潟県中越地震や平成28年熊本地震では、車中避難を行った人の中から、エコノミークラス症候群

による死者が発生しました。「直接死」だけでなく、災害後の避難の長期化等によって引き起こされ

る「災害関連死」への対策を図る必要があります。 

○ 東日本大震災では、死傷者のうち約 65％が 60 歳以上であり、高齢者をはじめとした要配慮者等に

係る津波対策を進める必要があります。また、県においても、多くの帰宅困難者が発生し、保育園児

等の保護者の所在が確認できなくなったため、災害発生時における保育所における乳幼児の保護等に

ついて、対応を図る必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、地震等災害発生時、避難誘導、救助等において、要配慮者の状況に配慮した適切な対応を行

います。また、各種マニュアルの見直しについて検討します。 

○ 市は、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に基づき、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、

安否確認を行うため、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時より避難行動要支援者に

関する情報の把握・共有、避難誘導体制の整備を図ります。 

○ 市は、災害時の在宅の高齢者、障害者、妊産婦、難病患者、人工透析患者、児童、乳幼児等の一時

的保護及びケアを行うため、所在確認を行います。 

○ 市は、高齢者、障害者等の生活を確保するため、社会福祉施設や県立特別支援学校等の活用、福祉

避難所の指定、病院、診療所、保健所等における高齢者、障害者等の支援システムの整備、更には応

急仮設住宅の優先入居に努めます。 

○ 市は、地震等災害発生時における外国人への広報や相談など支援体制を検討します。 

 

[主な事業] 

１ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画 

⑴ 市は、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に基づき、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、

安否確認等を行うための措置を市地域防災計画で定めます。 
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⑵ 市は、市地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局と連携し、平時から避

難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成します。名簿には、氏名、生年

月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由、避難支援等の

実施に関して市長が必要と認める事項を記載します。 

⑶ 市は、市地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、福祉専門

職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係

る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努めます。計画には、

避難行動要支援者名簿に記載する事項に加え、避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び

電話番号その他の連絡先、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項、避

難支援等の実施に関して市長が必要と認める事項を記載します。 

⑷  市は、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画について、状況の変化等を適切に反映したものとな

るよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎が被災した場合等においても、支障が生じないよう、

個別避難計画に関する情報の適切な管理に努めます。 

⑸  市は、市地域防災計画に定めるところにより、民生委員など避難支援等に携わる関係者に対し、避

難行動要支援者本人の同意（個別避難計画については避難支援等実施者の同意）を得て、あらかじめ

避難行動要支援者名簿、及び個別避難計画を提供するとともに、多様な主体の協力を得ながら、避難

行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一

層図ります。その際、情報の漏えいの防止等必要な措置を講じます。 

⑹  市は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅速

に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者間の事前

の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をするものとします。 

⑺  市は、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する場合は、地区防災計

画との整合が図られるよう努めます。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努

めます。 

⑻  市は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に避難場所から指定避難所へ移送するため

運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法等についてあらかじめ定めるよう努めます。 

 

２ 所在情報の把握 

⑴ 市は、保育園や放課後児童クラブにおける児童の安全確保等のため、県や施設管理者と連携し情報

交換を深めながら、災害時の対応や保護者との情報共有の取組を促進します。 

⑵  保育施設の管理者は、災害時における保護者との連絡方法を定め、日常的に訓練を行うなどして、

方の協力により、保護者及び乳幼児等の安否情報・所在情報を確実に把握できるように努めます。 

 

３ 避難誘導、搬送等 

⑴ 市及び施設の管理者は、避難行動要支援者の避難誘導、搬送等について、自主防災組織、近隣居住

者、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボランティア等の協力を得て、

迅速かつ安全に行えるよう努めます。  

 ⑵ 市は、避難行動要支援者を速やかに避難誘導し、安否確認を行うため、情報伝達体制の整備、避難

支援計画の策定、避難誘導体制の整備、避難訓練の実施に努めます。 

 ⑶ 市は、小学校就学前の子どもたちの安全で着実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育所・

認定こども園等の施設と市の間、施設間の連絡・連携体制の構築に努めます。 

 

４ 避難対策 

⑴  市は、避難所において高齢者、障害者等が安心して生活ができるよう支援体制の整備に努めます。 

⑵  市は、高齢者・障害者等が必要な生活支援を受けられるなど安心した生活ができる体制を整備した

避難所(福祉避難所)の指定に努めます。 

⑶ 市は、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑

な利用を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談

等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が

可能な限り確保されるものを指定するものとします。 

⑷  市は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必要

に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示し

ます。 

 



56 

 

⑸  市は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避

難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよ

う努めます。 

⑹  市は、設備・体制が整った高齢者福祉施設等を活用するため、あらかじめ施設管理者と災害時の対

応について協定の締結を図ります。 

⑺  市は、高齢者、障害者等に配慮した構造、設備を整えた応急仮設住宅(福祉仮設住宅を含む)の設置

に努めるとともに、高齢者、障害者等が早期に入居し、安心して生活が送れるよう配慮考慮します。 

 

５ 社会福祉施設等の対策 

⑴  社会福祉施設等の管理者又は所有者は、地震等災害発生時に迅速・的確な対応を行うため、新たに

津波浸水予測図等を踏まえて作成された市の地域防災計画などを参考に、同施設における避難計画を

作成するとともに、防災組織を強化し、市との緊急連絡体制の確保や地域住民、自主防災組織等との

連携に努めます。 

⑵  社会福祉施設等の管理者又は所有者は、施設の職員や利用者に対して、地震災害等に関する基礎的

知識や災害対応について、理解や関心を深めるため、防災教育や避難訓練等を推進します。 

⑶  入所施設はもとより、保育所等の通所施設においても、保護者等による引き取りまでの間の通所児

童等の保護のために、市や県との連携のもと、災害発生時に必要となる備蓄や電源の確保等に努めま

す。 

⑷ 市は、県が設置する施設団体や職能団体等の関係団体と協働し、要配慮者を広域的に支援する「か

ながわ災害福祉広域支援ネットワーク」と平常時から連携強化を図ります。 

⑸ 要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災後 72 時間の事業継続

が可能となる非常用電源を確保するよう努めます。 

 

６ 医療体制の整備 

市は、在宅の人工透析患者等の要配慮者に対する必要な医療体制の確保など、災害時における支援体

制の整備に努めます。 

 

７ 外国人への対応 

⑴ 市は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人を要配慮者として位置付け、災害発生時に迅速、

的確な行動ができるよう、防災対策の周知及び防災意識の向上を図ります。 

⑵ 市は、指定緊急避難場所及び指定避難所等の標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種

別に対応した避難場所であるかを明示し、標識の見方について、あらかじめ周知に努めます。 

 

８ 避難行動要支援者への対応 

⑴ 避難行動要支援者名簿の作成及び避難支援等関係者との情報共有 

ア 市は、避難行動要支援者の把握に努め、避難行動要支援者名簿を作成します。 

イ 市は、効果的に避難誘導を実施するため、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者の同意を

得た上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿の情報共有を行います。 

⑵ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

   避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は、次のとおりとします。 

  ア １級又は２級の身体障害者手帳を所持している者 

イ Ａ判定の療育手帳を所持している者 

ウ １級の精神障害者保健福祉手帳を所持している者 

エ 要介護３級以上の認定を受けている者 

オ その他の支援を必要としている者で市長が認める者 

⑶ 避難行動要支援者名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

ア 避難行動要支援者名簿には、氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、

避難支援等を必要とする理由、その他避難支援等の実施に関し必要な事項を記載します。 

  イ 市は災害対策基本法第 49条の 10第１項、第３項、第４項及び三浦市個人情報保護条例第９条第

２号に基づき、市の関係部局及び県知事その他の者が保有する個人情報を収集し、集約します。 

⑷ 避難行動要支援者名簿の更新 

   市は、避難行動要支援者の支援に支障を来さないよう、名簿の更新作業を定期的に行います。 

⑸ 避難行動要支援者名簿の提供に際し、情報漏えいを防止するために市が求める措置及び市が講ずる

措置 
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  ア 市は、避難支援等関係者に対して、提供した避難行動要支援者名簿に登録している情報について、

避難行動要支援者の支援関係者以外に漏らすことのないよう求めることとします。また、支援する

役割を離れた後も同様とします。 

イ 市は、提供された全ての個人情報について、適切かつ厳重に管理し、避難行動要支援の目的のみ

で使用します。 

ウ 市は、避難行動要支援者名簿の提供に際しては、避難支援等関係者が適正な情報管理を図れるよ

う、避難支援等関係者に対して必要な説明及び指導を行います。 

⑹ 避難行動要支援者に対する避難支援 

   市は、避難行動要支援者の避難支援について、「三浦市避難行動要支援者支援マニュアル」に基づき、

避難支援等関係者及び地域住民等との連携強化に努めます。 

⑺ マニュアルの整備及び修正 

市は、避難行動要支援者の避難支援について、「三浦市避難行動要支援者支援マニュアル」を定める

とともに、適宜見直しを行い、支援体制等の整備に努めます。 
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第８節 飲料水、食料及び生活必需物資等の供給対策 
 

[現状] 

○ 災害時には水道施設が大きな被害を受けることが考えられます。そのため、市は、４基の 100t型飲

料水兼用耐震性貯水槽を整備するとともに、市内主要配水池に緊急遮断弁を設け、飲料水を確保して

います。 

○ 市は、災害時の被災者用の非常食を備蓄しています。また、生活関連物資として、応急医療セット、

毛布、簡易トイレ、紙オムツなどの備蓄を進めています。 

○ 市は、生活物資の流通在庫を利用した調達、輸送のため神奈川県トラック協会等と協定を結んでい

ます。 

○ 市は、地元業者や各種組合と生活物資の流通在庫を利用した調達の協定を結んでいます。 

 

[課題] 

○ 市全般として備蓄は進んでいるものの、備蓄物資を更新していく必要もあり、大量の被災者が集中

した場合や孤立化した地域等への供給量及び輸送方法等に課題が残ります。 

○ 東日本大震災や平成 28年熊本地震では、道路被害や集積場所での人員不足などで、県から市町村の

集積場所への輸送や市から避難場所までの配送が滞り、避難場所等で物資が不足する状況が発生しま

した。 

○ 平成 28年熊本地震や平成 30年７月豪雨では、東日本大震災を機に制度化された国からのプッシュ

型支援が実施されました。市は発災後速やかに実施される大量の物資の支援を受け入れる体制を整え

る必要があります。 

○ 改正災害救助法を踏まえ策定した資源配分計画に基づき、迅速かつ公平に物資等を市町村に配分、

供給する体制を確保する必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、市民一人ひとりに、災害が起きた時のために、最低３日分、推奨１週間分の飲料水や食料と

非常持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備に努めるよう周知・要請します。 

○ 市は、住民のニーズや地域性を考慮し、計画的な飲料水の確保や避難場所用資機材、応急食料の備

蓄を進めます。 

○ 市は、民間事業者との間で協定の締結や、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を

把握しておくなど協力体制を構築します。 

○  大規模地震等の災害時に、県は広域物資輸送拠点を、市は物資受入拠点（地域内輸送拠点）を速や

かに開設し、避難所までの輸送体制を確保するものとします。 

○  県及び市は、大規模地震等の災害発生のおそれがある場合、事前に物資調達・輸送調整等支援シス

テムを用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに

開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有するなど、備蓄物資

の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に努めます。 

 

[主な事業] 

１ 飲料水、食料及び生活必需物資等の確保 

⑴  市は、飲料水や生活用水について、計画的な確保を図ります。また、避難所として指定した施設等

には、避難所設置用資機材や水、食料、生活関連物資を備蓄します。 

⑵  市は、市内の流通事業者との協定の拡大を推進し、流通在庫の活用を可能にできるよう努めます。 

２  高齢者、障害者等への配慮 

  市は、食料、生活関連物資等の備蓄に際して、高齢者、障害者、女性、乳幼児、アレルギーを有する

方等や季節性に配慮した備蓄品目の検討を行い、整備を進めます。 

 

３ 物資の供給体制の整備 

市と県は、広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点の設置等により、円滑な物資受入体制の確保に努めま

す。 
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第９節 医療・救護・防疫対策 
 

[現状] 

○ 市は、地震災害が発生した場合に、迅速かつ的確に医療救護活動を行うため、市が地域救護病院（災

害発生時に治療を行う病院）として指定した市立病院を免震構造とし、災害時にも病院機能を持続し

て維持できるよう、自家発電機の整備を行い、ライフライン系統の不測の事態に備え、水及び電力等

の確保に努めています。 

○ 市立病院では、医療品及び非常食を概ね１～３日分程度備蓄し、水は受水槽等に３日分程度が確保

されています。しかし、医薬分業化から病院での薬品在庫は以前より少なくなっています。 

○ 市は、三浦市医師会と災害時における医療救護活動に関する協定及び横須賀市歯科医師会と災害時

における歯科の医療救護活動に関する協定を結んでいます。 

○ 市は、三浦市医師会及び横須賀市歯科医師会と協議し、災害の状況に応じて、運営に適した場所及

び診療所等が機能する状況等を考慮した上で、診療所等を救護所(※１)として指定します。 

○ 鎌倉保健福祉事務所三崎センターは、医療情報の収集・提供や衛生指導を中心に、保健や食品衛生、

防疫等の公衆衛生活動等を行います。また、地域における医療コーディネートについては、「横須賀・

三浦地域災害医療対策会議」が県保健医療調整本部と連携して三浦市を含めた二次保健医療圏内の保

健医療活動の総合調整を行います。 

○ 市は、救護所に必要な医薬品等を供給するため、三浦市薬剤師会と医薬品等の調達協定を結んでい

ます。また、三浦市医師会に医薬品等の備蓄及び救護所への搬入に関する業務を委託しています。 

○ 神奈川県自治体病院開設者協議会を組織する県及び県内９市は、「県自治体病院災害時相互応援に

関する申合せ」を行い、相互応援体制を確立しています。 

○ 国は、医療機関の被害状況など、医療救護活動に必要な情報を医療機関や行政機関等で把握するこ

とができる「広域災害・救急医療情報システム（以下、「EMIS」という。）」（※２）を活用してい

ます。 

○ 県は、災害の急性期（概ね災害発生後 48時間以内）に活動できる機動性を持ち専門的なトレーニン

グを受けた、医療チーム（神奈川 DMAT）を編成する「神奈川 DMAT 指定病院」を指定し、派遣基準に

基づいて派遣することとなっています。また、県内で発生した災害に対応するための専門的なトレー

ニングを受けた医療チーム（神奈川 DMAT-L）を編成する「神奈川 DMAT-L 指定病院」を指定していま

す。 

○ 市は、防疫対策として日常からの感染症の発生予防及びまん延防止のため、県と連携して患者への

適切な療養の指導、消毒等の予防措置を迅速・的確に講じます。 

○ 県では、避難所において要配慮者に対して適切な福祉支援を行うことにより避難生活における災害

関連死や体調の悪化といった二次被害の防止を図るための災害派遣福祉チーム（神奈川 DWAT）を整備

しています。 

 

※１ 救護所とは、傷病者の応急手当のため、又は医療機関に搬送する前、臨時収容するため、災害現 

場付近に設置するもので、主にトリアージや応急手当を優先に行います。 

※２ 広域災害・救急医療情報システム（EMIS）とは、被災地の医療機関の応援要請情報や支援情 

報をリアルタイムに収集、交換することにより、効果的な医療救護活動を確保できる全国を結ぶシ 

ステムのことです。 

 

[課題] 

○ 災害時には、医療機関への連絡が取りにくくなり、交通渋滞などにより重症者の後方医療機関への

搬送が困難になる可能性が高く、連絡体制、搬送手段など後方支援体制の見直しが必要です。 

○ 三浦市立病院には、災害時に多数の傷病者が集中することから、建物、医療用機器等の施設・設備

の整備のほか、医薬品、食料の備蓄等の災害医療機能の充実が必要です。 

  さらに、三浦市立病院の機能を強化するため、要員の訓練・研修が重要です。 

○ 災害時に速やかに「広域災害・救急医療情報システム（EMIS）」を通じて、各医療機関との情報受

伝達を行うため、災害時運用体制の確立が必要です。 

○ 民間病院等が災害時に十分に機能を果たせるよう、日頃からの地震防災対策の促進が必要です。 

○ 医療救護の内容は、大災害の発生時は外科系の処置が主であり、時間の経過とともに感染症などの

疾患が増加すると言われています。また、避難等により慣れない集団生活の中でのストレスや精神的
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ダメージを訴える被災者が目立つ傾向にあり、精神科系の医療や環境の悪化に起因する疾患や持病の

悪化などの慢性期の医療が必要とされています。 

  このことから、救護班の派遣や医薬品の供給などにも被災者のニーズに合わせた医療救護活動体制

が重要になります。 

  また、被災地における医療機関の機能の保全と速やかな復旧のための準備が必要です。 

○ 災害時においては、感染症が発生しないよう、予防のための消毒などを実施する体制づくりが必要

です。また、感染症患者が発生したときに、平常時と同様の情報の収集・提供に努めるとともに、入

院が必要な患者に対しては、感染症指定医療機関等において入院治療が受けられるよう連絡体制、移

送体制、医療体制を確保することも必要です。 

○ 大規模地震等の災害時には、遺体の検案、安置、火葬、埋葬等が課題となります。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、防疫対策として日常からの感染症の発生予防及びまん延防止のため、県と連携して患者への

適切な療養の指導、消毒等の予防措置を迅速・的確に講じます。 

○ 市が行う感染症の発生防止等の対応に当たっては、鎌倉保健福祉事務所三崎センターの指導、協力

を得ながら防疫活動に取り組みます。 

○ 市は、災害時の電話回線の不通、輻輳等に備え、三浦市立病院、医療救護関係機関の間の通信手段

の多重化を推進します。 

○ 市は、重篤患者等の被災地外への広域医療搬送が円滑に行えるよう、ヘリコプター臨時離着陸場の

確保、同乗医師の確保、搬送機関等の連携など具体的な対応方策や、近隣の災害拠点病院をはじめと

する市外の医療機関への協力依頼等の連携について検討します。 

○ 市は、災害時医療救護活動の拠点となる三浦市立病院の環境整備に対し、必要な支援を行います。 

○ 水、電気、燃料、通信、医薬品、医療材料及びその他の資機材の確保、収容可能人数の想定、提供

すべき医療の範囲など、三浦市立病院が行う災害時医療救護活動に必要な事項は、市と協議の上、三

浦市立病院において別に定めます。 

○ 市は、救護所を設置した際における医師等の派遣や医薬品等の搬入に関する必要な事項を、別に定

めます。 

   

[主な事業] 

１ 三浦市立病院等の機能強化 

⑴  三浦市立病院は、三浦市立病院が行う災害時医療救護活動に必要な事項を定め、これに従い必要な

医薬品や資機材等の整備を計画的に行います。 

⑵  三浦市立病院が行う災害時医療救護活動に必要な救急医療に要する経費（診療用具等の備蓄に要す

る経費を含む。）に相当する額は、各年度の「地方公営企業繰出金について（通知）」に基づき定め

る各年度の予算の範囲において、市が負担します。 

⑶  三浦市立病院は、災害時救護活動が円滑に行われるよう、計画に従い定期的に防災訓練等を行いま

す。 

⑷ 病院等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災後 72 時間の事業継続が可能となる非常用電源を

確保するよう努めます。 

 

２ 医療機関相互の連携強化 

⑴  市は、広域災害・救急医療情報システムの円滑な運営に努めます。 

⑵  市は、災害時における医師会等との医療・救護・防疫に関する情報の共有化に努めます。 

⑶  市は、県が実施する医療従事者を対象としたトリアージに関する研修会等に積極的な参加を呼びか

け、災害時医療の知識の習得や負傷者等の対応の習熟を図ります。 

 

３ 「神奈川 DMAT」派遣要請 

市は、必要に応じて「神奈川 DMAT派遣基準」に基づく局地的な災害の発生時、市の対策本部から県知

事に派遣を要請します。また、突発的な災害時に的確に対応するため消防機関から直接指定病院に対し

て「神奈川 DMAT」の派遣を要請することができるので、横須賀市消防局と連絡を密にし、その旨、速や

かに県知事に報告し指示を仰ぐものとします。 

 

４ 保健福祉事務所機能との連携 

⑴ 鎌倉保健福祉事務所三崎センターは、医療情報の収集・提供や衛生指導を中心に、保健や食品衛生、
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防疫等の公衆衛生活動等を行います。具体的には、市が設置運営する避難所等における公衆衛生活動

等を支援します。 

また、「横須賀・三浦地域災害医療対策会議」は、三浦市を含めた二次保健医療圏内の保健医療活

動の総合調整を行います。具体的には三浦市を含めた二次保健医療圏内の医療機関の被災状況や医療

ニーズ等を適切に把握・分析し、県保健医療調整本部に保健医療活動チーム等の派遣を要請するとと

もに、その受入れ・派遣調整、傷病者の搬送調整等の地域への医療資源の分配の調整を行います。 

⑵  災害時に感染症患者が発生した場合や感染症の発生予防の対応について、さまざまな被災場面を想

定した研修などの実施には職員を積極的に参加させます。 

 

５ 災害用医薬品等の確保対策の推進 

市は、災害時用の医薬品の備蓄については、県の支援を受け医薬品等の確保を図るとともに、三浦市

薬剤師会と連携し、医薬品等需要情報の的確な収集、医薬品等の適正な供給体制の整備を進めます。 

 

６ 広域火葬体制の強化 

市は、災害時における遺体の処理を進めるため、神奈川県広域火葬計画に基づき、棺の調達、遺体の 

搬送、火葬、埋葬等の手配を行い、県は、広域的な協力体制をとります。  
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第 10 節 文教対策 
 

[現状] 

○ 令和４年５月１日現在、市内には小学校で 1,390 人、中学校で 802 人、高等学校合わせて約 3,000

人の児童・生徒が通学していますが、災害時及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表

された場合等における児童・生徒の生命、身体の安全確保や緊急事態に備え、迅速・的確な保護対策

を実施するための学校防災計画を定め、災害時等への対応を図ることとしています。 

○ 学校防災計画では、災害時における学校及び教職員の果たす役割を明確にするとともに、学校にお

ける対策本部の設置、児童・生徒等の保護や帰宅に関し、的確な対策を講じることとしています。 

○ この他、防災教育や防災訓練、通学路の安全点検を通じて、日常的に児童・生徒等の防災意識の向

上を図っています。 

 

[課題] 

○ 災害に対する日頃からの心構えの大切さと、地域の防災リスクに基づいた防災に関する正しい知識

などについて学ぶ防災教育や、家庭や地域と連携した防災訓練の実施を通じた啓発が必要です。 

○ 東日本大震災では、津波等の被害により、多くの児童・生徒等が犠牲になりました。そのため、学

校における防災教育の一層の充実を図る必要があります。 

○ 児童・生徒が在校時に災害が発生する場合を想定した学校等の施設、設備の安全性の確保が必要で

す。また、児童・生徒等の保護や帰宅に関し、通学路の安全性等の情報の把握並びにこれに基づく的

確な判断及び指導が求められます。 

○ 避難場所としての機能と学校教育の場としての調整を図る必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市教育委員会は、避難情報の発令基準を周知するとともに、避難情報発令時の対応を学校防災計画

に盛り込みます。 

○ 小・中学校は、防災教育の充実や、家庭・地域と連携した防災訓練を推進します。 

○ 小・中学校は、学校施設、設備の整備等を図るとともに、通学路の安全点検を推進します。 

○ 小・中学校は、学校における地震防災体制の充実を図るため、学校防災計画等の見直しを行います。 

○ 市教育委員会は、学校の避難場所としての果たすべき役割や学校教育活動との関係を明確にすると

ともに、教育施設の被災に対応する防災資機材等の整備を行います。 

 

[主な事業] 

１ 学校における防災体制の整備 

⑴  小・中学校は、防災教育及び家庭・地域と連携した防災訓練を実施します。 

⑵  小・中学校は、児童・生徒の通学路の安全性の点検を行います。 

⑶  小・中学校は、災害時における児童・生徒等の安全確保を図るため、学校防災計画等の見直しを行

い、実効性のある避難実施計画を定めます。 

⑷  市教育委員会は、 障害がある児童・生徒等の避難については、障害の状態をよく把握し、迅速に対

応できる体制を整えます。 

⑸  市教育委員会は、教育施設の被災に対応する防災資機材等の整備を行います。 

⑹  市教育委員会は、小・中学校の施設・設備の安全点検を実施します。 

 

２ 防災教育の充実 

市教育委員会は、学校において、各教科等を通して、災害の原因、危険性、安全な行動の仕方等を児

童・生徒等に理解させるため、防災教育指導資料の作成や教職員に対する研修会を開催するなど防災教

育の充実を図ります。 

 

３ 学校における避難所の開設 

⑴  各学校が災害時において避難所として有効に機能するため、各学校と市との役割分担や避難場所開

設の方法等について、防災訓練等を通じて確認できるよう、連携の強化を図ります。 

⑵  指定避難所を円滑に開設し、運営するため、｢三浦市避難所運営マニュアル｣等を参考に学校及び教

職員の果たす具体的な役割分担を明確にします。 
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４ 文化財の保護 

市は、文化財の災害対策を確立し、文化財を保護するため、地域における文化財の所在情報の充実、

整理を行い、防災関係機関等と情報を共有化するとともに、具体的な災害対策の検討を連携して進めま

す。 
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第 11 節 緊急交通路及び緊急輸送路等の確保対策 

 

[現状] 

○ 災害時における災害応急活動に必要な物資、資機材、要員等の広域的緊急輸送を円滑に行うために

は、幹線道路、物資受入れ港及びヘリポートの３つの確保が極めて重要です。 

○ 東日本大震災では、自動車専用道路をはじめとする幹線道路が、緊急輸送道路として、救急・救援

や復旧に役立つなど、「いのちの道」として機能を発揮しました。 

○ 県においては、発災後の復旧活動をはじめとする緊急輸送の拡大に対応するため、県現地対策本部、

広域防災活動拠点、市災害対策本部等を有機的に連絡するため、国道や主要な県道等を緊急輸送道 

路として事前に指定しています。 

本市内では、次のとおり指定されています。 

第１次緊急輸送道路：国道 134号の全線、県道 26号(横須賀三崎)の全線、県道 215号(上宮田金田

三崎港)・県道 26号([横須賀三崎]終点～城ヶ島大橋取付道路支線交点)、三崎漁港道路（城ヶ島大

橋取付道路及び支線並びに歌舞島新港輸送道路） 

第２次緊急輸送道路：県道 215 号(上宮田金田三崎港)・（城ヶ島取付道路支線交点～国道 134 号交

点[三浦海岸]) 

○ 神奈川県警察及び神奈川県公安委員会においては救出救助、消火、物資輸送等の災害応急対策の円

滑な実施を図るため、防災拠点及び都市間を結ぶ国道、主要な県道等のうち 59 路線を緊急交通路指

定想定路線として選定しており、災害時、指定します。大規模地震発生時には、被災状況等を勘案の

うえ、必要な区間について災害対策基本法第 76 条に基づく交通規制を行い、道路管理者と連携し、

緊急通行車両の円滑な運行の確保に努めます。 

このため、指定された緊急交通路では緊急通行車両以外の車両は、通行の禁止、制限の交通規制を

受けることになります。 

○ 県及び道路管理者並びに県警察は、「緊急輸送道路管理マニュアル」を策定し、地震災害後の復旧、

緊急輸送の確保に係る手順を整理しました。 

○ このため、道路管理者は、災害対策基本法第 76 条の６第１項により、災害が発生した場合におい

て、緊急通行車両の通行の妨げになる車両等を、区間を指定して道路外の場所へ移動すること等の措

置を命ずることになります。 

○ 海上からの緊急輸送として、本市では、「三崎漁港」が物資の受入れ港として指定されており、海

上からの緊急輸送が可能になるように備えています。 

○ ヘリコプターの持つ機動性は、緊急時に特に威力を発揮します。市は、大規模地震等の発生時に利

用可能なヘリコプターの臨時離着陸場として、各市立中学校運動場等を指定しています。 

○ さらに、三浦市立病院に緊急時臨時離着陸場を整備しています。 

○ 国は、平成 30年３月の道路法改正において、物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として指

定し、国際海上コンテナ車（40ft背高）の特殊車両通行許可を不要とする措置の導入や災害時の道路

啓開・災害復旧を国が代行する制度を創設しました。三浦半島地域においては、横浜横須賀道路及び

国道 16号線等が指定されています。 

   

[課題] 

○ 大規模地震等の災害発生時には、道路の不通箇所が多数発生することが予想されます。このため、

緊急通行車両の通行や緊急輸送の確保に向けた幹線道路の事前の地震対策が必要となります。 

○ 現在の緊急交通路指定想定路線や緊急輸送道路は、県が、県外からの支援体制、広域防災活動拠点

や市災害対策本部等との連携を考慮して指定していますが、今後は、耐震性の向上はもとより、路線

の多重化や代替性を考慮しながら総合的に整備していく必要があります。 

○ 船舶による海上からの大量輸送は重要になりますが、岸壁など漁港施設の十分な耐震性の確保が課

題になります。 

○ ヘリコプターの緊急輸送は、災害時初期において、その機動力で大きな威力を発揮しますが、その

ためのヘリコプター臨時離着陸場の整備、拡充が必要となっています。 

  特に、大型ヘリコプターによる緊急輸送の場合、かなりの広いスペースが必要であり、市街化の著

しい地域ではその確保が難しく、確保できた場合でもそこに多くの避難者がいる状況も考えておく必

要があります。 

また、市及び県は、地域の実情を踏まえ、消防ヘリ、警察ヘリ、ドクターヘリなど、災害時のヘリ

コプターの運用等について、あらかじめ協議しておく必要があります。 
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○ 本市は、沿岸部に観光客が多く、また、市内の幹線道路が寸断された場合は、孤立化する地区もあ

るため、漁船等を利用した物資等の輸送を検討する必要があります。 

○ 東日本大震災では、車による避難で幹線道路に交通が集中したことにより激しい渋滞が発生し、緊

急交通路が機能不全となることがありました。 

○ 被災状況により国や関係機関と連携し、交通需要の抑制や分散など交通マネジメント施策の実施に

より、交通及び輸送機能の早期回復を図る必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市及び県は、緊急輸送道路の機能確保に向けて、さらなる整備を進めます。 

○ 市及び県は、緊急輸送を早期かつ確実に確保するため、主要な市街地と高速道路のアクセス強化等

ネットワーク機能の向上、道路の防災対策、各関係機関との情報連絡体制の強化等を通じて、安全性、

信頼性の高い道路網の整備を図ります。 

○ 市及び県は、災害時に、漁港、ヘリコプター臨時離着陸場の機能が十分発揮され、緊急輸送の代替

性が確保できるよう、施設の利用計画について管理者と事前調整を図るとともに、平常時から施設整

備や円滑な航行の確保に努めます。 

○ 市及び県は、災害時のヘリコプターの運用等について、あらかじめ関係機関と協議し、図上訓練等

により、運用方法等の検証を図ります。 

○ 三崎警察署は、災害時において道路及び交通の状況を早期に把握するとともに、的確な交通情報の

提供、迅速な交通規制などを行い緊急交通路、避難路等の確保に努めます。 

○ 三崎警察署は、緊急時交通路を迅速に確保できるように、交通規制及び検問用資機材の整備に努め

ます。 

○ 市は、漁業協同組合や民間の事業者と連携して、物資等の輸送ができるよう努めます。 

○ 関東地方整備局は、応急復旧時に、渋滞緩和や交通量抑制により、復旧活動、経済活動及び日常生

活への交通混乱の影響を最小限に留めることを目的に、交通システムマネジメント（※１）及び交通

需需要ネジメント（※２）からなる交通マネジメント施策の包括的な検討・調整等を行うため、「災

害時交通マネジメント検討会（以下、「検討会」という。）」を組織するものとされています。 

○ 県は、市の要請があったとき又は自ら必要と認めたときは、国土交通省関東地方整備局に検討会の

開催を要請することができるものとされています。 

○ 検討会において協議・調整を図った交通マネジメント施策の実施にあたり、検討会の構成員は、自

己の業務に支障のない範囲において構成員間の相互協力を行うものとされています。 

○ 検討会の構成員は、平時から、あらかじめ連携に必要な情報等を共有しておくとともに、連携強化

のための協議・訓練等を行うものとされています。 
 

※１ 道路の交通混雑が想定される箇所において実効性を伴う通行抑制や通行制限を実施することによ

り、円滑な交通を維持する取組 

※２ 自動車の効率的な利用や公共交通機関への利用転換など、交通行動の変更を促して、発生交通量

の抑制や集中の平準化などの交通需要の調整を行うことにより、道路交通の混雑を緩和していく取

組 
 

[主な事業] 

１ 緊急輸送道路等の耐震化及び復旧体制の整備 

市及び県は、橋りょうの耐震性のさらなる向上を図るとともに、一般道や鉄道の立体交差地点、トン

ネル等の重要構造物の安全点検を進めていますが、あわせて、被災した場合を想定し、応急復旧のため

の資機材について事前の備蓄や整備を行います。また、災害時における建設業者等との協力体制の充実・

強化を図るとともに、道路管理者相互の連携強化に努めます。 

 

２ 緊急交通路等の機能確保のための設備整備 

三崎警察署は、道路管理者等関係機関・団体との連携を図り、道路上の問題点等の把握に努めるとと

もに、交通規制を行うため、装備資機材の整備及び信号機への発電機の設置に努めます。 

 

３ 緊急通行(輸送)車両の事前届出 

⑴ 市は、公用車の緊急交通路における緊急通行(輸送)車両の事前届出手続の推進を図ります。 

⑵ 三崎警察署は、緊急交通路における緊急通行(輸送)車両が災害時に円滑に通行できるよう、平常時

における県公安委員会（警察本部）への緊急通行車両事前届出周知を図ります。 
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４ ヘリポート等の整備 

市は、大型ヘリコプターの離着陸が可能なオープンスペースの確保を積極的に進めていきます。また、

緊急医療を要する被災者の受入れ病院とアクセスできるよう、ヘリコプター臨時離着陸場の確保にも

努めます。 

 

５ 輸送活動に関する関係機関相互の情報共有化 

市、県及び三崎警察署は、緊急性の高い輸送対象道路の啓開に努め、関係者間で情報の共有化を図り

ます。また、緊急輸送路の道路機能の確保に向けて整備を図るほか、三崎警察署、消防機関、自衛隊等

との連携を進めます。 

 

６ 船舶を利用した輸送体制 

市営漁港については、市内で主要道路が寸断され、孤立する地区に対応するために、市内の漁業協同

組合や民間の事業者に対して、応急時の物資等の輸送について連携ができる体制の整備に努めます。 

 

７ 漁港の応急復旧等 

漁港管理者は、その管理する漁港施設について、早急に被害状況を把握し、市管理漁港は市災害対策

本部へ、県管理漁港は県災害対策本部等に対して被害状況を報告するとともに、三崎漁港については、

市経済部が事務局となる「三崎地域 BCP協議会」を組織し、対応順序の調整を行う事で、水産物流への

影響を最小限に抑えるよう、必要に応じ応急復旧等を行います。 
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第 12 節 建築物等対策(危険度判定、応急修理) 

 

[現状] 

○ 地震発生後、余震等による被災建築物の倒壊、落下物等や余震及び降雨による宅地の崩壊がもたら

す人的二次災害を防止し、被災住民の不安を解消するためには、応急危険度判定及び被災宅地危険度

判定、さらに、被災建築物の応急修理が必要となります。 

○ 地震で被災した建築物による人的二次災害の防止対策については、県においては被災建築物の安全

性を判定する応急危険度判定制度の整備を進めており、平成４年度から応急危険度判定士の養成を進

め、令和３年度末現在 10,862名の判定士が認定登録されています。さらに平成８年度からは、民間判

定士の活動時の災害補償に備えた保険に加入し、判定調査表など判定資機材の備蓄を進めています。 

○ 危険度判定の全国組織として、「全国被災建築物応急危険度判定協議会」及び「被災宅地危険度判

定連絡協議会」が設置され、判定方法の標準化、都道府県相互の支援等に関し事前に調整するなど判

定の実施体制の整備を進めています。また、県内においては、県内全市町村が参加する協議会を設置

し、判定士の養成講習会の開催や模擬訓練を実施するなど、制度の充実を図っています。 

 

[課題] 

○ 発災後、応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士が迅速に活動体制に入れるように、判定士の

指導を行う判定コーディネーター及び支援を行う宅地判定調整員の養成、さらに、地震等の発生時に

は、判定士自らが被災者になる可能性があり、全国協議会の検討を踏まえ、広域的な相互支援体制の

拡充が必要となっています。 

○ 応急修理については、できる限り早期に修理できる対策が必要になっています。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、県と連携して、被災建築物の応急修理をできる限り早期に対応できるよう協議を進めます 

○ 市は、人的二次災害を防止するため、応急危険度判定士による判定を共同住宅及び長屋、被災個人

住宅すべてを対象として実施します。また、被災宅地危険度判定士による宅地の被災度の調査を、被

災宅地を中心に実施します。 

○ 市は、応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の指導、支援を行う判定コーディネーター及び

宅地判定調整員の養成、資機材の確保などに努め、その実施体制、連絡体制及び判定制度相互の連携

体制などの整備を引き続き進めていきます。 

 

[主な事業] 

１ 判定士の養成及び体制の整備 

市は、地震災害時により充実した判定活動が可能となるよう、県と連携して応急危険度判定士及び被

災宅地危険度判定士の養成及び体制整備を行っていきます。 

 

２ 災害補償制度の維持と判定資機材の整備 

市は県と連携して、応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士が安心して判定を実施できるよう、

応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の災害補償制度の維持を図るとともに、判定資機材（判定

活動のための備品、資機材等）の整備を図ります。 

 

３ 判定コーディネーター及び宅地判定調整員の養成 

市は、県と連携し、迅速な判定活動が行えるよう、想定される地震に対応したシナリオを準備すると

ともに、応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の指揮、監督等を行う判定コーディネーター及び

宅地判定調整員を養成に努めます。 
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第 13 節 ライフライン応急復旧対策 
 

[現状] 

○ 市は、地震災害が発生した場合に、市民生活に欠かすことができない水道、電気、ガスなどのライ

フラインを早期に回復するため、各施設の安全強化対策と併せて、防災関係機関とともに、災害時の

応急復旧体制の整備などの対策を進めてきました。 

○ 上水道については、大規模地震等により電力の供給が停止した場合に備え、配水池等に非常用発電

装置等の設備等を配置しています。 

また、各水道事業者間の相互応援や工事業者との協力に関する協定の締結などを進めてきました。 

○ 下水道については、停電のため、ポンプ場及び処理場においてポンプ機能が停止した場合に備え、

自家用発電設備を配置し、機能停止による排水不能事態が起こらないよう努めています。また、管渠

の破損等で排水機能が低下又は、不能になった時の応急措置として使用する可搬式ポンプ及び土木資

材、作業用具等の備蓄を進めています。 

○ 電気については、東京電力パワーグリッド(株)において他電力会社との相互応援体制、各地の資材

センター等への復旧用資機材の備蓄と輸送用車両、ヘリコプター、船舶や応急復旧用の発電機車、移

動用変圧器車などの確保、非常災害対策要員の確保などの対策を進めています。 

  なお、ヘリコプター、船舶については、非常時緊急出動用として社外と委託契約を締結し、対応可

能となっています。 

○ 都市ガスについては、東京ガスネットワーク(株)においてガス供給のため、系統の多重化、拠点の

分散、臨時供給のための移動式ガス設備などの整備、日本ガス協会及び他ガス事業者等と協調し、要

員・資機材等の相互融通等災害時における相互応援体制の整備に努めています。 

LP ガス（液化石油ガス）についても（公社）神奈川県 LP ガス協会が中心となって被災地への応急

復旧体制の整備を進めています。なお、県と同協会との間で締結した協定に基づき、避難所等への LP

ガス（液化石油ガス）応急供給体制の確保などの対策を進めています。 

○ 通信サービスについては NTT東日本において停電時に備え、非常用発電機と蓄電池を配備するとと

もに、移動電源車、移動無線車等の配備を行います。NTT コミュニケーションズにおいては、停電時

に備え、非常用発電機と蓄電池を配備するとともに、移動電源車等の配備を行います。NTT ドコモに

おいては、停電時に備え、非常用発電機と蓄電池を配備するとともに、移動電源車、可搬型無線基地

局装置を配備します。KDDIにおいては、停電時に備え、非常用発電機とバッテリーを配備するととも

に、移動電源車を配備するなど、各社ともに電話・通信の輻輳時（電話のかかりにくい状態）におけ

る優先通信の確保と一般電話の利用制限の設定など応急活動のための対策を進めています。 

また、災害発生直後は電話回線が輻輳（通話の繋がりにくい状況）し、被災地との安否確認等が困

難になる場合が考えられるため、NTT東日本では、災害用伝言ダイヤル「171」、携帯電話事業者等の

電気通信事業者では災害用伝言板の運用を開始します。 

なお、提供条件等については、報道機関（テレビ、ラジオ等）を通じてお知らせします。 

 

[課題] 

○ 東日本大震災では、広範囲にわたって電気、ガス、水道などのライフライン施設に被害が発生する

とともに、余震等の発生により復旧に時間を要しました。そこで、復旧用資機材の備蓄強化など応急

復旧が迅速に行えるようさらなる体制の充実が必要です。そのため、各事業者においては、対策を進

める必要があります。 

○ 東日本大震災では、広範囲にわたって電気、ガス、水道などのライフライン施設に被害が発生する

とともに、余震等の発生により復旧に時間を要しました。そこで、復旧用資機材の備蓄強化など応急

復旧が迅速に行えるようなさらなる体制の充実が必要です。そのため、各事業者においては、対策を

進める必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市及びライフライン事業者は、ライフライン施設が、住民生活に欠かすことのできない施設である

ため、市及びライフライン事業者は、その安全性の向上に努めていますが、地震災害が発生した場合

には、被害が生ずることも想定して、できるだけ早期に、かつ安全に復旧できるよう、応急復旧用の

資機材の備蓄強化や応急活動体制の整備を進めるとともに、関係事業者間の連携、他市町村との応援

協力体制の整備などの応急復旧対策を進めていきます。 

○ 市は、車両や資機材の保管場所の確保等、初動体制時点でライフライン事業者と連携を行い、一日
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でも早い復旧を図ります。 

 

[主な事業] 

１ 上水道対策 

市は、上水道について、災害時に様々な団体等と連携するために締結した各種災害協定に基づき、実

践的な対応が可能となるような応援受入れや、復旧活動に係る計画を必要に応じて見直します。 

また、復旧資機材の備蓄を進め、災害時には医療機関や社会福祉施設、避難所など防災上重要な建築

物に配慮し早期に復旧するよう対策を進めます。さらに、災害時における水道水の安定供給を確保する

ため、配水池等に非常用発電装置等の設備を配置しています。 

 

２ 下水道対策 

市は、下水道について、復旧用資器材の備蓄強化を進めます。また、災害時、早期に復旧できるよう

対策を検討します。 

災害時に汚水の排水不能が生じた場合、まずは汚水を排水する機能を確保し、被害の程度に応じて汚

水の処理水質を段階的に向上させ、下水道の機能を早期に復旧できるよう対策を進めます。 

 

３ 電気及びガス対策 

⑴  電気及びガス事業者は、復旧過程での二次災害の発生を防止するため、各事業者において、被災地

域の住民に復旧状況や安全確認についての広報を徹底するとともに、各事業者間や市災害対策本部な

どとの相互の情報連絡体制を整備し、連携を図りながら復旧するよう対策を進めます。 

⑵  電気事業者は、停電時にインターネット等を使用できない被災者に対する被害情報等の伝達に係る

体制の整備に努めます。 

 

４ 通信サービス対策  

NTT東日本は、避難場所に、被災者が利用する災害時用公衆電話（特設公衆電話）の設置に努めます。

また、NTTドコモは、避難場所、現地災害対策本部機関等への携帯電話の貸し出しに努めます。 

通信設備を収容する NTT 東日本、NTT コミュニケーションズ及び NTT ドコモのビルは、震度 7 クラス

の地震にも耐えるよう設計されており、また通信ネットワークの信頼性向上のため、伝送路のループ化・

多ルート化、交換機の複数分散設置、有線伝送路のとう道への収容等の対策を行っています。また、停

電時には予備の蓄電池が作動し、その後非常用発電機や移動電源車によりバックアップを行います。 

災害時には防災関係機関等の重要通信を優先的に確保するため、一般加入電話については利用制限等

を行います。 

被災地へ向かう安否確認のための通話等が増加し、被災地へ向けての通話がつながりにくい状況(輻

輳)になった場合、安否確認等の情報を円滑に伝達できるよう、NTT東日本では災害用伝言ダイヤル「171」

等を、携帯電話事業者等の電気通信事業者は災害用伝言板の運用を開始します。 

なお、提供条件等は報道機関（テレビ、ラジオ等）を通じて周知します。 
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第 14 節 災害廃棄物等の処理対策 
 

[現状] 

○ 県は、災害廃棄物対策を推進するため、市町村が災害廃棄物を適正かつ迅速に処理するために必要

な県の役割等を定めた「神奈川県災害廃棄物処理計画」及び発災後の具体的な業務内容を定めた「神

奈川県災害廃棄物処理業務マニュアル」を平成 29年３月にそれぞれ策定しました。 

○ 市は、「三浦市災害廃棄物処理計画」を令和３年３月に策定しました。 

○ 市は、横須賀市、鎌倉市、逗子市及び葉山町と３市１町により、一般廃棄物の処理に関する災害時

等相互援助協定を締結しています。 

○ 市は令和元年９月２日に（公社)神奈川県産業資源循環協会と「地震等大規模災害時における災害廃

棄物の処理等に関する協定書」による協定を締結しています。 

○ 市は、令和２年４月１日に三浦市一般廃棄物協同組合と「地震等大規模災害時における災害廃棄物

の処理等に関する協定書」による協定を締結しています。 

 

[課題] 

○ 東日本大震災では、宮城、岩手、福島の東北３県で約 2,300万 tの災害廃棄物が発生しましたが、

県において想定する地震・津波が発生した場合においても、大量の災害廃棄物の発生が予想されます。 

○ 災害廃棄物等は一般廃棄物であることから、原則として市が処理を行うため、その基本となる災害

廃棄物等処理計画を策定する必要があります。また、処理計画の実効性を確保するためには、継続的

な見直しを図る必要があります。 

○ 大規模地震等の災害発生時など、市単独での対応が困難な場合を想定し、市町村域を越えた広域的

な災害廃棄物の処理体制を構築する必要があります。 

○ がれきなど、産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物が多く発生することが想定され、産業廃

棄物処理事業者などの民間事業者との連携体制を構築する必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、災害廃棄物等の処理に係る基本方針や実施体制を定めた災害廃棄物処理計画を策定すること

などにより、災害時に災害廃棄物を適性かつ円滑・迅速に処理するための体制整備に努めます。 

 

 [主な事業] 

１ 協力体制の構築 

市は県と連携し、市における相互援助体制や民間事業者団体等との連携体制の検討・見直しを行いま

す。 

２ 災害廃棄物処理計画の策定・見直し及び仮置場候補地の確保 

市は県の支援を受け、災害廃棄物処理計画の策定・見直しを行うとともに、仮置場候補地の確保に努

めます。 

３ 職員の教育訓練 

⑴ 市は、県が実施する県及び市町村等の職員を対象にした災害廃棄物に関する講習会や研修会に参

加します。 

⑵ 市は、県が市町村及び民間事業者団体等と連携して実施する情報伝達訓練や図上訓練に協力しま

す。 

４ 一般廃棄物処理施設の浸水対策等への支援 

市は、一般廃棄物処理施設の浸水対策等を図るとともに、施設を稼動するために必要な備蓄資機材

の確保・充実等を図ります。 
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第 15 節 広域応援体制等の拡充 
 

[現状] 

○ 市は、災害時における人的、物的資源を確保するため、日頃から自衛隊、海上保安庁との連携、近

隣自治体との相互応援に関する協定の締結及び訓練の実施、民間関係機関との業務協定の締結、緊急

通行車両の事前届出、医薬品、食料、生活必需物資等の調達に関する関係機関との協定締結等を実施

しています。 

また、長野県須坂市及び宮城県南三陸町と災害時の相互応援に関する協定を締結しています。 

○ 国では、全国の地方公共団体の人的資源を活用して被災市区町村を支援するための短期的な応援職

員派遣の仕組みとしては「応急対策職員派遣制度」を、中長期的な応援職員派遣の仕組みとしては「復

旧・復興支援 技術職員派遣制度」等を整備しています。 

○ 県及び市は、大規模地震等の災害が発生し、被災市町村単独では十分な応急対策や復旧対策が実施

できない場合に備え、「災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定」を締結し、地

域県政総合センター単位の地域ブロック内の市町村間及び地域ブロック相互間の協力体制を強化し、

県と連携した被災地域への応援体制を整備しています。 

○ 県は、大規模災害時において県内の消防の広域応援が迅速かつ円滑に行えるよう「神奈川県内消防

広域応援実施計画」を策定しています。 

○ 県は、大規模災害時において、県外からの消防の広域応援が円滑に進むよう、受け入れのための手

順を定めた「神奈川県緊急消防援助隊受援計画」を策定しています。 

○ 県は、大規模災害時において、警察、消防、自衛隊等の広域的な応援や他の自治体からの応援が円

滑に進むよう、受け入れるための手順を定めた「神奈川県災害時広域受援計画」を策定しています。 

○ 県では、厚木市内に整備した県総合防災センターを災害活動中央基地として、救援物資、協定物資

の受入れ、配分等を行うとともに、応援機関要員の待機場所として活用することとしており、その分

散、補完施設として、広域防災活動備蓄拠点を小田原市の小田原合同庁舎、茅ヶ崎市の衛生研究所、

横須賀市の鎌倉三浦地域児童相談所に設置しています。 

また、地域の救援等の前線基地として、県内８箇所に応急活動用資機材等を整備した広域防災活動

拠点を設置するとともに、市町村においては、広域応援部隊が被災地近くで円滑に救助、救出活動を

進められるよう、県内 153箇所（令和２年３月１日現在）の県立高等学校等を広域応援活動拠点に指

定しています。 

さらに、国等から供給される物資を受入れ、各市町村が設置する地域内輸送拠点や避難所に向けて

送り出すための広域物資輸送拠点を指定するとともに、発災後、民間等の物資拠点から同拠点を確保

できるよう、防災協定を締結しています。 

○ 市は、自衛隊、警察及び消防等の応援部隊の広域応援活動拠点として、県立三浦初声高等学校（入

江キャンバス）を確保するなど、多様な被災場面を想定した広域応援体制の拡充に努めています。 

 

[課題] 

○ 阪神・淡路大震災では、広域的な応援は救援・救護、応急・復興対策に多大の貢献をしたものの、

応援機関の職員が現地の地理に不案内であったり、使える道具が特殊であったりしたため、効率的な

応援がスムーズに実施されなかったことが指摘されています。 

○ また、応援機関の職員の寝食を賄う施設、体制について十分な準備ができていなかったことが、活

動職員の安全対策のための課題となりました。 

○ 東日本大震災では、各関係機関による「救助・救急・消火」、「医療・救護」、「支援物資」等の

多岐にわたる支援が長期間実施されました。関係機関の応援は、発災直後から実施され、被災自治体

は混乱の中で、応援機関・部隊との調整等が必要となるため、県と市町村が連携した被災地域への応

援体制の充実を図るとともに、迅速かつ円滑に他機関からの応援を受けられる、受援体制を整備する

必要があります。 

  また、長期にわたる応援が実施された場合に備えて、その活動を支えるための後方支援を充実させ

る必要があります。 

○ 東日本大震災を機に制度化された国によるプッシュ型支援、平成 30 年３月に制度化された国の応

急対策職員派遣制度が定着しています。こうした支援を円滑に受け入れるためには、県が市町村のニ

ーズの把握や関係機関との調整など、総合調整機能を発揮し、迅速に対応する必要があります。 

○ 自衛隊、海上保安庁等が円滑に応援活動を実施できるように平常時から訓練等による連携を図って

おくことが必要です。 
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○ 広域応援活動が円滑に進むためには、応援の拠点となる施設について、その役割に応じた機能の充

実が必要であるとともに、あらかじめ、災害時における連携方策を構築しておく必要があります。 

○ 地震防災対策の推進に当たっては、防災関係機関との一層の連携強化が必要であるとともに、より

幅広い連携が必要となっています。 

 

[取組の方向] 

○ 災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、市は、応急活動及び復旧活動に関

し、各関係機関において相互応援の協定を締結するなど、平常時より連携強化に努めます。なお、

相互応援協定の締結に当たっては、近隣の自治体に加えて、大規模な地震災害等による同時被災を

避ける観点から、遠方に所在する自治体との間の協定締結も考慮します。 

○ 市は、応援機関とともに訓練を実施し、計画の検証を行っていきます。 

○ 市は、応援機関が必要とする機材、器具等の整備を進めます。また、他県等への支援の経験を活か

して本市の広域的応援の円滑な受入れのための受援体制のさらなる充実を図ります。 

○ 市は、平時から、防災関係機関との「顔の見える関係」の構築を図ります。 

○ 市が職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努めます。 

○ 市は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等

を行うための執務スペースを確保するなど、受援体制の整備に努めます。 

 

[主な事業] 

１ 広域応援の受入体制等の強化 

⑴  市は、ヘリコプター等により上空から重要拠点や被災場所を把握できるよう、主な施設の屋上への

施設名の表示に努めます。 

⑵  市は、県及び防災関係機関とともに、情報の共有、広域応援部隊や応急活動用備蓄資機材の被災市

町村への配分方法や部隊の効率的運用方法等について検討していきます。 

⑶  市は、広域応援活動拠点への広域応援部隊の円滑な受入れのための設備の整備を進めます。 

 

２ 応援機関との連携の強化 

⑴  市は、他の自治体との相互応援協定の締結を拡大するとともに、応援活動を確保するため、特殊施

設、器具の整備を進めます。 

⑵  市は、自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう、連絡体制の充実と具体的な要請内容を想定した

訓練を実施します。 

⑶ 市は、平時から、防災対策の検討などを通じて、「顔の見える関係」を構築するとともに、連携し

た訓練などにより、持続的な連携体制の強化を図ります。 

 

３ 市町村との応援体制の強化 

⑴ 市及び県は、大規模地震等の災害が発生し、被災市町村単独では十分な応急対策や復旧対策が実施

できない場合に、地域県政総合センター単位の地域ブロック内の市町村間及び地域ブロック間で相互

に連携し、迅速かつ的確な対応ができるよう、一層の連携強化を図るとともに、訓練等の実施を通じ、

体制の検証を行います。 

⑵ 市は、他の市町村を迅速に応援できるよう応援体制を整備します。 
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第 16 節 市民の自主防災活動の拡充強化 
 

[現状] 

○ 本市では、令和２年４月１日現在、消防団が１本団、12分団（定員 225 名）により組織されていま

す。 

また、自治会などの自主防災組織が 54組織あり、消防機関と協力して各種防災活動を積極的に展開

しています。 

○ 平成 25年の災害対策基本法の一部改正により、市町村内の一定の地区内の住民や事業者が、地区

における防災力の向上を図るため、訓練や物資の備蓄などの自発的な防災活動に関する計画を、地区

防災計画の素案として、市町村防災会議に提案することができることとなりました。 

 

[課題] 

○ 大規模地震等の災害発生時においては、公助による応急活動に限界があり、「自助」・「共助」に

よる対応が重要となることから、地域の防災力の向上を図る必要があります。 

○ 阪神・淡路大震災においては、火災予防活動、倒壊家屋からの被災者の救出、消火、被災者に対す

る救援活動などに市民、消防団、自主防災組織、地域防災委員が大きな役割を果たし、その重要性が

再認識されましたが、本市の場合、自主防災隊員及び消防団員の高齢化、あるいは被雇用者が多いこ

となど、消防団員の確保が困難で活動力の低下が懸念される地域があります。 

○ 東日本大震災においては、地域の人々の呼びかけにより津波からの避難を行っており、多くの尊い

命が救われました。このことから地域の防災リーダー等の育成が再認識されています。一方で、住民

の避難誘導を行っていた消防団員が津波に巻き込まれ、犠牲となったケースが多発し、活動時におけ

る安全確保が課題となっています。 

○ 自主防災組織については、担い手の高齢化が進み、若年層を含めた担い手の育成が課題であり、あ

らゆる年代層を対象に自主防災活動への理解の促進や、防災意識の向上を図る必要があります。 

○ 消防団員の活動や確保に関して、雇用者である事業者の理解と協力が必要です。また、消防学校に

おける団員教育の受講者確保も困難になってきており、団員の災害対応力の強化も課題です。 

 

[取組の方向] 

○ 市民の一人ひとりが「自らの身は、自ら守る。皆のまちは、皆で守る」という「自助」[共助]の考

え方を持つことが大切であるため、市は県とともに、こうした自主防災意識の向上及び自主防災活動

の条件整備の向上に努めます。 

○ 市は、自主防災組織の育成・強化を図り、消防団とこれらの組織との連携等を通じて地域コミュニ

ティの防災体制の充実を図るものとします。また、研修の実施などによる防災リーダーの育成、多様

な世代が参加できるような環境整備などにより、これらの組織の日常的な活動や訓練の実施を促しま

す。その際には、女性の視点が取り入れられるよう、女性の参画の促進に努めます。 

○ 市は、自主防災組織の担い手の育成や活動の促進を図る方策の検討に取り組みます。 

○ 市は、地域防災の要となる消防団員の確保や災害対応力の強化に努めます。 

 

[主な事業] 

１ 市民への周知等 

⑴ 市は、県や防災関係機関と協力して、市民自らが実施する防災対策として、最低３日分、推奨１週

間分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー、マスク、消毒液、体温計やスマートフォン

や携帯電話用の充電器やモバイルバッテリー等の備蓄、非常持出品（救急箱、常備薬、懐中電灯、ラ

ジオ、乾電池等)の準備、自動車へのこまめな満タン給油、耐震補強、家具・ブロック塀等の転倒防止

等の実施、消火器、感震ブレーカー等の設置、エレベーター停止時に備えたエレベーター内への物資

の備蓄や孤立化に備えた自主防災の仕組みづくり、風呂への水の確保等火災予防対策、住宅用火災警

報器の設置等火災予防対策、災害時の家族の連絡体制、行動についてのルールづくり、保険・共済等

の生活再建に向けた事前の備え等、家庭での予防・安全対策、災害時の行動について周知徹底を図り

ます。 

⑵  市及び自主防災組織等は、大規模地震等の災害を想定した広域防災訓練、市総合防災訓練、地域コ

ミュニティーレベルで多様な場面を想定した防災訓練を実施し、平常時から地域での防災意識や連帯

意識の高揚を図り、災害発生時に市民の役割が明確になるよう努めます。あわせて、防災資機材の利

用方法などの習熟に努めます。 
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２ 自主防災組織の育成 

⑴ 市は、自主防災組織の育成、強化を図るため、県の支援による研修等に努めるとともに、必要な防

災資機材等の整備に努めます。 

⑵ 市は、自主防災組織の育成に当たっては、女性の視点が取り入れられるよう、組織への女性参画の

促進に努めます。 

⑶ 一定の地区内の自発的な防災活動に関する地区防災計画について、住民等から素案の提案があった

場合で、必要と認められるときは、市地域防災計画の中に位置付けます。 

 

３ 消防団の機能強化 

⑴  市は、消防団への入団促進を図るため、県と協力し、市民や事業者に対し、地域防災や消防団活動

の重要性に関する普及啓発に努めます。 

⑵  市は、消防団員の確保及び防災資機材等の整備を進め、消防団の充実強化に努めます。 

⑶ 市は、県が実施する消防団員に対する教育訓練（県消防学校及びＷＥＢでの団員基礎教育講座の動

画配信など）の参加を促進し、教育機会の確保を図ります。 

⑷ 市は、「津波災害時における消防団安全管理マニュアル」を策定するとともに、地震初動対応訓練

を実施するなど、地震災害時における消防団の機能強化及び消防団員に対する安全確保を図っていま

す。 

 

４ 事業所等の防災体制の確立等 

⑴ 事業所は、災害時の事業所の果たす役割（施設利用者、従業員等の生命の安全確保、二次災害の防

止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、自らの自然災害リスクを把握するとと

もにリスクに応じた、リスクコントロールとリスクファイナンスの組み合わせによるリスクマネジメ

ントの実施に努めるものとします。具体的には、各事業所において災害時に重要業務を継続するため

の事業継続計画（BCP）を策定するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の

耐震化・耐浪化、損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保、予測被害からの復旧計画

策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサ

プライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなど事業継続マネジメント（BCM）の

取組を通じて、防災活動の推進に努めます。 

⑵ 社会福祉施設等の管理者又は所有者は、介護保険法等の事業法等に基づき、自然災害からの避難を

含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとします。また、入所者のケアなど災害時でも業務

を中断することができないことから、業務継続計画（BCP）の作成に努めます。 

⑶ 市は、災害時における来客、従業員に対する安全確保、地域防災活動への協力、さらには経済活動

の維持等を目標とした事業所ごとの防災マニュアルや業務継続計画（BCP）の作成、施設及び設備の耐

震化や機能の分散化、防災資機材や食料等の備蓄など防災体制の確立、各種訓練の実施を地域の経済

団体と協力して周知・徹底します。 
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５ 自主防災組織の編成基準 

⑴   自主防災組織の編成（例） 

ア 区の実情に合った部隊編成 

イ 隣組３～10組で１部隊（指導・情報班、初期消火班、避難誘導班、救護・給食班）の編成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵  自主防災組織の部隊編成（例） 

 

 

 

 

 

 

防災委員長 防災隊長 

防災委員会 

（防災委員会） 

１ １ブロック（３隣組単位、50世帯程度）毎に防災委員会を互選により置く。 

２ 防災委員会の委員は、区役員又は消防団員としての経験者が望ましい。 

３ 防災委員の任務 

⑴ 地震災害発生時の救助指導（要配慮者支援・初期消火・救出など） 

⑵ 防災組織の動員 

⑶ 地震災害情報の収集（デマに惑わされず市民に知らせる。） 

⑷ 地震災害の組織について市民への周知 

⑸ 訓練（年２回程度の防災訓練実施の推進） 

⑹ 各家庭に避難袋などを準備するよう呼び掛ける。 

⑺ 防災資機材などの設置推進 

⑻ がけ崩れ等危険箇所の把握 

 

第 分隊長 

第 分隊長 

編成 班長１名、班員２～５名 

任務 １ 防災隊長への報告、各班との総合調整 

   ２ 情報の収集・伝達 

   ３ 関係機関への連絡 

編成 １ 班長１名、班員若干名（実情に合った人員） 

２ 消防団経験者が望ましいが、いつも家にいる者をあてる。 

任務 １ 消火器・水バケツ等による初期消火 

２ 消火栓直結による放水 

編成 １ 班長１名、班員若干名（実情に合った人員） 

   ２ 男子、女子混成が必要 

任務 １ 区民を安全な場所に誘導する。 

編成 １ 班長１～２名、班員若干名（実情に合った人員） 

   ２ 男子、女子混成が必要 

任務 １ 負傷者の救出救護、医療機関への搬送 

２ 給食・給水活動 

指導・情報班 

初期消火班 

避難誘導班 

救護・給食班 

第 
 

 

分
隊
長 
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⑶  自主防災組織の規約 

自主防災組織を運営していくうえで基本的な事項については、規約を設けて明確にします。 

 

６ 自主防災組織の活動基準 

⑴  平常時の活動 

ア 防災知識の普及 

災害への備えと災害時に的確な行動がとれるよう、集会等を利用して防災に対する正しい知識の

普及を図ります。 

イ 防災訓練の実施 

災害発生時に備えて日頃から繰り返し訓練を実施し、防災活動に必要な知識及び技術を習得しま

す。訓練の種類は、情報収集伝達訓練、消火訓練、津波避難訓練、救出救護訓練、炊き出し訓練及

び総合防災訓練とし、地域の特質を考慮した内容で実施します。 

ウ 防災点検の実施 

家庭及び地域において、期日を定めて一斉に防災点検を実施します。 

エ 一時避難場所、避難地、避難所、避難路の確認をします。 

⑵  災害時の活動 

ア 情報の収集伝達 

市及び他の公的機関からの情報を地域内住民に的確に伝達し、市民の不安感を取り除くとともに、

地域内に発生した被害の状況を市等に報告し、的確な応急活動を実施します。 

特に、避難行動要支援者には避難行動要支援者支援マニュアルに基づき的確に伝達できる体制の整

備に努めます。 

このため、あらかじめ以下の事項を定めておきます。 

(ｱ)  連絡をとる防災関係機関 

(ｲ)  防災関係機関との連絡手段 

(ｳ)  地域住民に連絡するルートと責任者 

イ 出火防止及び初期消火 

家庭に対しては、火の元の始末を呼び掛け、火災が発生した場合は相互に協力して初期消火に努

めます。 

ウ 救出救護活動の実施 

がけ崩れ、建物の倒壊等で負傷者が発生した時は、速やかに 119番通報し、到着までの間には救

出活動を実施します。 

負傷者に対しては、応急手当てを実施するとともに医師の手当てを必要とする場合は、救護所へ

搬送します。 

エ 避難の実施 

避難勧告等が発令されたときは、地域内住民に対し周知徹底を図り、迅速に避難場所へ誘導しま

す。 

避難の実施に際しては、次のことに留意します。 

(ｱ) 責任者は、火災、落下物、危険物、がけ崩れ等がないか確認しながら誘導します。避難路は、

あらかじめ検討しておいた避難路によることを原則としますが、状況に応じ適切な判断により、

より安全なルートを選択します。 

(ｲ) 携帯品は、必要最小限の物とするよう指導します。 

(ｳ) 避難行動要支援者に対しては、他の地域住民の協力を要請し、円滑に実施されるように配慮し

ます。 

オ 給食、物資の配布 

避難所等において援助を必要とする者がある場合は、必要品目、必要数の把握、自主調達、市民

への配布を行い、市の実施する救援活動に協力します。 
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第 17 節 災害救援ボランティア活動の充実強化 
 

[現状] 

○ 阪神・淡路大震災では、多くのボランティアやボランティア団体が活発に活動し、ボランティア活

動の重要性が社会に再認識され、その後発生した東日本大震災などの大災害においても、災害救援を

行うボランティア活動は、被災地の人々の生活再建などに貢献してきました。 

○ 県内では、大規模地震等の災害の発生に備えて、「特定非営利活動法人神奈川災害救援ボランティ

アネットワーク」をはじめ、多くのボランティア団体が活動しています。 

  

[課題] 

○ 大規模地震等の災害時には、全国から多くのボランティアや NPO、NGO が被災地支援に駆けつけま

すが、迅速な受入体制の整備、被災地の細かなニーズの把握、一般ボランティアと専門ボランティア・

NPO・企業等との連携強化、育成したボランティアの活用、ボランティア団体の活動に必要な資機材・

活動資金の確保等が課題となります。 

○  ボランティアについては、自主性に基づきその支援力を向上し、地方公共団体、住民、他の支援団

体と連携・協働して活動できる環境の整備が必要です。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、地域の実情に応じて、平常時から、災害救援ボランティア団体や地域住民等との連携の促進

を図ります。 

○ 市は、災害時における市民ボランティア活動及び他都市からの救援ボランティアの受入れ等を目的

に、三浦市社会福祉協議会と「災害時におけるボランティア活動等に関する協定」を締結し、各種災

害救援ボランティア団体の活動拠点となる、災害救援ボランティアセンターを三浦市社会福祉協議会

安心館に設置することを位置付けています。 

○ 県及び市は、ボランティアの活動環境として、行政・NPO・ボランティア等の三者で連携し，平常

時の登録、研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防

災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保，被災者ニーズ等の情報提供方策等について整

備を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じ

て推進するものとします。 

○ 市は、社会福祉協議会、NPO等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤

去等に係る連絡体制を構築し、地域住民やNPO・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等

に係る広報・周知を進めることで，防災ボランティア活動の環境整備に努めます。 

 

[主な事業] 

１ 災害救援ボランティア受入体制の整備 

⑴  市は、三浦市社会福祉協議会の協力のもと、災害救援ボランティアセンターを開設し、災害救援ボ

ランティアの受入体制及び活動環境の整備、ボランティアニーズの把握及び各ボランティア団体への

情報提供等について定めます。 

⑵  市は、県との協力のもと、災害時にボランティアの活動拠点となる場所や必要な資機材の確保に対

する便宜の提供に努めます。 

 

２ ネットワークづくりの推進 

市は、平常時から、災害救援ボランティア団体や地域住民等との協働による災害救援ボランティアセ

ンターの設置・運営の訓練の実施等を通じて、災害時を想定した連携協力体制づくりに努めます。 

 

３ 人材の育成と活用 

市は、災害時にボランティアが円滑に活動できるよう、平常時における登録、研修、災害時における

活動の受入窓口、その活動の調整方法等の体制整備を図ります。 

 

４ マニュアルの作成等 

⑴  市は、大規模地震等の災害時に、県内外から駆けつける多くのボランティアを円滑に受入れ、効果

的な支援活動が展開できるよう、社会福祉協議会等と協働して、災害時におけるボランティアセンタ

ーの運営等に関するマニュアル等の作成に努めます。 
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⑵  また、市は、ボランティア団体や社会福祉協議会等と連携した防災訓練の実施に努めます。 



79 

 

第 18 節 防災知識の普及 

 

[現状] 

○ 市は、防災講演会・総合防災訓練の開催、各地区の防災訓練等における防災講座の実施、各種普及

啓発資料の作成・配布等を通じて、市民に対する防災知識の普及を図っています。 

○ 市内事業者等に対しては、自衛消防組織等の整備など、企業防災についての啓発を行ってきました。 

 

[課題] 

○ 東日本大震災では、これまでの想定を超える津波が発生し、大きな被害が発生しましたが、一方で、

適切な避難行動をとることにより被害を防止又は軽減できた事例もみられました。強い揺れや長い揺

れを感じた場合には迷うことなく迅速かつ自主的に避難するなど、津波発生時の避難行動等に関する

知識の普及啓発が必要です。 

○ また、平成 28年熊本地震では、強い揺れが連続して発生し余震も長く続くことで、多くの建物が倒

壊や破損したため、建物の耐震化の啓発が必要です。また、揺れへの恐怖から車中避難した方にエコ

ノミークラス症候群による死者が発生したため、避難生活を行う上での健康管理に関する知識の普及

啓発も必要です。 

○ 東日本大震災が発生した際には、首都圏では、ターミナル駅周辺などで多数の帰宅困難者が発生し

ましたが、こうした帰宅困難者の発生を抑制するためには、平常時から、「むやみに移動を開始しな

い」という基本原則の周知と、従業員が会社に留まるための環境整備が必要です。 

○ 大規模地震等の災害時においては、公助による応急活動に限界があり、｢自助｣・「共助」による対

応が重要となることから、市は、様々な機会を通じて防災知識の普及に努め、市民の防災意識の向上

を図ることが必要です。 

○ 市及び防災関係機関の職員に対する計画的かつ継続的な研修を通じて、平常時から災害時における

業務の習熟を図ることが必要です。 

○ 事業所の自主防災の徹底を図るとともに、社会福祉、医療施設など、防災上重要な施設の管理者に

対する防災意識の向上を図ることが必要です。 

○  過去の災害の教訓を踏まえ、全ての市民が災害から自らの命を守るためには、一人一人が確実に避

難できるようになることが必要です。このため、地域の関係者の連携の下、居住地、職場、学校等に

おいて、地域の災害リスクや自分は災害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）等の必要な知

識を教える実践的な防災教育や避難訓練を実施する必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市民の一人ひとりが「自らの身は、自ら守る。皆のまちは、皆で守る」という「自助」・「共助｣の

考え方を持つことが大切であるため、市は、あらゆる機会を通じてこうした自主防災思想の向上に県

とともに努めます。 

○ 市及び防災関係機関は、職員に対して災害時における役割、行動についてより一層の周知徹底を図

ります。 

○ 市は、事業所の自主防災体制整備についての周知徹底を図るとともに、危険物施設従事者や福祉施

設や医療施設の職員等に対する防災研修を進め、防災対策の充実を図ります。 

○ 県及び市は、「自らの命は自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行

動等についての住民の理解を促進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提と

し、住民主体の取組を支援・強化することにより、社会全体としての防災意識の向上を図ります。 

 

[主な事業]、 

１ 市民への防災知識の普及 

⑴  市民への防災知識の普及 

   ア  市は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大災害に関する

調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般に

閲覧できるよう公開に努めます。また、国土地理院関東地方測量部と連携して、自然災害伝承碑（災

害に関する石碑やモニュメント等）の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めます。 

イ 市は、防災週間や防災関連行事等を通じ、住民に対し、災害時のシミュレーション結果等を示し

ながらその危険性を周知するとともに、以下の事項について普及啓発を図ります。 

・警報等発表時や緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難の発令時にとるべき行動 
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・避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正常性バイア

ス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動をとること 

・指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅や職場、ホテル・旅館等の避難場所、避難経路等の確認 

・様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害時にとるべき行動、避難場所や避難所で

の行動 

・災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取決め等）について、あらかじめ決めて

おくこと 

・広域避難の実効性を確保するための、通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

・家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影するなど、生活の再建に資

する行動 

⑵  家庭における身近な防災対策等の普及 

ア  市は、県や防災関係機関と協力して、市民自らが実施する防災対策として、最低３日分、推奨１

週間分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー、マスク、消毒液、体温計やスマートフ

ォンや携帯電話用の充電器やモバイルバッテリー等の備蓄、非常持出品(救急箱、常備薬、お薬手帳、

懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備、耐震補強、家具・ブロック塀等の転倒防止、自動車へのこま

めな満タン給油、エレベーターにおける閉じ込め防止対策、窓ガラスの飛散防止等の実施、消火器、

感震ブレーカー等の設置、エレベーター停止時に備えたエレベーター内への物資の備蓄や孤立化に

備えた自主防災の仕組みづくり、風呂への水の確保、住宅用火災警報器の設置等火災予防対策、災

害時の家族の連絡体制、行動についてのルールづくり、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備

え等、家庭での予防・安全対策・災害時行動について周知徹底を図ります。 

イ 市は、地域の防災的見地からの防災アセスメント(※１)を行い、地域住民の適切な避難や防災活

動に資する防災マップ、地震時の行動マニュアル等をわかりやすく作成し、住民等に配布するとと

もに、研修を実施するなど防災知識の普及啓発に努めます。 

ウ  市及び県は、地震等による被災者の生活安定に寄与することを目的とした公的保険制度である地

震保険について、その制度の普及促進に努めます。 

 

※１ 災害誘因(地震、台風、豪雨等)、災害素因(急傾斜地、軟弱地盤、危険物施設の集中地域等)、

災害履歴、土地利用の変遷などを考慮して総合的かつ科学的に地域の災害危険性を把握する作業 

 

⑶  津波防災に関する普及啓発 

ア 市は、津波浸水想定を踏まえた、避難地案内板の設置に努めます。 

イ  市は、津波浸水想定及び津波ハザードマップ作成の手引きを踏まえて、津波ハザードマップを作

成し、住民等へ継続的に周知を図ります。また、県は、市によるハザードマップの作成を支援しま

す。 

ウ  市は、津波ハザードマップが住民等の避難に有効に活用されるよう、その内容を十分検討します。

また、県及び市は、津波浸水想定や津波ハザードマップの土地取引における活用等を通じて、その

内容を理解してもらうよう努めます。 

エ 市は、津波による人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が基本となることを踏まえて、

国からの指示が発せられた場合等に的確な判断に基づいた行動ができるよう、津波警報等、避難指

示、津波浸水想定の数値等の意味や内容、徒歩避難の原則、防災に関する様々な動向や各種データ

等について、各種媒体を活用し住民等にわかりやすく継続的に周知します。特に「津波防災の日」

(11月5日)においては、積極的に広報を実施します。 

⑷  液状化対策及び耐震診断、耐震改修等の普及啓発 

ア 市は、市民の耐震相談に的確に対応できるよう、県や建築関係団体との連携を図りながら、耐震

相談コーナーを充実、強化するとともに、耐震診断、耐震改修についての普及啓発を図ります。 

イ 市は、住宅性能表示制度の普及啓発に努めます。 

⑸ 高層住宅等における防災対策の周知 

市は、高層マンションをはじめとした高層建築物の居住者に対し、長周期地震動への備えとして家

具の転倒防止やガラスの飛散防止、エレベーター停止時に備えたエレベーター内への物資の備蓄や孤

立化に備えた自主防災の仕組みづくりなどの防災対策について、普及啓発を行います。 

⑹ 帰宅困難者に関する普及啓発 

市は、大規模地震発生直後においては、救助・救急、消火及び緊急輸送などの応急活動を迅速に行

う必要があることから、帰宅困難者の発生を抑制するため｢むやみに移動しない｣という基本原則の市

民、事業所、学校、関係団体などへの周知を図り、対応の徹底を促します。 
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⑺  自主的な防災活動の普及 

市は、災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動普及のため、「防災とボランティア

の日」(１月 17日)及び「防災とボランティア週間」(１月 15日～１月 21 日)において、県、防災関係

機関と協力して講演会等の行事を実施します。 

⑻  南海トラフ地震対策の普及啓発 

市は、南海トラフ臨時情報（調査中）、南海トラフ臨時情報（巨大地震注意）、南海トラフ臨時情

報（巨大地震警戒）等の内容、予想される震度・津波に関する知識、南海トラフ地震に関連する情報

や緊急地震速報等が出された場合あるいは地震発生時にとるべき行動、正確な情報の入手方法、津波・

がけ崩れ等の危険地域、避難地・避難路、備蓄や家具の転倒防止対策、住宅の耐震診断・耐震補強等

についての普及啓発に努めます。 

 

２  事業所等の防災体制の確立等 

⑴  事業所は、災害時の事業所の果たす役割(生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢

献・地域との共生)を十分に認識し、各事業所において災害時に重要業務を継続するための事業継続計

画（BCP）を策定・運用するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化・

耐浪化、予測被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等重要なライフラインの

供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するな

どの防災活動の推進に努めます。 

⑵ 社会福祉施設等の管理者は、介護保険法等の事業法等に基づき、自然災害からの避難を含む非常災

害に関する具体的計画を作成するものとします。また、入所者のケアなど災害時でも業務を中断する

ことができないことから、業務継続計画（BCP）の作成に努めます。 

⑶  市は、災害時における来客、従業員に対する安全確保、地域防災活動への協力、さらには経済活動

の維持等を目標とした事業所ごとの防災マニュアルや業務継続計画（BCP）の作成、施設及び設備の耐

震化や機能の分散化、防災資機材や食料等の備蓄など防災体制の確立、各種訓練の実施を地域の経済

団体と協力して周知・徹底します。 

 

３  学校、社会福祉施設等における防災教育の推進 

⑴ 小・中学校は、防災教育指導資料や津波防災に関する指導資料等を活用し、防災教育を進めます。 

⑵ 社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や利用者に対して、地震災害等に関する基礎知識や災害時

対応について、理解や関心を深めるため、防災教育を推進します。 

 

４  職員に対する研修 

⑴ 市は、職員に対して、災害時における参集、配備及び応急活動における役割等を周知するとともに、

専門的知見を有する防災担当職員の確保及び育成を図るため、防災研修、防災講演会等により防災教

育を行います。 

⑵ 市は、災害時に感染症が発生した場合の対応について、職員に対して様々な被災場面を想定した研

修等を実施します。 
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第 19 節 防災訓練の実施 
 

[現状] 

○ 市は、大規模地震等の発生を想定して、毎年、防災関係機関及び市民その他関係団体の協力を得て、

通信、参集、本部運営、消防、災害警備、避難、救助、応急復旧等さまざまな形態の個別訓練を基礎

とした各種の訓練を総合的に実施しています。 

○ 市は、災害時応急活動を迅速かつ的確に行うため、南海トラフ地震に関連する情報の発表や警戒宣

言の発令、大規模地震災害の発生等を想定した各種対策本部の運営訓練や職員の緊急参集訓練、津波

対策訓練、防災気象情報等の情報受伝達訓練及び図上訓練等を実施しています。 

○ 市は、通年、自主防災組織や防災関係機関等と連携し、地域密着型の防災訓練を実施しています。 

 

[課題] 

○ 様々な災害や地域の特性を想定した多様で実践的な訓練を実施し、地域住民の主体的な参加を求め

るとともに、市、県、防災関係機関、事業所、地域住民、NPO・ボランティア等の連携により防災力の

向上を図る必要があります。 

○ 高齢者、障害者等に配慮した防災訓練を実施し、災害時における高齢者、障害者等の安全が確保さ

れる体制づくりが必要です。 

○ 国のプッシュ型支援や応急対策職員派遣制度の定着化、災害救助法の改正を受けて策定した資源配

分計画に基づく配分調整など、新たな動向に対応できるよう、防災関係機関の活動支援や物資の受入

調整等、現地災害対策本部の新たな役割を踏まえた訓練や、災害対策本部の運営訓練の充実により、

対応力を強化する必要があります。 

○ 複合災害など、多様な場面を想定した職員の緊急参集訓練、図上訓練等を積み重ね、職員の防災業

務に対する習熟を図る必要があります。 

○ 各種防災訓練の成果を着実に蓄積するには、訓練目的の明確化や目的達成に必要な具体的な訓練実

施項目の設定など適切な訓練の管理を行うとともに、市災害対策本部と県災害対策本部、県現地災害

対策本部との連携を図ることも大切になります。 

○ 大規模地震等発生時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携して、実践型の防災訓練

を実施するよう努める必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、地域防災計画の習熟、防災関係機関との連携強化及び情報の共有化、さらには事業所、市民

の防災意識の向上等を図るため、大規模地震を想定した防災訓練を実施します。また、新型コロナウ

イルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した

避難所開設・運営訓練を積極的に実施します。 

○ 市は、夜間等様々な条件を想定し、地域や職場、学校等と協調した、きめ細やかな訓練を定期的に

実施するとともに、関係機関の訓練とも協調し、地震発生時の避難行動、基本的な防災用資機材の操

作方法等の習熟を図ります。 

○ 市は、災害時における迅速、的確な災害対策本部活動を実施するため、その意思決定から現地での

救助、救援など一連の応急活動を対象とした総合防災訓練を実施します。 

また、過去の災害対応の教訓の共有を図り、各地域における発生の可能性の高い災害を想定した訓

練、地域防災計画、各種マニュアル、応援協定や地域の防災関係施設の有効性の検証を目的とした訓

練など、実践的な訓練の実施により地域住民や防災関係機関の対応能力の向上を図ります。 

○ 市は、明確な訓練目的と具体的な訓練実施項目の設定、訓練目的達成のための実践的、合理的な訓

練実施要領の作成、確実な訓練実施結果の分析と次期訓練への反映、訓練基盤の整備など、適切な訓

練の管理及び着実な成果の蓄積により防災力の向上を図ります。 

○ 市は、応援機関とともに訓練を実施し、広域応援体制の在り方の検証を図っていきます。 

 

[主な事業]   

１ 多様な訓練の実施 

⑴  市は、地震被害想定調査の結果や地域の実情を踏まえ、大規模地震等の災害を想定した広域防災訓

練や市域・コミュニティレベルで、大規模火災や津波など多様な場面を想定した防災訓練を実施しま

す。また、不特定かつ多数の者が利用する施設等の防災訓練、被災時の男女のニーズの違いや要配慮

者等の多様な視点などに十分配慮した防災訓練や避難訓練を実施します。 
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⑵  市及び防災関係機関は、様々な場面を想定した災害対策本部の運営訓練、情報受伝達訓練、職員の

緊急参集訓練や図上訓練を重ね、非常時に臨機応変に対応できるよう努めます。 

 

２ 実践的な訓練の実施 

市及び防災関係機関は、積極的かつ継続的に防災訓練を実施します。実施に当たっては、訓練の目的

を設定した上で、地震・津波やその被害の想定を明らかにするとともに、あらかじめ設定した訓練効果

が得られるように訓練参加者、使用する器材及び実施時間等の訓練環境などについて具体的な設定を行

い、避難所設置訓練や避難行動要支援者にも参加してもらうなど災害時を想定した実動訓練や参加者自

身の判断も求められる内容を盛り込むなど実践的な訓練となるよう努めます。 

   また、訓練後には、訓練成果を取りまとめ、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うと

ともに、次回の訓練に反映させるよう努めます。 

 

３ 広域応援機関と連携した訓練の実施 

市は、県及び横須賀市消防局と協調して緊急消防援助隊の対応訓練を実施します。 

 

４  地域特性に応じた訓練の実施 

⑴  市及び県は、津波情報伝達訓練、避難訓練、海上からの救出・救助訓練等を県警察、自衛隊、第三

管区海上保安本部や民間の救護組織と連携して実施します。 

⑵  市は、関係機関の協力を得て、帰宅困難者用の一時滞在施設の迅速な開設、開設状況の広報、運営

管理のための訓練を実施します。 

⑶  市は、特に災害発生時の初期対応の徹底を図るため、自主防災組織育成基本方針に定める情報収集・

伝達、避難、救出救護、消火訓練を重点的に実施します。 
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第 20 節 災害救助実施体制の充実 
 

【現状】 

○ 避難所運営や救援物資の提供などの災害救助は、災害対策基本法に基づき、基本的には市町村が主

体となって実施しますが、被害が複数市町村にまたがるような大規模地震等の災害が発生した場合

は、県が災害救助法を適用し、県が救助の実施主体となり、市町村は県の補助機関として、又は県が

事務委任をして、市町村が救助を実施する体制となります。 

○ 県は災害時に市町村と連携して円滑に災害救助が実施できるよう、平成 30 年 11 月に、市町村へ

の事務委任に関する事前の取決めを策定し、県が行う事務、市町村に委任する事務を明確にしまし

た。 

 

 

【災害救助事務の委任に関する事前の取決め】 

救助の内容 実施機関 

１ 避難所の設置 市町村 

２ 応急仮設住宅の供与 県・市町村 

３ 炊き出しその他による食品の供与 市町村 

４ 飲料水の供与 市町村 

５ 被服、寝具その生活必需品の供与、貸与 市町村 

６ 医療、助産 県・市町村 

７ 被災者の救出 市町村 

８ 被災した住宅の応急修理 市町村 

９ 学用品の供与 市町村 

10 埋葬 市町村 

11 死体の捜索 市町村 

12 障害物の除去 市町村 

※上記を基本に、災害の規模・態様及び地域の特性等により、委任する事務の範囲を調整する。 

 

 

○ 平成 30年６月、災害救助法が改正され、内閣総理大臣の指定により政令指定都市が、救助実施市

として救助の実施主体となれることとなり、県の３つの政令指定都市は、平成 31年４月、救助実施

市に指定されました。 

○ 救助の実施主体が複数になることで、県内で公平な救助を実施することが課題となるため、同法改

正で、適切で円滑な救助を実施するため、県が救助実施市や関係機関との広域調整を行うことが明記

されました。 

○ 県はこの法改正を受け、平成 30 年 12 月に、県の広域調整の下で災害救助を実施するための資源

配分計画を、全国に先駆けて策定し、本計画に基づき災害救助を実施することに関して、３政令指定

都市と覚書を締結しました。 

○ 資源配分計画では、県の地震被害想定に基づく資源配分の目安や、災害対策本部に資源配分連絡調

整チームを設置して配分調整を行うこと、災害救助に係る連絡会議を設置し、平時から関係機関の連

携を確保することなどを定めています。 

○ なお、医療や応急仮設住宅など、資源配分のための個別計画がある分野は、それぞれの計画に従い

対応します。応急仮設住宅に関しては、平成 30 年 12月に、応急仮設住宅に関する資源配分計画を策

定しています。 

○ 応急仮設住宅に関する資源配分計画では、資源配分の対象、資源の事前配分、建設型応急仮設住宅

の設置計画の事務オペレーション、特別基準の協議などについて定めています。 
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○ 建設型応急仮設住宅の事前配分では、発災後速やかに建設に着手するため、関係団体において発災

１ヵ月後までに供給可能な建設戸数について、人口割合に応じた配分戸数を設定しています。 

○ 令和３年５月、災害救助法が改正され、これまで適用できなかった災害が発生する前段階において

も、非常災害等が発生するおそれがある段階で国の災害対策本部が設置される場合には、災害救助法

の適用が可能となり、県が避難所の供与を実施することができるようになりました。 

 

【課題】 

○ 大規模地震等の災害時、円滑に災害救助を実施するためには、資源配分計画に基づき、県の広域調

整権のもとで、救助実施市、国、物資の供給や輸送、保管などを担う民間団体と連携して対処するこ

とが重要であり、そのための連携体制を平時から確保しておく必要があります。 

○ 県は、救助実施市以外の市町村に対し、事務委任の事前の取決めに基づく救助の実施体制を確保す

るほか、県と救助実施市が連携して市町村を支援する体制を整える必要があります。 

○ 県は、市町村支援の体制強化として、市町村の被災状況や支援ニーズを迅速に把握し、県内外から

の応援につなげるための県の体制を充実させる必要があります。 

○ 災害救助の実務について、県、市町村職員の対応力を強化する必要があります。 

 

【取組の方向】 

○ 市は、災害救助に係る連絡会議等を通じて、県や救助実施市、物資や応急仮設住宅の供給、輸送、

保管を担う事業者、医療関係団体などとの顔の見える関係づくりに取り組みます。 

○ 県は、災害対策本部に設置する資源配分連絡調整チームの運営や市町村への応援活動が円滑にい

くよう、運営マニュアルの整備・充実を図り、研修や訓練を充実させます。 

○ 県は、被災市町村に近い現地災害対策本部が災害対策本部を補完することで一元的に情報収集を

行う体制の充実を進めます。 

○ 県は、災害救助の実務や各救助内容の専門的な知識やノウハウの習得を図るための県・市町村職員

向けの研修の充実を図ります。 

 

【主な事業】 

１ 関係機関との連携確保 

⑴ 市は、物資等の供給や輸送、保管等に関して、民間団体等との協定の充実を進めます。 

⑵ 市は災害救助に係る連絡会議や、県や救助実施市、協定事業者が連携した研究会等を通じ、連携体

制の一層の強化を図ります。 

 

２ 災害救助の運用体制の充実 

市は災害救助の事務手続や、避難所や物資拠点の運営など、県が実施する災害救助の実務に関する研

修に参加し、市職員の対応力強化を図ります。 
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第４章 災害時の応急活動対策 

 

○ 大規模な地震災害が発生した場合、発災直後の応急対策活動を適切に実施するため、被害規模等の

概括的な情報をいち早く把握することが、その後の応急対策を効果的に実施するために不可欠です。 

市は、様々な種類の通信手段を活用することはもちろんのこと、市の情報連絡員等からの情報を収

集することにより被害の規模や程度を推定し、その情報に基づき災害対策本部の設置をはじめ、国、

県、防災関係機関の協力や支援を受け、速やかに応急対策を進めます。 

○ また、市民や事業所等が適切な行動をとるためには、地震や津波に関する情報や交通情報等の情報

が必要となります。そのため、市は、県や関係機関等と連携し、必要な情報の迅速な提供に努めます。 

○ 発災当初の 72時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏まえ、人命救助

及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分するものとします。 

○ 応急対策活動の実施に当たっては、市民の生命・身体の安全を守ることを最優先に、災害の拡大や

再発といった二次災害の防止や救助・救急、消火及び医療救護活動を進めます。また避難所の設置等

の避難対策、食料、水等の確保対策等の生活支援対策を進めるとともに、そのための条件としての交

通確保対策を県と共同して進めます。 

ライフラインの応急復旧活動、さらに被災地の社会的混乱や心理的動揺の防止に向けて、正確な情

報の提供や災害相談の実施等、時間経過に沿った対策を進めます。 

○ なお、巨大地震が発生した場合、甚大かつ広域的な被害が予想されると同時に、これまでの大災害

で経験したような広域的な停電や断水の発生、防災拠点の被災、行政機能の喪失、交通インフラの被

災による応急対策活動への支障の発生、ガソリン等の燃料を含む各種物資の著しい不足などを含め、

事前の想定を超える事態が発生するおそれがあることを十分留意しつつ、災害応急対策を行います。 
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第１節 災害対策本部等の設置 
 

本市域に、地震に伴う多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を迅速・的確に行う

ため、次により活動体制の確立を図ります。 

 

１ 初動体制 

突発的に発生する地震災害に的確な対応をするためには、市をはじめとする防災関係機関の素早い対

応が、その後の応急対策の実施にとって重要なものとなるため、災害対策本部体制が整うまでの間の体

制を初動体制と位置づけ、次により行動します。 

初動体制の発動は、災害対策本部設置基準に準じて発動し、災害対策本部の設置をもって終了します。 

 

⑴  勤務時間内の体制 

地震が発生した場合には、防災部局が、県くらし安全防災局、三崎警察署及びその他の機関との情

報連絡を行って、情報を収集・分析し、市長に報告、配備体制について具申します。 

気象庁が相模湾・三浦半島予報区に津波注意報、津波警報又は大津波警報を発表した場合には、直

ちに沿岸住民に対する避難指示の発令及び関係機関に対する伝達を行います。 

 
 
 
 
⑵  夜間・休日の体制     

地震が発生した場合には、防災部局は市関係幹部に連絡するとともに、三崎警察署及びその他の機

関との情報連絡を行って、情報を収集・分析し、市長に報告、配備体制について具申します。 

気象庁が相模湾・三浦半島予報区に津波注意報、津波警報又は大津波警報を発表した場合には、直

ちに沿岸住民に対する避難指示の発令及び関係機関に対する伝達を行います。 

 
 
 
 
２ 災害対策本部 

市長は、地震災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合、その地域に係る災害応急対策を実施

するため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23条の 2の規定に基づき、三浦市災害対策本部(以下

「災害対策本部」という)を設置します。 
 

重要意思決定 

(意思決定者） 

活動責任者   市  長 

活動責任者不在 → 副市長 → 防災危機対策室長 

 

⑴  災害対策本部の設置 

ア 災害対策本部は、次の基準のいずれかを満たした揚合に、市長が設置します。 
 

災害対策本部設置の基準 

１ 市域に震度５強以上の地震が起きたことが発表されたとき。 

２ 相模湾・三浦半島予報区に大津波警報が発表されたとき。 

３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたとき。 

４ その他市長が災害対策本部の設置を必要と認めるとき。 

 

イ 市長は、災害対策本部を設置した場合には、直ちに県知事及び関係機関に通知するとともに、市

庁舎にその旨の掲示を行います。また、災害対策本部の設置の事実を遅滞なく報道機関を通じて発

表します。 

⑵  災害対策本部の設置場所 

災害対策本部は、特別の場合を除き横須賀市三浦消防署会議室に設置します。 

 

⑶  災害対策本部の廃止 

ア 市長は、災害の危険が無くなった場合、又は災害発生後における措置が概ね完了したと認める場

合、災害対策本部を廃止します。 

重要意思決定 

(意思決定者 ） 

活動責任者     市 長 

活動責任者不在 →副市長 → 防災危機対策室長 

重要意思決定 

(意思決定者） 

  活動責任者   市 長 

活動責任者不在 → 副市長 → 防災危機対策室長 
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イ 市長は、災害対策本部を廃止した場合には、直ちに県知事及び関係機関に連絡するとともに報道

機関を通じて発表します。 

ウ 市長は、災害対策本部の廃止後、引き続き防災対策の実施が必要な場合、災害対策本部に準じて

その対策を実施するものとします。この場合の体制は、災害対策本部廃止後の対応体制によります。 

⑷ 災害対策本部組織 

ア 組織及び事務分掌 

災害対策本部の組織及び事務分掌は、「三浦市災害対策本部条例（昭和39年三浦市条例第12号）」、

「三浦市災害対策本部要綱（昭和 39年本部長訓令第１号）」に定めるところによります。 

イ 災害対策本部会議の開催 

災害発生のおそれのある場合、又は災害が発生した場合の対策を協議するため、災害対策本部会

議を開催します。災害対策本部会議の構成及び運営は「三浦市災害対策本部要綱」に定めるところ

によります。 

 

３ 職員の動員配備体制 

⑴  配備体制 

災害対策本部長は、職員の配備体制を決定したときは、直ちに各部の長等に通知します。また、各

部の長等は、あらかじめ定める配備計画に基づく配備体制をとります。 

【非常配備基準】 
 

区  分  動員する職員の範囲 

(警戒体制) 

1 号配備 

課長級以上の職にある職員とする。ただし、状況に応じて局地的災害への対策活動

の可能な職員を増員することができる。 

(準非常体制) 

２号配備 

主査級以上の職にある職員とする。ただし、状況に応じて局地的災害への対策活動

の可能な職員を増員することができる。 

(非常体制) 

３号配備 
全職員とする。 

 

⑵  配備人員 

各部・各班等における指令配備人員は、各部等の長が定める配備編成計画において、配備区分別に

定めます。 

⑶  職員の動員指令 

ア 指令者 

職員の動員指令は、本部長が実施します。 

イ 指令伝達系統 

(ｱ)  勤務時間内の伝達系統 

電話又は庁内放送で伝達します。 

 

 

(ｲ)  勤務時間以外の伝達系統 

防災情報メールや電話等の方法で伝達します。 

ａ 指名職員 

 

 

ｂ その他の職員 

 

 

 

 

 

４ 情報連絡員の派遣要請 

  市は、国土交通省関東地方整備局との間に「災害時の情報交換に関する協定（平成 23年８月 23日）」

を締結しており、必要に応じ、情報連絡員の派遣を要請します。 

 

各課長 各職員 

各対策部長 班長等 指名職員 本部長 

各課長 各職員 本部長 

本部長 

 

各部等の長 

各部等の長 
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５ 災害対策本部における災害応急活動の決定 

事前配備体制から移行して災害対策本部を設置した場合、事前配備体制において県くらし安全防災局、

三崎警察署、横須賀消防局、その他関係機関等から入手した情報等により、各種災害応急対策を検討し、

必要な措置を決定します。 

⑴  地震発生直後(初動期) 

ア 重要事項の決定 

(ｱ)  職員動員規模判断(非常配備基準に照らして判断)及び動員指令 

(ｲ)  津波危険地域等への避難指示の要否判断(発令基準に照らして即座に判断)及び決定 

(ｳ) 庁舎周辺等の被害情報を集約し、第１報を県に報告(被災者救援・人命危険関係情報の中間集約

結果に基づく対策協議) 

(ｴ)  広域応援要請の要否判断・広域応援要請(県に対する依頼) 

(ｵ)  自衛隊災害派遣要請の要否判断・自衛隊災害派遣要請(県に対する依頼) 

(ｶ)  被災者救護活動の準備指示・被災者救護活動を随時立ち上げ 

(ｷ)  防災基幹施設におけるライフラインの優先復旧を関係機関に要請 

(ｸ)  災害救助法適用の要否判断・災害救助法適用申請 

(ｹ)  その他の重要事項の決定 

⑵  地震発生直後から２時間以内(被害情報収集期) 

ア 情報管理(特に人命危険関係情報の収集・報告) 

(ｱ)  人命危険関係情報の収集開始 

人命に関わる建築物の被害状況及び火災、津波、土砂災害の発生状況、その他要救出現場等の

情報 

(ｲ)  津波・地震情報の把握 

テレビ、県防災行政通信網等を活用 

(ｳ)  本部運営部 (情報整理班)の設置 

住民等からの通報・要請等への対応(被災者救援・人命危険関係情報の中間集約) 

(ｴ)  集約結果の県への報告 

(ｵ)  住民等からの通報・要請内容を整理し、関係部署及び広報担当へ情報提供 

イ 人命救出活動、二次災害の防止 

(ｱ)  倒壊家屋等に取り残された者の救出活動開始 

救出隊の編成(消防団＋自主防災組織＋住民) 

(ｲ)  火災の発生防止（出火防止・初期消火・延焼防止） 

(ｳ)  災害警戒活動開始 

(ｴ)  救出用建設重機の手配・投入 

(ｵ)  二次災害防止のための活動 

ウ 広報 

(ｱ)  広報活動開始 

(ｲ)  津波危険地域住民への警戒呼び掛け広報及び避難誘導 

(ｳ)  住民等への活動喚起・行動指示 

・出火防止、初期消火の喚起・指示 

・倒壊家屋等に取り残された者の救出活動の喚起・指示 

・隣近所等の避難行動要支援者の安否確認の喚起・指示 

・転倒した LPガス容器の元栓閉栓の喚起・指示 

・混乱防止の呼び掛け 

・二次災害危険の予想される地域住民等への警戒呼び掛け 

(ｴ)  住民から被害状況等を収集し、必要な広報をマスコミ及びライフライン関係機関に要請 

(ｵ)  避難所の開設状況を広報 

(ｶ)  被災者救援活動の内容を広報 

(ｷ)  本部運営部 (情報整理班)から把握した状況を報道関係者等に随時情報提供 

エ 避難所の開設・運営 

(ｱ)  避難所の開設開始 

(ｲ)  住民・観光客等の避難所への収容 

(ｳ)  避難所運営体制の整備 

オ  要配慮者の保護・移送、医療救護 

(ｱ)  救護所開設開始 
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(ｲ)  要配慮者の保護 

(ｳ)  津波危険地域の要配慮者の移送(住民等による) 

(ｴ)  医療機関・施設の被害状況の把握 

(ｵ)  管内・外の医療可能機関等の把握と広報担当・住民・関係機関への伝達 

(ｶ)  医療班の編成準備(集団死傷事故現場への派遣準備) 

(ｷ)  後方搬送開始 

カ 重要道路応急復旧、交通規制 

(ｱ)  重要道路被害調査開始 

(ｲ)  建設業者との連絡調整(建設重機投入については、人命救助活動と調整) 

(ｳ)  重要道路応急復旧開始 

(ｴ)  迂回路設定準備 

(ｵ)  重要道路の交通規制開始 

キ 緊急救護活動 

(ｱ)  重要水道施設被害調査 

(ｲ)  死体の捜索・収容・処理の準備 

(ｳ)  緊急給水活動準備 

(ｴ)  緊急食料供給活動準備 

(ｵ)  緊急生活物資供給体制準備 

(ｶ)  輸送車両等の確保 

(ｷ)  災害救助法適用申請(倒壊家屋数、死者数から把握できる場合) 
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第２節 災害時情報の収集・伝達 
 

地震発生後、市は速やかに地震情報を収集・伝達するとともに、市及び防災関係機関は、被害情報及び

関係機関が実施する応急対策の措置状況を迅速に収集・伝達し、災害対策本部の設置等必要となる体制の

整備を進めます。 

 災害対策本部設置後、市及び防災関係機関は、被害規模等の情報の収集・伝達を行い、その情報に基づ

き事態の推移に合わせた災害応急活動を行います。 

 

１ 地震情報等の収集・伝達 

⑴  県内の震度情報は、震度情報ネットワークシステム(※１)により即時に把握できます。また、震源

や地震の規模、津波情報等を含めた地震情報等(※２)は気象庁から伝達されます。 

⑵  県内最大震度 4以上が観測された場合又は気象庁が津波予報区の東京湾若しくは相模湾・三浦半島

に津波注意報、津波警報若しくは大津波警報を発表した場合、県は防災行政通信網を通じて直ちに市

に伝達するとともに、災害情報管理システムによる被害情報の収集を開始し、市との情報の共有化を

図ります。 

   なお、市への津波注意報、又は津波警報の伝達は、NTTから伝達されるほか、全国瞬時警報システ

ム(J-ALERT)による情報配信も行われます。 

⑶  市は、全国瞬時警報システム(J-ALERT)などにより地震情報等を受理したときは、防災行政無線等

を通じて直ちに住民等に伝達するとともに、避難の勧告や指示等の措置を行います。 

⑷ 気象庁が、東京湾内湾又は相模湾・三浦半島に津波警報を発表した場合、緊急速報メールにより該

当する沿岸地域の対応端末（スマートフォン・携帯電話）に、津波避難に関する緊急情報が一斉に配

信され、県からも必要な情報を緊急速報メールで自動配信します。また、海岸利用者や沿岸部の道路

利用者に対し、津波情報盤や道路情報板により津波情報を伝達します。 

⑸ さらに、市は県と協力し、市が発信する避難指示等の緊急情報を、テレビやラジオ、ウェブサイト

などを通じて迅速に伝達するＬアラート（災害情報共有システム）(※３)を導入し、運用しています。 

 また、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等について、住民等が正確に理解できるわかりや

すい表現を用い、反復継続した周知に努めます。 

 

※１ 県内各地に配置した震度計からリアルタイムで震度情報を収集し、市町村ごとの震度を迅速に

把握するとともに、収集した地震情報を消防庁及び気象庁へ送信するシステム(三浦市の震度計は

旧市立三崎中学校校庭に設置) 

※２ 津波警報等（大津波警報、津波警報、津波注意報）及び震度速報、震源・震度に関する情報、各

地の震度に関する情報等の地震・津波に関する情報 

※３ 市町村が避難勧告などの緊急情報を登録するとそれが放送事業者、通信事業者等に通知され、

テレビやラジオ、ウェブサイトなどを通じて住民に迅速に伝達されるシステム。総務省が全国普

及を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

【県防災行政通信網の運用】 

１ 災害時の通信連絡 

気象予警報並びに災害時における災害情報の伝達及び被害情報の収集その他応急対策に必要な

指示、命令、応援要請等を県が行う際には、県主要機関、市町村及び防災関係機関に整備した県防

災行政通信網により行います。 

２ 県防災行政通信網の運用 

県防災行政通信網の運用は、「神奈川県防災行政通信網の運用及び管理に関する要綱」や「神奈川

県防災行政通信網の運用及び管理に関する要領」により行いますが、通信の種類と手段は次のとお

りです。 

    ⑴  通信の種類 

     ア  緊急通信  地震その他緊急の事態が発生したとき又は発生のおそれがある時に行う緊急を

要する通信 

     イ  一般通信   緊急通信以外の通信 

     ウ  一斉通信  複数の通信局に対して同時に一方的に行う通信 

      エ  個別通信  個別の通信局間で行う通信  

    ⑵  通信の手段 

      通信は、音声又はファクシミリにより行います。 

      

【災害情報管理システムの運用】 

１ 被害情報の収集・伝達 

      災害情報管理システムは、市町村や県の各機関と災害対策本部室をオンラインネットワークで結

び、災害発生時には、市町村が把握した被害情報を、災害発生当初の速報からその後の詳細な被害

内容まで、リアルタイムで県災害対策本部や他の防災関係機関で情報共有するためのシステムです。 

   これらの情報は、コンピュータ処理により必要な形に加工でき、こうした情報に基づき災害応急

対策を検討し、必要な措置を決定します。 

２ 災害情報管理システムの運用 

      災害情報管理システムの運用は、「神奈川県災害情報管理システム運営要綱」により行います。 

    利用できる情報は次のとおりです。 

    ⑴  防災基礎情報 (病院等の施設、道路、河川等の基礎的な情報) 

⑵  被害情報、被害復旧情報（道路被害・復旧、河川被害、学校被害等） 

⑶  応援要請情報、応急措置情報（自衛隊災害派遣要請、緊急消防援助隊派遣要請、各機関の応急

措置） 

⑷  災害状況資料（被害情報等を基に加工した災害状況資料） 
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２ 津波及び地震に関する情報の種類等 

津波及び地震に関する情報には次の種類があります。 

 
内    容 伝    達 

津 

波 

警 

報 

・ 

注 

意 

報 

大
津
波
警
報 

○予想される津波の高さ 

10ｍ超 

10ｍ 

５ｍ 

※巨大地震の場合の表現「巨大」 

○本市への連絡 

３項⑴の系統による。 

○本市の措置 

・各部局への連絡 

・防災行政無線、広報車、防災情報メール等による。 

住民への広報、避難指示 

・沿岸施設、事業所への連絡 
津
波
警
報 

○予想される津波の高さが高いところで１ｍ 

を超え、３ｍ以下の場合 

※巨大地震の場合の表現「高い」 

津
波
注
意
報 

○想される津波の高さが高いところで 0.2ｍ以

上１ｍ以下の場合であって、津波による災害

のおそれがある場合 

○本市への連絡 

３項⑵の系統による。 

○本市の措置 

・各部局への連絡 

・防災行政無線による広報 

津
波
情
報 

津波警報・注意報を発表した場合には、以下の 

内容を津波情報として発表 

・津波到達予想時刻・予想される津波の高さに 

関する情報 

・各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する 

情報 

・津波観測に関する情報 

・沖合の津波観測に関する情報 

○本市への連絡 

３項⑵の系統による。 

○本市の措置 

・各部局への連絡 

・防災行政無線による広報 

津
波
予
報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがな

い場合には、以下の内容を津波予報として発表 

・0.2ｍ未満の海面変動が予想されたとき 

・津波注意報解除後も海面変動が継続するとき 

 

○本市への連絡 

３項⑵の系統による。 

○本市の措置 

必要に応じ関係機関に連絡する。 

地
震
情
報 

地震発生後、新しいデータが入るに従い、以下 

の内容を地震情報として発表 

・遠地地震に関する情報 

・震度速報 

・震源に関する情報  

・震源・震度に関する情報 

・各地の震度に関する情報 

・地震回数に関する情報 

・遠地地震に関する情報 

・推計震度分布図 

○本市への連絡 

３項⑵の系統による。 

○本市の措置 

必要に応じ関係機関に連絡する。 
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３ 地震情報等の受理伝達系統図 
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４ 地震災害情報の収集及び連絡 

⑴  情報の収集 

ア 被害調査 

市は、災害対策本部組織に基づき、人員・車両等の資機材を活用して被害状況の調査を実施し、

被害状況を把握するとともに、災害対策本部において各方面からの情報を整理・集約して、防災関

係各機関に情報の提供を行います。 

イ 市民の通報 

災害が発生し、又は発生するおそれがある異常を発見した市民は、直ちに最寄りの市行政機関、

警察官又は海上保安官に通報するものとします。 

⑵  情報の報告 

地震災害発生後に調査収集した情報は、次の系統により報告するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶  情報収集事項 

災害の拡大防止、二次災害の防止措置をとるためには、どこでどのような被害が発生しているのか

を的確に把握することが最も重要なことであり、このために必要な次のような情報を収集するものと

します。なお被害状況は、「被害の分類認定基準」により調査するものとします。 

ア 津波警報、津波注意報が発表されている場合は、沿岸水位の状況 

イ 火災の発生状況、延焼状況 

ウ 急傾斜地の被災状況、崩壊危険性 

エ 救助を要する人的被害状況 

オ 建築物の被災状況 

カ 道路、鉄道の被災状況 

キ 避難の必要性、避難状況 

ク ライフラインの被災状況 

⑷ 地震発生直後の被害情報の収集及び連絡 

ア 市は、地震発生直後において、庁舎及びその周辺に関する概括的被害情報、ライフライン被害の

範囲等、被害の規模を推定するための関連情報の収集にあたります。 

イ  市は、人的被害の状況(行方不明者の数を含む)、建築物の被害状況及び火災、津波、土砂災害の

発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から

直ちに県災害情報管理システム等により県へ報告します。ただし、通信の途絶等により県に報告で

きない場合は、消防庁へ連絡します。特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等

に必要な情報であるため、県警察等関係機関が市内（海上を含む）で把握した行方不明者が、他の

市町村に住民登録を行っていることが判明した場合は、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行

者など住民登録の対象外の者は外務省）又は県に報告します。 

ウ 市その他の防災関係機関は、あらかじめ用意する通信設備等が使用できない場合は、通信可能な

地域まで伝令を派遣する等、あらゆる手段を尽くして報告するよう努めます。 

エ 市及び横須賀市消防局は、「火災・災害等即報要領」に基づき、交通機関の火災等特に迅速に消防

庁に報告すべき火災・災害等を覚知した場合は、直ちに消防庁に報告し、併せて県に報告します。 

オ 市は、被害情報及び災害応急対策等を県に報告できない状況が生じた場合には、消防庁に報告し

ます。 

カ  市は、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を県に報告します。また、県は自ら実施する応

急対策の活動状況等を市に連絡します。 

 

市民の通報 

神奈川県災害対策本部 

三浦市災害対策本部（防災担当） 

各機関 被害調査 

各部局 
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【消防庁への報告先】 

被害状況等の報告に係る消防庁への連絡先は次のとおりです。 

（NTT）回線  電  話  03-5253-7527（平日 9:30～18:15） 

                 03-5253-7777（上記以外） 

           F A X   03-5253-7537（平日 9:30～18:15） 

                 03-5253-7553（上記以外） 

（地域衛星通信ネットワーク）9－048－500－90－49013（平日 9:30～18:15） 

9－048－500－90－49101～2（上記以外） 

消防庁災害対策本部等連絡先 

（NTT）回線 電  話   03-5253-7510（長官・参謀室） 

          F A X     03-5253-7553（宿直室） 

 

 

５ 通信手段の確保  

市及び県は、災害発生時において、災害情報の連絡通信を確保するために各種の情報通信手段の機能

確認を行うとともに、障害が発生したときには、必要な要員を直ちに現場に配置して、速やかな通信の

復旧を図ります。 

⑴  災害時の通信連絡 

ア  市、県及び防災関係機関が行う災害に関する情報の伝達又は被害情報の収集報告、その他応急対

策に必要な指示、命令等は、原則として県防災行政通信網及び県災害情報管理システムにより速や

かに行います。 

イ 加入電話を使用する場合には、回線の状況により東日本電信電話（株）が指定した災害時優先電

話を利用します。 

また、通信の緊急度に応じ非常又は緊急通信として電気通信事業者や非常通信機関に通信を依頼

します。 

 

【東日本電信電話(株)の措置】 

     加入電話輻輳時の緊急通話の確保 

災害が発生した場合、又は通信の著しい輻輳が発生した場合等においては、通信不能地域を

なくすため、又は、重要通信の確保を図るための措置を行います。 

 

⑵ 各種通信施設の利用 

ア  非常通信の利用 

   市及び防災関係機関は、加入電話及び県防災行政通信網等が使用不能になった時は、あらかじめ

定める計画に基づき関東地方非常通信協議会の構成員の協力を得て、その所有する通信施設を利用

します。 

    イ 通信施設所有者等の相互協力 

通信施設の所有者又は管理者は、災害応急対策を円滑迅速に実施するため、相互の連携を密にし、

被害を受けた通信施設が行う通信業務の代行等の相互協力を行います。 

⑶  既設無線局の活用 

災害時の通信連絡の確保のため、既設無線局の活用を図ります。 

ア 市内通信系 

(ｱ) 三浦市防災行政無線 

統制卓（親局）から市内 100箇所の屋外拡声子局に送信して市内全域の広報通信手段を構築し

ています。 

【固定系（防災行政無線）の無線設備の概要】 

種 別 設置場所 

親局 

（送受信機・統制卓） 
横須賀市三浦消防署 

子 局 市内 100 箇所 
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(ｲ) 県防災行政通信網 

市役所と県水産技術センター、鎌倉保健福祉事務所三崎センター、県東部漁港事務所との有線

系及び衛星系回線を備えた通信網 

(ｳ) 警察無線 

無線中継所経由、三崎警察署無線局と移動局及び移動局相互間の通信系を構成 

(ｴ) 漁業無線 

県水産技術センターと在港漁船無線局との通信系 

(ｵ) 電力用 

東京電力パワーグリッド(株)横須賀制御所を基地局として車両移動車局との通信系 

(ｶ) 東日本電信電話(株)業務用無線装置 

非常災害時に備え、各地との通信途絶を防止するものとします。 

イ 市外通信系 

(ｱ) 県防災行政通信網 

市町村、県機関（県庁、地域県政総合センター、土木事務所等）、国機関、その他防災関係機

関を結ぶ有線系及び衛星系回線を備えた通信網を構成 

(ｲ) 非常用 

県水産技術センターと他県漁業無線局との間の主要無線 

(ｳ) 警察無線 

各無線中継所経由、所属移動局と県警察本部、県下警察署、所属移動局との間の通信系 

(ｴ) 電力用 

東京電力パワーグリッド(株)横須賀制御所を基地局として、車両移動局との通信系 

 

６ 災害広報の実施 

災害発生時には、被災住民をはじめとした市民等に対して、正確な情報を迅速に提供することにより

混乱の防止を図り、適切な判断による行動ができるようにする必要があります。 

市、県及び防災関係機関は、速やかに広報部門を設置し、連携して適切かつ迅速な広報活動を行いま

す。 

なお、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等は多様であることから、情報を提供する際には、

様々な媒体を活用するよう配慮します。特に、避難場所にいる被災者は情報を得る手段が限られている

ことから、被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも情報提供を行うなど適切に情報提供がな

されるよう努めます。 

⑴ 市の広報 

市は、所管区域内の防災関係機関と調整を図り、防災行政無線や広報車、自主防災組織との連携等

により、住民等に対して次の事項等について、広報します。 

ア 災害の状況に関すること 

イ 避難に関すること 

ウ 応急対策の活動状況に関すること 

エ その他住民生活に必要なこと 

⑵ 広報方法 

市は、次により広報活動を行います。 

ア ラジオ、テレビの利用 

災害対策の重要事項は必ず発表し、収集した情報は努めて公表します。また、報道機関の取材に

対しては積極的に協力します。 

イ 防災行政無線の利用 

防災行政無線を利用して情報提供を行います。 

ウ 広報車の利用 

必要と認める地域へ広報車を派遣して、音声及び印刷物の配布によって広報に努めます。 

エ インターネットの利用 

市ホームページ等を利用して情報提供を行います。 

⑶ 災害記録 

被災地などの状況を写真等の記録に残し、広報活動の資料とします。 
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第３節 救助・救急、消火及び医療救護活動 
 

地震発生後、市民の一人ひとりが、「自らの身は自ら守る」、「失火防止に努める」とともに、被災者の救

出・救護、消火活動を行い、災害の拡大防止に努めるものとします。 

また、市、県及び防災関係機関は、一体となって被災者の救助・救急、消火及び医療救護活動を行いま

す。なお、救助・救急、消火活動等を行う際には、安全確保に留意して活動を行うとともに、職員等の惨

事ストレス対策の実施に努めるものとします。 

 

１ 救助・救急、消火活動 

⑴  市民及び自主防災組織の役割 

ア 市民は、まず自身及び家族の身を守ることに最大限努め、かつ失火防止に努めます。 

イ 市民及び自主防災組織は、近隣において救出・救護を行うとともに、災害時の初期段階で消火活

動を行い、救助・救急、消火活動を実施する各機関に協力します。 

  ⑵  自衛消防隊の役割 

事業所等の自衛消防隊は、災害時の初期活動として事業所等内での救助・救急、消火活動を行うと

ともに、可能な限り救助・救急、消火活動を実施する各機関に協力します。 

⑶  市による救助・救急、消火活動 

ア  市は、被害情報を把握しながら被害の拡大防止を主眼に、地域の防災組織等と連携して救助・救

急活動を行います。特に被災地域の医療機関等が被災した場合は、医師会など関係機関の協力のも

と、｢広域災害・救急医療情報システム（EMIS）｣を活用して、広域的な救急活動を実施します。 

イ  消防団は、地域防災の中核として、地域の自主防災組織等と連携し、発災直後の初期消火や被災

者の救出・救護を行うとともに、横須賀市消防局と連携し、各種消防活動を行います。 

ウ  市及び横須賀市消防局は、消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に救助・救急、消火活動の

応援要請をするとともに、必要に応じ神奈川県内消防広域応援実施計画に基づく応援要請及び緊急

消防援助隊派遣要請などを行います。さらに、応援部隊の配置を迅速かつ円滑に実施し、被害の軽

減に努めます。なお、職員等の惨事ストレス対策として必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専

門家の派遣を要請します。 

エ 市は、大規模な災害のため自衛隊が派遣された場合、最重要防御地域等の優先順位を決め、迅速

に連絡します。 

オ 市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表され、政府から事前の準備行動等を行

う旨の指示があった場合、必要な準備等を行います。 

 

２ 医療救護活動 

⑴  医療機関による医療救護活動 

ア 市は、市立病院、市内医療機関及び三浦市医師会等の協力を得て医療救護活動を行います。 

イ 医療機関は、備蓄医療資材、医薬品等を活用し地域における医療救護活動に努めます。特に市立

病院は中核的役割を果たします。 

ウ 市は、医療救護活動の支援が必要な場合、鎌倉保健福祉事務所三崎センターに救護班の派遣要請

をするとともに、県は、原則として、要請に基づき災害拠点病院等に対し救護班の派遣を、神奈川

DMAT指定病院に対して神奈川 DMATの派遣を要請します。 

エ 市は、水道施設が被災した場合、医療機関に対し優先的な給水活動を行います。 

オ 市は、重篤者の迅速な搬送に際し、県に対して航空機等を活用した広域医療搬送を要請します。 

カ 被災医療機関は、医療施設、医療設備の応急復旧を実施し、必要に応じ、ライフライン事業者等

に速やかな応急復旧を要請します。 

キ 市及び県は、傷病者の輸送拠点におけるトリアージ及び救命措置等を行うために救護班及び神奈

川 DMATを確保します。 

⑵  救護所等の設置 

市は、迅速な医療救護活動を実施するため救護所等を設置できるよう、三浦市立病院・三浦市医師

会等と調整を行います。なお、状況に応じ横須賀・三浦地域災害医療対策会議に必要な支援を要請し

ます。 

⑶ 保健活動班の編成 

 避難所が開設された場合、避難所班と連携し、保健活動班を編成して避難所の巡回を行い、避難者

の健康状態の把握や健康管理、応急処置を行います。 
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 【医療救護活動体制】 

１ 医療救護対策 

市の災害発生時における医療救護を実施するための活動体制は、次のとおりとします。 

              

〔医療救護活動体系図〕 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療救護活動 

⑴   市 

ア 市は、三浦市医師会等の協力を得て救護班を編成し、災害の程度に即応した救護活動を行いま

す。また、市は、災害の程度により必要と認めた時は、県及びその他の関係機関に協力を要請し

ます。 

イ 救護班の業務内容 

(ｱ)  傷病者に対する応急措置 

(ｲ)  後方医療機関への転送の可否及び優先順位の決定(トリアージ) 

(ｳ)  転送困難な患者及び避難場所等における軽症患者に対する医療 

(ｴ)  助産 

(ｵ)  死亡の確認 

(ｶ)  遺体の検案 

ウ 市は、災害救助法が適用された後に医療救護の必要があると認めた時は、県に対して迅速・的

確な医療救護について要請を行います。 

  ⑵  県 

  県は、市から医療救護に関する協力要請があったとき、又は医療救護を必要と認めたときは、災

害医療拠点病院等から救護班を、特に災害発生直後においては、神奈川 DMAT 指定病院から神奈川

DMATを派遣するとともに、必要に応じて関係機関に協力を要請します。 

⑶   重症者等の搬送方法 

ア 重症者等の後方医療機関への搬送は、原則として地元消防機関で実施します。ただし、消防機

関の救急車両が確保できない場合は、県、市及び救護班等で確保した車両により搬送します。 

イ 道路の破損等の場合又は遠隔地への搬送については、自衛隊等のヘリコプターやドクターヘリ

により実施します。ただし、ドクターヘリについては、「神奈川県ドクターヘリ運用要綱」に基

づき搬送します。 

３ 医薬品等の確保 

市は、救護活動に必要な医薬品等については、備蓄医薬品等の活用及び調達計画に基づき調達しま

すが、不足が生ずる時は、県及び関係機関に応援を要請します。 

消防機関 自衛隊 県警察       自主防災組織 

派遣命令 
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派遣要請 

救助 

搬送 

救
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指定地方行政機関等  
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地区医師会 派遣要請 
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第４節 避難対策 
 

市は、地震発生後、人命の安全を第一に被災住民等の避難誘導を行うとともに、指定緊急避難場所や津

波による浸水が予想される区域、土砂災害警戒区域等の所在、その他避難に関する情報の提供に努めます。 

市民は、指定緊急避難場所及び避難路を日頃から把握するとともに、避難指示等が発令された場合には、

直ちに避難します。また、自主的に避難する場合は、特に安全に配慮します。 

 

１ 高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保 

災害が発生し、又は発生するおそれがあり、人命の保護その他災害の防止等を図るため特に必要があ

ると認められるときは、危険地域の居住者等に対し、次に掲げる者が避難実施のための必要な避難情報

の発令等の措置を行います。 

 

⑴ 市長の措置 

市長は、管轄区域内において危険が切迫し、必要があると認める地域の必要と認める居住者等に対

し立ち退きの指示を行います。この場合、指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができ

ます。また、災害の想定等により必要に応じ、近隣市町の協力を得た上で、指定緊急避難場所を近隣

市町内に設けます。これらの措置をとったときは、その旨を知事に報告します。 

また、高齢者等避難を発令することで、高齢者、障害者等の要配慮者に対して、災害に関する情報

を着実に伝達し、時間的余裕をもって避難を開始することができるよう、早めの段階で避難行動を開

始することを求めるとともに、高齢者等以外の者に対して、必要に応じて、普段の行動を見合わせ始

めることや、自主的な避難を呼びかけます。災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合（即

ち、「切迫」している状況）において、指定緊急避難場所等への立退き避難をすることがかえって危

険なおそれがある場合等において、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対して、可能な範囲

で「緊急安全確保」を発令し、命を守る行動を促します。 

なお、人命の保護又は危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、 

応急対策に従事する者以外に対して、当該地区への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該地

域からの退去を命ずることができます。 

市は、避難情報の解除に当たっては、十分に安全性の確認に努めるものとします。 

⑵ 警察官等の措置 

警察官又は海上保安官は、災害現場において市長が避難のため立ち退き若しくは緊急安全確保措置

を指示することができないと認められる事態（連絡等のいとまがなく、これを行わなければ時機を失

するような場合）、又は市長から要求があったときは、立ち退きの指示、緊急安全確保措置及び警戒

区域の設定をすることができます。この場合、その旨を市長に速やかに通知します。 

なお、警察官は、人命若しくは身体に危険を及ぼすおそれがある場合、その場に居合わせた者に対

して避難の措置を講ずることができます。この場合、その旨を県公安委員会に報告します。 

⑶ 自衛官の措置 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害の状況により特に急を要する場合で、警察官がその

場にいない場合に限り、避難等の措置を講じます。 

また、市長（若しくはその委任を受けた吏員）又は市長からの要求により、市長の職権を行うこと

のできる警察官又は海上保安官がいない場合に限り、警戒区域を設定することができます。これらの

避難措置をとったときは、直ちにその旨を市長に通知します。 

⑷ 知事の措置 

知事又はその命を受けた職員は、著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と認める区

域の居住者等に対し、避難のための立ち退きを指示することができます。この場合は、本市を管轄す

る三崎警察署長にその旨を通知します。 

また、市が事務の全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、避難情報の発令、警

戒区域の設定を市長に代わって行います。 

県、指定行政機関（国土交通省、気象庁等）、指定地方行政機関は、市から求めがあった場合には、

避難情報の対象地域、判断時期等について助言します。 

なお、県は、時機を失することなく避難情報が発令されるよう、市に積極的に助言するものとしま

す。 
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２ 避難指示の内容 

市長等避難指示を実施する者は、原則として次の内容を明示して行います。 

⑴ 避難を要する理由  

⑵ 避難指示の対象地域 

⑶ 避難先とその場所 

⑷ 避難経路 

⑸ 注意事項 

 

３ 避難措置の周知等 

⑴ 関係機関への報告 

避難の指示を行った者は、次により必要な事項を報告（通知・連絡）します。 

 

ア 市長の措置 

 

 

 

イ 警察官又は海上保安官の措置 

(ｱ) 災害対策基本法に基づく措置 

 

 

 

 

 

(ｲ) 警察官職務執行法（昭和 23年法律第 136 号）に基づく措置 

 

 

 

(ｳ) 海上保安庁法（昭和 23年法律第 28号）に基づく措置 

 

 

 

 

 

ウ 自衛官の措置（自衛隊法（昭和 29年法律第 165号）に基づく措置） 

 

 

 

 

 

⑵  市民への周知 

ア 市長は、自ら避難情報を発令した場合、又は他機関からその旨の通知を受けた場合は、防災行政

無線や広報車、防災情報メール等により市民への周知を実施します。なお、避難の必要がなくなっ

たときも同様とします。 

イ 市は、避難情報を発令したときは、アによる周知のほか、Ｌアラート（災害情報共有システム）

に情報を発信し、テレビ、ラジオ等を通じた市民への迅速な周知に努めます。 

ウ 県は、市がＬアラート（災害情報共有システム）への情報発信を行えないときは、市に代わって

Ｌアラート（災害情報共有システム）への情報発信を行います。 

 

４ 指定避難所の開設 

市は、被災者に対する救援措置を行うため、必要に応じて指定避難所を開設します。 

⑴  避難所の開設場所 

市は、あらかじめ施設の安全性を確認するなど、災害の態様に応じて安全適切な場所を選定して指

定避難所を開設します。 

市 長 県知事（危機管理防災課） 

警察官 

又は 

海上保安官 

警察署長 

又は 

海上保安部・署長 

 

市 長 
県 知 事 

（危機管理防災課） 

警察官 警察署長 県警察本部長 県公安委員会 

自 衛 官 市 長 
県 知 事 

（危機管理防災課） 

海 上 

保安官 

海上保安部 

・署長 

第三管区  

海上保安本部長 

県 知 事 

（危機管理防災課） 

 

市 長 
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ただし、緊急の場合は、自主防災組織等の判断により、避難所を開設できるものとします。また、

必要があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認のうえ、

管理者の同意を得て避難所を開設します。 

さらに、災害が長期にわたることが見込まれる場合には、要配慮者の生活環境を考慮して、介護保

険施設や障害者支援施設等の福祉避難所としての指定や、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所と

して借上げる等、被災地以外の地域にあるものも含め、多様な避難所の確保に努めます。 

⑵  避難所の周知 

 ア 市は、避難所を開設した場合においては、速やかに地域住民に周知するとともに、県をはじめ、

三崎警察署、自衛隊（東部方面混成団本部、第 31普通科連隊、横須賀地方総監部）、横須賀海上保

安部等関係機関に連絡します。 

イ 市は、平時から避難施設の情報を掲載し、災害時には混雑状況をリアルタイムに発信できるシス

テム「VACAN Maps（バカンマップス）」を活用して避難所の開設・混雑状況を市民等に対し周知し

ます。 

⑶  避難所の運営管理 

ア 市は、「三浦市避難所運営マニュアル」を参考に、自主防災組織等地域住民の代表、施設管理者及

び市職員で構成する避難所運営委員会を設置し、避難所の円滑な運営管理を行います。また、運営

方針を決定する段階から、男女のニーズの違い、要配慮者等の多様な視点が反映できるよう、十分

配慮します。避難所の運営管理に当たっては、被災者に対する給水、給食措置などが円滑に実施で

きるよう努めるとともに、避難所における情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等については、避

難者、住民、自主防災組織、災害救援ボランティア等の協力が得られるよう努めるものとします。 

イ 市は、被災者を一時入所避難させるため、あらかじめ指定した県有施設についても可能な範囲で

提供するよう県に協力要請します。当該施設管理者は、市長が行う避難所の設置運営に協力します。 

ウ 市は、各避難所の避難者に係る情報の早期把握及び避難所で生活せず食事のみ受け取りに来てい

る被災者等に係る情報の把握に努め、国等に報告を行います。また、避難者の生活環境に注意を払

い、常に良好なものとするよう努めます。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握

に努め、必要な対策を講じます。 

また、避難所の生活環境については、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴

施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の

頻度、暑さ・寒さ対策やエコノミークラス症候群対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、ごみ

処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に必要な措置を講じるよう努めます。 

また、要配慮者や妊産婦、母子等の要配慮者のための専用スペースの確保に努めるとともに、男

女ペアによる巡回警備等により、避難所の安全性の確保措置に努めます。 

さらに、ペット同行避難のルールを定め、飼い主が責任をもって飼育するための居場所確保やケ

ージ等を用意するなどの具体的な対応がとれるよう努めます。 

エ 市は、在宅での避難や車中泊など、様々な事情から避難所に滞在することができない被災者に対

しても、職員や自治会の協力による巡回など、様々な手法で把握に努め、食料等必要な物資の配布、

保健師等による巡回健康測定・健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等に

より、生活環境の確保に努めます。 

オ 市は、避難場所及び避難所内における混乱の防止、秩序保持等、被災者の収容及び救援対策が安

全適切に行われるよう措置します。 

カ 市は、避難所において救援活動を行うボランティアの受入れについて、県災害救援ボランティア

支援センターやボランティア団体のネットワーク組織等と連携して対応します。 

キ 市は、避難所のライフラインの復旧に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立

が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検討します。 

ク 市は、各避難所と連絡体制の確立に努めるとともに、個人情報に配慮しつつ、避難者のリスト作

成等を実施し、必要に応じ被災者の援護の基礎となる被災者台帳を作成します。なお、避難者の中

に、配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等の被害を受け、加害者から追跡されて危害を

受ける恐れのある者等が含まれる場合は、その加害者等に居場所等が知られることのないよう、個

人情報の管理を徹底します。また、避難生活が長期にわたる場合に備えて、国、県の協力のもと、

公営住宅や民間賃貸住宅などの空室情報の把握や、応急仮設住宅の建設候補地のリストアップに努

めます。 

ケ 市は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等を踏まえ、必要に応じて、旅館

やホテル等への移動を避難者に促します。 

コ 災害の規模等を鑑みて必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の
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迅速な建設と、公営住宅、民間賃貸住宅、空家等利用可能な既存住宅のあっせん、活用等により、

指定避難所の早期解消に努めることを基本とします。 

サ 市は、避難所における避難者の避難生活が長期化に及ぶ場合には空きスペースの状況を勘案し、

子どもの遊戯・学習部屋や避難者の交流スペースの確保に努めます。 

シ 市は、あらかじめ想定した避難路の安全確認を行うとともに、被災者が迅速かつ安全に避難でき

るよう、警察官、その他の避難措置の実施者と相互に連携し、避難先への誘導に努めます。なお、

その際は、避難措置の実施者の安全確保に留意します。 

⑷ 避難所における感染症予防対策 

ライフラインの途絶や集団生活など厳しい条件が重なる避難所においては、新型コロナウイルス感

染症をはじめとする様々な感染症や食中毒等のリスクが高まるため、市は衛生管理の徹底を図り予防

に努めます。 

ア 避難所運営職員等の対応 

   (ｱ) 避難所運営職員等は、定期的に自己の状態確認に努め、感染症状・兆候が出現した場合は速や

かに上司等に報告します。 

(ｲ) 避難者の体液、排泄物等との接触が予想される場合又は発熱等の症状がある避難者と接触する

際には、適切な個人用防護具を着用します。 

(ｳ) 避難者と接触又は感染予防上汚染されていると考えられる物品に触れた前後の手指消毒等を

徹底します。 

イ 避難者受付時の対応 

(ｱ)  避難者に負担とならないように配慮しながら、発熱、咳、発疹・炎症、嘔吐、下痢などの避難

者の状態確認に努めます。 

(ｲ) 健康状態に変化があった際等における積極的な申し出の周知啓発を行ないます。 

ウ 対策の徹底 

(ｱ) 頻繁な手洗い、マスクの着用、咳エチケット等の基本的な感染症対策を徹底します。 

(ｲ) 定期的及び目に見える汚れがあるときは、家庭用洗剤を用いて清掃するなど、避難所の衛生環

境に十分配慮します。 

(ｳ)  食料の清潔な保管要領に留意するとともに、作業台や食器類の食事の前後に適切な洗浄・消毒

を実施します。 

エ 発熱等の症状がある避難者への対応 

(ｱ) 発熱、咳等の症状がある避難者に対して可能な限り専用の個室スペースを確保するとともに、

専用のトイレを確保するように努めます。 

(ｲ) やむをえず同じ症状等がある避難者を同室とする場合には、パーテーション等で区切るなどの

工夫をします。 

(ｳ) 症状がある避難者専用のスペースやトイレは、一般の避難者とゾーンや動線を分けるようにし

ます。 

オ 三密の回避 

(ｱ) 密集の回避として、可能な限り多くの避難所を開設するとともに、被害を受けていない親戚や

友人の家等への分散避難を促進します。 

(ｲ) 密接の回避としてパーテーション等を用いたゾーニングを行い、飛沫感染防止を図ります。 

   (ｳ) 密閉の回避として、定期的に窓を開けるなど、十分な換気を行ないます。 

 

５ 避難路の通行確保と避難の誘導 

市は、あらかじめ想定した避難路の安全確認を行うとともに、被災者が迅速かつ安全に避難できるよ

う、消防職員、警察官、その他の避難措置の実施者と相互に連携し、避難先への誘導に努めます。なお

その際は、避難措置の実施者の安全確保に留意します。 

また、県及び市は災害種別一般記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努めます。 

 

６ 帰宅困難者への対応 

⑴ 市及び県の対応  

ア 県及び市は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報等により、一斉帰宅の抑止を図

るとともに、滞在場所の確保等の支援に努めます。滞在場所の運営に当たっては、男女のニーズの

違いや、要配慮者の多様なニーズに配慮した運営に努めます。 

イ 市は、事前に指定した帰宅困難者用の一時滞在施設を迅速に開設し、円滑な管理運営を行うとと

もに、帰宅困難者への開設状況の広報、県・鉄道事業者への情報伝達を行います。また、帰宅困難
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者を施設へ誘導する際には、道路状況など安全の確保に特に留意します。 

ウ 県は、市の要請等を受けて、施設管理者と調整のうえ駅周辺の県所管施設を帰宅困難者用一時滞

在施設として開設し、帰宅困難者に対して飲料水等の提供をします。 

エ 県は、帰宅困難者が発生した場合、市と協力して一時滞在施設等に関する情報や鉄道等の運行、

復旧状況など、必要な情報提供等を行い帰宅困難者対策に努めます。また、徒歩帰宅が困難な要配

慮者の一時滞在施設内のスペース確保や輸送対策等に努めます。 

オ 県は、協定を締結している事業者・団体等に対して、必要に応じて飲料水やトイレ等の施設の提

供について協力を求めます。 

カ 県は、災害時帰宅支援ステーションについて、平時には広報物等を活用し、また、災害時に協定

事業者が当該ステーションを開設した際には、ホームページや SNSを活用し、周知を図ります。 

⑵ 事業所等の対応 

ア 事業所は、災害時に災害関連の情報を収集し、適切な対応ができるよう組織内に的確に伝達する

よう努めます。また、「むやみに移動を開始しない」という基本原則のもと、施設の安全が確保で

きた場合は、公共交通機関の運行情報等から施設利用者が安全に帰宅できることが確認できるまで

は、建物内に留めるよう努めます。特に施設内の要配慮者に対しては、その対応を徹底します。 

イ 旅館、ホテル等の宿泊施設及び商業施設等の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、発災後

の施設利用者の混乱を防止するため、自らの施設機能を十分活用するとともに、必要に応じてあら

かじめ定められた地域の指定避難所に誘導するものとします。 

ウ 発災後において、駅の乗降客及び駅周辺帰宅困難者の混乱を防止するため、鉄道機関等の関係各

機関は、それぞれの機関の施設に加えて駅周辺の民間施設が有する機能を十分活用するとともに、

必要に応じて県及び市の情報伝達等に基づき地域の指定避難所を案内するものとします。なお、要

配慮者に対しては、十分な配慮を行い、対応するよう努めます。 

 

７ 広域避難 

市は、大規模な災害の発生のおそれがある場合、市単独では住民の避難場所の確保が困難となり、市

の区域外への避難、及び指定緊急避難場所や指定避難所の提供が必要と判断した場合には、県内の他の

市町への住民の受入れについては当該市町に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては

県に対し他の都道府県との協議を求めるほか、緊急を要する場合は、県に報告した上で、自ら他の都道

府県内の市町村に協議することができます。 

県は、市町村から協議の要求があった場合は、他の都道府県と協議を行います。 

県は、避難者の保護のために必要な場合は、指定公共機関や指定地方公共機関（運送事業者等）に対

して、避難者の運送を要請又は指示します。 

県は、県内の他の市町村への避難について、市町村から求めがあった場合、助言を行うほか、県外の

市町村への避難に関して、必要に応じて国に助言を求めます。 

 

８ 広域一時滞在 

市は、大規模な災害が発生し、市単独では住民の避難場所の確保が困難となり、市の区域外への避難

及び指定避難所や応急仮設住宅の提供が必要と判断した場合には、県内の他の市町への住民の受入れに

ついては当該市町に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては、県に対し他の都道府県

との協議を求めることができます。 

県は、市町村から協議の要求があった場合は、他の都道府県と協議を行います。また、市町村の行政

機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要求を待ついとまがないと認められる

ときは、市町村の要求を待たないで、広域一時滞在のための協議を当該市町村に代わって行います。 

県は、避難者の保護のために必要な場合は、指定公共機関や指定地方公共機関（運送事業者等）に対

して、避難者の運送を要請又は指示します。 

県は、県内の他の市町村への避難について、市町村から求めがあった場合、助言を行うほか、県外へ

の市町村への避難に関して、必要に応じて国に助言を求めます。 

 

９ 応急仮設住宅等 

⑴  応急仮設住宅必要戸数の把握 

市は、応急仮設住宅として利用可能な公営住宅及び民間賃貸住宅などの戸数を調査します。 

⑵  応急仮設住宅の提供 

県は、災害救助法が適用され、応急仮設住宅（建設型及び賃貸型）を供給する必要があるときは、

市と密接な連携をとり、同法及び関係団体との協定に基づき実施します。 
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また、県は、改正災害救助法を踏まえ策定した「応急仮設住宅の供給に係る資源配分計画」に基づ

き、救助実施市と協議のうえ、建設型応急仮設住宅の事前配分の適用を決定します。また、設置計画

を策定して、救助実施市とその他の市町村に資源分配を行います。 

⑶  応急仮設住宅への入居者募集及び管理運営 

市は、応急仮設住宅への入居者の募集について、県と協力して行います。この際、要配慮者優先の

観点から入居者の優先順位を設定して選考します。 

応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこ

もりなどを防止するためのこころのケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるととも

に、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反映できるよう配慮します。また、必

要に応じて、応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮します。 

⑷  公営住宅等への一時入居 

市及び県並びに県住宅供給公社は、被災者の一時入居のため、それぞれ管理する公営住宅等の空家

住宅を積極的に活用します。 

⑸  民間賃貸住宅等の活用 

民間賃貸住宅、企業住宅、保養所等の民間所有施設についても、避難者の一時入居のため、その所

有者に建物の提供について協力を要請します。 

⑹  応急仮設住宅の建設 

ア 入居対象世帯 

災害により被災し、自らの資力では住家を確保できない者であって、次のすべてに該当する者と

します。 

(ｱ) 住家が全壊、全焼又は流失した者であること。 

(ｲ) 居住する住家がない者であること。 

イ 建設方法 

(ｱ) 建設地は、原則として飲料水が得やすく、かつ保健衛生上好適な地で、交通の利便、教育の問

題等を考慮して、市長が選定します。 

なお、私有地については所有者と十分協議のうえ実施することとします。 

(ｲ) 応急仮設住宅の構造は、原則として軽量鉄骨組み立て方式とし、その仕様は「応急仮設住宅内

訳」のとおりとします。 

ウ 規模及び費用 

一戸当たりの建設面積及び費用は、災害救助法施行細則による救助の程度等（昭和 40年神奈川県

告示第 561号）に定める基準によります。 

エ 建設用地 

応急仮設住宅の建設予定地は、災害時の状況により決定します。 

(ｱ) 公園、緑地、広場 

(ｲ) 市有施設及び県有施設敷地内空地 

(ｳ) 国有地、私有地 

(ｴ) その他 

オ 着工及び完成の時期 

(ｱ) 着工の時期 

災害発生の日から 20日以内に着工し、速やかに建設します。 

(ｲ) 着工時期の延期 

大災害等で 20 日以内に着工できない場合は、事前に内閣総理大臣の同意を得て必要最小限度

の期間を延長することがあります。 

 

(ｳ) 供与期間 

完成の日から建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 85 条第 3 項又は 4 項の規定による期

限内(最高２年以内)とします。 

 

10 住宅の応急修理 

災害救助法が適用されたときは、市は県と密接な連携をとり、自らの資力では住宅の応急修理ができ

ない者に対し、居室、炊事場、トイレ等の日常生活に必要最小限度の部分について応急修理を行います。 

⑴ 応急修理を受ける者 

ア 災害によって住家が半壊又は半焼し、当面の日常生活を営むことができない者 

イ 自らの資力では、応急修理ができない者 
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⑵ 応急修理実施の方法 

応急修理は、応急仮設住宅の建設に準じて行います。 

⑶ 修理の範囲と費用 

ア 居室、炊事場及びトイレ等の日常生活に欠くことのできない部分で最小限に限ります。 

イ 費用は、災害救助法及び関係法令の定めるところによります。 

⑷ 応急修理の期間 

原則として災害発生の日から１ヶ月以内に完了します。 

⑸  建築材料の調達方法 

応急仮設住宅及び応急修理に必要な建築資材の調達は、市長が県に要請するほか、建築業者及び 

建築材料業者に協力を要請して、速やかに行うものとします。 

 

11 要配慮者への配慮 

⑴  市は、避難誘導、避難所での生活環境の確保、応急仮設住宅への入居に当たっては、要配慮者に十

分配慮します。特に福祉避難所の指定、要配慮者の避難所での健康状態の把握、応急仮設住宅への優

先入居、福祉仮設住宅の設置等に努めます。また、要配慮者に向けた情報の提供についても十分配慮

します。 

⑵  市は、要配慮者に対して、必要に応じ福祉施設等の利用、ホームヘルパーの派遣、車椅子等の手配

等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力のもとに実施します。また、在宅の要配慮者の所在情報

を把握し、迅速に避難できるよう努めます。 

⑶  市は、避難所の運営に当たって、高齢者、障害者等健康に不安のある避難者に対する身体的ケアを

実施するとともに、精神的、心理的な訴えにも的確に対応できるようメンタルケアの実施に努めます。 

⑷  市は、避難誘導、情報提供、相談、避難所の運営等に当たって、市内に居住している外国人に十分

配慮します。 

⑸  市及び施設管理者は、在宅又は施設利用の高齢者、障害者等の要配慮者の安否確認及び避難対策に

ついて、地域の自主防災組織と協力して実施します。 

⑹ 県や市等は、災害時に身体障害者が指定避難所等へ身体障害者補助犬を同伴して避難した場合には、

他の避難者への配慮を行いつつ、身体障害者と身体障害者補助犬を分離せず受け入れることとします。 

 

12 男女双方の視点に配慮した生活環境の確保 

⑴  県及び市は、被災時の男女のニーズの違いを踏まえた男女双方の視点や参画に十分配慮し、避難所

における生活環境を常に良好なものとするよう努めます。 

⑵  市は、「三浦市避難所運営マニュアル」を参考に、女性用トイレや専用の物干し場、更衣室、授乳

室の設置及び設置場所の工夫、生理用品、女性用下着の女性による配布など、女性の生活環境を良好

に保つとともに、安全性を確保し、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営管理に努めま

す。 

⑶ 県及び市は、災害発生後に、指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等において、被災者

や支援者が性暴力・DVの加害者にならないよう、被害者を生まないよう、全ての人に「暴力は許され

ない」意識の普及、徹底を図ります。 
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第５節 保健衛生、防疫、遺体の処理等に関する活動 
 

市は、被災者の健康保持のため、必要な活動を行うとともに、地域の衛生状態にも十分配慮します。 

 

１ 保健衛生 

⑴  市は、被災地、特に避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身の健康に不調を来す

可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努めます。また、必要に応じて健康相談等を行

い、エコノミークラス症候群等への対応を周知するとともに、救護所等の設置やこころのケアを含め

た対策を行います。 

⑵  市は、避難所の生活環境を確保するため、必要に応じて仮設トイレを早期に設置するとともに、被

災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等についても必要な措置を講じ

ます。また、入浴可能な公衆浴場等について情報提供に努めます。 

⑶  市は、地震災害による被災者のこころのケアを行うために、かながわ DPAT や医療、保健及び福祉関

係者等の協力を得て、時期や状況に応じた必要な措置を講じます。また、非被災地域からこころのケ

アの専門職からなるチームが派遣される場合は、派遣に係る調整や活動場所の確保等を図ります。 

さらに、被災者のみならず災害救援スタッフのメンタルヘルスの維持に努めます。 

 

２ 防疫対策 

⑴ 災害に伴う家屋及びその周辺の清掃は各個人が行うことを原則とし、市長は、被災地の状況に応じ

て的確な指導あるいは指示を行います。 

⑵ 市は、感染症が発生した場合には、必要に応じ、発生場所及びその周辺の消毒を実施します。 

⑶ 県は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下

「感染症法」という。）第 6条に規定された感染症について、一類感染症(エボラ出血熱、ペスト等)、

二類感染症(中東呼吸器症候群（MERS）、急性灰白髄炎等)又は新型インフルエンザ等感染症のまん延

を防止するため必要があるときは、当該患者を感染症指定医療機関等に入院させるべきことを勧告等

するとともに患者を医療機関に移送します。また、三類感染症(コレラ、細菌性赤痢等)のまん延を防

止するため必要があるときは、当該患者及び無症状病原体保有者に対し就業制限を命じるほか、当該

感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、医師の健康診断の受診について勧

告等を実施します。 

⑷ 市は、県の指示に基づき次の防疫対策を実施します。 

ア 感染症予防上必要と認めた場合の清掃及び消毒 

イ ねずみ族、昆虫の駆除 

ウ 予防接種の実施 

⑸ 市は、災害に即応した防疫対策に基づき、鎌倉保健福祉事務所三崎センターと密接な連絡を取り、

実情に即した防疫活動の推進を図ります。 

鎌倉保健福祉事務所三崎センターは、被災地等において積極的疫学調査を行い、その結果必要があ

れば健康診断又は必要な検査を行います。 

⑹ 県は、市に対し、必要に応じて薬品、器具等の調達をあっせんします。 
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【防疫実施の方法】 

１ 防疫体制の確立 

市は、被災地域又は被災状況等を迅速に把握するとともに、関係機関と密接に連携して対処方針を

定めて、防疫体制の具体的な確立を図ります。 

２ 治療勧告及び消毒 

県は、感染症患者が発生した場合には、感染症法に基づき、必要に応じ当該患者に対して感染症指

定医療機関において治療するよう勧告し、市は県からの指示により感染症発生場所及びその周辺地区

等の消毒を実施します。 

３ 感染症発生状況及び防疫活動の周知 

感染症が発生した場合、市は、その発生状況及びその防疫活動等につき速やかに広報活動を実施し

ます。この際、個人情報の保全に留意します。 

４ 清潔方法及び消毒方法の指示 

市は、感染症予防上必要と認められた場合、県から清潔方法及び消毒方法の指示を受けます。 

⑴  清潔方法 

ア 市は、清潔方法の実施に当たっては、管内における道路溝渠、公園等公共の場所を中心に行い

ます。 

イ 災害に伴う家屋及びその周辺の清掃は、各個人が行うことを原則とし、被災地の状況に応じ、

市長は的確な指導あるいは指示を行います。 

ウ 市は、収集したごみ、汚泥、その他の汚物を焼却埋没等衛生的に適切な処分をします。この場

合、できる限りし尿浄化槽又は下水道終末処理場の処理施設を利用する等の方法により、不衛生

にならないようにします。 

⑵  消毒方法 

ア 市は、消毒方法の実施に当たっては、法令の定めるところに従って行います。 

イ 消毒の実施に当たっては、速やかに消毒薬剤等の手持量を確認のうえ、不足分を補い便宜の場

所に配置します。 

５ ねずみ族、昆虫の駆除 

⑴  市は、県により必要と認められた場合には、法令の定めるところにより、ねずみ族、昆虫の駆除

について県の指示を受けます。 

⑵  市は、ねずみ族、昆虫の駆除の実施に当たっては、器材及び薬剤の現状確認を速やかに行うとと

もに、不足器材等の調達に万全を図ります。 

６ 予防接種の実施 

⑴  市は、県の指示に従い予防接種法（昭和 23 年法律第 68号）第６条の規定による臨時の予防接種

を実施します。 

⑵  市は、県の指示に従い臨時の予防接種を実施する場合は、ワクチンの確保などを迅速に行い、時

機を失しないように措置します。 

 

３ 遺体対策等 

市は、遺体対策については、適切な対応を取るため、神奈川県広域火葬計画に定める「遺体の取扱い

に対する心得及び遺体適正処理ガイドライン」に沿った棺の調達、遺体の搬送の手配、遺体の保存のた

めに必要な物資の調達等を実施するとともに、その衛生状態に配慮します。 

また、必要に応じて、神奈川県広域火葬計画に沿って県内及び県外の市町村の協力を得て、広域的な

火葬の実施に努めます。県は、これらが円滑に遂行できるよう協力します。 
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【遺体対策の方法】 

１ 広報 

市及び三崎警察署は、災害現場から遺体を発見した者が、直ちに三崎警察署又は直近の警察官にそ

の旨を通報するよう広報を徹底します。 

２ 通報 

市は、遺体を取扱った場合には三崎警察署に通報します。 

３ 検視、調査等 

三崎警察署は、遺体の検視、調査等を行います。 

４ 検案 

遺体の検案は、法医学専門医、警察協力医、医療救護班又は応援協力により出動した医師が行いま

す。なお、検案後、市は必要に応じて遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置を行います。 

５ 遺体の収容 

⑴  遺体安置所の開設 

市は、三崎警察署と協議し、あらかじめ適当と認められる公共施設のうち、遺体の検視、調査等

及び遺族などへの引き渡し等、実施のための施設を選定のうえ、遺体収容・安置施設として指定し、

災害時には直ちに開設します。市は、捜索により収容された遺体を遺体収容・安置施設へ搬送しま

す。なお、大規模な災害による多数の遺体の収容施設として、三浦市勤労市民センターを指定して

います。 

⑵ 遺体の収容 

ア 収容された遺体及び所持品等を写真撮影するとともに、人相、所持品着衣、特徴等を記録し、

遺留品を保存します。 

イ 家族などから遺体の引取りの希望があった場合には、死体処理台帳（第６号様式）によって整

理のうえ引き渡します。 

６ 身元確認、身元引受人の発見 

市は、三崎警察署、横須賀市歯科医師会三浦班及び区長会等の協力を得て、遺体の身元確認と身元

引受人の発見に努めます。 

７ 遺体の引渡し 

三崎警察署は、検視、調査等及び医師による検案が終了し、身元が明らかになった遺体を遺族又は

関係者に引渡し、身元が確認できない遺体を市に引渡します。 

この際、市と三崎警察署は遺体の引渡し作業を協力して行います。 

８ 遺体の埋葬 

⑴  遺体の埋火葬 

ア 遺体の引取人がいない場合、又は引取人があっても、地震災害による混乱のため遺体の処理が

でき得ないときは、市長が埋葬台帳(第 7 号様式)を作成のうえ市営火葬場へ搬送し実施します。 

また、被災状況により火葬場能力を超えた場合は、広域応援体制に基づき他市町の火葬応援を

要請し、対応します。 

イ 遺骨及び遺留品については、所定の保管所へ一時保管します。 

ウ 家族その他遺骨及び遺留品の引取りを希望するものがある場合、整理のうえ引き渡します。 

９ 身元不明遺体の対応 

市は、身元の確認ができず警察から引き渡された遺体については、「墓地、埋葬等に関する法律」及

び「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」に基づき埋葬又は火葬を行います。 
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第６節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 
 

市民の非常用備蓄等にかかわらず、災害の規模により食料等(飲料水、生活用水、食料及び生活必需物資

等)の不足が生じた場合、市は備蓄物資の活用、各種協定等による物資の調達、支援物資の活用、さらには

広域的な支援を受け、被災者に早期に必要な食料等を供給します。 

被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意

するものとします。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考

慮するとともに、要配慮者等のニーズや男女の違いに配慮するものとします。 

なお、被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤立状態の解消

に努めるとともに、食料、飲料水及び生活必需物資等の円滑な供給に十分配慮します。 

また、避難所以外で避難生活を送る避難者、応急仮設住宅として提供される賃貸住宅への避難者、所在

が把握できる広域避難者に対しても、物資等が提供されるよう努めます。 

 

１ 飲料水及び生活用水の確保・供給 

⑴  給水方針 

市は、災害発生時に飲料水を得られない者に対して、１人１日３リットルの応急給水を行います。 

⑵  飲料水の確保 

ア 市は、飲料水の確保のため、100ｔ型飲料水兼用耐震性貯水槽を整備しています。 

イ 上下水道部は、応急給水用飲料水及び水道施設の確認に努めます。 

⑶ 飲料水の供給活動 

ア 応急給水 

市は、給水班を組織し、上下水道部が確保した飲料水ほか 100ｔ型飲料水兼用耐震性貯水槽等か

ら給水用タンク等を積載したトラックにより、応急給水を実施します。特に医療機関への速やかな

給水を優先的に配慮します。また、給水が困難な場合は、ペットボトル飲料等の物資支援は県に要

請、給水車の派遣は水道事業者と連携して公益社団法人日本水道協会に要請するとともに、協定締

結先に必要な支援を要請します。 

イ 応急復旧 

(ｱ) 市は、被災者の生活に欠かすことのできない水道施設を復旧し、一日も早く給水装置を通じて

給水できるようにします。また、必要に応じて他の水道事業者等に応援要請を行います。 

(ｲ) 市は、市内関係事業者の全面協力のもと、災害時における応急給水及び復旧工事の協力に関す

る協定等を活用し、応急復旧に当たります。 

⑷ 応急飲料水以外の生活用水の供給 

市は、飲料水以外の生活用水等についても、防災指定井戸等の活用など、必要最小限の範囲で確保

及び供給に努めます。 

 

２ 食料の調達・供給 

⑴ 供給方針 

市は、備蓄食料等を活用するとともに、主要食料及び副食・調味料等を調達し、被災者等に対して

供給します。 

⑵  食料の調達・供給活動 

ア 市の対策 

(ｱ) 備蓄食料等を活用した食料等の提供に努めるとともに、不足した場合には、調達計画に基づき、

地区内小売業者等から調達した食料及び広域応援協定等により調達した食料や、全国からの支援

物資等を被災者に供給し、又は応急給食を実施します。 

(ｲ) 必要な食料等の調達が困難な場合は、県に対して支援要請します。ただし、政府所有米につい

ては、交通・通信の断絶により県の指示が得られない場合、直接農林水産省（農産局農産政策部

貿易業務課）に要請します。 

⑶  調達食料等の集配と配分 

市は、県から配分される主要食料等を受入れ、被災者等に対して応急給食を実施します。 

ア  食料を供給するときは、各避難所にそれぞれ責任者を定めて受入れ、確認及び受給の適正を図り

ます。 

イ  住民への事前周知を徹底させ、公平な配分を図ります。 

   ウ  要配慮者への優先配分を図ります。 
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３ 生活必需物資等の調達・供給 

⑴  供給方針 

市は、備蓄物資を活用するとともに、必要な生活必需物資等を調達し供給します。 

⑵  生活必需物資等の範囲 

生活必需物資等の範囲は次のとおりとします。 

寝具類、衣料、炊事用具、食器類、日用品雑貨、光熱材料、燃料等 

⑶  生活必需物資等の調達及び供給 

ア  備蓄生活必需物資の活用を図るとともに、調達計画に基づき地区内小売業者等から調達した生活

必需物資広域応援協定等により調達した生活必需物資及び応援物資を被災者に供給します。 

イ  必要な生活必需物資の調達が困難な場合は、県に対して支援要請します。 

⑷  調達した生活必需物資等の集積と配分 

市は、県から配分される生活必需物資等を受入れ、被災者に対して配分します。生活必需物資等を

配分するときは、各避難所等にそれぞれ責任者を定めて受入れの確認及び配分の適正を図ります。 
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第７節 文教及び保育対策 
 

災害時には、児童・生徒等の安全確保を図るとともに、学校教育の実施に万全を期すため、教職施設、

教員及び学用品等の早期確保に努め、応急教育の円滑な実施を図ります。 

 

１ 児童・生徒等保護対策 

校長は、災害時においては、避難実施計画に基づき、児童・生徒等の保護に努めます。 

⑴  市立学校の対応 

ア 校長は、対策本部を設置し、情報等の把握に努め、的確な指揮に当たります。 

イ 児童・生徒等の生命・身体の安全確保を図るとともに、安全が確保されるまでは、学校で児童・

生徒等を保護し、安全が確認された後に保護者に引き渡します。 

ただし、公共交通機関の運行中止等により保護者が帰宅できないことも想定されることから、保

護者が来校するまでは、学校で児童・生徒等を保護します。 

ウ 校長は、市教育委員会に避難誘導等の状況を速やかに報告します。 

エ 初期消火及び救護・救出活動等の防災活動を行います。 

⑵  市立学校教職員の対処、指導基準 

ア 学級担任等は、学校防災計画等、あらかじめ決められた方法で、児童・生徒等の安全確保を図っ

た後、避難誘導を行います。その後、対策本部の指示により、さらなる児童・生徒等の安全確保に

努めます。 

イ 障害のある児童・生徒等については、介助体制などの組織により対応する等、十分配慮します。

ウ 児童・生徒等の保護者への引き渡しについては、あらかじめ決められた方法で確実に行います。 

   エ 遠距離通学者、交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない児童・生徒等については、氏名、人

員等を確実に把握し、引き続き保護します。 

オ 児童・生徒等の安全を確保した後、対策本部の指示により防災活動にあたります。 

⑶  放課後児童クラブの対応 

  放課後児童クラブの担当者は、各クラブの緊急時の対応マニュアルに基づき、近隣の学校等の決め

られた場所に入所児童を引率し避難します。 

 

２ 学校等における避難場所の開設 

⑴  避難場所等に指定された市立学校等は、市と連携して避難場所を開設し、避難者の安全確保を図り

ます。 

⑵  避難場所に指定されていない県立学校等においても、地域住民等が避難してきた場合に避難者の安

全確保を図る等、市と連携して対応します。 

 

３ 応急教育対策 

⑴  応急教育の実施 

市教育委員会は、災害時において学校教育の実施に万全を期すため、教育施設、教員及び学用品等

を早期に確保し、応急教育の円滑な実施を図ります。 

⑵  被害状況の把握及び報告 

小・中学校は、応急教育の円滑な実施を図るため、速やかに児童・生徒等及び施設設備の被害状況

を把握し、市教育委員会に報告します。 

また、市教育委員会は、被災状況を取りまとめのうえ、湘南三浦教育事務所を通じて県教育委員会

に報告します。 

⑶  教育施設の確保 

市教育委員会は、教育施設の被災により授業が長期間にわたって中断することを避けるため、次に

より施設の効率的な利用を図ります。 

ア 被害箇所及び危険箇所の応急修理 

被害箇所及び危険箇所は早急に修理し、正常な教育活動の実施を図ります。 

イ 市立学校の相互利用 

授業の早期再開を図るため、被災を免れた市立学校施設を相互に利用します。 

ウ 仮校舎の設置 

校舎の修理が不可能な場合には、プレハブ校舎等の教育施設を設けて授業の早期再開を図ります。 
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エ 公共施設の利用 

被災を免れた公民館等の社会教育施設、体育施設その他の公共施設を利用して、授業の早期再開

を図ります。 

この場合、市と県相互に協議して、利用についての総合調整を図ります。 

⑷ 教員の確保 

市教育委員会は、災害により通常の教育を実施することが不可能となった場合の応急対策として、

次により教員を把握し、確保します。 

ア 臨時参集 

教員は原則として各所属に参集するものとします。ただし、交通途絶で参集不能な場合は、最寄

りの学校(小・中学校)に参集します。 

(ｱ) 参集教員の確認 

各学校において、責任者(学校付近居住者)を定め、参集した教員の学校名、職、氏名を確認し、

人員を掌握します。 

(ｲ) 参集教員の報告 

各学校で掌握した参集教員の人数等について、市教育委員会に報告します。また、市教育委員

会は、参集教員の人数等について取りまとめのうえ、湘南三浦教育事務所を通じて県教育委員会

に報告します。 

(ｳ) 県教育委員会からの指示 

県教育委員会においては、前項で報告された人数、その他の情報を総合判断し、市教育委員会

等（湘南三浦教育事務所を通じ）に対し教員の配置等を適宜指示連絡します。 

(ｴ)  臨時授業の実施 

通信の途絶又は交通機関の回復が著しく遅れた場合には、各学校において参集した教員をもっ

て授業が行える体制を整えます。 

イ 退職教員の活用 

災害により教員の死傷者等が多く、平常授業に支障を来す場合は、退職教員を臨時に雇用するな

どの対策を講じます。 

⑸  学用品の確保のための調査 

ア 市教育委員会は、応急教育に必要な教科書等の学用品について、その種類、数量を調査します。 

イ 調査の結果、教科書等の学用品の確保が困難な場合は、県教育委員会に対して協力要請をします。 

⑹  児童・生徒等の心的症状の対応 

校長は、被災後、児童・生徒等の心的症状に対応するため、学校医、スクールカウンセラー及び教

育相談機関等との連携により校内相談を実施します。 

⑺  応急保育の実施方法 

ア 幼児等の安全措置 

保育所の長は、保育中に災害にあった場合、幼児等の安全を確保するため、保護者が来所するま

での間、幼児等を保護するものとします。このため保育所においては幼児等のために最低 1日分の

食料を備蓄しておきます。 

イ 幼児等の把握 

保育所の長は、被災した幼児等を把握し、災害対策本部に報告します。 

ウ 応急保育の実施 

市は、保育所の長からの報告をもとに応急保育の実施を検討するものとし、実施に当たって、保

育する施設については適切な場所を選定するものとします。 

⑻  保育料減免等 

被災によって保育料の減免等が必要と認められる者については、関係条例及び規則の定めるところ

により、保育料の全部又は一部を免除する等の特別措置を講じます。 

⑼  衛生管理 

応急教育、応急保育の実施における衛生管理は、次により行います。 

ア 幼児、児童、生徒等に対し、飲料水の使用上の注意を促します。 

イ 幼児、児童、生徒等の健康観察を強化し、必要に応じ健康診断を行います。 

ウ 保健所の指導を受けて、実施場所の清掃及び消毒を行います。 

エ その他必要なことについては、関係機関と協議し適切な処置を講じます。 

⑽  給食 

文教施設及び保育施設の被害状況、停電、断水、学校給食の稼働状況等を把握し、給食の実施の検

討をしますが、被災者等に対する食料供給に支障がない範囲内において実施します。 
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第８節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 
 

地震発生後、特に初期には、救助・救急、消火及び医療救護活動を迅速に行うために緊急通行車両の通

行を確保する必要があり、そのため、一般車両の通行禁止などの交通規制を直ちに実施し、緊急交通路を

確保します。 

また、緊急物資の供給や応急復旧要員の確保を図るため、陸・海・空のあらゆる必要な手段を利用し、

緊急輸送路の確保に努めるなど、総合的な緊急輸送を実施します。 

 

１ 交通の確保 

⑴  被災地域等への流入抑制及び交通規制の実施 

ア 県警察 

(ｱ)  危険防止及び混雑緩和の措置 

大震災発生時には、被害の状況を把握し、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、必要

な交通規制を実施して、県及び道路管理者と協力し、危険箇所の表示、迂廻路の指示、交通情報

の収集及び提供、車両使用の自粛の広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置を行います。 

(ｲ)  大震災発生時の交通規制等 

大震災発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路交通状況等によって弾力的に行う必要が

あり、被災地又は被災地周辺地域における交通規制は、時系列別に次により対応します。 

a 被災地等への流入抑制 

大震災が発生した直後においては、次により避難路及び緊急交通路について優先的にその機

能の確保を図ります。 

・混乱防止及び被災地への流入抑制のための通行禁止区域又は通行制限区域（以下「通行禁止

区域等」という。）を設定し、交通整理又は交通規制を行います。 

・流入抑制のための交通整理又は交通規制を行う場合には、隣接市町と連絡を取りつつ行いま

す。 

ｂ 緊急交通路確保のための交通規制 

大震災が発生した直後は、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害が発生することが予想

され、住民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救出・救護、消防等災害応急対策のため

の緊急交通路の確保等が中心となるので、道路交通の実態を把握し、災害対策基本法第 76条第

1項の規定に基づき緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限します。 

ｃ 道路管理者等への通知及び要請 

緊急交通路を確保するための通行の禁止又は制限を行う場合、県公安委員会、道路管理者等

への通知を速やかに行います。 

また、緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることに

より、災害応急対策の実施に著しい支障を生ずるおそれがあるときに必要と認める場合は、道

路管理者等に対し、その道路の区間において車両その他の物件を付近の道路外へ移動させるな

どの措置命令を行うことを要請します。 

ｄ 警察官の措置 

緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより、

災害応急対策の実施に著しい支障を生ずるおそれがある時は、道路管理者の協力を得て、必要

に応じて当該車両その他の物件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行います。 

イ 自衛官及び消防職員 

災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官又は消防職員は、警察官がいない場合に限り、それぞれの緊

急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害となる車両その他の物件の所有者に対して移

動させるなどの必要な措置を命令するほか、相手方が現場にいない場合に当該措置を行います。 

当該措置命令をし、又は措置を行った場合は、三崎警察署長にその旨を通知します。 

ウ その他 

道路管理者は、通行規制や応急警戒等必要な対策の実施について、県警察、交通機関等への連絡

を行います。 

⑵  交通情報の収集等 

ア 交通情報の収集 

県警察は、被災地の交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通対策を迅速・的確に実施するた

め、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ等を活用し、情報を収集します。 
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イ 交通情報の広報 

県警察は、交通規制を実施した場合、規制標識板、立看板、携帯用拡声器等を利用して積極的な

現場広報に努めます。また、広報担当者は、テレビ、ラジオ、広報車等あらゆる広報媒体を使用し

て周知に努めるほか、航空機による広報、あるいは必要に応じて市の協力を求めます。 

⑶  道路の応急復旧等 

ア 市は、計画の定めるところにより、速やかに応急復旧作業体制を確保し、道路機能の確保を図り

ます。 

イ 道路管理者は、建設業者との応援協定等に基づき、障害物の除去、応急復旧等に必要な人員、資

機材等の確保に努めます。 

ウ 路上の障害物の除去について、道路管理者、県警察、消防機関及び自衛隊等は、状況に応じて協

力して必要な措置をとります。 

⑷  航路の障害物除去 

ア 漁港管理者は、その所管する漁港区域内の航路等について、沈船、漂流物等により船舶の航行が

危険と認められる場合には、市災害対策本部等に報告するとともに、障害物除去等に努めます。 

イ 横須賀海上保安部は、海難船舶又は漂流物その他の物件により船舶交通の危険が生じ又は生ずる

おそれがあるときは、その旨を県災害対策本部等に報告し、速やかに航行警報等必要な応急措置を

講ずるとともに、船舶所有者等に対し、これらの除去その他船舶交通の危険を防止するための措置

を講ずべきことを命じ、又は勧告します。 

⑸  漁港の応急復旧等 

ア 漁港管理者は、その管理する漁港施設について、早急に被害状況を把握し、市災害対策本部等に

対して被害状況を報告するとともに、必要に応じ応急復旧を行います。 

イ 横須賀海上保安部は、航路標識が破損し又は流出したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要

に応じて応急標識の設置に努めます。 

⑹  海上交通安全の確保 

ア 横須賀海上保安部は、船舶の輻輳が予想される海域において、必要に応じて船舶交通の整理・指

導を行います。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努めます。 

イ 横須賀海上保安部は、海難の発生その他の事情により、船舶交通に危険が生ずるおそれがあると

きは、必要に応じて船舶交通を禁止するなど航行制限を行います。 

ウ 横須賀海上保安部は、水路の水深に異状を生じたおそれがある時は、必要に応じて調査を行うと

ともに、応急標識を設置する等により水路の安全を確保します。 

⑺  物資受入れ港の確保 

東部漁港事務所は、災害時の海上輸送を円滑に行うための物資受入れ港として、三崎漁港の機能を

確保します。 

⑻  ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

市は、あらかじめ指定した候補地の中からヘリコプター臨時離着陸場を開設するとともに、防災関

係機関への周知徹底を図ります。 

⑼  鉄道の応急復旧等 

鉄道事業者は、その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し、市災害対策本部等に報

告するとともに応急復旧等を行います。 

 

２ 緊急輸送 

⑴  市の緊急輸送 

市は、車両、船舶、ヘリコプター及び鉄道車両による輸送手段を次のとおり確保します。 

ア 車両の確保 

(ｱ) 市が所有又は管理する車両の把握等 

地震災害時に使用できる市所有の車両を把握し、配車計画をたて、必要に応じ輸送に供するも

のとします。 

(ｲ) 車両の調達 

市所有の車両をもって輸送に応じきれないときは、次の方法により車両を調達するものとしま

す。更に、不足がある場合には、県、他市町に対して応援要請を行うものとします。 

ａ 一般車両 

神奈川県トラック協会、タクシー会社その他の運送業者等への協力要請 

ｂ 特殊車両 

建設業者等への協力要請 
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(ｳ)  燃料の調達 

市有車両その他の災害応急対策実施のために使用する車両の燃料に不足を生じたときは、市内

及び近隣市町の業者等から調達します。 

イ 船舶の確保 

(ｱ)  三浦市各漁業協同組合に対する協力要請 

(ｲ)  海上自衛隊及び第三管区海上保安本部に対する県を通しての要請 

ウ 航空機(ヘリコプター)の確保 

(ｱ)  県警察及び他自治体保有ヘリコプターの利用 

(ｲ)  陸上自衛隊、海上自衛隊及び第三管区海上保安本部等に対する県を通しての要請 

⑵  防災関係機関の緊急輸送 

防災関係機関は、業務遂行上必要な車両等の調達を行います。 

 

３ 輸送対象の想定 

緊急通行車両により輸送する対象は、被災状況及び災害応急対策の進捗状況に応じて、概ね以下のと

おりとします。 

⑴  第１段階（発災直後から２日目までの間） 

ア 救助・救急活動、医療活動の従事者及び医薬品等、人命救助に要する人員、物資 

イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

ウ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設保安要員等初

動の災害応急対策に必要な人員・物資等 

エ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

オ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び物資 

⑵  第２段階（発災後３日目から概ね１週間の間） 

ア 上記第１段階の続行 

イ 飲料水、食料等生命の維持に必要な物資 

ウ 傷病者及び被災者の被災地域外への輸送 

エ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

⑶  第３段階（発災後概ね１週間以降） 

ア 上記第２段階の続行 

イ 災害復旧に必要な人員及び物資 

ウ 生活必需物資等 

 

４ 応援要請 

市が所有又は管理する車両及び調達車両をもってしても、なお、必要な輸送力を確保できない場合又

は舟艇、ヘリコプター、鉄道車両等による輸送を必要とする場合は、次のとおり応援等を要請します。 

⑴  舟艇、ヘリコプター 

緊急輸送の必要があるときは、県を通じて自衛隊に対し応援を要請します。 

⑵  鉄道車両 

大量輸送の必要があるときは、鉄道事業者へ協力を要請します。 

⑶  応援等の要請手続 

応援を要請するときは、業務の目的、積載内容、台数、期間、場所等を明らかにして行うものとし

ます。 

⑷  経費の負担 

調達車両、応援車両の費用については、原則として市が負担します。 

 

５ 緊急通行車両の確認手続 

⑴  緊急通行車両（確認対象車両） 

緊急通行車両は、災害対策基本法第 50 条第２項に規定する災害応急対策の実施責任者、又はその

委託を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とします。 

ア 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告、指示 

イ 消防、水防その他の応急措置 

ウ 被災者の救難、救助その他の保護 

エ 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

オ 施設及び設備の応急復旧 
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カ 清掃、防疫その他の保健衛生 

キ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持 

ク 緊急輸送の確保 

ケ その他災害の防御、又は拡大の防止のための措置 

⑵  緊急通行車両の確認 

災害対策基本法第 76 条第１項に規定する緊急通行車両であることの確認並びに同法施行令第 33条

に規定する標章及び証明書の交付手続は、次によります。 

ア 県の保有車両及び調達車両については、県知事(危機管理防災課、各地域県政総合センター)が行

い、確認車両台数等を県公安委員会に通知します。 

イ 県知事が確認する車両を除いた他の車両については、県公安委員会(県警察本部交通規制課、第一

交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊、各警察署及び交通検問所)が行います。 

 

６ 障害物の除去 

⑴  実施機関 

ア 市は、各種応急措置を実施するため障害となる工作物及び山(がけ)崩れ、浸水等によって住家、

又はその周辺に運ばれた障害物の除去を行います。実施困難なときは、県に対し応援協力を要請し

ます。 

イ 道路、河川等にある障害物の除去は、その道路、河川の管理者が、県警察、消防職員及び自衛隊

等の協力を得て必要な措置をとります。道路管理者は、災害対策基本法第 76条の６第１項により、

災害が発生した場合において、緊急車両通行の妨げになる車両等を、区間を指定して道路外の場所

へ移動すること等の措置を命ずることになります。 

ウ その他施設、敷地内の障害物の除去は、その施設、敷地の所有者又は管理者が行います。 

⑵  障害物除去の対象 

災害時における障害物（工作物を含む。）除去の対象は、概ね次の場合とします。 

ア 住民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 

イ 河川氾濫、護岸決壊等の防止、その他水防活動実施のため除去を必要とする場合 

ウ 緊急通行車両の通行、緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

エ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

⑶  障害物除去の方法 

ア 障害物の除去の実施者は、自らの組織、労力、機械器具を用い、又は建設業者等の協力を得て、

速やかに行います。 

イ 除去作業は、緊急な応急措置の実施上やむを得ない場合のほか、周囲の状況等を考慮し、事後に

支障の起こらないよう配慮して行います。 

⑷  除去した障害物の集積場所 

障害物の集積場所については、それぞれの実施者が考慮しますが、概ね次の揚所に集積廃棄又は保

管します。 

なお、この集積場所については、関係用地管理者等と協議し、あらかじめ選定した場所とします。 

ただし、災害の状況によっては、海岸、緑地帯等を一時使用します。 

ア 廃棄するものについては、実施者の管理に属する遊休地及び空地その他廃棄に適当な場所 

イ 保管するものについては、その保管する工作物等に対応する適当な場所 

ウ 除去した障害物が二次災害の原因にならないような場所 

エ 避難地（場所）として指定された場所以外の場所 

⑸  除去に必要な機械、器具の整備等 

障害物の規模並びに範囲により、それぞれ対策を講じます。 

⑹  障害物の除去に関する応援、協力要請 

市は、県に対し住民の生命、財産の保護のため、必要に応じ障害物の除去について、応援、協力を

要請します。 
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第９節 消防対策 
 

火災、その他の災害が発生し、又は発生が予想される場合は、市民の生命、身体及び財産の保護に努め

るとともにその被害を防御し、又は軽減するため横須賀市消防局と綿密に連携し消防力の整備強化を図り

ます。 

 

１ 火災対策 

⑴  大規模な火災対策 

大規模な火災が発生し、横須賀市消防局及び市消防団の現有能力で対応が困難な場合、横須賀市消

防局長は県広域応援基本計画等に基づく広域応援を要請するものとします。 

また、市は所要の手続を経て自衛隊等の派遣協力要請を行うものとします。 

⑵  延焼予防対策 

ア  消防力の整備強化 

(ｱ) 防災組織の拡充、強化に努め災害時の火災に備えています。 

(ｲ) 消防機械器具の近代化及び貯水槽等消防水利施設の充実に努めています。 

イ 災害時の消防体制の確立 

(ｱ) 横須賀市消防局との連携 

市は横須賀市消防局からの応援要員の活用等により横須賀市消防局との連絡体制を確立して

います。 

(ｲ) 消防水利の充実 

災害時における消火栓等の使用不能に備えて貯水槽、自然水利等の水利体制の充実を図って

います。 

(ｳ) 救助体制の強化 

災害時における市民救出及び避難行動要支援者の救助体制の強化を図っています。 

(ｴ) 初期消火の徹底 

市民に対する災害時の火気の取扱い、初期消火の重要性の事前啓発を徹底します。 

(ｵ) 火災の早期覚知 

災害時における火災の早期覚知体制を確立します。 

なお、横須賀市火災予防条例で「住宅用火災警報器の設置」を義務付けています。(※１) 

 

※１ 消防広域化に伴い消防事務に関係する例規等は、横須賀市の関係例規等を適用します。 

 

(ｶ) 危険区域の調査把握 

災害時に特に大きな被害が予想される区域を調査把握します。 
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第 10 節 警備・救助対策 
 
災害発生時には、様々な社会的混乱及び交通の混乱が予想されます。このため、人命の安全確保、被災

地における社会秩序の維持に万全を期す必要があります。 

 

１ 陸上における警備・救助対策 

三崎警察署は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、あるいは大震災が発

生した場合には、警備体制を早期に確立し、人命の安全を第一とした迅速、的確な災害応急対策を実施

することにより、市民の生命、身体及び財産の保護、交通秩序の維持、各種犯罪の予防検挙その他公共

の安全と秩序を維持して、被災地における治安の万全を期します。 

 

⑴  警備体制の確立 

ア 三崎警察署は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、あるいは大地震

が発生した場合には、三崎警察署に警察署長を警備本部長とする三崎警察署警備本部を設置し、指

揮体制を確立するとともに、三崎警察署と三浦市災害対策本部は、必要に応じて所要の要員を相互

に派遣し、協力・連絡体制を強化します。 

イ 三崎警察署は、警備部隊等の編成を行うほか事案の規模及び態様に応じて迅速・的確な部隊運用

を行います。 

⑵  陸上の災害応急対策 

三崎警察署は、市災害対策本部等関係機関と連携して次の対策を実施します。 

ア 情報の収集・連絡 

災害警備上必要な情報収集を行い、収集した情報を、必要により関係機関に連絡します。 

イ 救出救助活動 

把握した被災状況に基づき、迅速に機動隊等の部隊を被災現場に出動させ、県、市及び消防等の

防災関係機関と協力して、被災者の救出救助活動を実施します。 

また、三崎警察署長は、消防等防災関係機関の現場責任者と随時、捜索区割り等現場活動に関す

る調整を行います。 

ウ 避難指示等 

警察官は、災害対策基本法第 61条又は警察官職務執行法第４条により、避難の指示又は避難の措

置を講じます。 

エ 津波対策 

津波警報等が発表された場合又は津波による被害が発生するおそれがある場合は、迅速かつ正確

な津波警報等の伝達・通報に努め、沿岸住民等に対する避難の指示及び安全かつ効率的な避難誘導

を行います。 

オ 交通対策 

被災地域における交通の混乱の防止を図り、災害応急対策活動が円滑に行われるように、地震の

被災規模・状況に応じて、一般車両の通行を禁止する区域及び通行を制限する区域を設定し、緊急

交通路の確保など必要な交通規制を実施します。 

カ 危険物等対策 

大規模地震等の災害発生時に、火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設、ボイラー施設

等の危険箇所について、横須賀市消防局と綿密に連携し、速やかに、大規模な火災、有害物質の漏

えい、爆発等の発生の有無の調査を行い、状況に応じて施設内滞在者及び施設周辺住民の避難誘導

や交通規制等災害の拡大を防止するための的確な措置を行います。 

キ 防犯対策 

被災地の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の輸送路及び集積地における混

乱、避難所におけるトラブル等を防止するため、被災地及びその周辺におけるパトロールの強化、

避難所等の定期的な巡回等を行います。また、被災地において発生しがちな悪質商法等の生活経済

事犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力団による民事介入暴力等の取締りを重点的に行い、被災地の社会秩序

の維持に努めます。 

さらには、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に努めるとともに、災害に

乗じたサイバー攻撃に関する情報収集及び国民に対する適切な情報提供を行うなど社会的混乱の抑

制に努めます。 

ク ボランティア等との連携 

自主防犯組織等のボランティア関係組織・団体との連携を図り、被災地における各種犯罪・事故
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の未然防止と被災住民等の不安除去等を目的として行われるボランティア活動が円滑に行われるよ

う必要な支援等を行います。 

 

２ 被災者等への情報伝達活動 

⑴  被災者等のニーズに応じた情報伝達活動の実施 

三崎警察署は、被災者等のニーズを十分把握し、災害関連情報、避難の措置に関する情報、交通規

制等警察措置に関する情報等を、交番、駐在所、パトカー等の勤務員を活用するなどして、適切な伝

達に努めます。 

⑵  相談活動の実施 

三崎警察署は、被災者の安否を気遣う肉親等の相談に応じるため、行方不明者相談所等を設置し、

親身な相談活動の実施に努めます。 

 

３ 事前対策 

⑴  三崎警察署は、平素から市に対し、死体見分場所、遺体安置場所、部隊等の宿泊に要する拠点施設

の確保及び応急対策活動に必要な装備資機材、防災関係機関との情報通信ネットワークシステム等の

通信資機材の整備について、働き掛けを行うものとします。 

⑵  三崎警察署は、防災訓練等を通じて、地域住民等に対し、地震及び津波に関する知識、避難場所、 

避難路、避難方法、交通規制措置等について周知徹底を図るものとします。 

 

４ 消防団の運用 

⑴  消防団員の招集及び警戒体制 

消防団長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、三浦市消防団出場基準の定めると

ころにより消防団員の非常招集を発令します。 

⑵ 招集場所及び人員 

原則として、消防団員は所属する分団詰所に集結し、消防団長は非常招集発令から完了までの間、

適宜に状況を市長に報告します。 

⑶ 被災地への動員 

消防団長は、災害対策本部長から災害の発生、消防部隊等からの出動要請を受けた場合は、被災状

況を考慮し、必要な分団に出動を命令します。 

⑷ 解散 

出動した分団は、活動の目的を達成したときは、消防団長の命令を受け解散します。ただし、状況

により残留警備を実施します。 

 

５ 海上における警備・救助対策 

海上においては、横須賀海上保安部が、地震災害が発生した場合において、人命の救助・救急活動、

消火活動、排出油等の防除活動、海上交通の安全確保、避難対策、救援物資の輸送活動、社会秩序の維

持、船舶等への情報提供、二次災害の防止等にあたります。 

 

⑴  警報等の伝達 

気象、津波、高潮、波浪等に関する警報及び災害に関する情報を受けた場合、船舶交通の安全に重

大な影響を及ぼす事態の発生を知った時は船舶交通の制限又は禁止に関する措置を講じた時、並びに

船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生を知った時は、航行警報、

安全通報、水路通報、標識の掲揚、船艇及び航空機による巡回等により速やかに周知します。 

⑵  情報の収集及び情報連絡 

被害状況、被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、船艇、航空機等を活用し、

積極的に情報収集活動を実施するとともに、関係機関等と密接な情報交換等を行います。 

⑶  活動体制の確立 

必要な職員を直ちに参集させ、対策本部を設置する等、必要な体制を確立します。 

⑷  海難救助等 

船舶の海難、人身事故等が発生したときは、速やかに船艇、航空機又は特殊救難隊によりその捜索

活動を行い、船舶火災又は海上火災が発生した時は、速やかに巡視船艇、特殊救難隊又は機動防除隊

によりその消火活動を行い、危険物が流出した時は、その周辺海域の警戒、火災発生の予防、航泊禁

止措置又は避難勧告を行います。 
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⑸ 緊急輸送 

傷病者、医療関係者、避難者等又は救援物資等の緊急輸送については、必要に応じ、又は要請に基

づき、迅速かつ積極的に実施します。 

⑹  物資の無償貸与又は譲与 

物資の無償貸与若しくは譲与について要請があった時又はその必要があると認める時は、「国土交

通省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡に関する省令」（平成 18年１月 31日国土交通省令第 4号）

に基づき、海上災害救助用物品を被災者に対して無償貸付けし、又は譲与します。 

⑺  関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 

関係機関及び地方公共団体の災害応急対策が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上における

災害応急対策の実施に支障を来さない範囲において、救助・救急活動等についての支援をします。 

⑻  排出油等の防除等  

防除措置を講ずべき者への指導又は命令を行い、緊急に防除措置を講ずる必要があると認める時は、

指定海上防災機関に防除措置を講ずべきことを指示し、又は機動防除隊及び巡視船艇等に応急の防除

措置を講じさせ、危険物が流出した時は、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火災の発生

防止、航泊禁止措置又は避難勧告を行います。 

また、特に必要があると認められる時は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 41 条の

２に基づき、関係行政機関の長等に対し、防除措置等を要請します。 

⑼  海上交通安全の確保 

船舶交通を整理、指導及び制限又は禁止し、漂流物等の応急措置及びその措置を命じ又は勧告し、

船舶への情報提供、水路の安全確保及び航路標識の復旧に努めます。 

⑽  警戒区域の設定 

人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認められる時は、災害対策基本

法第 63条第１項及び第２項の定めるところにより警戒区域を設定し、船艇、航空機等により、船舶等

に対して区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示を行います。 

⑾  治安の維持 

海上における治安の維持を図るため、情報の収集に努め、必要に応じて巡視船艇及び航空機により

犯罪の予防・取締り及び警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行います。 

⑿  危険物の保安措置 

危険物積載船舶に対する移動命令又は航行制限若しくは禁止を行い、危険物荷役中の船舶に対する

荷役の中止等必要な指導を行い、危険物施設に対して危険物流出等の事故を防止するため必要な指導

を行います。 
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第 11 節 ライフラインの応急復旧活動 
 

発災後、直ちに専門技術をもつ人材等を活用して、それぞれの施設、設備の緊急点検を実施するととも

に、これらの被災状況等を把握し、二次災害の防止、被災者の生活確保を最優先に、ライフラインの応急

復旧を速やかに行います。 

災害対策本部は、水道、電気、ガス等のライフラインを早期に回復するために、ライフライン各事業者

に対して応急対策活動を要請するとともに、各事業者の被害及び復旧状況を把握し、異なる施設間の復旧

速度の相違に起因する二次災害の発生を防ぐために、連携を図りながら復旧するよう調整します。 

各事業者は、あらかじめ相互の応援体制を整備し、必要に応じて電力等の融通等について検討するとと

もに、被害状況、復旧〔見込み〕状況及び安全確認のための情報を市民等に広報・周知し、二次災害の防

止、利用者の不安解消に努めます。 

 

１ 上水道施設（上下水道部） 

⑴  災害が発生した場合、あらかじめ定められた計画に基づき要員を確保し、直ちに被害状況の調査、

施設の点検を実施し、配水機能の支障及び二次災害のおそれのある場合については応急復旧を行いま

す。 

⑵  水道施設の損壊等により断水するとき、又は減水の必要が生じたときは、市民及び県その他の関係

機関に対して､影響区域や復旧時期について速やかに周知します。 

また、復旧の時期についても随時、県その他の関係機関に情報の提供を行います。 

⑶  応急復旧工事に必要な資材の調達、工事の実施等については、協定等に基づき、他の水道事業者、

工事業者等へ協力を要請します。 

⑷  被災状況調査を速やかに実施し、給水支障の全容を把握するとともに、送配水系統を考慮した復旧

計画を定めます。 

⑸  送配水管等の復旧については、配水池に至る幹線を優先し、次に主要な配水管等を順次復旧します。 

⑹  応急復旧を迅速に行うため、状況によって、仮設配水管を設置するとともに、必要に応じて消火栓

を併設します。 

 

２ 下水道施設（上下水道部） 

⑴  災害が発生した場合、あらかじめ定められた計画に基づき要員を確保し、直ちに被害状況の調査、

施設の点検を実施し、排水機能の支障及び二次災害のおそれのある場合については応急復旧を行いま

す。 

⑵  応急復旧工事に必要な資材の調達、工事の実施等については、協定等に基づき、他の下水道事

業者、工事業者等へ協力を要請します。 

⑶  施設の被災状況及び復旧見込み等について、市民等に対して広報し、利用者の生活排水に関する不

安解消に努めます。 

 

３ 電力施設（東京電力パワーグリッド(株)横須賀制御所） 

⑴  地震災害により電力施設に被害があった場合は、被害状況を早期に把握し、通電火災等の二次災害

の発生を防止し、速やかに応急復旧を行い、電力供給施設としての機能を維持します。 

⑵  感電事故並びに漏電による出火の防止及び電力施設の被害状況、復旧予定等について各報道機関や

広報車並びに防災無線等を通じて広報します。 

⑶  災害時においては、原則として送電は維持しますが、円滑な防災活動を実施するため、警察、消防

機関等からの送電停止の要請があった場合には、適切な危険予防措置を講じます。 

⑷  災害時における復旧資材を次により確保します。 

ア 現業機関においては、予備品、貯蔵品等の在庫量を常に把握しておくとともに、調達を必要とす

る資材は可及的速やかに確保します。 

イ 復旧資材の輸送は、あらかじめ契約している業者の車両、船艇等により行いますが、不足する場

合は、他業者及び他店の協力を得て輸送力の確保を図ります。 

ウ 災害時においては、復旧資材置場としての用地を確保します。 

⑸ 災害復旧の実施に当たっては、原則として人命にかかわる箇所、官公署、報道機関、避難場所等を

優先します。 
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４ 都市ガス施設等 

⑴ 東京ガスネットワーク㈱は、震度５弱以上の地震が発生した場合、自動的に非常事態対策本部を設

置するとともに、各事業所に対策支部を設置し、全社的な応急活動組織を編成します。早期に被害状

況を把握し、引火等の二次災害の発生を防止するとともに、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るた

め、速やかに応急復旧を行います。災害発生後、可能な限り迅速かつ適切に施設及び設備の緊急点検

を実施するとともに、二次災害の防止、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急復旧活

動を行います。 

ガス漏えいにより被害拡大のおそれがある場合には、避難区域の設定、火気の使用禁止、ガス供給

停止等の適切な危険予防措置を講じます。 

ガス供給停止時、復旧作業中、その他必要な場合において、その状況に応じた広報活動について報

道機関を通じて行うほか、地方自治体等の関係機関とも連携を図ります。また、ガスの供給停止を伴

う大規模な地震が発生した際には、供給エリア内のガスの供給停止や復旧進捗状況をインターネット

により周知します。 

⑵  LPガス業者は、ガス供給停止時、復旧作業中、その他必要な場合において、その状況に応じた広報

活動について報道機関を通じて行うほか、地方自治体等の関係機関とも連携を図ります。 

 

５ 電気通信施設（NTT東日本、NTT コミュニケーションズ、NTTドコモ及び KDDI㈱） 

⑴  災害が発生した場合には、情報の収集伝達及び応急対策が実施できる体制をとり、早期に被災状況

を把握し、被災した通信回線、電気通信設備等の応急復旧工事、現状復旧までの間の維持に必要な補

強、整備工事などの応急復旧対策を行います。 

また、通信施設に被害が生じた場合、又は異常輻輳等の発生により、通信の疎通が困難になるなど、

通信が途絶するような場合においても、最小限の通信を確保するため、通信の利用制限、緊急通話の

優先確保、無線設備による措置、避難所等への災害時用公衆電話（特設公衆電話）の臨時設置、災害

用伝言ダイヤル「171」の運用を開始します。 

⑵ 災害時用公衆電話（特設公衆電話）の臨時設置に当たっては、被災者の利用する避難所を優先し 

ます。 

⑶ 災害復旧の実施に当たっては、原則として治安、救援等の最重要機関及び防災機関を優先します。 
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第 12 節 災害廃棄物等の処理対策 
 

市及び県は、神奈川県災害廃棄物処理計画及び三浦市災害廃棄物処理計画等に基づき、連携してし尿処

理施設及び生活ごみ処理施設等の被災状況を把握するとともに、災害廃棄物の処理体制の整備を図り、適

正かつ円滑・迅速な処理を行います。 

 

１ 災害廃棄物対策に関する体制の整備と連絡体制の確立 

  市及び県は、神奈川県災害廃棄物処理計画及び三浦市災害廃棄物処理計画等に基づき、災害廃棄物対

策に関する体制の整備を図るとともに、県市相互間及び自衛隊との連絡体制を確立します。 

 

２ 被害情報の収集等 

  市は、発災後速やかにし尿処理施設及びごみ処理施設等の被災状況を把握し、県へ報告します。 

県は、市町村の被害情報や災害廃棄物の発生状況を把握し、市町村間の支援に関する調整や課題への

対応を行います。 

 

３ し尿処理 

 ⑴ 仮設トイレの設置 

   市は、し尿の発生量を推計するとともに、仮設トイレを設置します。また、仮設トイレの設置状況

及びその使用方法について、住民に周知します。 

   県は市町村の仮設トイレの設置状況及び市町村が推計したし尿の発生量を把握し、取りまとめます。 

 ⑵ し尿の収集・処理 

   市は計画的に仮設トイレの管理及びし尿の収集・処理を行います。 

   県は、市町村の収集・処理状況を把握します。 

 ⑶ 支援要請 

   市は、仮設トイレが不足する場合や、し尿の収集・処理が困難な場合は、県又は民間事業者団体に

支援を要請します。 

   県は、把握した情報をもとに支援の必要性を検討するとともに、市町村から支援要請を受けた場合

は、支援可能な市町村や民間事業者団体、他都道府県等に支援を要請します。 

 

４ 生活ごみ処理 

 ⑴ 収集・処理体制の整備 

   市は、民間事業者団体や他市町村からの応援を含めた収集運搬及び処理体制を速やかに確保し、処

理を行います。 

 ⑵ 避難所ごみへの対応 

   市は、発災後、速やかに避難所ごみの収集運搬を開始するとともに、仮置場には搬入せずに可能な

限り既存処理施設で処理を行います。 

 ⑶ 支援要請 

   市は、収集・処理が困難な場合には、県又は民間事業者団体等に支援を要請します。 

   県は、市町村の処理状況を把握し、支援の必要性を検討するとともに、支援要請を受けた場合は、

支援可能な市町村や他都道府県等に支援を要請します。 

 

５ 廃棄物処理 

⑴ 市は、発災後、速やかに災害廃棄物の発生量等を推計し、推計した発生量をもとに、仮置場の必要

面積を算定し、仮置場を設置します。 

⑵ 損壊した建築物等の解体撤去及びそれに伴い発生するがれきの処理は、原則として建築物等の所有

者が行うものですが、被害状況によりそれが困難だと認められる場合や、がれきが道路等に散在し、

緊急に処理する必要がある場合は、市が収集し、運搬を行うものとします。 

なお、「災害廃棄物処理事業に係る特例措置」が講じられた場合は、国・県と協議し、対応を行うも

のとします。 

⑶ がれきについては、可能な限り分別・減量・再利用を目指し、市民や事業者に対して排出方法等の

必要な事項について協力をお願いします。 

 ⑷ がれきの円滑な処理を推進するため、収集運搬機材、選別・保管のできる仮置き場及び処理、処分

場を確保するとともに、県及び周辺市町村等と連携し、処理体制の確保に努めます。 
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⑸ がれきの処理については民間事業者の協力も必要であることから、あらかじめ応援能力について調

査するとともに、支援についての体制を整えます。 

⑹ アスベスト等の有害廃棄物を含むがれきの搬出については、中間処理段階で適正に分別するよう指

導し、安全確保に努めます。 

   なお、搬出等処理に当たっては国・県等の関係機関と綿密な連携を図り、柔軟に対応することとし

ます。 
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第 13 節 被災者等への情報提供、相談、物価の安定等に関する活動 
 

市は、発災後速やかに広報担当を設置し、防災関係機関と連携して被災地住民をはじめとする市民に対

し、正確な情報を適切かつ迅速に提供することにより、混乱の防止を図り、適切な判断による行動がとれ

るよう努めます。 

また、被災者の生活上の不安を解消するために、女性や外国人等に配慮した総合的な相談活動を実施す

るとともに、被災者の生活再建へ向けて、物価の安定、必要物資の適切な供給を図ります。 

 

１ 被災者等への情報提供 

⑴  市は、発災後速やかに広報担当を設置し、防災関係機関と連携して流言飛語等による社会的混乱を

防止し、市民の心の安定を図るとともに、被災者等の適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保

するため、正確な情報の速やかな公表と伝達、広報活動に努めます。 

  また、避難所以外で避難生活を送る避難者、応急仮設住宅として提供される賃貸住宅への避難者、

所在が把握できる広域避難者に対しても物資等が提供されるよう努めます。 

⑵  市は、所管区域内の防災関係機関と調整を図り、市民に対して次の事項等について広報活動を行い

ます。 

    また、防災関係機関は、それぞれが定めた災害時の広報計画に基づき、市民・利用者への広報を実

施するとともに、特に必要があるときは、県及び報道機関に広報を要請します。 

ア 市の広報内容 

(ｱ)  地震災害の状況に関すること 

地震の規模及び津波情報 

(ｲ)  避難に関すること 

避難指示等及び避難所開設状況 

(ｳ)  応急対策活動の状況に関すること 

救護所開設状況及び交通、道路、電気、水道等の復旧状況 

(ｴ)  住民生活に関すること 

ａ 給水、給食 

ｂ 水道、電気、ガス等の二次災害の防止 

ｃ 防疫 

ｄ 臨時災害相談所の開設状況 

ｅ 安心情報 

(ｵ)  出火防止・初期消火に関すること 

(ｶ) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容 

イ 集配郵便局等 

    市民等に対して、「災害時における相互協力に関する覚書」に基づいて、県や市から提供された

情報を必要に応じて広報します。 

ウ 防災関係機関の広報内容 

(ｱ) 電気、ガス等の二次災害の防止に関すること 

(ｲ) 所管業務の被害状況、復旧状況に関すること 

⑶  市及び防災関係機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について相互に通知し情報交換を行

います。 

⑷  広報の手段 

市が実施する広報の手段は、市防災行政無線、広報車及び市ホームページ等によることを原則とし

ますが、必要に応じて職員による現場での指示、広報紙等を作成し現地で配布、掲示することとしま

す。 

 ⑸ 被災者の安否情報について住民から照会があった場合は、被災者等の権利利益を不当に侵害するこ

とのないよう配慮しつつ、可能な限り安否情報を回答するよう努めます。なお、被災者の中に配偶者

からの暴力等を受け、加害者から追跡されて危害を受ける恐れのある者等が含まれる場合は、その個

人情報の管理を徹底します。 

 

２ 災害相談の実施 

⑴  災害相談の実施 

ア 市は、地域の被災住民から寄せられる生活上の不安などの解消を図るため、県と相互に連携して
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臨時災害相談所を設け、発災直後からの時間経過に伴うニーズの変化に対応した相談活動を実施し

ます。 

     また、相談等は、職員のみならず、関係機関、神奈川県大規模災害対策士業連絡協議会を通じて

派遣された弁護士等専門家及び通訳ボランティアの協力のもと、外国人への対応についても配慮し

ながら、広域的かつ総合的に行います。 

イ  市は、県と相互に協力して被災地及び避難所等に臨時災害相談所を設け、被災住民の相談に応じ

るとともに、苦情、要望等を聴取し、速やかに関係機関へ連絡して早期解決に努めます。 

ウ  相談所の規模及び構成員等は、災害の規模や現地の状況を検討して決めます。この臨時災害相談

所においては、被災者救護を実施する各部及び関係機関の職員が相談員として常駐し、各種相談に

応じます。 

⑵  相談業務の内容 

災害相談の内容は、災害時から避難救援期における行方不明者や避難所、救援食料・飲料水・衣類

等の問い合わせへの対応、応急復旧期の避難所生活や心の悩み相談、仕事の再開相談、復興期の住宅

や事業所の再建相談等幅広く対応して早期解決を図り、生活の安定を支援します。 

 

３ 応急金融対策の実施   

災害時において、郵便局長は、被災地の郵便局における被災者の緊急な資金需要その他の被災事情を

考慮し、次のとおり非常取扱いを行います。 

⑴  為替貯金業務関係 

郵便貯金、郵便為替、郵便振替及び年金恩給等の為替貯金業務についての一定の金額の範囲内にお

ける非常払渡し及び非常貸付け並びに国債等の非常買取りを行います。 

⑵  簡易保険業務関係 

簡易保険の保険金及び貸付金の非常即時払、保険料払込猶予期間の延伸等を行います。 

 

４ 物価の安定、物資の安定供給 

市は、食料をはじめとする生活必需品等の物価が高騰しないよう、また、事業者による買い占め・売

り惜しみが生じないよう監視するとともに、必要に応じ指導等を行います。 

県は、県民が落ち着いた消費行動がとれるよう、生活必需品の供給状況等について、必要な情報提供

に努めます。 

また、市は、コンビニエンスストア等の小売店舗等と協定を結び、物資が安定的に供給されるよう努

めるとともに、発災後速やかに営業が開始できるよう、物資搬入車両の通行の確保、必要な体制の整備

に努めます。 



128 

 

第 14 節 広域的応援体制 
 

市は、被害の規模に応じて、迅速・的確に、県や他市町村及び関係機関に応援を求め、被害の軽減や被

災者の支援など広域的な応援体制をとります。 

 

１ 広域的な応援体制 

⑴ 広域的な応援要請 

ア 市長は、災害応急対策を実施するために必要があると認めるときには、他市町村長に対して応援

要請を行い、若しくは知事に対して応援要請又は災害応急対策の実施を要請します。 

他市町村長へ応援要請を行うにあたり、県は、地域県政総合センター単位の地域ブロック内及び

地域ブロック相互間における市町村間の相互応援の調整を行います。 

イ 市長は、応急措置を実施するために必要があると認めるときは、知事に対して、自衛隊の災害派

遣の要請をするよう要求します。 

この場合、必要に応じて、その旨及び市の地域に係る災害の状況を防衛大臣、地域担任部隊等の

長（東部方面混成団長等）に通知します。 

なお、市長は、この通知をしたときは、速やかにその旨を知事に通知します。 

ウ 市長は、知事に対する自衛隊への派遣要請の要求が連絡不能で実施できない場合、直接防衛大臣

又は地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。この通知を受けた防衛大臣、地域担任部

隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合には自主派遣をします。 

なお、市長は、この通知をした時は速やかにその旨を知事に通知します。 

エ 知事は、特に必要があると認めるときは、市長に対して応急措置について必要な指示をし、又は

他の市町村長に対して被災市町村を応援するよう指示します。 

オ 知事は、市長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し広域応援の要請を行い

ます。 

(ｱ) 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 [警察法第 60条] 

(ｲ) 消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊の

派遣要請等）[消防組織法第 44条] 

(ｳ) 応急対策職員派遣制度に基づく応援要請 

・避難所運営や罹災証明書の交付等の災害対応業務の支援 

・被災市区町村が行う災害マネジメントの総括的支援 

(ｴ) 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成す

る都道府県に対する応援要請 

(ｵ) 厚生労働省、関係省庁及び他都道府県への広域医療搬送に係る要請 

カ 消防庁長官は、災害の規模等から緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがない場合や人命救

助等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の必要性を認めた場合

は、他の知事や市町村長へ消防の応援要請を行います。 

キ 市長は、必要があると認めたときは、関係指定地方行政機関又は関係指定公共機関（行政執行法

人に限る。）の長に対し、当該職員の派遣を要請します。 

その際には、次の事項を記載した文書をもって行います。 

(ｱ) 派遣を要請（あっせん）する理由 

(ｲ) 派遣を要請（あっせん）する職員の職種別人員数 

(ｳ) 派遣を要請（あっせん）する機関 

(ｴ) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

(ｵ) 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項 

ク 市長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合で応急措置を実施するため必要が

あると認めるときは、災害対策基本法第 68条の 2第 1項に基づき、知事に対し、自衛隊法第 83条

第 1項の規定による要請をするよう求めます。 

要請範囲は概ね次のとおりです。 

(ｱ) 被害状況の把握 

(ｲ)  避難の援助 

(ｳ)  遭難者等の捜索活動 

(ｴ)  水防活動 

(ｵ)  消防活動 
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(ｶ)  道路又は水路の啓開 

(ｷ)  応急医療・救護・感染症対策 

(ｸ)  人員及び物資の緊急輸送 

(ｹ)  炊飯及び給水 

(ｺ)  救援物資の無償貸与又は譲与 

(ｻ)  危険物の保安及び除去 

(ｼ)  その他市長が必要と認めるもので自衛隊との協議の整ったもの 

ケ 知事は、災害の規模や収集した被害情報及び市町村の通信途絶の状況から判断し、人命又は財産

の保護のため、緊急性、非代替性、公共性の３つの要件(※)の観点から、自衛隊の災害派遣が必要

であると認める場合には、防衛大臣又はその指定する者に対して災害派遣を要請します。 

 

※ 自衛隊に災害派遣を要請するための３つの要件 

・「緊急性」とは、差し迫った必要性があること、「非代替性」とは、部隊が派遣される以外に他に適切

な手段がないこと、「公共性」とは、公共の秩序を維持する観点において妥当性があることをいう。 

・「緊急性」「非代替性」「公共性」を的確に把握し、自衛隊に伝えることが、円滑な災害派遣に繋がる。 

・市町村長の災害派遣要請の要求を待たず、知事の判断で派遣要請することもある。（災害対策基本法第

68 条の２により市町村長の災害派遣要請の要求を認めているが、自衛隊法第 83条第１項により要請

権は知事が有しているため） 

 

 

【自衛隊への通知先及び救援活動に要した経費】 

１ 通知先 

⑴ 自衛隊の災害派遣要請について通知する場合 

担当区域 要  請  先 担当窓口/所在地/NTT電話/防災行政通信網 

県内全域 
陸上自衛隊 

東部方面混成団 

混成団本部第３科 

横須賀市御幸浜 1-1 

046（856）1291   内線 448/402  

防災行政通信網  局番号 9-486-9201・9  FAX 9220 

⑵ 海上自衛隊を主体とした災害派遣要請について通知する場合 

担当区域 要  請  先 担当窓口/所在地/NTT電話/防災行政通信網 

県内海岸地域 
海上自衛隊 

横須賀地方総監部 

横須賀地方総監部防衛部オペレーション室 

横須賀市西逸見町無番地 

046-822-3500    内線 2222/2223   

防災行政通信網 局番号 9-637-9201・9  FAX 9200 

県内海岸地域 

(主として航空機を

必要とする場合) 

海上自衛隊 

第４航空群司令 

第４航空群司令部 

綾瀬市無番地  

0467-78-8611  内線 2245/2246 

防災行政通信網 局番号 9-490-9201・9 

 

２ 救援活動に要した経費 

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として、派遣を受けた市が負担するものとし、その内容は

概ね次のとおりです。 

⑴ 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資機材(自衛隊装備に係るものを除く。)等の購入費、

借上料及び修繕費 

⑵ 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 

⑶ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴料等 

⑷ 派遣部隊の救援活動の実施に際して生じた(自衛隊装備に係るものを除く。)損害の補償 

⑸ その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と市が協議します。 
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コ ライフライン事業者等は、必要に応じて、応急対策に関する広域的応援体制をとるように努める

ものとします。 

⑵ 広域応援の受入れ 

市は、広域応援活動拠点として指定している、「県立三浦初声高等学校（入江キャンパス）」に受

入のための活動拠点を開設し、応援部隊（自衛隊、広域緊急援助隊、緊急消防援助隊）等の受入体制

を整えます。 

市及び県は、それぞれ拠点相互の連携を図り、災害応急活動を実施します。 

実施する対策は次のとおりです。 

ア  備蓄防災資機材・物資の配分、搬送調整 

イ  救援物資の受入れ、配分及び搬送調整 

ウ  協定物資の受入れ、配分及び搬送調整 

エ  輸送車両・ヘリコプターの誘導、物資の搬送調整 

オ  救援・復旧等対策に携わる災害応急活動要員等の集結、待機、出動調整 

カ  その他必要な災害応急活動 

⑶ 広域応援活動の調整 

県は、被害状況と市町村からの応援要請に基づき、広域応援部隊の運用（配分）を決定した上で、

広域応援部隊に対して進出拠点･活動拠点の確保、通信･連絡体制の構築、進入ルートをはじめとした

活動に必要な情報提供を行うとともに、被災状況や活動状況に応じた部隊や資機材の再配分などの広

域応援活動の調整を行います。 

⑷ 部隊間の調整 

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同調整所を設置

し、活動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、部隊間の情報共有及び活動調整、必要に応

じた部隊間の相互協力を行う。また、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（DMAT）等とも密接に

情報共有を図りつつ、連携して活動します。 

 

２  海外からの支援の受入れ 

市及び県は、国の非常(緊急)災害対策本部等が海外からの支援の受入れを決定した場合には、その受

入れと円滑な活動の支援に努めます。 
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第 15 節 災害救援ボランティアの支援活動 
 

大規模地震等の災害が発生し救援活動が広範囲又は長期に及ぶ場合においては、県は、関係団体などと

連携して災害救援ボランティア活動の支援を行う県災害救援ボランティア支援センターを設置・運営し、

市は、三浦市社会福祉協議会に市災害救援ボランティアセンターの設置を要請し、ボランティアニーズ情

報の受発信、ボランティアの受入れ・コーディネート等により被災地におけるボランティア活動の効果的

な支援に努めます。 

 

１ ボランティア活動支援拠点の設置 

⑴  県災害救援ボランティア支援センターの設置 

県は、県災害対策本部を設置したときは、災害救援ボランティア活動への支援を行うため、神奈川

県社会福祉協議会、災害救援ボランティア支援団体等と協働・連携し、かながわ県民活動サポートセ

ンター(災害等の状況により設置しがたい場合は、あらかじめ定めた別の場所)に県災害救援ボランテ

ィア支援センターを設置します。 

⑵  市災害救援ボランティアセンターの設置 

三浦市社会福祉協議会は、市災害対策本部からの要請により三浦市社会福祉協議会安心館に災害救

援ボランティアセンターを設置します。 

 

【県災害救援ボランティア支援センター及び市災害救援ボランティアセンターの主な役割】 

 １ 県災害救援ボランティア支援センターの主な役割 

  ・災害救援ボランティアに関わる情報収集・発信 

  ・被災地域災害救援ボランティアセンターの設置及び運営支援 

  ・市災害救援ボランティアセンターと災害救援ボランティアとの連絡・調整 

  ・災害救援ボランティア活動への支援 

  ※被害が甚大かつ広域に及ぶ場合、県は、被災地域の災害救援ボランティアセンターと協働又は 

連携して、県災害救援ボランティア支援センター現地事務所を設置します。 

２ 市災害救援ボランティアセンターの主な役割 

  ・被災地・被災者のボランティアニーズの情報の収集・発信 

  ・災害救援ボランティアの受入れとコーディネート 

  ・災害救援ボランティアへの資機材等の提供等の活動支援 

  ・市域内外の災害救援ボランティア団体・行政機関と地域住民等との連絡調整 

 

 

２ 災害救援ボランティアの受入れ 

県は、災害救援ボランティアの受入れに際して、各種ボランティアの技能が効果的に活かされるよう

に配慮し、必要に応じて災害救援ボランティア支援団体に対して活動拠点を提供する等、その活動の円

滑な実施が図られるよう支援に努めます。 

  市においても、関係団体等と協力し、災害救援ボランティアに対する活動場所や、必要に応じ、資機

材・宿泊場所等の提供あるいはそれらの情報提供により、活動の円滑な実施が図られるよう支援に努め

るものとします。また、消防機関においても、元消防団員等の経験や能力を有した災害救援ボランティ

アとの連携に努めるものとします。 

  県外からの支援の受入れについては、市災害救援ボランティアセンターが県災害救援ボランティアセ

ンターと連携し、迅速に受入れ体制を整えるとともに、最大限の便宜を図ることとします。 

 

３ 災害救援ボランティア支援団体の活動に対する支援 

  行政とボランティア団体の特性の違いを活かした効果的な支援活動を行うため、市及び県は、災害救

援ボランティア支援団体との協働・連携を進めるとともに、その活動に必要な場所・資金等の確保に対

する便宜の提供に努めるものとします。 
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第 16 節 災害救助法関係 
 

○ 災害救助法が適用される災害が発生した場合は、市長は、災害救助法の規定に基づき、被災者保護と

社会秩序の保全を目的として県知事が実施する救助を補助します。 

  また、市民生活の安定のため、義援物資・義援金の受入れ等を行います。 

○ 災害時に全国の多くの人々から寄せられる義援物資は、被災者の状況を慮った善意によるものです。

しかし、不規則かつ大量に届けられる小口の義援物資を適切に処理するには多くの人手や時間を要する

ことや、刻々と変化する被災者のニーズに合わせて処理していくことが困難であることなど、多くの課

題が指摘されています。 

市及び県は、個人等から寄せられる小口の義援物資については原則として受け入れないこととするな

ど、義援物資を効率的に活用する体制づくりに努めます。 

 

１ 災害救助法 

⑴  災害救助法の適用 

ア 市長は、その被災状況によって災害救助法に基づく応急措置を実施する必要があると認めるとき

は、知事に対してその旨を要請します。 

イ 知事は、次に掲げる適用基準に基づき、災害救助法を適用します。 

 

【災害救助法適用基準】 

災害救助法の適用基準は、同法第２条第１項、第２項及び同法施行令第１条に定めるところにより

ますが、本市における具体的な適用基準は次のとおりです。 

１ 住家が滅失した世帯数(※１)が 60世帯以上であること。 

２ 被害が広範囲にわたり、県内の滅失世帯数が 2,500世帯以上に達した場合で本市の滅失世帯数が

30世帯以上に達したとき。 

３ 被害が県内全域に及ぶ大災害で滅失世帯数が 12,000 世帯以上に達した場合又は災害が隔絶した

地域で発生したものである等、被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情(※

２)がある場合であって、多数の住家が滅失したとき。 

４ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定

める基準(※３)に該当するとき。 

５ 災害が発生するおそれがある段階で国が災害対策本部を設置し、本市がその所管区域となり、市

域内で被害を受けるおそれがあるとき。 

 

※１ 住家の滅失した世帯、すなわち全壊(焼)、流失等の世帯を標準としているので、半壊半焼等 

著しい損傷を受けた世帯については、２世帯で１の世帯とし、床上浸水、土砂のたい積等により、

一時的に居住不能となった世帯については、３世帯で１の世帯とみなします。 

※２ 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は 

災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

※３ 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が避難して、継続的に救 

助を必要とすること。 

 

 

 

⑵  災害救助法の適用手続 

ア 災害に際し、市における災害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当する見込みのある場合は、

市長は直ちにその旨を知事に報告します。 

イ 市長は、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができない時は、知事が行う

救助の補助として災害救助法の規定による救助に着手し、その況を事後速やかに知事に情報提供し

ます。 

ウ 知事は、救助を迅速に行うために必要があると認める時は、災害救助法による事務委任に係る事

前の取決めに基づき、下記に掲げる救助の実施に関する事務の一部を市長が行うこととすることが

できます。この場合、救助の期間、内容を市長に通知します。 
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【「災害救助法施行細則による救助の程度等」(県告示)における救助の種類】 

・避難所、応急仮設住宅の供与 

・炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

・被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

・医療及び助産 

・被災者の救出 

・被災した住宅の応急修理 

・学用品の給与 

・埋葬 

・死体の捜索 

・死体の処理 

・障害物の除去 

  ・応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用 

 

 

(3) 資源配分の連絡調整の実施 

ア 県が災害対策本部を設置し、災害救助法が適用され、物資等の配分に係る広域調整が必要と判断

した場合、県は、資源配分連絡調整チームを設置し、救助実施市に参集を要請するほか、必要に応

じて、物資の供給、輸送、保管に係る民間団体に参集を要請します。 

イ 資源配分連絡調整チームは、市町村の被災状況や支援ニーズに応じた市町村への資源配分のため

の供給計画を定め、物資や輸送手段など、必要な手配を行います。 

 

２ 義援物資、義援金 

⑴  義援物資の受入れ及び配布 

ア 民間企業や自治体等からの義援物資 

市は、関係機関等の協力を得ながら、民間企業や自治体等からの義援物資について、受入れを希

望するもの及び希望しないものを把握します。市及び県は、その内容のリスト及び送り先を公表し、

周知等を図るものとします。また、現地の需給状況を勘案し、同リストを逐次改定するものとし、

これを活用し、物資の配分を行います。 

イ 個人等からの小口の義援物資 

市及び県は、個人等からの小口義援物資については、原則受入れないこととし、その方針を周知

するものとします。 

なお、周知に当たっては、記者発表や市及び県のホームページへの掲載のほか、県域報道機関及

び全国ネットの報道機関による放送や他の自治体等のホームページへの掲載依頼などを行います。 

⑵ 義援金の受入れ及び配布 

市は、義援金の受入れ、配分に関して、県、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県共同募金会等と

義援金の募集、配分に関する委員会を必要に応じて組織し、適切な受入れ、配分を行います。その際、

配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努めます。 

 

３ 災害弔慰金等 

⑴ 市長は、一定規模以上の地震災害により死亡した住民の遺族に対しては災害弔慰金の支給を、一定

規模以上の地震災害により精神又は身体に著しい障害を受けた住民に対しては災害障害見舞金を支給

します。 

⑵ 市長は、災害により家屋等に被害を受けた世帯等に対し、災害救助法が適用された災害においては、

生活の立て直しや自立助長の資金として、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、条例に従

って災害援護資金の貸付けを行います。また、県社会福祉協議会は、同法の適用に至らない小規模な

災害において、「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づく生活福祉資金を低所得世帯に対して貸し付け

ます。 

⑶ 市長は、各種の支援措置を早期に実施するため、発災後早期に罹災証明の交付体制を確立し、被災

者に罹災証明書等を交付します。 

⑷  市は、損害の程度に応じて市税や料金等の納期の延長、徴収猶予、減免を行います。 
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第 17 節 二次災害の防止活動 
 

余震又は、降雨等による水害・土砂災害、余震による建築物、構造物の倒壊等、地盤沈下による浸水等

に備え、二次災害防止施策を講じます。 

 

１ 水害・土砂災害対策 

県及び市は、余震あるいは降雨等による二次的な水害に対する点検を行い、応急対策を実施します。

また、土砂災害等の危険箇所の点検については、必要に応じ専門技術者等を活用して行います。その結

果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知を図り、不安定土砂の除去、仮

設防護柵の設置等の応急工事を行います。 

さらに市は、適切な警戒避難体制の整備などの応急対策を行うとともに、災害の発生のおそれのある

場合は速やかに適切な避難対策を実施します。 

また、横浜地方気象台及び県は、必要に応じて土砂災害警戒情報等の発表基準の引下げを実施します。 

国は、天然ダムや火山噴火による土石流等大規模な土砂災害が急迫している場合に、また、県は地す

べりによる大規模な土砂災害が急迫している場合に、緊急調査を実施して、被害の想定される土地の区

域・時期に関する情報(土砂災害緊急情報)を住民への避難指示の判断に資するために、市に通知すると

ともに、住民等への周知を行います。 

 

２ 建築物及び敷地対策 

⑴ 市は、余震等による建築物等の倒壊や余震及び降雨による宅地の崩壊がもたらす人的二次災害を防

止するため、応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士を活用して、被災建築物等に対しては応急

危険度判定、被災宅地に対しては宅地危険度判定を速やかに行い、その判定結果を標識で表示し、住

民に説明するなどの応急措置を行うとともに、災害発生のおそれのある場合は、速やかに適切な避難

対策を実施します。 

⑵ 建設業者等も、ボランティア、調査活動等で、自社施工の建築物、構築物の危険性を調査し、一定

の役割を果たします。 

⑶ 建築物等への被害があり、有害物質の漏えい及び石綿の飛散が懸念される場合、市及び県又は建設

業者等は、有害物質の漏えい及び石綿の飛散を防止するため、施設の点検、応急措置、関係機関への

連絡、環境モニタリング等の対策を行います。 

 

３ 津波対策 

市は、津波による浸水を防止するため、海岸保全施設等の点検を行うとともに、必要に応じて応急工

事を行います。なお、防潮門扉等の閉鎖作業者等の安全確保に留意します。 

市は、適切な警戒避難体制の整備などの応急対策を行うとともに、災害の発生のおそれのある場合は、

速やかに適切な避難対策を実施します。 

 

４ 爆発等及び有害物質による二次災害対策 

⑴  危険物及び火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設等の管理者は、爆発等の二次災害防止

のため、当該施設の点検応急措置を行います。また、爆発等のおそれが生じた場合は、速やかに関係

機関に連絡します。 

さらに市は、県と協力して市内の工場等の立入調査を実施し、安全確認に努めます。 

⑵  市又は事業者は、有害物質の漏えい及び石綿の飛散を防止するため、施設の点検・応急措置、関係

機関への連絡、環境モニタリング等の対策を行います。 
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第 18 節 津波対策 
 

沿岸住民及び海岸利用者等は、日頃から、強い地震を感じたとき、弱い地震であっても長い時間ゆっく

りとした揺れを感じたときは、気象庁の津波警報等の発表や市長の避難指示の発令を待たずに、自主的か

つ直ちに可能な限り高く安全な場所に避難をするなど、津波に対する防御意識が大切です。 

市及び防災関係機関は、津波が発生するおそれのある場合、災害を防止するための迅速・的確な措置を

行います。 

 

１ 津波警報・注意報、津波情報、津波予報の伝達 

⑴  津波警報・注意報 

気象庁は、地震の発生後、津波の可能性を迅速に判定し、必要に応じて大津波警報、津波警報、津

波注意報（以下これらを「津波警報等」という。）を発表します。 

 

【津波警報等の種類】 

種類 発表基準 

発表される津波の高さ 

数値での発表 

(津波の高さ予想の区分) 

巨大地震の場合

の発表 

大津波警報※ 
予想される津波の高さが高いところで３ｍ

を超える場合 

10ｍ超 

(10ｍ＜予想高さ) 

巨大 
10ｍ 

(５ｍ＜予想高さ≦10ｍ) 

５ｍ 

(３ｍ＜予想高さ≦５ｍ) 

津波警報 
予想される津波の高さが高いところで１ｍ

を超え、３ｍ以下の場合 

３ｍ 

(１ｍ＜予想高さ≦３ｍ) 
高い 

津波注意報 

予想される津波の高さが高いところで 0.2

ｍ以上、１ｍ以下の場合であって、津波に

よる災害のおそれがある場合 

１ｍ 

(0.2ｍ≦予想高さ≦１ｍ) 
（表記しない） 

※大津波警報を特別警報に位置づけています。 

 

⑵ 津波情報 

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波

の高さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻等を津波情報で発表します。 

 

【津波情報の種類】 

種 類 内 容 

津波到達予想時刻・予想され

る津波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ（発

表内容は津波警報・注意報の種類の表に記載）を発表します。 
（この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区で最も早く津

波が到達する時刻です。場所によっては、この時刻よりも１時間以上

遅れて津波が襲ってくることもあります。） 

各地の満潮時刻・津波到達予

想時刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表します。 

津波観測に関する情報(※１) 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表します。 

沖合の津波観測に関する情報 

(※２) 

 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定され

る沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表します。 

   気象庁防災情報XMLフォーマット電文及び気象庁ホームページでは、「津波到達予想時刻・予想される

津波の高さに関する情報」は「津波警報・注意報・予報」にまとめた形で発表します。 
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※１「津波観測に関する情報」の発表内容 

・沿岸で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、及びその時点までに観測された最大波の 

観測時刻と高さを観測点ごとに発表します。 

・津波は繰り返し襲い、あとから来る波の方が高くなることがあるため、観測された津波が小さい 

からといって避難を止めてしまうと危険です。そのため、最大波の観測値については、大津波警 

報又は津波警報が発表中の津波予報区において、観測された津波の高さが低い間は、数値ではな 

く「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝えます。 

 

【沿岸で観測された津波の最大波の発表内容】 

警報・注意報の発表状況 観測された津波の高さ 内 容 

大津波警報を発表中 １ｍ超 数値で発表 

１ｍ以下 「観測中」と発表 

津波警報を発表中 0.2ｍ以上 数値で発表 

0.2ｍ未満 「観測中」と発表 

津波注意報を発表中 （すべての場合） 数値で発表（津波の高さがごく小

さい場合は「微弱」と表現。） 

   

 

※２「沖合の津波観測に関する情報」の発表内容 

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観 

測時刻と高さを観測点ごとに発表します。また、これら沖合の観測値から推定される沿岸での 

推定値（第１波の推定到達時刻、最大波の推定到達時刻と推定高さ）を津波予報区単位で発表 

します。 

・最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響を考慮し 

一定の基準を満たすまでは数値を発表しません。大津波警報又は津波警報が発表中の津波予報 

区において、沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」（沖合での観 

測値）又は「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝え 

ます。 

 

【沖合で観測された津波の最大波】 

警報・注意報の 

発表状況 

沿岸で推定される 

津波の高さ 
内 容 

大津波警報を 

発表中 

３ｍ超 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値

を「推定中」と発表 

３ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値

を「推定中」と発表 

津波警報を 

発表中 

１ｍ超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

１ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値

を「推定中」と発表 

津波注意報 

を発表中 
（すべての場合） 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

 

 

⑶ 津波予報 

気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で

発表します。（津波が予想されないときは、津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表します。） 

発表される場合 内  容 

0.2ｍ未満の海面変動が 

予想されたとき 

高いところでも0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心配はなく、

特段の防災対応の必要がない旨を発表します。 

津波注意報解除後も海面 

変動が継続するとき 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能性

が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては

十分な留意が必要である旨を発表します。 
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⑷  津波警報等並びに津波情報及び津波予報の受理伝達 

市及び防災関係機関は、津波警報、避難情報を確実に伝達できるよう、あらゆる手段の活用を図り

ます。 

ア 気象庁が津波予報区（※１）の東京湾内湾又は相模湾・三浦半島に津波警報等を発表した場合、

県は防災行政通信網を通じて沿岸市町等に津波警報等並びに津波情報及び津波予報を伝達すると

ともに、災害情報管理システムにより被害情報を収集する旨の連絡を行い、被害の早期把握と情報

の共有化を図ります。 

イ 県及び防災関係機関は、津波警報等並びに津波情報及び津波予報を地震情報等の受理伝達系統図

により迅速・的確に伝達します。 

ウ 気象庁が、津波警報等を発表した場合、緊急速報メールにより該当する津波予報区沿岸地域の対

応端末（スマートフォン・携帯電話）に、津波避難に関する緊急情報が一斉に配信され、県からも

必要な情報を緊急速報メールで自動配信されます。また、海岸利用者や沿岸部の道路利用者に対し、

津波情報盤や道路情報板により津波情報を伝達します。 

エ 市は、全国瞬時警報システム（J-ALERT）などにより津波警報等を受理したときは、防災行政無線

等を通じて、気象業務法に従ったサイレンにより、直ちに住民等に伝達するとともに、避難情報の

発令等の措置を行います。（※２） 

オ 市及び県は、民間の団体と連携し、マリンスポーツなどで海岸から離れたところにいる方や聴覚

に障害を持った方たちなどに対し、津波からの避難を促すため、国における検討会での結果を踏ま

えた旗による視覚に訴える情報伝達も活用するなど、多様な手段で避難を呼びかけます。 

 

※１「津波予報区」 

神奈川県沿岸の津波予報区は次のとおりです。 

津波予報区 区  域 

東京湾内湾 

東京湾内の、千葉県富津岬以北（富

津岬先端を除く） 

東京都・神奈川県観音崎以北の沿岸 

相模湾・ 

三浦半島 

神奈川県（観音崎東端以北の東京湾

沿岸を除く）沿岸 

 

※２「J-ALERT による大津波警報及び津波警報時の放送内容」 

放送の種類 警報音 放送内容 

大津波警報 
サイレン 

３秒吹鳴２秒休止×３回 

大津波警報が発表されました。 

海岸付近の方は高台に避難してください。 

津波警報 
サイレン 

５秒吹鳴６秒休止×２回 

津波警報が発表されました。 

海岸付近の方は高台に避難してください。 

津波情報（大津波警報・津波警報）は、全国瞬時警報システム（J-ALERT）により、 

防災行政無線を通して、消防庁から直接住民に伝えられます。なお、津波注意報の発表等は、 

市が防災行政無線等により伝達します。 

 

 

２ 市の措置 

⑴  市は、強い地震（震度４程度以上）又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じて

避難の必要性を認める場合、直ちに避難指示を行うなど、速やかに的確な対応を行います。 

なお、津波警報等に応じて自動的に避難指示を発令する場合においても、住民等の円滑な避難や安

全確保の観点から、津波の規模と避難指示の対象となる地域を住民等に伝達します。 

⑵  市は、予想される津波到達時間を考慮しつつ、避難誘導や防災対応に当たる者の安全が確保される

ことを前提とした上で、防潮門扉等の閉鎖や要配慮者の避難支援などの緊急対策を行います。 

⑶  市は、津波のための避難指示を発令した場合、速やかに県にその旨を報告するとともに、隣接沿岸

市町に連絡するものとします。 
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３ その他防災関係機関の措置 

⑴  三崎警察署は、津波警報が発表されたとき、又は津波による浸水が発生すると判断した場合におい

て、市長が避難指示をすることができないと認めるとき、又は市長から要請があったとき、若しくは

危険が切迫していると自らが認めるときは、直ちに沿岸住民及び海岸利用者等に避難の指示を行いま

す。 

⑵  横須賀海上保安部は、津波による被害が予想される沿岸地域の住民、海水浴客等に対しては、船舶、

航空機等を巡回させ、拡声器、たれ幕等により情報を周知します。 
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第５章 復旧・復興対策 
 

○ 阪神・淡路大震災は、戦後最大の大都市直下型の地震であり、大都市地域における震災対策を一層

推進する必要があることを再認識した災害でもありました。 

○ 大規模な都市型地震災害は、市民の生活、財産、生活基盤等に直接の被害をもたらすだけではなく、

その被災規模が大きいため、その爪痕は社会・経済活動に長期間影響を及ぼし続けます。大震災後の

市民生活の再建、都市の復興、さらには経済活動の復興を早期に実現するには、市民、地域コミュニ

ティや NPO、県や市などの行政機関が協働して、復興対策に取り組むことが必要となります。 

○ また、東日本大震災では、国内観測史上最大規模の地震やそれに伴う大津波で甚大な被害が発生し、

被災地が広範囲に及んでいるほか、戦後最大の人的被害が生じ、まさに未曾有の大災害となりました。 

○ 東日本大震災からの復興に当たっては、被災者、被災地の住民のみならず、国民全体が相互扶助と

連携のもとでそれぞれの役割を担っていくことが不可欠であるとともに、復旧の段階から、単なる復

旧ではなく、未来に向けた創造的復興を目指していくことが重要です。 

○ そこで本章は、あらかじめ復興の考え方や復興対策の内容を整理し、震災後の迅速な復興対策が推

進できるよう地域防災計画に位置づけたものです。 

なお、詳細な手順、手法等については、神奈川県震災復興対策マニュアルにおいて定められていま

す。 

○ 震災復興対策は、被災直後から量的・質的な変化を伴いつつ、連続的かつ段階的に進んでいくもの

であり、県災害対策本部が担う応急・復旧対策のうち、震災復興にも関係する対策については、連携

して進めます。 

○ また、復興対策の実施に当たっては、男女共同参画等の様々な観点から、復興のあらゆる場・組織

において、女性及び障害者、高齢者等の要配慮者の参画の推進に努めます。 

○ 暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努めるとともに、関係

行政機関、被災地地方公共団体、業界団体等に必要な働きかけを行うなど、復旧・復興事業からの暴

力団排除活動の徹底に努めます。 
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第１節 復興体制の整備 
 

 大震災後、迅速かつ的確に震災復興対策を実施するため、震災復興体制を整備します。 

 

１ 復興計画策定に係る庁内組織の設置 

市は、復興に関わる総合的措置を講じ、速やかな復興を図るために、復興に関する事務等を行う組織

（震災復興本部）を庁内に設置します。 

また、当該本部内における復興計画の策定を進める担当部において、復興計画に係る庁内案を作成し、

庁内各部局の調整を行います。 

 

２ 人的資源の確保 

本格的な復旧作業及び震災復興事業の実施のためには、通常業務に加えて膨大な事務執行が長期間に

わたり必要になります。したがって被災職員による減員等もある中、特定の分野や職種において人員不

足が予測されます。 

このため、特に人材を必要とする部門については、関係部と協議・調整し、弾力的かつ集中的に人員

配置を行うとともに、それでもなお不足を補いきれない場合には、臨時職員等の雇用も考慮します。 

また、県は、復旧・復興に取り組む市町村への県職員の派遣のほか、県外自治体への応援要請などに

より、人的支援に努めます。 

なお、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員

の健康管理やマスク着用等を徹底し、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等

の執務スペースの適切な空間の確保に配慮します。 

 

⑴  派遣職員の受入れ 

不足する職員を補うため、地方自治法、災害対策基本法、応急対策職員派遣制度、九都県市災害時

相互応援に関する協定、関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協定、全国都道府県

における災害時等の広域応援に関する協定等に基づき、職員の派遣又はあっ旋の要請を行い、職員を

受入れます。 

⑵  専門家の支援の受入れ 

災害後は、土地の測量、登記、建築、不動産評価などの土地に関する法律的な問題など、さまざま

な問題が発生し、専門的なサービスの提供が求められることが予想されます。そこで、こうした問題

については、県に、弁護士、司法書士、建築士、不動産鑑定士、税理士などの専門家の支援を要請し

ます。 

また、市及び県は、「災害時における家屋被害認定調査等への協力に関する協定」に基づき、生活

再建に係る各種支援の前提となる住宅等の被害の程度を認定する調査等への協力を神奈川県土地家

屋調査士会に要請します。 

 ⑶ 情報提供と市民相談の実施 

   市及び県は、行政の行う施策のほか、復旧・復興期における輻輳する多種多様な情報を整理し、ホ

ームページや広報紙等を利用して提供します。 

   また、臨時相談窓口や電話相談窓口等を設置し、生活再建や事後復興の不安に対する相談に応じま

す。 
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第２節 復興対策の実施 
 

市街地及び都市基盤施設等の復旧・復興の基本方向の決定、住宅の復興対策、生活再建支援、地域経済

復興など多岐にわたる復興対策を迅速・的確に行うためには、被災状況に関する正確な情報の収集を行い、

それに基づいて各分野の対策を実施します。 

 

１ 復興に関する調査 

本計画第４章の「災害時の応急活動対策」において、地震災害発生時における防災関係機関の情報連

絡体制、被災状況及び人的被害の状況を速やかに把握するための体制等について定めていますが、さら

に詳細に被災状況を把握し、市街地及び都市基盤施設の復旧、復興の基本方向の決定、住宅の復興対策、

生活再建支援など、復興対策及び復興対策に係る応急対策を迅速・的確に行うため、復興に関する調査

を行います。 

 

 ⑴ 被害状況調査 

   県は、災害情報管理システムなどを通じて、市町村から被害情報等を収集し、また、防災関係機関

等からの情報収集にも努め、被害状況等を取りまとめます。 

   市は、建築物、都市基盤施設等の被害概要について、調査を実施し、結果を県に報告します。 

 ⑵ 法制度の適用に関する調査 

県は、市町村から収集した情報を内閣府に報告し、災害救助法の適用について検討の上、決定しま

す。 

また、公共土木施設、農林水産業施設、公立学校施設などに関して、災害復旧事業に関する調査を

実施し、財政的援助につなげます。 

⑶  住宅の復興対策に関する調査 

  ア 市は、応急復旧対策、復興対策を効果的に行うために、全壊、半壊といった被災状況の調査を行

い、その結果を整理して県に報告します。また、個々の被災者の被害の状況や、各種の支援措置の

実施状況、配慮を要する事項等を、一元的に集約した被災者台帳を作成し、総合的かつ効果的な支

援の実施に努めます。 

県は、市町村の行う調査に対し、職員の派遣を行うとともに、必要に応じて、国や他の自治体等

の協力を得ながら、派遣要請等を行います。 

イ 市は、住宅の復興対策を効果的に行うために、応急仮設住宅の建設戸数調書を作成し、県に報告

します。 

県は、市町村で取りまとめた結果と被災者の実態をもとにして、応急仮設住宅必要戸数、恒久的

な住宅の必要量、その他必要となる住宅対策等について把握します。 

  ウ 市は、全壊、半壊といった被災地全体の建築物の被災状況の調査を行い、その結果を整理して県

に報告します。県は、市町村の行う調査に対し職員の派遣を行うとともに、必要に応じて、国や他

の自治体等の協力を得ながら、派遣要請を行います。 

なお、市は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施する

ため、災害による住宅等の程度の認定や罹災証明の交付の体制を確立し、速やかに、住宅等の被害

の程度を設定し、被災者に罹災証明を交付します。 

  エ 市は、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家の写

真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施します。 

⑷ 生活再建支援に関する調査 

市は、要配慮者の被災状況や地域における医療需要、医療機関の再開状況の把握、社会福祉施設の

被災・復旧状況、社会教育施設等の被災状況等、その他の生活再建に必要となる被災状況について調

査します。 

⑸ 地域経済復興支援に係る調査 

市は、被災地全体の概要の把握に努めます。特に中小企業の工場や商店街の商店等の被災状況等は、

生活再建支援策と密接に関連するため、可能な限り綿密に調査を行います。 

ア 事業所等の被害調査 

市は、震災直後の緊急対応及び復興に向けての施策を検討するために、業種別、規模別被害額や

工場、商店、農地・農林水産業等の被害について調査を行います。 

県は、市町村、商工団体が策定した事業継続力強化支援計画に基づき収集された県内被災企業の

被害額について、関東経済産業局に報告を行います。 
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イ 地域経済影響調査 

市は、産業基盤施設の被災状況や事業者の物的被害状況（事業停止期間の把握、取引状況）の調

査等を行い、地域経済への影響を把握します。 

⑹ 復興の進捗状況モニタリング 

復興対策は長期にわたりますが、その進捗状況は発災から経過した時間や地域によって異なります。

そこで、住宅、都市基盤、地域経済などの復興状況や被災者の生活再建の度合い、失業率、将来への

意向等を復興状況等に応じて的確に調査し、必要に応じて復興対策や復興事業を修正します。 

 

２ 復興計画の策定 

市は、大規模地震災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害を生じた場合には、被災地の

再建は高度かつ複雑な大規模事業になることから、これを速やかに実施し、多くの関係機関の諸事業を

調整しつつ計画的に復興を推進していくため、復興計画を策定します。 

復興計画を策定する際には、 

① 復興の基本方針の策定 

② 分野別復興計画の策定 

③ 復興計画の策定という３つのステップを経て行います。 

    なお、復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者のこころの健康の維持を含め、被災

地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことを踏まえ、その維持・回復や再構築に十分に配慮

するものとします。 

 

⑴  復興の基本方針の策定 

復興の基本方針では、復興理念（スローガン）の設定、復興の基本目標等を設定します。 

平成 25年に制定された大規模災害からの復興に関する法律（以下、「復興法」という。）により、都

道府県が、政府の復興基本方針に即して都道府県復興方針を作成できるとされ、県の基本方針が法定

化されました。同法により、市の復興計画は、都道府県復興方針に則して策定されるものとされてお

り、県はなるべく早期に基本方針を定め、公表する必要があります。 

⑵  分野別復興計画の策定 

社会経済活動に甚大な障害が生じた場合、被災地の再建に当たっては、市街地整備のみならず、産

業振興、福祉、教育等広範な分野にわたる事業を展開していく必要があるので、都市復興、住宅復興、

産業復興、生活再建など、個別具体的な計画が必要な分野については、分野別復興計画を策定します。 

また、計画の策定に当たっては、各計画の整合性を図ります。 

⑶  復興計画の策定 

復興の基本方針、分野別復興計画の検討結果を踏まえ、復興計画（案）を作成します。復興計画（案）

について、市民、関係機関、団体等の意見を聞き、復興計画を作成します。 

復興計画策定に当たっては、市の総合計画との整合のほか、次の点を踏まえる必要があります。 

・被災教訓の反映（再度被災しないための防災性向上の必要性） 

・復興施策の優先順位の明確化 

また、策定に当たっては、関係機関、市民等の意見の反映に努めます。その際、市外に避難してい

る被災者の意見把握にも留意する必要があります。 

復興計画の項目例は次のとおりです。 

ア 復興に関する基本理念 

イ 復興の基本目標 

ウ 復興の方向性 

エ 復興の目標年 

オ 復興計画の対象地域 

カ 分野別の復興施策の体系 

キ 復興施策や復興事業の事業推進方策 

ク 復興施策や復興事業の優先順位 

⑷  復興計画策定のプロセス 

ア 復興計画の策定に当たっては、震災復興専門委員会（仮称）の意見聴取等を踏まえ、関係部にお

いて案を作成します。 

イ 復興計画に市民の意見を反映するとともに、県や関係機関に対しても意見を求めます。その後、

意見を集約し、分野別復興計画、県の復興計画等との整合を図り、復興計画案を策定します。 

ウ 震災復興本部の長は、復興本部会議の審議を経て、復興計画及び分野別復興計画を決定し、公表
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します。 

⑸  復興計画の公表 

市民や市などが協働・連携して復興対策を推進するため、新聞、ラジオ、テレビ、インターネット、

市広報紙等により復興施策を具体的に公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 復興財源の確保 

⑴  財政方針の策定 

被害状況の把握と対応策の検討と同時に、応急・復旧事業、復興事業に係る財政需要見込を算定し

ます。 

また、財政需要見込に基づき、対策の優先度や重要度に応じて適切な対応が図れるよう、機動的か

つ柔軟な予算執行や編成を行うこととします。 

⑵  財源確保対策 

復旧・復興対策に係る財政需要に対応するため、財政基金(大規模災害対応分)の活用や他の事業の

抑制などにより財源の確保を図るほか、激甚災害の指定、災害復旧に係る補助や起債措置、交付税措

置、復興交付金など、十分な支援を県へ要望していきます。 

 

４ 市街地復興 

被災した市街地を迅速に復興するには、被災者が住んでいた地域にとどまって、自ら立ち上がってい

くことが必要となります。 

市街地復興の決定に当たっては、まず、被災地区の被災状況、地域の従前の基盤施設の整備状況や関

係者の意向等をもとに迅速な復旧を目指し、かつ、どのようにして災害に強いまちづくりを行うかとい

った中・長期的な計画的市街地復興方策を検討します。 

さらに、市街地復興を行う基本方向が決定された地区については、市街地復興の方針、目的、手法等

を決定し、災害に強いまちの形成やより快適な都市環境の形成を図ります。 

特に市街地の防災性の向上や都市機能の更新が必要とされる地区等では、単なる現状復旧ではなく、

合理的かつ健全な市街地の形成や都市機能の更新を図っていきます。 

なお、津波による被害を受けた被災地については、津波に強いまちづくりを図る観点から、住民等の

参加のもと、高台移転も含めた総合的な市街地の再整備を行います。 

 

 

 

 

 

２ 復興計画の検討 

(1) 復興計画策定に当たっての 

  基本方針についての検討 

１ 復興計画策定に係る庁内組織の設置 

専門家の知見の反映 

市民等の意見、提案の反映 

(3) 復興計画の検討 

(2) 復興計画指針の検討 

国、県、他自治体との調整 

復 興 計 画 の 策 定  
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【市街地復興のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴  都市復興基本方針の策定 

市は、各地の被災状況、地域の従前の都市基盤施設の整備状況等を踏まえ、原状復旧を行う地区と

するか、計画的復興地区とするのかを検討して基本方針を策定し、公表します。 

⑵  復興整備条例の制定 

市は、市街地の無秩序な復興を防止し、都市復興の理念を公にするため必要に応じて復興整備条例

を制定します。条例には、市・住民・事業者の責務、復興対象地区の指定と整備手法等を明示します。 

⑶  復興対象地区の設定 

条例を制定した場合、市は、被災状況調査や既存の都市計画における位置づけ、都市基盤整備状況

等に基づき、復興対象地区の地区区分を設定します。 

⑷  建築制限の実施 

市は、市街地の被災の程度や従前の状況によって、都市計画、区画整理等による本格的な復旧・復

興事業に着手するまでの間、復旧・復興の妨げになるような無秩序な建築行為を防ぐことを目的とし

て、建築基準法等に基づき区域を指定し、建築制限を実施します。 

この場合、住宅等の復興に関して情報提供を行うため、建築相談所等を開設します。 

⑸  都市復興基本計画の策定、事業実施 

市は、住民の意見の集約を図りながら、復興の目標、土地利用方針、都市施設の整備方針、市街地

復興の基本方針など、具体的な復興都市計画を策定します。 

市は、復興対象地区ごとに、地区復興都市計画を策定します。 

⑹  仮設市街地対策 

市は、地域の本格復興が完了するまでの間、住宅の応急修理や仮設店舗等の建設、応急仮設住宅の

建設等により、住民の他地域への疎開を減らし、被災前のコミュニティをできる限り守るため、仮設

市街地計画を策定します。 

⑺  住宅対策 

生活の基盤である住宅の再建は、地域経済の復興にも大きく関わってくるため、市及び県は、持ち

家、マンション等の再建支援、災害公営住宅の供給及び公営住宅等への特定入居等を行います。また、

公営住宅の入居対象外の住民に対して、民間賃貸住宅の供給促進及び入居支援を行います。これによ

り、市及び県は恒久住宅への円滑な移行を進めます。 

 

５ 都市基盤施設等の復興対策 

都市基盤施設の復興は、災害応急対策として行われる機能の回復を目的とした応急復旧と施設自体を

被災前の状況に戻す復旧、あるいは、防災性を高めて計画的に整備するといった本格的な復興の３つの

段階に分けられ、それぞれの基本方向に沿って施策を実施します。 

なお、復興法において、被災地方公共団体等からの要請及び当該被災地方公共団体等における工事の

実施体制その他の地域の実情を勘案して必要な場合は、漁港、道路、海岸保全施設、河川等の災害復旧

事業等の工事について、国又は都道府県が代行できることが明記されました。 

１ 被災状況の調査 

２ 都市復興基本方針の策定及び復興整備条例の制定 

３ 復興対象地区の設定・調整及び建築制限の実施 

４ 都市復興基本計画の策定 

市街地に係る復興事業の推進、住宅対策の推進 
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⑴  被災施設の復旧等 

ア 市は、あらかじめ定めた応援協定等を活用し、市管理の公共施設の復旧を進めます。 

イ ライフライン、交通関係施設の応急復旧については、関係事業者との連携のもと、施設の早期復

旧に努めます。 

⑵  応急復旧後の本格復旧・復興 

市は、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、公園、河川、漁港などの骨

格的都市基盤整備、防災安全街区の整備、ライフラインの耐震性の強化、さらには建築物や公共施設

の耐震、不燃化などを基本目標とします。 

ア 道路施設 

市は、被災状況、地域特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案し、迅速な原状復旧を目指すか

耐震性の強化、中・長期的な問題点の改良等も行う復興を行うのかを検討し、復旧・復興方針を作

成します。 

なお、計画道路については、被災状況や市街化の動向等を勘案し、幅員やルート、線形の変更も

含めて再検討します。 

イ 公園・緑地 

市は、被災市街地・集落の復興における基盤整備の方針、計画、整備手法などと調整を図り、公

園・緑地の復旧・復興方針を作成します。また、都市計画決定されている公園・緑地の整備を進め、

既存公園に防災施設の整備・拡充を行うとともに、広域的な防災拠点となる公園については、県と

連携して整備を進めます。 

ウ 漁港施設 

市及び県は、漁港施設（市管理漁港・県管理漁港）については、漁港管理者と協力しながら被災

状況を把握し、必要に応じて復興への支援を行います。各漁港管理者は、迅速な原型復旧を目指す

か、耐震性の強化や中・長期的な観点から改良・再編等も考慮した復旧を行うのかを検討して基本

方針を決定し、復旧工事を実施します。 

エ ライフライン施設 

市は、被害状況や緊急性を考慮して、県及び各ライフライン事業者と調整を図り、施設の早期復

旧・復興を目指すとともに、耐震性の強化など防災性の向上に努めます。 

オ 河川・砂防施設・急傾斜地崩壊防止施設・海岸保全施設・森林等 

市及び県は、管理する各施設について、被害状況や緊急性を考慮して、施設の早期復旧・復興を

目指すとともに、耐震性の強化など防災性の向上に努めます。 

カ 災害廃棄物等 

大規模地震により災害廃棄物が発生しますが、特に、津波被害が生じた場合は、損壊家屋をはじ

めとする大量の災害廃棄物が発生することから、関係機関が緊密に連携し、必要に応じて広域的な

処理を検討するとともに、できるだけ環境負荷の少ない方法を検討し、円滑かつ迅速に処理を進め

る必要があります。 

(ｱ)  災害廃棄物処理実行計画等の策定 

市及び県は、平時に策定した災害廃棄物処理計画をもとに、国の災害廃棄物処理指針等を踏ま

え、災害廃棄物処理実行計画を策定します。 

また、県は、市町村の災害廃棄物処理計画等の策定について支援を行います。 

(ｲ)  災害廃棄物の処理 

可能な限り分別・選別・再生利用等により減量化を図りながら適正かつ円滑・迅速な処理を行

います。 

(ｳ)  支援要請 

市は、処理が困難な場合には、県又は民間事業者団体に支援を要請します。 

県は、市町村から支援要請があった場合、支援可能な市町村や民間事業者団体、他都道府県等

に支援を要請します。 

(ｴ)  損壊家屋等の解体・撤去 

市は、アスベスト調査を実施の上、分別を考慮しながら、倒壊の危険性のある損壊家屋等から

優先的に解体・撤去します。 

県は、市町村からの支援要請に基づき、建物の解体・撤去等に関する協定を締結している民間

事業者団体等に支援を要請します。 

(ｵ)  仮設処理施設の設置 

市は、災害廃棄物の処理が円滑に進むよう、必要に応じて仮設処理施設を設置し、適切な運営・

管理を行うとともに、余震に備えた安全対策、関係法令を遵守した公害対策を行います。 
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県は、仮設処理施設の設置や管理・運営について情報提供、技術的支援を行います。 

 

６ 生活再建支援 

被災者の生活復興は、震災前の状態に復元することが第一目標となりますが、心身や財産、就業場所

の被害が甚大なため、元の生活に戻ることが困難な場合があります。そこで、新たな生活を再建するた

めには、市、市民、民間機関が連携し、協働することが大切です。 

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のための仕

組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身の

ケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講じる必要があります。 

さらに、居住地以外の市区町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地であった地方公共団体及

び避難先の地方公共団体が協力することにより、必要な情報や支援・サービスを提供できるよう努める

必要があります。 

また、市は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する

事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める必要

があります。 

 

⑴  被災者の経済的再建支援 

市は、被災者の生活再建が円滑に進むよう、福祉、保健、医療、教育、労働、金融等総合相談窓口

を設置し、さらに被災者生活再建支援金や災害弔慰金、災害障害見舞金の支給、災害援護資金や生活

福祉資金の貸付け及び罹災証明の交付をはじめとする各種事務執行体制を強化するとともに、必要に

応じて税や保険料の納期の延長、徴収猶予、減免をします。 

ア 被災者生活再建支援金の支給 

被災者の自立的生活再建が速やかに図られるよう、市は、被災者生活再建支援金の支給申請等に

係る窓口業務を行います。また、全都道府県から支援金の支給事務の委託を受けている被災者生活

再建支援法人は、これを受けて被災者生活再建支援金支給に関する事務を行います。 

 

【被災者生活再建支援制度】 

１ 目的 

自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から

拠出した基金を活用して、最高 300 万円の被災者生活再建支援金(全都道府県からの被災者生活再

建支援法人への拠出金及び基金の運用益と国からの補助金を原資とする)を支給することにより、

その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を目的とするものです。 

２ 適用の要件 

⑴  対象となる自然災害 

ア 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村における

自然災害 

イ 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村における自然災害 

ウ 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

エ ア又はイの市区町村を含む都道府県で、５以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市区

町村(人口 10万人未満に限る)における自然災害 

オ ア～ウの区域に隣接する市区町村で、５以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市区町

村（人口 10万人未満に限る）における自然災害 

カ ア若しくはイの市区町村を含む都道府県又はウの都道府県が２以上ある場合に、５世帯以上

の住宅全壊被害が発生した市区町村（人口 10万人未満に限る）における自然災害及び２世帯以

上の住宅全壊被害が発生した市区町村（人口５万人未満に限る）における自然災害 

⑵  対象となる世帯 

ア 住宅が全壊した世帯 

イ 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

ウ 災害が継続し、長期にわたり居住不能な状態が継続することが見込まれる世帯 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯) 

オ  住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難であると認められる世帯

（中規模半壊世帯） 
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３ 次の⑴及び⑵の支給金の額（世帯人数が 1 人の場合は、3/4の額）の合計額になります。 

⑴  住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の被害程度 
全 壊 

（2⑵アに該当） 

解 体 

（2⑵イに該当） 

長期避難 

（2⑵ウに該当） 

大規模半壊 

2⑵エに該当 

支 給 額 100 万円 100 万円 100 万円 50 万円 

⑵ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 建設・購入 補 修 
賃 貸 

（公営住宅以外） 

支 給 額 
200 万円 

(100万円)※ 

100 万円 

(50 万円)※ 

50 万円 

(25 万円)※ 

    ※中規模半壊世帯 

４ 支給金の支給申請 

⑴  申請窓口：市区町村 

⑵  申請時の添付書類 

ア  基礎支援金：罹災証明書、住民票等 

     イ  加算支援金：契約書（住宅の購入、賃貸等）等 

⑶  申請期間 

ア  基礎支援金：災害発生日から 13月以内 

イ  加算支援金：災害発生日から 37月以内 

５ 支援金の支給に係る事務手続 

⑴  市は、被害認定、支援金の支給申請に係る窓口業務等を行い、県はこれらをとりまとめ、被災

者生活再建支援法人へ送付します。 

⑵  県は、発生した災害が災害救助法施行令第１条各号に定める自然災害となることが明白である

か、又はその可能性があると認められる場合には、必要な事項について市からの報告をとりまと

めのうえ、速やかに国及び同法人あてに報告を行います。 

⑶  県は、市からの報告を精査した結果、発生した災害が同施行令第 1条各号に定めるいずれかの

自然災害に該当するものと認めた場合には、必要な事項について速やかに国及び同法人あて報告

するとともに、公示を行います。 

 

 

イ 災害援護資金、生活福祉資金の貸付 

市は、災害により家屋等に被害を受けた世帯数に対し、生活の立て直し、自立助長の資金として、

災害救助法が適用された災害では、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、条例に従って

災害援護資金の貸付けを行います。また、社会福祉協議会は、同法の適用に至らない小規模災害時

には、「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づく生活福祉資金を、低所得者世帯を対象に貸付けます。 

ウ 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給 

市は、災害による死亡者の遺族に対し「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、条例に従

って災害弔慰金を支給します。 

また、災害により精神的又は身体に著しい障害を受けた者に対しては、同法に基づき、条例に従

って災害障害見舞金を支給します。 

エ 義援物資の受入れ及び配分 

(ｱ) 民間企業や自治体等からの義援物資 

市は、関係機関等の協力を得ながら、民間企業や自治体等からの義援物資について、受入れを

希望するもの及び希望しないものを把握します。市は、その内容のリスト及び送り先を公表し、

周知等を図るものとします。 

また、現地の需給状況を勘案し、同リストを逐次改訂するものとし、これを活用して物資の配

分を行います。 

(ｲ) 個人等からの小口義援物資 

市及び県は、個人等からの小口の義援物資については、原則受け入れないこととし、その方針

について周知するものとします。 

なお、周知に当たっては、記者発表や市のホームページへの掲載のほか、県域報道機関及び全

国ネットの報道機関による放送や他の自治体等のホームページへの掲載要請などを行います。 
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オ 義援金の受入れ及び配分 

市は、義援金の受入れ、配分に関して、県、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県共同募金会等

と義援金の募集、配分に関する委員会を、必要に応じて組織し、適切な受入れ、配分を行います。

その際、配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努めます。 

カ 生活保護 

市は、被災による生活環境の変化から、新たな要保護者の発生が予想されるので、申請漏れが発

生しないよう相談窓口の設置等により生活保護制度の周知を行います。また、被災の状況によって

は申請そのものが困難な場合も考えられるため、積極的に情報を収集して要保護者の把握に努めま

す。 

キ 税の減免等 

市及び県は、被災者の生活再建を支援するため、個人住民税、個人事業税、自動車税（種別割）、

固定資産税、不動産取得税などの地方税等について、申告等の期限延長、徴収猶予及び減免などの

納税緩和措置等について検討します。 

ク 社会保険関連 

市は、国の通知等に基づき、国民健康保険、介護保険など社会保険関連の特例措置を実施します。 

⑵  雇用対策 

ア 雇用状況の把握 

市は、事業施設や地域経済の被害により、事業継続の困難による倒産や従業員の解雇等が予想さ

れることから、県と連携を図り、雇用状況の把握に努めます。 

イ 雇用の維持 

市は、離職者をできるだけ発生させないため、雇用維持の要請、各種助成金制度等の活用促進、

労働保険料の徴収の延期について県に対して要請します。 

ウ  離職者の再就職等の支援 

離職者が早期に再就職できるよう、雇用保険制度の適切な活用促進に向けた対応のほか、国の機関

や経済・労働関係団体等の協力を得ながら、地域における求人情報の収集・提供、各種公的支援制

度の活用を図ります。また、ハローワーク横須賀等関係機関と協力して、復興過程で創出される求

人の開拓に努めます。 

⑶  精神的支援 

ア 相談窓口の設置及び保健医療活動の実施 

市は、被災を体験したことにより精神的に不安定になっている被災者に対して、保健師、精神保

健福祉士等が電話等で対応する相談窓口を設けます。また、災害派遣精神医療チーム（DPAT）の支

援により、必要に応じて訪問相談、巡回相談を行います。 

イ 被災者の精神保健支援のための拠点の設置 

市は、被災者のこころのケアに長期的に対応するための拠点を設置して地域に根ざした精神保健

活動を行います。 

ウ 災害時のこころのケア啓発冊子の作成・配布 

被災に関わるこころの変化について、被災者、行政関係者、NPO・ボランティア等に周知を図るた

め、既存の冊子や新たに作成した冊子を配布します。 

エ 被災児童・生徒のこころのケア事業 

市は、災害時に特に影響を受けやすい児童・生徒等に対して、相談窓口の設置や電話相談の開設、

スクールカウンセラー等による巡回相談等を実施します。 

⑷  要配慮者等対策 

ア 要配慮者等への支援の実施 

市は、高齢者、障害者、児童等の要配慮者の被災状況を把握し、介護保険サービスや障害福祉サ

ービスなど、必要な支援が受けられるよう体制を整備します。 

また、障害等の種類、程度によっては、情報の入手に支障が生じ、必要な手続ができないことも

考えられるため、そうした方への支援も実施します。 

イ 外国人被災者への支援の実施 

市は、言葉の壁がある外国人被災者が情報を入手できるよう、仮設住宅、義援金など各種交付金

の手続といった被災後の生活情報を、多言語又は振り仮名をつけた日本語で発信するとともに、災

害時に開設される臨時災害相談所において、通訳ボランティア等の協力を得て、可能な限り多言語

で、帰国手続、罹災証明、義援金等の金銭給付、就労、労働、住宅等に関する相談に応じます。 

また、各種公的サービスを提供する行政機関などにおいて、通訳ボランティア等による支援を行

います。 
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⑸ 医療機関 

市は、地域の医療需要に対応するため、民間医療機関の再建に係る補助や融資、利子補給等の検討

を県に要望するとともに、市の仮設診療所への支援を要請します。 

また、市は市立病院の機能回復を早期に行います。 

⑹ 社会福祉施設等 

市は、社会福祉施設等の被災による既存の福祉サービスの供給能力低下や、被災後の生活環境の変

化等により新たな福祉需要の発生に対応するため、再建支援が必要な社会福祉施設等や新たな福祉需

要を把握します。また、社会福祉施設等の再建に係る復旧事業費に対応した財政的支援について、必

要に応じて国に要請します。 

⑺  生活環境の確保 

ア 食品・飲料水の安全確保 

市は、水道施設の復旧が完了するまでは、非常用飲料水や貯水槽等の水を飲料水として利用する

ことから、感染症の発生等を防止するため、煮沸して飲用に供する等の飲料水の安全確保のための

指導を行うとともに、水道施設の復旧を行います。 

また、食料品についても、炊き出し等による健康被害が発生しないよう、食品衛生確保のための

指導を行います。 

イ 公衆浴場等の情報提供 

市は、公衆浴場や理容所・美容所の営業状況を把握し、情報提供を行います。 

⑻  教育の再建 

ア 学校施設の再建、授業の再開 

市は、被災地での授業の早期再開を図るため、校舎等の補修箇所等を確認し、修繕や建替等の復

旧方策を検討するとともに、学校周辺の被災状況等を把握し、再建復興計画を作成します。 

また、仮設校舎の設置や公共施設の利用等により授業実施の場を確保します。 

イ 児童・生徒等への支援 

市は、児童・生徒等の心的影響、経済的影響、学用品の不足等に対して支援を行います。また、

転入・転出手続についても弾力的に取り扱います。 

⑼  社会教育施設、文化財等 

市は、被災施設の再建支援を行うとともに、収蔵品の保管場所の確保、破損した収蔵品の補修計画

を策定します。 

また、文化財についても、破損、劣化、散逸を防止し、復旧対策を推進します。 

⑽  ボランティアの活動支援 

ア 要配慮者に対するボランティア活動 

被災者が、避難所から仮設住宅に移り、さらに被災者の自立による仮設住宅からの退去が進む復

興期においては、高齢者や障害者、親を失った子供達など要配慮者の個別化が進み、個々の要配慮

者をサポートするには、行政のみの対応では限界があります。 

このため、市は、県や社会福祉協議会、民間企業等と協働で、個別ケアなどに取り組むボランテ

ィアや NPOが円滑かつ効果的に活動を行うことができるよう、必要な情報の提供などの支援に努め

ます。 

イ 被災地のボランティア団体に対する支援 

 被災地の復興に向けては、地域の住民や団体が主体となって長期的に取り組んでいくことが必要

です。  

   こうしたことから、市は県等と連携して、要配慮者に対する支援や、まちづくり、産業振興など、

様々な課題に関わる地元のボランティアや NPOのネットワーク化や組織強化などに対する支援に取

り組みます。 

 ⑾  情報提供、市民相談 

市は、行政の行う施策のほか、被災地域の生活関連情報等を整理し、市ホームページや広報紙等を

利用して提供します。 

また、臨時相談窓口や電話相談窓口等を設置し、生活再建や事業復興の不安に対する相談に応じま

す。 

 

７ 地域経済復興支援 

地域経済の状況は、そこに住む市民にとって、雇用、収入、生活環境の確保の面において密接に係わ

ってくるもので、被災した市民の生活再建にも大きな影響を与えます。また、財政面から見ると、地域

経済が復興し、税収を涵養できれば、自治体の復興財源の確保にもつながります。地域経済を復興する
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には、元いた地域に人々がとどまり、また一時的に市外へ避難していた人々が戻ってくる中で経済活動

が行われることが重要であり、住民の生活、住宅、市街地の復興などとの関係に留意した地域経済の復

興を進めることが求められます。 

特に行政が行うべき地域経済の復興支援の柱としては、経済基盤が脆弱な中小企業の自立支援、地域

経済全体の活性化のための支援等があげられます。 

 

⑴ 地域全体に波及効果を及ぼす施策の実施 

ア 産業復興方針の策定 

市は、県や関係団体等と協力して、被災状況に応じ、市内産業が進むべき方向を中・長期的な視

点から示した新たな産業復興方針を策定します。 

イ 相談・指導体制の整備 

市は、雇用の確保、事業継続、事業の再建に不安を抱えている事業者が、安心して復興を図るこ

とができるよう、情報提供や様々な問題の解決を助ける相談・指導体制を整備します。相談に当た

っては、商工会議所など各種関係団体と協力するとともに、経営の専門家を活用するなど、総合的

な支援を行います。また、あらかじめ商工会・商工会議所等と連携体制を構築するなど，災害発生

時に中小企業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努めます。 

ウ イベント等の活用 

市は、各種団体との協力体制を確立し、情報発信に取り組むとともに、観光フェア、イベントの

活用等により、観光や地場産業のＰＲを行い、観光客やコンベンションの誘致を目指します。 

エ 新分野進出、事業転換等への支援 

市は、成長分野の起業を促すとともに、既存産業の高度化を促進するため、事業者の新分野進出、

事業転換等の動きを県と連携して積極的に支援します。また、地域ニーズにあった起業に関する情

報提供や相談・指導を行います。 

⑵  金融・税制面での支援 

ア 資金融資の簡易迅速化、条件等の緩和 

既存の貸付制度により融資を受けている事業者は、被災により返済資金の調達が困難になり、償

還が困難になることが予想されますので、市は、国等の関係機関に対して償還条件の緩和など特例

措置を要請します。 

また、被災地を管轄する金融機関に対して、被害の状況に応じて貸付手続の簡易迅速化、償還期

限の延長など特別な取扱いを行うよう要請します。 

イ 既存融資制度等の活用の促進 

市は、事業者が速やかに事業を再建できるよう、既存融資制度等について周知し、活用促進を図

ります。 

ウ 新たな融資制度の検討 

市は、本格的な復興資金需要に対応するために、被害状況調査、資金需要の把握、事業者や業界

団体等の意見を踏まえ、低利での融資など新たな融資制度の創設について検討します。 

エ 金融制度、金融特別措置の周知 

市は、速やかに事業所の再建を図るため、国や県等の既存融資制度を含む各種の融資制度につい

ての情報提供を行うとともに、リーフレット等を作成します。 

オ 税の減免等 

市は、災害の状況に応じて、個人事業税などの地方税について、申告等の期限延長、徴収猶予及

び減免などの納税緩和措置について、検討します。 

⑶  事業の場の確保 

ア 仮設賃貸店舗の建設 

市は、被害状況調査や事業者、業界団体等の意見をもとに、店舗の被災（倒壊、焼失など）によ

り事業再開が困難となっている事業者に対し、事業者が自ら事業の場を確保するまでの間、暫定的

な仮設賃貸店舗を建設し、低廉な賃料等での提供を検討します。 

イ 共同仮設工場・店舗の建設支援 

市は、倒壊又は焼失等の被害を受けた事業組合等が、自ら共同仮設工場・店舗を建設する場合に

は、工業集団化事業の一環として、(公財)神奈川産業振興センターと連携を図りながら、相談・指

導を行います。 

ウ 工場・店舗の再建支援 

市は、自ら工場・店舗等を再建しようとする事業主・組合等に対して、(公財)神奈川産業振興セ

ンターと連携を図りながら相談・指導を行うとともに、資金面に関する支援を検討します。 
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エ 民間賃貸工場・店舗の情報提供 

市は、業界団体等に対して賃貸が可能な工場・店舗の物件情報の提供を依頼して情報収集を行い、

リストを相談窓口や業界団体等に配布するとともに、県ホームページ等を活用して情報提供を行い

ます。 

オ 発注の開拓 

市は、取引企業の被災、交通事情の悪化等により被災していない事業所(特に中小企業)の経営状

況が悪化することが予想されるため、被害状況や団体の意見を踏まえ、受注拡大に向けた発注の開

拓を図ります。 

カ 物流ルートに関する情報提供 

市及び県は、長期にわたる道路等の利用制約により、原材料等の仕入れ、商品等の出荷が滞るこ

とを防ぎ、経営の安定化を図るため、道路等の被害・復旧状況、緊急物資輸送ルートなどの物流ル

ートに関する情報提供に努めます。 

キ 物流機能の確保、水上での物的・人的輸送ルートの確保 

市は、できる限り早急に漁港機能の確保が図られるよう、国に対して特例措置を要請します。 

   また、道路等を利用した輸送を補完するため、海上を利用した輸送ルートについても活用します。 

⑷  農林水産業者に対する支援 

ア 災害復旧事業等の実施 

市は、被災した農林水産業の再建に加え、生鮮食料品の安定供給を図るため、国等が行う各種の

農林水産業施設の再建費用への助成制度を活用し、災害復旧事業等を行います。 

なお、津波災害は沿岸部の農林漁業者に対して、壊滅的な被害をもたらす場合があることから、

農地の塩害対策、漁場及び水産業の一体的復旧等に十分留意するものとします。 

イ 既存制度活用の促進 

市は、被災した農林水産業者が速やかに生産等を再開できるよう、農林水産団体等を通じて各種

の融資制度の趣旨や内容を周知し、活用を促進します。 

ウ 物流ルートに関する情報提供 

市は、長期にわたる道路利用等の制約により、生産物等の出荷が滞ることを防ぎ、経営の安定化

を図るため、道路等の被害・復旧状況、緊急物資輸送ルートなどの物流ルートに関する情報提供に

努めます。 
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第６章 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 

 

第１節 基本方針 
 

【趣旨】 

平成 29年 11月から、南海トラフ地震（駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐

湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界を震源とする大規模な地震）

を対象として、異常な現象を観測した場合や、地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まってい

ると評価した場合などに「南海トラフ地震に関連する情報」が気象庁より発表されることとなりました。 

平成 31年３月には、内閣府において「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイド

ライン（以下「ガイドライン」という。）」が公表されました。また、気象庁では、ガイドラインに示さ

れたこれらの防災対応が、南海トラフ地震防災対策推進基本計画に位置づけられた令和元年５月より、

「南海トラフ地震に関連する情報」を「南海トラフ地震臨時情報」と「南海トラフ地震関連解説情報」

として発表しています。南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まっ

た旨の情報が発表された場合には、国は地方公共団体に対して防災対応について指示や呼びかけを行い、

国民に対してその旨周知することとしています。 

本計画に位置づけられた事項は、国のガイドラインに基づき、南海トラフの想定震源域内の領域で大

規模地震が発生し、残りの領域で大規模地震の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価された

場合などに、県や南海トラフ地震防災対策推進地域、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域内の市

町や住民、企業が実施する防災対応の基本方針を定めるものです。 

なお、上記地域外の市町村においても、本計画に定められた事項を参考に、必要に応じて防災対応を

行うこととします。 

 

【気象庁が発表する南海トラフ地震に関連する情報について】 

・「南海トラフ地震臨時情報」又は「南海トラフ地震関連解説情報」の情報名称で発表 

・「南海トラフ地震臨時情報」には、情報の受け手が防災対応をイメージし、適切に実施できる

よう、防災対応等を示すキーワードを情報名に付記 

・「南海トラフ地震関連解説情報」では、「南海トラフ地震臨時情報」発表後の地震活動や地殻

変動の状況等を発表。また、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合におけ

る評価結果もこの情報で発表 

・ 詳細は下表のとおり。 

 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情報 

・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海

トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開

始した場合、又は調査を継続している場合 

・観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震関連解説

情報 

・観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の

推移等を発表する場合。 

・「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合

における調査結果を発表する場合（ただし南海トラフ地震

臨時情報を発表する場合を除く）。 

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始し

た旨や調査結果を南海トラフ地震関連解説情報で発表す

る場合があります。 
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【「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件】 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等から５～30分

程度 
調査中 

次のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿

いの地震に関する評価検討会」を開催する場

合 

・監視領域内(※１)でマグニチュード 6.8 以

上(※２)の地震(※３)が発生 

・１カ所以上のひずみ計での有意な変化と共

に、他の複数の観測点でもそれに関係する

と思われる変化が観測され、想定震源域内

のプレート境界で通常と異なるゆっくりす

べりが発生している可能性がある場合な

ど、ひずみ計で南海トラフ地震との関連性

の検討が必要と認められる変化を観測 

・その他、想定震源域内のプレート境界の固着

状態の変化を示す可能性のある現象が観測

される等、南海トラフ地震との関連性の検

討が必要と認められる現象を観測 

地震発生等から最短で２時

間程度 

巨大地震警戒 

・想定震源域内のプレート境界において、モー

メントマグニチュード(※４)8.0 以上の地

震が発生したと評価した場合 

巨大地震注意 

・監視領域内(※１)において、モーメントマグ

ニチュード(※４)7.0 以上の地震(※３)が

発生したと評価した場合（巨大地震警戒に

該当する場合は除く）。 

・想定震源域内のプレート境界において、通常

と異なるゆっくりすべりが発生したと評価

した場合 

調査終了 
・（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれ

にも当てはまらない現象と評価した場合 

 

 

※１ 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側50km 程度までの範囲。 

※２ モーメントマグニチュード7.0の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定 

誤差を見込み、地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードでM6.8以上の地震から 

調査を開始する。 

※３ 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。 

※４ 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算し 

  たマグニチュード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震 

に対しても、その規模を正しく表せる特徴を持っている。ただし、モーメントマグニチュー 

ドを求めるには詳細な解析が必要であり、その値が得られるまで若干時間を要する。そのた 

め、気象庁が地震発生直後に発表する津波警報等や地震情報には、地震波の最大幅から求め 

られる気象庁マグニチュードを用いている。 
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第２節 防災対応 

 

１ 南海トラフ沿いで観測され得る異常な現象 

南海トラフ沿いで観測され得る大規模地震については、確度の高い地震の予測は困難であるものの、

南海トラフ沿いで観測され得る異常な現象のうち、観測される可能性が高く、かつ大規模地震につなが

る可能性があるとして、防災対応の検討が必要となる３つのケースが想定されています。 

⑴ 半割れ（大規模地震）／被害甚大ケース（以下「半割れケース」という。）の概要 

南海トラフ地震の想定震源域内の領域で大規模地震が発生し、残りの領域で大規模地震発生の可能

性が相対的に高まったと評価された場合です。 

また、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界においてモーメントマグニチュード（以下

「Ｍ」という。）８以上の地震が発生した場合、大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと評価

されます。 

⑵ 一部割れ（前震可能性地震）／被害限定ケース（以下「一部割れケース」という。）の概要 

南海トラフ沿いで、大規模地震に比べて一回り小さい、Ｍ７クラスの地震が発生した場合です。 

また、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界においてＭ７以上、Ｍ８未満の地震が発生し

た場合、大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと評価されます。なお、想定震源域のプレート

境界以外や、想定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲で発生したＭ７以上の地震についても、

「一部割れケース」として取り扱われます。 

⑶ ゆっくりすべり／被害なしケース（以下「ゆっくりすべりケース」という。）の概要 

短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべり

が観測された場合です。 

 

２ 異常な現象に伴う防災対応 

⑴ 気象庁が発表する南海トラフ地震臨時情報 

ア 気象庁は、南海トラフ地震の想定震源域及びその周辺で速報的な評価で算出されたマグニチュー

ド 6.8程度以上の地震が発生、又はプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した

際は、南海トラフ地震との関連性について調査を開始する旨を「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」

として発表します。 

イ その後、有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催し、発生した現象

について評価を行います。当該評価結果が、前項の３つのケースのいずれかに該当する現象と判断

された場合には、気象庁から次の情報が発表されます。 

 

 異常な現象に対する評価 発表される情報 

(1) 半割れケース 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

(2) 一部割れケース 
南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 

(3) ゆっくりすべりケース 
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【「巨大地震警戒対応」における情報の流れイメージ】 

〈出典：南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン（平成 31年３月内閣府）〉 

 

⑵ 南海トラフ地震臨時情報の内容に応じた住民や企業の防災対応 

住民や企業は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、南海トラフの震源域で想定される最大

クラス（Ｍ９クラス）の後発地震の発生を想定し、次のような防災対応を行います。 

ア 巨大地震警戒対応（半割れケース） 

(ｱ) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は、状況に応じて避難等の防災対応を準 

備・開始します。 

(ｲ) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、最初の地震発生から１週間を基

本に、国からの呼びかけに応じ、次のような対応を行います。 

ａ 日頃からの地震への備えを再確認する。 

ｂ 地震発生後の避難では間に合わない可能性のある要配慮者は避難、それ以外の者は避難の準

備を整え個々の状況等に応じて避難する。 

ｃ 地震発生後の避難で明らかに避難が完了できない地域の住民は避難する。 

(ｳ) 最初の地震発生から１週間経過以降２週間経過までの間、次項の巨大地震注意対応を行う。 

(ｴ) ２週間経過後は、国からの呼びかけに応じ、地震発生の可能性がなくなったわけではないこと

に留意しつつ、地震の発生に注意しながら通常の生活を行う。 
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イ 巨大地震注意対応（一部割れケース、ゆっくりすべりケース） 

(ｱ) 発生直後、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は、状況に応じて防災対応を

準備・開始します。 

(ｲ) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出た場合、最初の地震発生から１週間（ゆっくり

すべりの場合は、すべりの変化が収まってから変化していた期間と概ね同程度の期間）を基本に、

国からの呼びかけに応じ、日頃からの地震への備えの確認などの対応を行います。 

(ｳ) １週間経過後は、国からの呼びかけに応じ、地震発生の可能性がなくなったわけではないこと

に留意しつつ、地震の発生に注意しながら通常の生活を行います。 

⑶ 臨時情報に対応した市の防災体制 

市は県と連携し、後発地震等の発生に備えた防災体制をとります。 

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、市は次のとおり対応します。 

ア 市内で地震等が発生している場合 

地震や津波が発生している場合又は大津波警報や津波警報・注意報が発表されている場合は、災

害対策本部設置基準及び職員の非常配備基準に基づく体制をとり、災害対応に当たります。 

イ 市内で地震等が発生していない場合 

次表に定める基準に基づき、体制をとります。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 住民の防災対応等 

⑴ 日頃からの地震への備えの周知啓発等 

ア 市及び県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、巨大地震注意）が発表された場合に、住

民があわてて地震対策をとることがないよう、家具の固定等「日頃からの地震への備え」について

周知し、平時からの対策を促します。 

イ 市及び県は、大規模地震の発生可能性が平常時と比べ相対的に高まったと評価された場合、直ち

に地震や津波が発生するとの誤解から混乱が生じないよう、南海トラフ地震臨時情報の意味や南海

トラフ地震臨時情報が発表された場合の対応などについて、普及啓発に努めます。 

ウ 市及び県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、巨大地震注意）が発表された場合、国か

らの呼びかけに応じて、１週間（ゆっくりすべりケースの場合は、すべりの変化が収まってから変

化していた期間と概ね同程度の期間）、「日頃からの地震への備え」の再点検を行い、日常の生活を

行うことや、個々の状況に応じて、危険性が高い場所を避け、できるだけ安全な行動をとることな

どを周知します。 

エ 市及び県は、後発地震に備えて不要不急の火気器具や電熱器具の使用を控えることなどにより、

火災の発生を防止することなどを周知します。 

⑵ 津波からの避難対策 

南海トラフ地震の想定震源域内で地震が発生した場合、震源から本市が離れている場合でも、本市

を含む南海トラフ沿いの全域の沿岸部に対して、大津波警報や津波警報が発表されることが想定され

ます。市では地域防災計画に基づき、避難指示を発令し、住民等の避難を呼びかけます。また、大津

波警報等が津波注意報に切り替わった後の対応について検討し、当該計画等に位置づけます。 

気象庁が発表する情報 市の配備体制 

南海トラフ地震臨時情報(調査中) 【情報収集体制】(情報センター設置) 

・県及び気象庁等から情報収集 

・関係機関等との調整等 

・必要により、事前避難の準備 

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意) 【災害警戒本部体制】 

・地震発生後の応急対策の確認 

・必要により、事前避難等の発令 

・地震の備えに関する市民への広報 

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒) 【災害対策本部体制】 

・地震発生後の応急対策の確認 

・事前避難等の発令 

・地震の備えに関する市民への広報 

南海トラフ地震臨時情報(調査終了) 体制解除(災害対応が終了している場合) 
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ア 事前避難対象地域の設定 

市は、国の南海トラフ地震の津波浸水シミュレーションやガイドラインを参考に、地震が発生し

てからでは避難が間に合わない地域を事前避難対象地域として設定します。設定に当たっては、要

配慮者のみが避難を要する地域、健常者も含むすべての住民が避難を要する地域など、避難対象者

の特性に応じて検討します。 

イ 事前避難対象地域における避難の継続 

発表されていた大津波警報や津波警報が津波注意報に切り替わった場合、市は後発地震に備え、

事前避難対象地域に避難情報を発令し、巨大地震警戒対応を行う１週間を目途に、住民の避難を継

続します。 

⑶ 土砂災害等に対する防災対応 

市及び県は、巨大地震警戒対応及び巨大地震注意対応において、住民の安全確保のため、次のよう

な事項について周知に努めます。 

ア 土砂災害の発生の危険が高いエリアの特定は難しいことを前提に、不安がある住民に対しては、

個々の状況に応じて、知人・親類宅への避難など、身の安全を守るなどの防災対応を検討する必要

があること 

イ 住宅の耐震性に不安がある住民は、知人・親類宅等への避難をあらかじめ検討する必要があるこ

と 

⑷ 事前避難 

市は、巨大地震警戒対応における事前避難が被災後の避難とは異なり、ライフラインや流通機能も

稼働していると想定されることから、「自らの命は自ら守る」という防災対策の基本を踏まえ、次の事

項について周知に努めます。 

ア 住民の避難は、知人・親類宅等への避難が基本であること 

イ 食料や生活用品などは、避難者が各自で準備するのが基本であること 

ウ 避難所の運営も避難者自らが行うことが基本であること 

また、後発地震の発生に備え、知人・親類宅等への避難が困難な避難者に対して、巨大地震警戒対

応期間の１週間を基本とした避難所を確保します。 

 

４ 企業等の防災対応 

⑴ 防災対応の基本的な考え方 

ア 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、企業等は、日頃からの地震への備えを再確認するな

ど警戒レベルを上げることを基本に、個々の状況に応じて適切な防災対応を実施したうえで、でき

る限り事業の継続に努めます。 

イ 企業等は、大規模地震発生時に明らかに従業員などの生命に危険が及ぶ場合は、それを回避する

措置を実施します。 

ウ 不特定多数の者が利用する施設や危険物取扱施設等については、出火防止措置などの施設点検を

確実に実施します。 

エ 地震に備えた事業継続に当たっては、一時的に企業活動が低下しても後発地震が発生した場合に、

トータルとして事業継続・早期復旧できるよう普段以上の警戒の措置に努めます。 

⑵ 防災対応の検討 

企業等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、巨大地震注意）が発表された際に取るべき防

災対応について、次のような事項について検討し、防災などの計画への反映に努めます。 

ア 大規模地震に備えた BCPを確認します。未策定の企業は策定に努めます。 

イ 南海トラフ地震臨時情報発表時に想定されるライフラインの状況、事前避難対象地域、自社が置

かれている位置における住民の避難行動などを確認し、取引先の営業停止、出勤可能な従業員の減

少など、企業活動への影響を想定します。 

ウ 企業等の特性や地理的な条件を踏まえ、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、巨大地震注意）

発表時に実施する防災対応を検討します。 

(ｱ) 人的・物的な資源が一部制約されるなかでの必要な事業を継続させるための措置 

(ｲ) 後発地震に備えた対応の検討 

ａ 日頃からの地震への備えの再点検 

ｂ 施設・設備などの点検 

ｃ 従業員・来所者等の安全確保 

ｄ 普段以上に警戒する措置（輸送ルートの変更、燃料の満タン化等） 

ｅ 地域への貢献（物資の提供など） 



158 

 

⑶ 関係機関のとるべき措置 

ア 警備対策 

県警察が実施すべき南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された時の犯罪及び混乱

の防止等に関して講ずる措置については、概ね次に掲げる事項を基準とします。 

(ｱ) 情報の収集・伝達 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、その内容を正確かつ迅速に周

知するとともに、これに伴う諸般の情勢を迅速、的確に収集、把握し、民心の安定と混乱の防止

を図るため次の活動を実施します。 

ａ 市及び県が行う南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達への協力 

ｂ 各種情報の収集 

ｃ 関係機関との相互連絡 

(ｲ) 広報 

民心の安定と混乱防止のため、次の事項を重点として広報活動を行います。 

ａ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の正確な情報 

ｂ 道路交通の状況と交通規制の実施状況 

ｃ 自動車運転の自粛と自動車運転手のとるべき行動の要領 

ｄ 犯罪の予防等のために住民がとるべき措置 

ｅ 不法事案を防止するための正確な情報 

ｆ その他混乱防止のために必要かつ正確な情報 

(ｳ) 社会秩序維持 

南海トラフ地震災害に係る危惧及び物資の欠乏、将来の生活に対する不安等に起因する混乱並

びに窃盗犯、粗暴犯、集団不法事案等を防止するため、県警察は次の活動により社会秩序維持に

万全を期します。 

ａ 正確な情報の収集及び伝達によるパニックの防止及び流言飛語の防止 

ｂ 民心の不安を助長する窃盗犯、暴力犯、経済犯等の予防、取締り 

ｃ 危険物による犯罪又は被害発生防止のための予防、取締り 

ｄ 避難に伴う混乱等の防止と人命の保護 

ｅ 避難場所、重要施設等の警戒 

ｆ 民間防犯活動等に対する指導 

イ 放送 

       放送事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の正確かつ迅速な報道に努めます。 

臨時情報が発表された場合、住民に対して、冷静な対応を呼びかけるほか、関係機関と連携して、

交通やライフラインに関する情報など、住民が防災行動をとるために必要な情報の提供に努めます。 

ウ 道路 

(ｱ) 三崎警察署は、国の動向を踏まえ、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された

場合の運転手がとるべき行動の要領を定め、住民に周知します。また、住民事前対象避難地域内

における車両の走行の自粛については、平時から広報などに努めます。 

(ｲ) 市及び県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の交通対策等の情

報についてあらかじめ情報提供します。また、事前避難地域での車両の走行は極力抑制するもの

とし、周知を図ります。 

エ 鉄道事業者等 

(ｱ) 鉄道事業者等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合に、顧客等に

対し、当該南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等を伝達します。 

(ｲ) 鉄道事業者等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、安全性に留

意しつつ、運行するために必要な対応を実施します。津波により浸水するおそれのある地域につ

いては、津波への対応に必要な体制をとります。事前避難対象地域については、津波による危険

性の回避措置を確実に実施します。 

オ 学校、社会福祉施設等 

(ｱ) 幼稚園、学校等は、その置かれている状況など、実態に即して、児童生徒等の保護の方法等を

定めます。事前避難地域に置かれている場合は、休校等、児童生徒等の安全確保を図ります。 

(ｲ) 社会福祉施設は、入所者の保護及び保護者への引継ぎの方法などについて、施設の種類や耐震

性、耐浪性を十分に考慮し、対応方法を定めます。 

(ｳ) 学校、社会福祉施設が事前避難対象地域にある場合は、要配慮者の避難誘導に配慮し、避難経

路、誘導方法、誘導責任者等を具体的に定めます。 
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カ その他 

その他各分野、各事業者において、国のガイドラインや南海トラフ地震防災対策推進基本計画等

を参考に、防災対応を定めるよう努めます。 

 

５ 市が自ら管理等を行う施設等に関する対策 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、工事中の建築物その他の工作物又は

施設については、津波襲来のおそれがある場合には、原則として工事を中断します。 

また、特別の必要により立入禁止措置、落下・倒壊防止、補強などの津波被害の防止対策を行う場合

には、作業員の安全確保のため津波からの避難に要する時間に配慮するものとします。 

 


